
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村山市地域防災計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ４ 年 ５ 月 

村   山   市 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



目 次 

1/4 

村山市地域防災計画・本編（目次） 

 

第１編 総 則 

第１章 総 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

第２章 防災関係機関の事務（業務）の大綱 ・・・・・・・・・・  ３ 

第３章 村山市の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

第４章 予想される被害等の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

 

第２編 震災対策編 

第１章 災害予防計画 

第 １ 節  基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 

第 ２ 節  防災知識の普及計画・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

第 ３ 節  地域防災力強化計画・・・・・・・・・・・・・・・ ２８ 

第 ４ 節  災害ボランティア受入体制整備計画・・・・・・・・ ３２ 

第 ５ 節  防災訓練計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５ 

第 ６ 節  避難体制整備計画・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

第 ７ 節  救助・救急体制整備計画・・・・・・・・・・・・・ ４２ 

第 ８ 節  火災予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５ 

第 ９ 節  医療救護体制整備計画・・・・・・・・・・・・・・ ４７ 

第１０節  地震防災施設等整備計画・・・・・・・・・・・・・ ５０ 

第１１節  防災用通信施設災害予防計画・・・・・・・・・・・ ５２ 

第１２節  地盤（土砂）災害等予防計画・・・・・・・・・・・ ５５ 

第１３節  孤立集落予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・ ５８ 

第１４節  都市防災計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６１ 

第１５節  建築物災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・ ６２ 

第１６節  危険物等施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・ ６５ 

第１７節  ライフライン施設の災害予防計画 

第１款 上水道施設災害予防計画 ・・・・・・・・・・・・ ６６ 

第２款 下水道施設災害予防計画 ・・・・・・・・・・・・ ６９ 

第３款 その他のライフライン施設災害予防計画 ・・・・・ ７１ 

第１８節  農地、農業用施設災害予防計画・・・・・・・・・・ ７３ 

第１９節  輸送体制整備計画・・・・・・・・・・・・・・・・ ７４ 

第２０節  食料・飲料水及び生活必需品等の確保計画・・・・・ ７６ 

第２１節  文教施設における災害予防計画・・・・・・・・・・ ７８ 

第２２節  要配慮者の安全確保計画・・・・・・・・・・・・・ ８１ 

第２３節  積雪期における地震災害予防計画・・・・・・・・・ ８９ 



目 次 

2/4 

第２章 災害応急計画 

第 １ 節  防災体制の確立 

第１款 市災害対策本部の設置 ・・・・・・・・・・・・・ ９１ 

第２款 職員の動員配備計画 ・・・・・・・・・・・・・・１０１ 

第３款 広域応援計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５ 

第３款の２ 広域避難計画 ・・・・・・・・・・・・・・・１０９ 

第４款 自衛隊の災害派遣体制 ・・・・・・・・・・・・・１１２ 

第 ２ 節  情報収集伝達関係 

第１款 災害情報収集・伝達計画 ・・・・・・・・・・・・１１７ 

第２款 広報計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２１ 

第 ３ 節  避難計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２６ 

第 ４ 節  避難所運営計画・・・・・・・・・・・・・・・・・１３２ 

第 ５ 節  孤立集落の応急計画・・・・・・・・・・・・・・・１３７ 

第 ６ 節  救助・救急計画・・・・・・・・・・・・・・・・・１３９ 

第 ７ 節  医療救護計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４２ 

第 ８ 節  消火活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４６ 

第 ９ 節  危険物等施設応急計画・・・・・・・・・・・・・・１４８ 

第１０節  行方不明者等の捜索及び遺体対策計画・・・・・・・１５１ 

第１１節  交通輸送計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５３ 

第１２節  ライフライン施設の応急対策計画 

第１款 給水・上水道施設災害応急計画 ・・・・・・・・・１５６ 

第２款 下水道施設災害応急計画 ・・・・・・・・・・・・１６０ 

第３款 その他のライフライン施設災害応急計画 ・・・・・１６２ 

第１３節  生活支援関係 

第１款 応急給水計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１６４ 

第２款 食料供給計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１６６ 

第３款 生活必需品等物資供給計画 ・・・・・・・・・・・１６９ 

第４款 保健・防疫計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・１７２ 

第５款 廃棄物処理計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・１７６ 

第１４節  障害物の除去計画・・・・・・・・・・・・・・・・１７９ 

第１５節  文教対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８０ 

第１６節  要配慮者の応急対策・・・・・・・・・・・・・・・１８４ 

第１７節  応急住宅対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８７ 

第１８節  技術者等動員計画・・・・・・・・・・・・・・・・１９０ 

第１９節  水害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９１ 

第２０節  災害救助法の適用・・・・・・・・・・・・・・・・１９３ 

第２１節  自発的支援の受入計画・・・・・・・・・・・・・・１９７ 



目 次 

3/4 

第３章 災害復旧・復興計画 

第 １ 節  公共施設等災害復旧計画・・・・・・・・・・・・・２０１ 

第 ２ 節  被災者の生活安定対策・・・・・・・・・・・・・・２０４ 

第 ３ 節  事業所等への融資・・・・・・・・・・・・・・・・２１４ 

第 ４ 節  激甚災害指定による復旧・・・・・・・・・・・・・２２３ 

第 ５ 節  災害復旧計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２５ 

 

第３編 風水害対策編 

第１章 災害予防計画 

第 １ 節  基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２７ 

第 ２ 節  防災知識の普及計画・・・・・・・・・・・・・・・２２８ 

第 ３ 節  地域防災力強化計画・・・・・・・・・・・・・・・２３３ 

第 ４ 節  災害ボランティアの受入体制整備計画・・・・・・・２３３ 

第 ５ 節  防災訓練計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３４ 

第 ６ 節  避難体制整備計画・・・・・・・・・・・・・・・・２３５ 

第 ７ 節  医療救護体制整備計画・・・・・・・・・・・・・・２３５ 

第 ８ 節  水害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３６ 

第 ９ 節  土砂災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・２３９ 

第１０節  建築物災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・２４４ 

第１１節  ライフライン施設の災害予防計画 

第１款 上水道施設災害予防計画 ・・・・・・・・・・・・２４６ 

第２款 下水道施設災害予防計画 ・・・・・・・・・・・・２４８ 

第３款 その他のライフライン施設災害予防計画 ・・・・・２５０ 

第１２節  輸送体制整備計画・・・・・・・・・・・・・・・・２５０ 

第１３節  食料・飲料水及び生活必需品等の確保計画・・・・・２５０ 

第１４節  要配慮者の安全確保計画・・・・・・・・・・・・・２５１ 

第２章 災害応急計画 

第 １ 節  水害対策計画 

第１款 水防活動計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・２５３ 

第２款 応援計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６１ 

第 ２ 節  防災対制の確立・・・・・・・・・・・・・・・・・２６２ 

第 ３ 節  情報収集伝達関係・・・・・・・・・・・・・・・・２６２ 

第 ４ 節  避難計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６３ 

第 ５ 節  避難所運営計画・・・・・・・・・・・・・・・・・２６９ 

第 ６ 節  救助・救急計画・・・・・・・・・・・・・・・・・２６９ 

第 ７ 節  医療救護計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６９ 

第 ８ 節  行方不明者等の捜索及び遺体対策計画・・・・・・・２６９ 



目 次 

4/4 

第 ９ 節  交通輸送計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７０ 

第１０節  ライフライン施設の応急対策計画・・・・・・・・・２７０ 

第１１節  応急給水計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７０ 

第１２節  食料供給計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７０ 

第１３節  生活必需品等物資供給計画・・・・・・・・・・・・２７１ 

第１４節  保健・防疫計画・・・・・・・・・・・・・・・・・２７１ 

第１５節  廃棄物処理計画・・・・・・・・・・・・・・・・・２７１ 

第１６節  障害物の除去計画・・・・・・・・・・・・・・・・２７１ 

第１７節  文教対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７２ 

第１８節  要配慮者の応急対策・・・・・・・・・・・・・・・２７３ 

第１９節  応急住宅対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７６ 

第２０節  技術者等動員計画・・・・・・・・・・・・・・・・２７６ 

第２１節  災害救助法の適用・・・・・・・・・・・・・・・・２７６ 

第２２節  自発的支援の受入計画・・・・・・・・・・・・・・２７６ 

第３章 災害復旧・復興計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・２７７ 

 

第４編 個別災害対策編 

第１章 雪害対策計画 

第 １ 節  雪害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７９ 

第 ２ 節  除雪・排雪計画・・・・・・・・・・・・・・・・・２８２ 

第２章 道路災害対策計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８４ 

第３章 列車災害対策計画 

第 １ 節  列車災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・２８６ 

第 ２ 節  列車災害応急計画・・・・・・・・・・・・・・・・２８７ 

第４章 航空災害対策計画 

第 １ 節  航空災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・２８９ 

第 ２ 節  航空災害応急計画・・・・・・・・・・・・・・・・２８９ 

第５章 放射線対策計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９１ 

 

 

 



村山市地域防災計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 編 
 

  



村山市地域防災計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１編 総則 第１章 総則 

1 

第１編 総  則 

 

第１章 総  則 

 

～ 防災計画で、市民の生命、財産を守る ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条の規定に基づき、その法

律の目的を尊重し、村山市において発生するおそれのある各種災害に対処するため、必要な事項

を定め、市民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とするものである。 

 

２ 計画の方針 

（1） この計画の実施のため、国、山形県、村山市など関係機関並びに民間団体、市民が一致協力

して、上記の目的の達成にあたるものである。 

（2） この計画は、本市及び関係機関、団体が防災対策の上で、行うべき総合的かつ具体的な事項

を定める。 

（3） 災害を完全に防ぐことは不可能であり、被災しても人命が失われないことを最重要視し、被

害が出来るだけ少なくなるよう備える「減災」の考え方を基本とする。 

（4） 関係機関、団体はこの計画を踏まえ、行動詳細計画等を定め、その具体的推進を図るととも

に、人的被害、経済被害を軽減する減災のための市民運動の展開を図る。 

（5） 村山市防災会議は、人口増減など自然動態、都市化など社会動態の変換のほか、被災地の災

害教訓を踏まえて、災害対策基本法第４２条の規定により、毎年度この計画に検討を加え、必

要があると認めたときにはこれを修正する。 

（6） 各防災関係機関、団体は（4）にある行動詳細計画等について、上記の修正の趣旨を踏まえ、

必要があると認めたときには修正し、これを村山市防災会議に提出する。 

（7） 村山市防災会議は、当該事項の提出があり、かつ、この計画の修正が必要と認めたときには、

これを修正する。 

 

３ 防災の基本理念 

防災には、時間の経過とともに災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の３段階があり、そ

れぞれの段階において最善の対策をとることが被害の軽減につながる。 

各段階における基本理念は、以下の通りである。 

（1） 周到かつ十分な災害予防 

ア 災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから、ソ

フト施策を可能な限りすすめ、ハード・ソフトを組み合わせて一体的に災害対策を推進する。 

イ 最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びその災害によって引き起こされる被害

を的確に想定するとともに、過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ、絶えず災害対策の

改善を図る。 

（2） 迅速かつ円滑な災害応急対策 

ア 災害が発生するおそれがある場合は災害の危険性の予測を、発災直後は、被害規模の把握

を、それぞれ早期に行うとともに、正確な情報収集に努め、収集した情報に基づき、生命及

び身体の安全を守ることを最優先に、人材・物資等災害応急対策に必要な資源を適切に配分

する。 
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イ 被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、高齢者、障がい者その他の特に配慮

を要する者（以下、「要配慮者 ＊ 」という。）に配慮するなど、被災者の年齢、性別、障がい

の有無といった被災者の事情から生じる多様なニーズに適切に対応する。 

（3） 適切かつ速やかな災害復旧・復興 

発災後は、速やかに施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行うことにより、被災地の

復興を図る。 

 

* 要配慮者とは、高齢者（ひとり暮らし高齢者等（独居世帯、高齢者のみ世帯、日中高齢

者のみ世帯）、ねたきり高齢者、認知症高齢者）、身体障がい者（視覚・聴覚障がい者、肢

体不自由者、内部障がい者、難病患者等）、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者、

妊産婦、乳幼児・児童、日本語に不慣れな外国人等で、次のような方々を対象としてい

ます。 

○ 自分の身の危険を察知できない、もしくは困難な方 

○ 身の危険を察知できても救助者に伝えられない、もしくは困難な方 

○ 危険を知らせる情報を受け取ることができない、もしくは困難な方 

○ 危険を知らせる情報を受け取っても、対応行動ができない、もしくは困難な方 

○ 災害時（避難指示等の発令から平常の生活が回復するまでの間）被災地で生活する

際に何らかの配慮が必要な方 

 

 

４ 用語の意義 

（1） 市地域防災計画     「村山市地域防災計画」をいう。 

（2） 市災害対策本部     「村山市災害対策本部」をいう。 

（3） 市災害対策本部長    「村山市災害対策本部長」をいう。 

（4） 防災関係機関      国、県、市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公

共機関及び公共的団体その他防災上重要な施設を管理する機関・

団体をいう。 

（5） 県救助法細則      山形県災害救助法施行細則（昭和３５年県規則第４号）をいう。 

（6） 広域相互応援協定    大規模災害時の山形県市町村広域相互応援に関する協定をいう。 
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第２章 防災関係機関の事務（業務）の大綱 

 

～ 防災関係機関の業務連携を図り、市民の生命、財産を守る ～ 

 

１ 防災関係機関の責務 

（1） 村山市 

村山市は、基礎的な地方公共団体として、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するた

め、山形県、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、他の地方公共機関の協力の下、防災

活動を行う。 

（2） 山形県 

山形県は、広域的地方公共団体として、県の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害か

ら保護するため、関係機関や他の地方公共団体の協力を得て、防災計画を作成し、法令に基づ

きこれを実施するとともに、その区域内の市町村や指定地方公共機関の実施を助け、かつ、そ

の総合調整を行う。 

（3） 指定地方行政機関 

指定地方公共機関は、村山市の生命、身体及び財産を災害から保護するために、自ら防災活

動を実施するとともに、村山市が行う防災活動が円滑に行われるよう、それぞれの公共的業務

に応じて協力するものとする。 

（4） 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性、公益性にかんがみ、その業務に

ついて、自ら防災活動を実施するとともに、県や村山市の防災活動が円滑に行われるよう協力

する。 

（5） 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体や防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るとともに、

災害時には、災害応急措置を実施する。また、県、村山市その他防災機関の防災活動に協力す

る。 

 

２ 市民の役割 

「自助：自分のことは自分で守る。共助：自分たちの地域は自分たちで守る。」ことが防災の基

本であり、市民は自覚をもち平素から災害に備えるための手段を講じておくことが重要である。

特に大規模地震が発生したときには、防災関係機関の初期活動が制限されることが予想されるの

で、市民は自分の安全が図られるよう行動するとともに、近隣の住民と連携し、消火や救助、救

急活動に積極的に取り組むよう努める。 
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３ 防災関係機関の事務（業務）の大綱 

（1） 村山市関係 

機 関 名 災害予防対策 災害応急対策 災 害 復 旧 

村山市 １ 村山市防災会議に関

すること 

２ 自主防災組織の育成

指導に関すること 

３ 防災に関する調査、教

育及び訓練に関するこ

と 

４ 防災に係る気象、地象

及び水象の観測、予報そ

の他の業務に関する施

設、設備及び組織の整備

並びに災害の予報及び

警報伝達の改善に関す

ること 

５ 防災思想の普及及び

災害安全運動に関する

こと 

６ 通信施設及び組織に

関すること 

７ 水防、火災、救助その

他の災害応急措置に関

する施設及び組織の整

備並びに物資及び資機

材の備蓄に関すること 

８ 治山治水その他市域

の保全に関すること 

９ 建物の不燃堅ろう化

その他都市の防災構造

上の改善、災害危険区域

の指定及び対策に関す

ること 

10 災害発生の防御又は

拡大防止のための措置

に関すること 

11 在宅の要配慮者対策

に関すること 

１ 市災害対策本部の設置

及び運営に関すること 

２ 指定地方行政機関の長

等及び県知事に対する職

員の派遣要請、並びに他の

市町村長に対する応援の

要請に関すること 

３ 県知事の委任を受けて

行う、災害救助法に基づく

被災者の救助に関するこ

と 

４ 損失及び損害補償並び

に公的徴収金の減免等に

関すること 

５ 災害情報の収集に関す

ること 

６ 災害広報に関すること 

７ 災害予報警報の情報伝

達、並びに避難の指示及び

警戒区域設定に関するこ

と 

８ 被災者の救助に関する

こと 

９ 消防活動の及び浸水対

策活動に関すること 

10 緊急輸送の確保に関す

ること 

11 ライフラインの確保に

関すること 

12 公共土木施設、農地、農

業施設、林地・林業用施設

に対する応急措置に関す

ること 

13 農産物、家畜、林産物、

水産物に対する応急措置

に関すること 

14 食料その他の生活必需

品の需給計画に関するこ

と 

１ 被災者のための相

談に関すること 

２ 見舞金等の支給に

関すること 

３ 雇用の安定に関す

ること 

４ 住宅対策に関する

こと 

５ 租税の特例措置に

関すること 

６ 農林漁業者、中小企

業等に対する金融対

策に関すること 

７ 公共施設等の災害

復旧に関すること 
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機 関 名 災害予防対策 災害応急対策 災 害 復 旧 

15 災害時の清掃、防疫その

他保健衛生の応急措置に

関すること 

16 被災児童、生徒に対する

応急教育に関すること 

17 被災要配慮者に対する

相談、援護に関すること 

村山市 

消防本部 

１ 災害に対する予防、防

御と拡大防止対策に関

すること 

２ 消防機材の整備充実

と訓練に関すること 

１ 災害時における人命救

助対策に関すること 

２ 災害時における危険物

の災害防止対策に関する

こと 

 

村山市 

消防団 

１ 水防、火災、救助その

他災害応急措置に関す

る施設、組織の整備並び

に物資及び資機材の備

蓄に関すること 

２ 防災に係わる教育及

び訓練に関すること 

１ 消防水利その他応急処

置に関すること 

２ 被災者の救護、救助に関

すること 

 

 

（2） 山形県関係 

機 関 名 災害予防対策 災害応急対策 災 害 復 旧 

山形県 １ 山形県防災会議に関

すること 

２ 防災関係機関相互の

総合調整に関すること 

３ 災害及び防災に関す

る科学的研究とその成

果の実現に関すること 

４ 防災に関する気象、地

象及び水象の観測、予

報、情報その他の業務に

関する施設、設備及び組

織の整備、並びに災害の

予報及び警報の伝達に

関すること 

５ 防災思想の普及及び

災害安全運動に関する

こと 

６ 防災に係わる教育及

び訓練に関すること 

１ 山形県災害対策本部の

設置及び運営に関するこ

と 

２ 防災関係機関相互の総

合調整に関すること 

３ 市の実施する被災者の

救助の応援及び調整に関

すること 

４ 自衛隊の派遣要請に関

すること 

５ 指定行政機関に対する

職員の派遣要請に関する

こと 

６ 建設機械及び技術者の

現況把握、並びにその緊急

使用又は従事命令に関す

ること 

 

 

１ 被災者のための相

談に関すること 

２ 見舞金等の支給等

に関すること 

３ 雇用の安定に関す

ること 

４ 生活関連物資の需

給・価格状況の調査等

に関すること 

５ 住宅対策に関する

こと 

６ 租税の特例措置に

関すること 

７ 農林漁業者及び中

小企業等に対する金

融対策に関すること 

８ 公共施設等の災害

復旧に関すること 
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機 関 名 災害予防対策 災害応急対策 災 害 復 旧 

７ 通信施設及び組織の

整備に関すること 

８ 水防、火災、救助その

他の災害応急に関する

施設及び組織の整備並

びに物資及び資機材の

備蓄に関すること 

９ 治山治水その他県土

の保全に関すること 

10 建物の不燃堅ろう化

その他都市の防災構造

上の改善、災害危険区域

の指定及び対策に関す

ること 

11 災害発生の防御又は

拡大防止のための措置

に関すること 

12 在宅の要配慮者対策

に関すること 

７ 損失及び損害補償並び

に公的徴収金の減免等に

関すること 

８ 応急措置のための財産

又は物品貸付けに関する

こと 

９ 市の実施する消防活動

及び浸水対策活動に対す

る指示、支援に関すること 

10 災害救助法に基づく被

災者の救助に関すること 

11 災害予警報等の情報伝

達並びに災害情報の収集

伝達に関すること 

12 災害広報に関すること 

13 緊急輸送の確保に関す

ること 

14 ライフラインの確保に

関すること 

15 公共土木施設、農地・農

業用施設及び林地・林業用

施設等に対する応急措置

に関すること 

16 農産物、家畜、林産物及

び水産物に対する応急措

置に関すること 

17 食料その他の生活必需

品の需給調整に関するこ

と 

18 災害時の防疫その他保

健衛生の応急措置に関す

ること 

19 被災児童及び生徒 に

対する応急の教育に関す

ること 

20 被災要配慮者に対する

相談及び援護に関するこ

と 

21 その他市の応急措置の

実施又は応援の指示及び

代行に関すること 
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機 関 名 災害予防対策 災害応急対策 災 害 復 旧 

山形県 

警察本部 

(村山警察署) 

 

 

１ 災害警備用の装備資

機材及び地震対策用の

交通安全施設の整備充

実に関すること 

２ 災害警備の教養訓練

に関すること 

３ 防災広報に関するこ

と 

１ 災害情報及び交通情報

の収集に関すること 

２ 被災者の救助及び避難

誘導に関すること 

３ 交通規制、緊急通行車両

の確認及び緊急輸送路の

確保に関すること 

４ 行方不明者の調査及び

死体の検視に関すること 

５ 犯罪の予防・取締り、混

乱の防止、その他秩序の維

持に関すること 

 

 

（3） 指定地方行政機関 

機 関 名 災害予防対策 災害応急対策 災 害 復 旧 

農林水産省 

東北農政局 

山形県拠点 

１ 農地防災事業及び地

すべり対策事業の実施

に関すること 

２ 防災教育、総合訓練及

び農家に対する防災思

想の普及並びに防災営

農体制の確立指導に関

すること 

１ 災害情報の収集、種もみ

の備蓄及び供給、病害虫の

防除、家畜の伝染病予防及

び飼料の確保、土地改良機

械の現況把握及び緊急使

用措置、技術者の動員措置

に関すること 

２ 災害時における応急食

料の調達・供給に関する情

報収集・連絡に関すること 

農地及び農業用施設

並びにこれらの関連施

設の災害復旧、直轄代行

災害復旧事業、鉱害復旧

事業、災害金融に関する

こと 

山形森林管理署 １ 治山事業及び地すべ

り対策事業の実施に関

すること 

２ 防災教育及び防災訓

練の実施並びに林野火

災の防止に関すること 

災害情報の収集、災害復旧

用材の供給に関すること 

林地、林道及び林業施

設の災害復旧に関する

こと 

 

東京航空局 

山形空港出張所 

山形空港における航空

保安・航空輸送事業及びそ

の他航空に係る事業の防

災訓練に関すること 

山形空港における国所管

の航空保安施設の管理運用

に関すること 

 

 

東北財務局 

山形財務事務所 

  １ 金融機関の業務運

用の確保に関するこ

と 

２ 県及び市町村の災

害対策に係る地方債

に関すること 
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機 関 名 災害予防対策 災害応急対策 災 害 復 旧 

３ 県及び市町村に対

する災害つなぎ資金

の融通に関すること 

４ 公共団体が応急措

置の用に供する普通

財産の貸付に関する

こと 

東北運輸局 

山形運輸支局 

緊急輸送、代替輸送の実

施体制の整備等に係る関

係事業者等への指導・助言

及び防災訓練の実施並び

に交通施設等の安全確保

に関すること 

 

 

１ 交通施設等の被害、公共

交通機関の運行（航）状況

等に関する情報収集及び

伝達に関すること 

２ 緊急輸送、代替輸送にお

ける関係事業者等への指

導・調整及び支援に関する

こと 

復旧・復興のための物

資等の円滑かつ効率的

な輸送に係る調整に関

すること 

山形地方気象台 １ 防災気象情報の理解

促進、防災知識の普及啓

発に関すること 

２ 地方公共団体が行う

防災対策に関する技術

的な支援・助言に関する

こと 

３ 気象業務に必要な観

測、予報及び通信施設の

整備に関すること 

１ 気象、地象、地動及び水

象の観測並びにその成果

の収集、発表に関すること 

２ 気象、地象（地震にあっ

ては、発生した断層運動に

よる地震動に限る）及び水

象の予報及び警報等の防

災気象情報の発表、伝達及

び解説に関すること 

気象、地象（地震にあ

っては、発生した断層運

動による地震動に限

る）、及び水象の予報並

びに警報等の防災気象

情報の発表、伝達及び解

説等に関すること 

東北地方整備局 

山形河川 

国道事務所 

１ 防災上必要な教育及

び訓練の実施並びに一

般市民の防災意識の高

揚、防災知識の普及に関

すること 

２ 通信施設、観測施設、

防災用機械、資機材の整

備に関すること 

３ 災害危険箇所におけ

る河川、海岸、砂防、道

路施設等の防災事業推

進に関すること 

４ 重要水防区域、地すべ

り防止区域及び道路通

行規制区間における必

要な措置並びに土石流

１ 災害に関する情報の収

集及び予警報の伝達等に

関すること 

２ 水防活動、土砂災害防止

活動及び避難誘導等に関

すること 

３ 建設機械及び技術者の

現況把握に関すること 

４ 緊急災害派遣隊(TEC-

FORCE)などによる災害時

における復旧資材の確保

に関すること 

５ 災害発生が予想される

とき、又は災害時における

応急工事等の実施に関す

ること 

二次災害の防止及び

迅速な復旧に関するこ

と 
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機 関 名 災害予防対策 災害応急対策 災 害 復 旧 

危険区域の指導に関す

ること 

５ 官公庁施設の災害予

防措置に関すること 

６ 雪害予防施設及び除

雪体制の整備に関する

こと 

６ 緊急を要すると認めら

れる場合の緊急対応の実

施に関すること 

村山労働基準 

監督署 

 

 

大規模な爆発、災害の労

働災害の原因となる災害

の防止に関すること 

災害応急工事等の監督指

導、二次災害発生防止に関す

ること 

災害復旧工事等の監

督指導、被災事業場の操

業再開時における災害

防止に関すること 

 

（4） 自衛隊 

機 関 名 災害予防対策 災害応急対策 災 害 復 旧 

陸上自衛隊 

第六師団 

防災関係資料の基礎調

査、関係機関との連絡調

整、災害派遣計画の作成、

防災訓練、防災関係資器材

等の整備点検に関するこ

と 

１ 災害派遣初動の準備体

制強化及び関係機関への

連絡員の派遣、情報収集等

並びに災害関係予報及び

警報の伝達に対する協力、

関係機関からの要請若し

くは緊急事態に伴う部隊

等の派遣に関すること 

２ 被害状況の把握、避難の

援助、遭難者等の捜索救

助、水防活動、消防活動、

道路又は水路啓開に関す

ること 

３ 診察、防疫の支援に関す

ること 

４ 人員及び物資の緊急輸

送、炊飯及び給水の支援、

救助物資の無償貸付又は

譲与、交通規制の支援に関

すること 

５ 危険物の保安及び除去、

その他臨機の必要に対し

自衛隊の能力で対処可能

な措置に関すること 

 

自衛隊法第１００条

に基づく土木工事等の

受託に関すること 
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（5） 指定公共機関 

機 関 名 災害予防対策 災害応急対策 災 害 復 旧 

日本郵政 

株式会社 

（東根郵便局） 

（村山郵便局） 

災害発生時の郵政事務

の運営確保体制整備に関

すること 

 １ 災害時における日

本郵便株式会社の業

務運営の確保に関す

ること 

２ 災害救助法適用時

における郵便業務に

係る災害特別事務取

扱及び援護対策に関

すること 

３ 株式会社ゆうちょ

銀行の非常扱い及び

株式会社かんぽ生命

保険の非常取扱いに

ついて、各社から要請

があった場合の取扱

いに関すること 

東日本電信電話

株式会社 

（山形支店） 

高度情報網の確立と既

設設備の整備による通信

設備の安定化並びに防災

に関すること 

１ 大津波警報・津波警報の

伝達に関すること 

２ 災害時における通信の

確保、利用調整及び料金の

減免に関すること 

 

１ 避難指示等により

実際に電話サービス

を受けられない契約

者の基本料金の減免

等料金の特例に関す

ること 

２ 電気通信施設の災

害復旧に関すること 

東北電力ネット

ワーク株式会社 

(天童電力セン

ター) 

配電施設の新設並びに

既設設備の点検・保修工事

による維持管理に関する

こと 

災害時における電力供給

の確保及び調整に関するこ

と 

電気供給施設の災害

復旧に関すること 

ヤマト運輸 

株式会社 

(村山営業所) 

 １ 物資等の各種輸送計画

の策定及び実施に関する

こと 

２ 緊急及び代行輸送体制

の確立及び貨物の損害防

止に関すること 

 

東日本旅客鉄道

株式会社 

(村山駅) 

１ 線路及び建設物の警

備、保存及び管理に関す

ること 

２ 鉄道林の新設、改良、

保存及び管理に関する

こと 

１ 送電設備、電車線及び変

電設備の防護等、列車運転

用電力の確保に関するこ

と 

 

２ 列車の運転用信号通信

線路等鉄道施設の災

害復旧に関すること 
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機 関 名 災害予防対策 災害応急対策 災 害 復 旧 

施設及び信号保安機器の

防護に関すること 

３ 気象情報の伝達及び災

害対策本部の設置等応急

体制の確立に関すること 

４ 災害時における救助物

資及び人員の輸送確保に

関すること 

日本銀行 

(山形事務所) 

 １ 通貨の供給の確保に関

すること 

２ 金融上の措置の実施に

関すること 

３ 金融上の措置の広報に

関すること 

 

日本赤十字社 

(山形県支部) 

 １ 災害時における傷病者

の医療救護に関すること 

２ 被災者に対する救援物

資の配分に関すること 

３ こころのケアに関する

こと 

４ 赤十字ボランティアの

活動の指導に関すること 

５ 義援金の募集受付に関

すること 

 

日本放送協会 

(山形放送局) 

災害予防の放送に関す

ること 

１ 気象予報、注意報、警報、

特別警報及び災害情報等

の放送に関すること 

２ 救護奉仕活動及び奉仕

団体等の活動に対する協

力に関すること 

放送施設の災害復旧

に関すること 

東日本高速道路

株式会社 

(東北支社山形

管理事務所、山

形工事事務所) 

所轄する有料道路の災

害防止に関すること 

１ 災害時の所轄有料道路

における輸送路の確保に

関すること 

２ 災害時における緊急車

両の通行料金免除に関す

ること 

所轄する有料道路の

災害復旧に関すること 
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（6） 指定地方公共機関 

機 関 名 災害予防対策 災害応急対策 災 害 復 旧 

山形放送株式会社 

株式会社山形テレビ 

株式会社テレビユー山形 

株式会社さくらんぼ 

テレビジョン 

株式会社エフエム山形 

災害予防の放送に関

すること 

１ 気象予報、注意報、

警報、特別警報及び災

害情報等の放送に関

すること 

２ 救援奉仕活動及び

奉仕団体等の活動に

対する協力に関する

こと 

 

山形交通バス株式会社 

 

 災害時における自動

車輸送の確保及び緊急

輸送の実施に関するこ

と 

 

村山市医師会  災害時における医療

救護に関すること 

 

市内土地改良区 水門、水路、ため池及

び農道、その他農業用施

設の整備及び維持管理

に関すること 

農地及び農業用施設

の被災状況調査に関す

ること 

農地、農業用施設の

災害復旧事業に関す

ること 

 

（7） 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機 関 名 災害予防対策 災害応急対策 災 害 復 旧 

北村山公立病院  １ 災害時における収

容患者に対する医療

の確保に関すること 

２ 災害時における負

傷者等の医療救護に

関すること 

 

東根市外二市一町 

共立衛生処理組合 

 １ 災害時におけるし

尿処理に関すること 

２ 災害時における廃

棄物、ゴミ等の収集に

関すること 

 

村山市商工会  １ 災害時における物

価安定についての協

力及び徹底に関する

こと 

２ 救助用物資の確保

についての協力に関

すること 

復旧資材の確保に

ついての協力及び斡

旋に関すること 
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機 関 名 災害予防対策 災害応急対策 災 害 復 旧 

農業協同組合 

森林組合等 

農林関係団体 

 共同利用施設の応急

対策に関すること 

１ 共同利用施設の

復旧に関すること 

２ 被災組合員に対

する融資及びあっ

せんに関すること 

一般運輸事業者  災害時における緊急

輸送の確保に関するこ

と 

 

危険物関係施設 

の管理者 

 災害時における危険

物の保安措置に関する

こと 

 

病院経営者等  １ 災害時における収

容患者の避難誘導に

関すること 

２ 被災負傷者等の収

容に関すること 

３ 災害時における医

療、助産等の援助に関

すること 

４ 近隣医療機関相互

間の救急体制の確立

に関すること 

 

社会福祉協議会  １ 被災生活困窮者に

対する生活福祉資金

の融資に関すること 

２ 福祉救助ボランテ

ィアに関すること 

 

社会福祉団体  防災に関する施設の整

備と避難訓練等の防災予

防対策に関すること 

災害時における収容

者の避難誘導に関する

こと 

 

建設業協会等 

建設業者 

 １ 防災対策資機材、人

員の確保に関するこ

と 

２ 障害物の除去等応

急・復旧対策に関する

こと 

 

山形県ＬＰガス協会 

北村山支部 

１ 液化石油ガス消費設

備の安全指導に関する

こと 

２ 応急燃料の確保に関

すること 

被災地に対する燃料

の供給に関すること 
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機 関 名 災害予防対策 災害応急対策 災 害 復 旧 

町内会等自治組織  １ 地域における市民

の避難誘導、被災者の

救護、感染症の予防物

資の供給、防犯に対す

る協力に関すること 

２ 市が実施する応急

対策についての協力

に関すること 

 

婦人会等 

文化事業団体 

 市が実施する応急対

策についての協力に関

すること 

 

その他公共的団体及び

防災上重要な施設の管

理者 

それぞれの職務に関する防災管理、応急対策及び災害復旧に関すること 

 

資料編：防災関係機関一覧 

報道機関 
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第３章 村山市の概況 

 

～ 市の概況を把握し、適切な対応を図る ～ 

 

１ 自然環境 

（1） 位 置 

村山市は、山形県のほぼ中央に位置し、東を奥羽山脈、西を出羽丘陵に囲まれ、中央を最上

川が蛇行しながら南北に貫流しており、流域には肥沃な土地が開けている。 

また、市の東部を国道１３号、西部を国道３４７号が縦貫し、山形新幹線村山駅などのほか

山形空港が近く、東北中央自動車道の村山本飯田－東根北間も開通する予定で、山形市、仙台

市など交通の利便性が向上している。 

（2） 緯経度 

北 緯     ３８°２９′   東 経     １４０°２３′ 

（3） 面積等 

面   積  １９６．９８㎢ 

東西の距離    ２２．１㎞   南北の距離     １４．９㎞   

（4） 地形、地質、気候 

村山市は東の奥羽山脈、東の甑岳（１，０１６ｍ）を源とする大沢川、大旦川、沢の目川、

西の葉山（１，４６２ｍ）を源とする千座川、田村川、樽石川、富並川が市の中央を貫流する

最上川に注いでいる。 

地質は、最上川流域の平野部は比較的新しい第四紀現世の沖積層であり、東部は新第三紀中

新世の古口層及び金山層で、西部は新第三紀中新世の古口層及び三盛層である。中心市街地楯

岡地域一帯は沖積層となっており、軟弱な地層で基盤層までが深い。 
気候は典型的な内陸型で夏冬の温度差は大きい。 
 

資料編：気象概況 

 

（5） 村山市の降水量と平均気温（統計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ２０２０年（令和２年）は、「７月豪雨」のため、突出している。 

（平年値は、１７０mm程度） 

 

（5） 村山市における主な災害記録 

 

資料編：村山市における主な災害記録  
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２ 社会環境 

（1） 人口と世帯数（国勢調査：令和２年１０月１日現在） 

人口 世帯数 人口密度 一世帯たり人員 

22,516人 7,579戸 114.4／㎢ 2.97人 

 

（2） 各地区別世帯数及び人口（国勢調査：令和２年１０月１日現在） 

地区名 楯岡 西郷 大倉 大久保 冨本 戸沢 袖崎 大高根 

世帯数（戸） 3,479 962 383 544 512 849 413 437 

人 口（人） 9,646 3,057 1,199 1,735 1,668 2,662 1,199 1,350 

１世帯人口 2.8 3.2 3.1 3.2 3.3 3.1 2.9 3.1 

 

（3） 常住地人口（夜間人口）及び従業地・通勤地による人口（昼間人口） 

（国勢調査：平成２７年１０月１日現在） 

単位（人） 

常住地人口 
従業地・通学

地による人口 
流入超過 

通勤・通学者数 

（15歳未満の通学者を含む） 

通勤・通学者数 

（15歳以上） 

夜間人口 (C) 昼間人口 (D) (C)－(D) 流入 流出 流入 流出 

24,684 23,618 △1,066 5,091 6,157 5,041 6,149 

 

（4） 産業別人口（国勢調査：平成２７年１０月 1日現在） 

産 業 別 第一次産業 第二次産業 第三次産業 

人 口（人） 1,805 4,653 6,058 

割 合（％） 14.4 37.1 48.3 
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第４章 予想される被害の状況 

 

～ 想定被害を把握し、適切な減災対策を図る ～ 

 

１ 概 要 

平成７年１月１７日に発生した阪神・淡路大震災や平成２３年３月１１日に発生した東日本大

震災は、これまでの想定を超える大きな被害をもたらし、このような地震が日本各地で発生する

可能性のあることを示した。 

  想定被害を把握することで、地震による被害を軽減する「減災」の考え方を基本に地震防災対

策に取り組んでいく。 

 

２ 地震による被害想定 

（1） 市地域防災計画が、阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震クラスの内陸型地震及

び新潟県中越地震クラスの中山間地域の地震にも有効に機能するようにすることは重要な課

題であり、そのためにはこのような大規模地震が県内に発生した場合の村山市の被害を想定す

ることが必要である。 

このような観点から、平成８年度及び平成９年度の２ヵ年にわたり、県が実施した「山形県

地震対策基礎調査」における調査報告書及び山形盆地断層帯被害想定調査をもとに、村山市の

想定被害量を設定するものとする。 

（2） 震源域は、「新編日本の活断層（東京大学出版会）」における活断層の分布状況等を考慮し、

「山形盆地断層帯の長期評価（地震調査研究推進本部地震調査委員会）」に基づき、想定地震を

以下のとおり設定する。 

ア 想定地震 

種 類 想定地震名 地震の規模(ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ) 起震断層長さ 

内陸型地震 山形盆地断層帯地震 7.8 60㎞ 

※ 他の断層帯に起因する地震も想定されているが、最大被害をもたらすと予想されるケース

を設定するものとする。 

イ 発災ケース 

過去の地震の例などから、地震発生の季節や時刻によって被害想定が異なってくることが

考えられるため、報告書により、在宅の状況、積雪の有無、火気の使用状況等の条件の異な

る３つのケースを設定する。 

 冬季夕方 冬季早朝 夏季昼間 

風速（m/s） 1.4 1.4 1.5 

風 向 南西 南西 北 

屋根の積雪 30㎝ 30㎝ なし 

 

  



第１編 総則 第４章 予想される被害等の状況 

18 

山形盆地断層帯地震被害想定（村山市） 

（平成１４年 山形盆地断層帯被害想定調査） 

区  分 

発災ケース 

兵庫県南部地震 

冬季夕方 冬季早朝 夏季昼間 

地震の規模 M7.8 M7.3 

震 度 震度 6強～7 震度 4～7 

建物全壊 
1,460棟 

11.0％ 

1,150棟 

8.6％ 

92,877棟 

4.8％ 

建物半壊 
1,930棟 

14.5％ 

1,749棟 

13.1％ 

99,829棟 

5.2％ 

全半壊計 3,390棟 2,899棟 192,706棟 

出  火 13件 5件 1件 257件 

建物消失 
16棟 

0.12％ 

7棟 

0.05％ 

2棟 

0.01％ 

7,119棟 

0.4％ 

死  者 
70人 

0.25％ 

87人 

0.31％ 

54人 

0.19％ 

5480人 

0.1％ 

負 傷 者 
789人 

2.8％ 

902人 

3.2％ 

648人 

2.3％ 

34,900人 

0.6％ 

死傷者計 859人 989人 702人 40,380人 

全半壊建物被災者 
7,499人 

26.6％ 

7,583人 

26.9％ 

6,484人 

23.0％ 
詳細不明 

指定避難所生活者 
3,608人 

12.8％ 

3,580人 

12.7％ 

2,988人 

10.6％ 

32万人 

5.6％ 

上水道断水世帯 
7,816世帯 

100％ 

130万世帯 

阪神地区 

下水道 

排水困難世帯数 

11世帯 

0.38％ 
 

停電世帯 
3,478世帯 

44.5％ 

3,314世帯 

42.4％ 

100万世帯 

阪神地区 

電話不通世帯 
2,095世帯 

26.8％ 

1,876世帯 

24.0％ 

29万世帯 

阪神地区 
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平成１４年 山形盆地断層帯地震被害想定（地域別） 

単位（人） 

地域名 人 口 

死 者 負傷者 死傷者計 

冬季
夕方 

冬季
早朝 

夏季
昼間 

冬季
夕方 

冬季
早朝 

夏季
昼間 

冬季
夕方 

冬季
早朝 

夏季
昼間 

楯 岡 10,307 26 32 20 289 330 237 314 362 257 

西 郷 4,040 10 13 8 113 129 93 123 142 101 

大 倉 1,735 4 5 3 49 56 40 53 61 43 

大久保 2,318 6 7 4 65 74 53 71 81 58 

冨 本 2,261 6 7 4 63 72 52 69 79 56 

戸 沢 3,671 9 11 7 103 117 84 112 129 91 

袖 崎 1,797 4 6 3 50 58 41 55 63 45 

大高根 2,060 5 6 4 58 66 47 63 72 51 

合 計 28,191 70 87 53 790 902 647 860 989 700 

地域名 人 口 

指定避難所生活者 全半壊罹災者数  

冬季
夕方 

冬季
早朝 

夏季
昼間 

冬季
夕方 

冬季
早朝 

夏季
昼間 

 

楯 岡 10,307 1,319 1,309 1,093 2,742 2,773 2,371 

西 郷 4,040 517 513 428 1,087 1,087 929 

大 倉 1,735 222 220 184 467 467 399 

大久保 2,318 297 294 246 617 624 533 

冨 本 2,261 289 287 240 601 608 520 

戸 沢 3,671 470 466 389 976 987 844 

袖 崎 1,797 230 228 190 478 483 413 

大高根 2,060 264 262 219 548 555 474 

合 計 28,191 3,608 3,580 2,988 7,499 7,583 6,484 

単位（戸） 

地域名 
世帯
数 

上水道断水世帯 停電世帯 電話不通世帯 

冬季
夕方 

冬季
早朝 

夏季
昼間 

冬季
夕方 

冬季
早朝 

夏季
昼間 

冬季
夕方 

冬季
早朝 

夏季
昼間 

楯 岡 3,286 3,286 3,286 3,286 1,462 1,462 1,393 881 881 789 

西 郷 1,009 1,009 1,009 1,009 449 449 428 270 270 242 

大 倉 436 436 436 436 194 194 185 117 117 105 

大久保 587 587 587 587 261 261 249 157 157 141 

冨 本 570 570 570 570 254 254 242 153 153 137 

戸 沢 917 917 917 917 408 408 389 246 246 220 

袖 崎 497 490 490 490 221 221 211 133 133 119 

大高根 514 514 514 514 229 229 218 138 138 123 

合 計 7,816 7,816 7,816 7,816 3,478 3,478 3,314 2,095 2,095 1,876 
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長井盆地西縁断層帯地震被害想定（村山市） 

（平成１８年 山形県地震被害想定調査） 

区  分 

発災ケース 

兵庫県南部地震 

冬季夕方 冬季早朝 夏季昼間 

地震の規模 M7.7 M7.3 

震 度 震度 6弱～6強 震度 4～7 

建物全壊 
169棟 

1.1％ 

159棟 

1.0％ 

92,877棟 

4.8％ 

建物半壊 
863棟 

5.5％ 

812棟 

5.2％ 

99,829棟 

5.2％ 

全半壊計 1,032棟 971棟 192,706棟 

出  火 0件 0件 0件 257件 

建物消失 
0棟 

0.0％ 

0棟 

0.0％ 

0棟 

0.0％ 

7,119棟 

0.4％ 

死  者 
8人 

0.03％ 

13人 

0.04％ 

6人 

0.02％ 

5480人 

0.1％ 

負 傷 者 
186人 

0.7％ 

257人 

0.9％ 

153人 

0.5％ 

34,900人 

0.6％ 

死傷者計 194人 270人 159人 40,380人 

指定避難所生活者 
1,090人 

3.6％ 

1,345人 

4.5％ 

1,090人 

3.6％ 

32万人 

5.6％ 

上水道断水世帯 
地震直後 6,357世帯 80.9％ 

一日後  3,953世帯 50.3％ 

130万世帯 

阪神地区 

下水道 

排水困難世帯数 

672人 

3.63％ 
 

停電世帯 
1,371世帯 

17.3％ 

100万世帯 

阪神地区 

電話不通世帯 
832世帯 

8.6％ 

29万世帯 

阪神地区 

ＬＰガス 

要点検世帯 

429世帯 

6.6％ 
 

 ※ 数値の『０』は、想定上１に満たないもの。 
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庄内平野東縁断層帯地震被害想定（村山市） 

（平成１８年 山形県地震被害想定調査） 

区  分 

発災ケース 

兵庫県南部地震 

冬季夕方 冬季早朝 夏季昼間 

地震の規模 
北部  M7.1 

M7.3 
南部  M6.9 

震 度 震度 5強～6弱 震度 4～7 

建物全壊 
7棟 

0.04％ 

7棟 

0.04％ 

92,877棟 

4.8％ 

建物半壊 
141棟 

0.9％ 

141棟 

0.9％ 

99,829棟 

5.2％ 

全半壊計 148棟 148棟 192,706棟 

出  火 0件 0件 0件 257件 

建物消失 
0棟 

0.0％ 

0棟 

0.0％ 

0棟 

0.0％ 

7,119棟 

0.4％ 

死  者 
1人 

≒0.0％ 

1人 

≒0.0％ 

1人 

≒0.0％ 

5480人 

0.1％ 

負 傷 者 
46人 

0.17％ 

46人 

0.17％ 

46人 

0.17％ 

34,900人 

0.6％ 

死傷者計 47人 47人 47人 40,380人 

指定避難所生活者 
512人 

1.7％ 

533人 

1.8％ 

512人 

1.7％ 

32万人 

5.6％ 

上水道断水世帯 
地震直後 5,870世帯 74.7％ 

一日後  3,442世帯 43.8％ 

130万世帯 

阪神地区 

下水道 

排水困難世帯数 

309人 

1.67％ 
 

停電世帯 
0世帯 

0.0％ 

100万世帯 

阪神地区 

電話不通世帯 
0世帯 

0.0％ 

29万世帯 

阪神地区 

ＬＰガス 

要点検世帯 

62世帯 

0.9％ 
 

 ※ 数値の『０』は、想定上１に満たないもの。 
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新庄盆地断層帯地震被害想定（村山市） 

（平成１０年 山形県地震対策基礎調査（参考）） 

区  分 

発災ケース 

兵庫県南部地震 

冬季夕方 冬季早朝 夏季昼間 

地震の規模 
西部  M6.9 

M7.3 
東部  M7.1 

震 度 震度 5弱～6弱 震度 4～7 

建物全壊 
37棟 

0.3％ 

24棟 

0.2％ 

92,877棟 

4.8％ 

建物半壊 
289棟 

2.3％ 

243棟 

2.0％ 

99,829棟 

5.2％ 

全半壊計 326棟 267棟 192,706棟 

出  火 1件 0件 0件 257件 

建物消失 
3棟 

0.02％ 

1棟 

≒0.0％ 

0棟 

0.0％ 

7,119棟 

0.4％ 

死  者 
4人 

0.01％ 

4人 

0.01％ 

2人 

0.01％ 

5480人 

0.1％ 

負 傷 者 
117人 

0.4％ 

117人 

0.4％ 

74人 

0.2％ 

34,900人 

0.6％ 

死傷者計 121人 121人 76人 40,380人 

全半壊建物被災者 
770人 

2.4％ 

768人 

2.4％ 

628人 

2.0％ 
詳細不明 

指定避難所生活者 
264人 

0.9％ 

282人 

0.9％ 

226人 

0.7％ 

32万人 

5.6％ 

上水道断水世帯 
566世帯 

7.4％ 

543世帯 

7.1％ 

130万世帯 

阪神地区 

下水道 

排水困難世帯数 

0世帯 

0.0％ 
 

停電世帯 
1,899世帯 

25.1％ 

1,857世帯 

24.5％ 

100万世帯 

阪神地区 

電話不通世帯 
866世帯 

8.8％ 

800世帯 

8.2％ 

29万世帯 

阪神地区 

※ 数値の『０』は、想定上１に満たないもの。 
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第２編 震災対策編 

 

第１章 災害予防計画 

 

第１節 基本方針 

 

～ 地震、常日頃からの備えで、最小限の被害に ～ 

 

１ 基本方針 

  この計画は、大地震により発生する災害から市民の生命、身体及び財産を守るために、被害を

最小限に軽減するとともに発生時に備えるなど、事前に実施すべき防災対策について定めるもの

である。 

 

２ 地震災害対策の具体的な方針 

（1） 「自分の身体は自分で守る」（自助）の理解と家庭の防災力強化を図る。 

（2） 自主防災組織を育成し、地域の防災力（共助）の強化を図る。 

（3） 「減災」の考え方を基本に、地震による被害を軽減するための地震防災対策に取り組んでい

く。 

（4） 地震発生時に、速やかに災害対策活動ができる体制づくり。 

（5） 地震災害に関する知識の普及や教育の推進により防災意識の高揚を図る。 

（6） 住宅、公共施設、設備等の耐震化を図る。 

（7） 災害に強いライフラインの整備を図る。 

（8） 総合的かつ計画的に地震災害対策を実施し、万全を期する。 

 

 

  



第２編 震災対策編 第１章 災害予防計画 

24 

第２節 防災知識の普及計画 

 

～ 自主防災意識の高揚を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

市や県など防災関係機関等は、災害時の応急対策の主体となる職員を中心に防災教育を、また

市民に対しては自主防災意識の向上を図るために行う防災知識の普及啓発を図るものである。 

 

２ 防災関係機関職員に対する防災教育 

（1） 方 針 

防災関係機関職員に対して、災害時の適正な判断力を養い、各機関における防災活動の円滑

な実施を期するとともに、応急対策全般への対応力を高めるために、防災教育の普及徹底を図

る。 

（2） 防災教育 

市は、職員に対し、防災関係法令、条例、市地域防災計画、震災時の所管防災業務における

個人の具体的な役割や行動について周知徹底するとともに、行動マニュアル等を作成し、災害

発生に備える。また、国、県等が実施する研修会等に防災関係職員を積極的に参加させ、防災

知識の習得に努めさせる。 

（3） 防災関係機関 

それぞれに定める防災に関する計画に基づき防災教育を実施する。また、県や市が実施する

防災訓練や研修会に積極的に参加する。 

 

３ 市民に対する防災知識の普及 

大規模な地震が発生した場合には、すべての応急対策について行政が対応することが困難であ

り、市民自らの自主防災意識と行動が重要となることから、市は、防災訓練や啓発活動等を通し

て市民に対する防災知識の普及を図る。 

（1） 啓発内容 

ア 地震発生前の準備等についての啓発事項 

（ｱ） 住宅の耐震診断や家具・ブロック塀等の転倒防止対策 

（ｲ） 非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

（ｳ） 最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、トイレットぺー

パー等の備蓄（ローリングストック法*の活用） 

* ローリングストック法：普段の生活で消費する食品や生活必需品を少し多めに買って

おき、古くなったものから順に使用し、使用した分を新たに買い足すことで常に一定量

を確保しておく備蓄方法。 

（ｴ） 自動車へのこまめな満タン給油 

（ｵ） 高齢者用、乳幼児用、食物アレルギー者用等、家族の実情に応じた食料等の備蓄 

（ｶ） 家族が服用している医薬品の情報等の把握 

（ｷ） ペットとの同行避難や避難所での飼養についての準備（しつけと健康管理、迷子になら

ないための対策、飼い主明示、避難用品や備蓄品の確保等） 

（ｸ） 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

（ｹ） 本市の災害史や災害教訓・伝承、地域の危険情報の把握 

（ｺ） 地震体験車や県防災学習館等による地震の擬似体験 
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イ 地震発生後の行動等についての啓発事項 

（ｱ） 緊急地震速報発表時の行動 

（ｲ） 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、正常

性バイアス等を克服した、避難行動を取るべきタイミングを逸することない適切な行動 

（ｳ） 自らの身を守る安全確保行動 

（ｴ） 自動車運転時の行動 

（ｵ） 地震発生時に危険になる場所等を踏まえた行動 

（ｶ） 指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の避難場所、避難経路 

（ｷ） 広域避難の実効性確保のための、通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方 

（ｸ） 応急救護の方法 

（ｹ） 通信系の適切な利用方法（災害伝言ダイヤル、災害用伝言板等の活用） 

（ｺ） 高齢者、障がい者等の要配慮者への配慮 

（ｻ） 男女のニーズの違い等男女双方及び性的マイノリティの視点への配慮 

（ｼ） 指定避難所等において被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならない

よう、「暴力は許されない」という意識 

（ｽ） 生活の再建に資する行動（家屋が被災した際に、片付けや修理の前に家屋の内外の写真

を撮影する等） 

（2） 啓発の方法 

市は県とともに、パンフレット、リーフレット、ポスター等の配布や、防災ビデオ、地震体

験車の貸し出し、防災学習館の利用、ホームページの活用などを促進するとともに、市民を対

象とした防災セミナー等の開催に努め、防災知識と自助を基本とした防災意識の啓発を推進す

る。また、地域における自主防災組織、町内会、各種団体、ボランティア等の活動並びに市消

防本部で実施する応急手当講習会など地域コミュニティにおける多様な主体の関わりを通じ

て防災知識と自助を基本とした防災意識の普及啓発を図る。また、必要に応じて指定緊急避難

場所の開錠・解放を自主防災組織で担う等、円滑な避難のため、自主防災組織等の地域のコミ

ュニティを活かした避難活動を促進する。 

（3） 市民の責務 

市民は、地域の防災訓練など自発的な防災活動に参加するよう努める。 

 

４ 事業所等に対する防災知識の普及 

大規模な地震等が発生した場合は、地域において事業所等との連携活動が重要となることから、

市は県とともに、自衛防災体制の整備・強化指導を通して事業所等に防災知識の普及を図るとと

もに、地域との連携・協力体制の強化を促進する。 

（1） 啓発内容 

地震災害に備えた普段の心得や地震発生時の心得として、次の事項について啓発を行う。 

ア 地震発生前の準備等についての啓発事項 

（ｱ） 施設の耐震診断や備品・機器・ブロック塀等の転倒防止対策 

（ｲ） 非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

（ｳ） 最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、トイレットペー

パー等の備蓄（ローリングストック法の活用） 

（ｴ） 自動車へのこまめな満タン給油 

（ｵ） 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

（ｶ） 本市の災害史や災害教訓・伝承、地域の危険情報の把握 
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（ｷ） 地域住民との協力体制の構築 

（ｸ） 地震体験車や県防災学習館等による地震の疑似体験 

イ 地震の発生後の行動等についての啓発事項 

（ｱ） 緊急地震速報発表時の行動 

（ｲ） 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、正常

性バイアス等を克服した、避難行動を取るべきタイミングを逸することない適切な行動 

（ｳ） 自らの身を守る安全確保行動 

（ｴ） 自動車運転時の行動 

（ｵ） 地震発生時に危険になる場所等を踏まえた行動 

（ｶ） 指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の避難場所、避難経路 

（ｷ） 広域避難の実効性確保のための、通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方 

（ｸ） 応急救護の方法 

（ｹ） 通信系の適切な利用方法（災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板等の活用） 

（ｺ） 高齢者、障がい者等の要配慮者への配慮 

（ｻ） 男女のニーズの違い等男女双方及び性的マイノリティの視点への配慮 

（ｼ） 指定避難所等において被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならない

よう、「暴力は許されない」という意識 

（2） 啓発の方法  

市は県とともに、パンフレット、リーフレット、ポスター等の配布や、防災ビデオ、地震体

験車の貸し出し、防災学習館の利用、ホームページの活用などを促進するとともに、事業所等

に対する防災セミナーの開設や集団指導に努め、防災知識と防災意識の啓発を推進する。 

また、緊急時に対処できる自衛防災体制及び地域との連携強化による災害時の協力体制の整

備を指導する。また、必要に応じて指定緊急避難場所の開錠・解放を自主防災組織で担う等、

円滑な避難のため、自主防災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動を促進する。 

 

５ 学校教育における防災教育 

（1） 児童・生徒等に対する防災教育 

市教育委員会は、防災教育を学校教育の中に位置付け、児童・生徒等の成長段階に応じて、

地震発生時に起きる危険や災害時の対応、本市の災害史、災害教訓・伝承等について理解させ、

安全な行動が取れるように以下の事項に留意して各学校に指導する。 

ア 児童・生徒の発達段階や学校種別、学校の立地条件等によって、指導内容や指導方法を具

体的に考え実施すること。 

イ 児童・生徒の発達段階に応じて、防災教育資材、学校安全資料を活用し指導すること。 

ウ 自然体験学習、福祉体験学習及びボランティア体験学習等の機会を捉えて、児童・生徒が

自身の安全を守るための力を育成すること。 

（2） 教職員に対する防災教育 

ア 市教育委員会は、初任者研修、経験者研修等において、地震災害の基礎知識、児童・生徒

等の発達段階や地域の特性に応じた避難行動等に関する研修を行う。 

イ 校長は、教職員が地震発生時に主体的に動けるよう各人の役割を明確にし、マニュアル等

を用いて定期的に校内研修を実施する。 
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６ 防災対策上、特に注意を要する施設における防災教育 

（1） 監督機関の責務 

防災対策上特に注意を要する危険物等施設、病院・福祉施設並びにホテルや大規模小売店舗

等、不特定多数の者が利用する施設の監督機関は、防火管理者及び危険物保安統括管理者等、

当該施設の管理者に対し、技能講習も含む講習会の開催、災害時における行動基準等必要事項

を盛り込んだ防災指導書やパンフレットの配布及び現地指導等により防災教育を実施し、その

資質向上を図るとともに、特に災害発生時における行動力、指導力を養う。また、緊急時に対

処できる自衛防災体制の確立及び地域との連携強化による災害時の協力体制の整備を指導す

る。 

（2） 危険物等施設における防災教育 

災害発生時に、周辺住民等に広く危険が及ぶ可能性がある施設（危険物、火薬類、高圧ガス、

その他の発火性又は引火性物品並びに毒物、劇物等の危険物品の保安管理施設）の施設管理者

は、災害時の応急対策について職員に周知、徹底するとともに、施設の特性をチラシ等により

周辺住民に周知する。 

（3） 病院、福祉施設等における防災教育 

病院や福祉施設は、災害時に自力で避難することが困難な病人、けが人、高齢者及び障がい者

等要配慮者が多数利用しているため、施設の管理者は、平時から通院・入院者及び入所者の状

況を把握しておくとともに、職員及び施設利用に対し避難誘導訓練を実施する等十分な防災教

育を行う。 

また、防災関係機関や付近住民から避難時の協力が得られるよう連携の強化に努める。 

（4） ホテル、旅館における防災教育 

ホテルや旅館においては、宿泊客の安全を図るために、従業員に対し消防設備の適切な使用、

避難誘導及び救出・救護等に重点をおいた教育を実施する。また、宿泊客に対しても避難経路

を明示するなど災害時の対応方法を周知徹底する。 

（5） 不特定多数が利用する施設における防災教育 

大規模小売店舗及びレクリエーション施設等不特定多数の者が利用する施設の管理者は、災

害時の情報伝達や避難誘導のほか、各施設の特徴に応じた対策を迅速かつ的確に実施できるよ

う職員に対する防災教育を行うとともに、利用者が迅速な避難行動がとれるよう避難経路等の

表示を行う。 
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第３節 地域防災力強化計画 

 

～ 共助：自分たちのまちは、自分たちで守る ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

災害発生時においては、公的機関による防災活動（公助）のみならず、地域住民及び企業（事

業所）等による自発的かつ組織的な防災活動（共助）が極めて重要であることから、地域、企業

（事業所）等における自主的な防災組織の育成・整備など地域防災力の強化方策について定める。 

 

２ 地域住民による自主防災組織 

（1） 育成の主体 

市は、災害対策基本法第５条第２項の規定により、自主防災組織の育成主体として位置づけ

られていることから、自治会、町内会等に対する指導・助言を積極的に行い、組織率の向上と

実効ある自主防災組織の育成・強化に努め、消防団との連携等を通じて地域コミュニティの防

災体制の充実を図る。 

（2） 育成の考え方 

市は育成に当たり、各地区まちづくり協議会と連携し、それぞれの防災部会で協議した育成

活動により、既設の防災組織の育成強化を図る。また、地域においては防災訓練の開催時には

積極的に参加し、活動の実効性を確保するものである。 

また、災害時には、自主防災組織の代表などリーダーの判断と役割が重要であり、県が行う

研修会等への参加を促進し組織の充実を図る。 

（3） 育成の方針 

本市においては、自主防災会がすべての町内に組織されているが、特に災害危険度の高い、

次のような地域の優先度を高めて推進を図る。 

ア 人口の密集地域 

イ 高齢者等、要配慮者の比率が高い地域 

ウ 孤立するおそれのある集落 

エ 土砂災害危険箇所、雪崩発生危険箇所の近隣地域 

オ 消防水利、道路事情等の観点から、消防活等動が困難な地域 

カ 豪雪時に交通障害、通信障害が予想される地域 

キ 過去に災害が発生し被害を受けた地域 

（4） 育成強化対策 

ア 市は、自主防災組織の育成計画を作成し、自主防災組織に対する市民の意識の高揚を図る。

育成指導に当たっては、次の点に留意する。 

（ｱ） 編成の基準（自主防災組織の機能発揮のために、あらかじめ班の編成を行う。） 

自主防災会本部、消火班、救出誘導班、救急救護班、給食給水班等 

（ｲ） 編成に当たっての留意点 

ａ 女性の参加を呼びかける。 

ｂ 昼夜間の活動に支障がないようにする。 

ｃ 水防活動やがけ地の巡視など、地域の実情に応じて対応する。 

ｄ 事業所等における自衛消防組織等や従業員の参加 

ｅ 地域的な偏りの防止と消防団･職員ＯＢ等を活用する。 
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イ 自主防災組織の活動計画を定める。 

（ｱ） 自主防災組織の編成と任務分担に関すること（役割の明確化）。 

（ｲ） 防災知識の普及に関すること（普及事項、方法等）。 

（ｳ） 防災訓練に関すること（訓練の種別、実施計画等）。 

（ｴ） 情報の収集伝達に関すること（収集伝達方法等）。 

（ｵ） 出火防止及び初期消火に関すること（消火方法、体制等）。 

（ｶ） 救出及び救護に関すること（活動内容、消防機関等への連絡）。 

（ｷ） 避難誘導及び避難生活に関すること（避難の指示の方法、要配慮者への対応、ペット同

行避難者への対応、避難場所又は避難所の運営協力等）。 

（ｸ） 給食及び給水に関すること（食料・飲料水の確保、炊き出し等）。 

（ｹ） 防災資機材等の備蓄及び管理に関すること（調達計画、保管場所、管理方法等）。 

ウ 市は、組織強化のために、自主防災リーダーの育成に努める。 

自主防災リーダーの育成に当たって、次の点に留意する。 

（ｱ） 消防団の幹部等、他の防災組織の指導者と自主防災リーダーとの兼務は極力避けること。 

（ｲ） 自主防災リーダー自身が被災する、あるいは不在であること等を考慮し、組織の長だけ

でなく、長を補佐する複数のサブリーダー（その職を代行しうる者）も同時に育成する。 

（ｳ） 男女共同参画の視点から、女性リーダーについても育成に努めること。 

エ 自主防災組織が行う各種訓練を充実させるため、多様な世代が参加できるような環境の整

備などを行い、市の防災訓練に自主防災組織を参加させるとともに、平素から自主防災組織

に対して積極的に訓練の技術指導を行う。 

オ 市は、自主防災組織で必要な資機材については、消防団と連携し積極的に整備していく。 

なお、整備に当たっては、緊急輸送道路上にある道の駅など、既存の公共施設の防災拠点

化も検討する。 

カ 市は、自主防災組織間の協調・交流を推進するため、自主防災組織連絡協議会の設置を促

進する。 

（5） 自主防災組織の活動内容 

ア 平常時の活動 

（ｱ） 防災に関する知識の普及 

（ｲ） 危険箇所の把握 

（ｳ） 消防水利（防火水槽、消火栓、流水等）の確認 

（ｴ） 防災資機材等の整備 

（ｵ） 避難場所、医療救護施設の確認 

（ｶ） 各種訓練への参加 

（ｷ） 在宅の要配慮者に関する情報の把握等 

イ 災害発生時の活動 

（ｱ） 初期消火活動 

（ｲ） 安否の確認 

（ｳ） 負傷者の救出・救護活動の実施及びその協力  

（ｴ） 避難誘導 

（ｵ） 要配慮者の避難活動への支援 

（ｶ） 避難生活の指導、避難所の運営への協力 

（ｷ） 給食、給水活動及びその協力 

（ｸ） 救助物資等の配布及びその協力 

（ｹ） その他関連する事項 
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（6） 関係団体との連携 

自主防災組織は、女性（婦人）消防クラブ等、他の民間防火組織及び民生委員・児童委員や

社会福祉協議会等の関係団体と連携を図る。 

ア 女性（婦人）消防クラブとの一体的な活動体制づくり 

イ 民生委員・児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者、ＮＰＯ・ボランティ

ア等の多様な主体と連携した要配慮者支援の実施 

（7） 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

ア 自発的な防災活動の推進 

自主防災組織及び市内に事業所を有する事業者は、当該地区における防災力の向上を図る

ため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構築等自発的

な防災活動の推進に努める。この場合、必要に応じて、当該地区における自発的な防災活動

に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として市防災会議に提案するなど、市と

連携して防災活動を行う。 

イ 地区防災計画の設定 

市は市地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう、自主防災組織及び市内に事業所を

有する事業者から提案を受け、必要があると認めるときは、市地域防災計画に地区防災計画

を定める。 

なお、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区において、地区防

災計画を定める場合は、地域全体での避難が円滑に行われるよう、個別避難計画で定められ

た内容を前提とした避難支援の役割分担及び支援内容を整理し、両計画の整合が図られるよ

う努める。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう努める。 

 

資料編：自主防災会一覧表 

女性（婦人）消防クラブ組織団体一覧 

 

３ 企業（事業所）等における防災の促進 

市は、企業（事業所）等における自衛消防組織の整備促進及び事業継続計画（ＢＣＰ）の策定

を推進するとともに、企業の防災に係る取組みの積極的評価等により、企業の防災力の向上の促

進を図る。 

（1） 企業（事業所）等における自衛消防組織の育成 

ア 育成の方針 

次の施設を管理する企業（事業所）等は、自衛消防組織の整備を推進する。 

（ｱ） 高層建築物、旅館及び学校等、多数の者が出入りし、又は居住する施設 

（ｲ） 石油類、高圧ガス、火薬類、毒劇物等を貯蔵し、又は取り扱う製造所、貯蔵所及び取扱

所 

（ｳ） 多数の従業員が勤務する事業所で、組織的に防災活動を行う必要がある施設 

イ 育成強化対策 

（ｱ） 消防法に基づく指導 

市は、多数の者が出入し、勤務し、又は居住する建築物並びに一定規模以上の危険物製

造所等、消防法に基づき自衛消防組織の設置及び消防計画の作成が義務づけられている施

設について、法令に基づき適正な措置が講じられるよう指導する。特に、小規模なビルや

商業施設においては、地震災害特有の対応事項を含めた防災管理が適正に実施されるよう

指導を徹底する。（消防法第８条） 
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また、消防計画に基づいて定期的に行われる初期消火、通報及び避難等の訓練が適切に

実施されるよう、訓練内容の指導及び消防技術の講習を行う。 

（ｲ） 自衛消防組織の整備推進に向けた理解の確保 

市は、消防法第８条の２の５の規定により自衛消防組織の設置が義務付けられている施

設以外の施設についても、自衛消防組織の設置が推進されるよう、関係者の理解確保に努

め、これらの施設について自衛消防組織が設置された場合には、被害の発生と拡大を防止

するための防災計画の策定並びに定期的な防災訓練の実施により自主防災体制の確立が

図られるよう、関係者の理解確保に努めるとともに、訓練内容の指導及び消防技術の講習

を行う。 

ウ 自衛消防組織等の活動内容 

自衛消防組織の主な活動内容は次のとおりである。 

（ｱ） 平常時の活動 

防災要員の配備、消防用設備等の維持及び管理、家具・什器等の落下・転倒防止措置、

各種防災訓練の実施等 

（ｲ） 災害発生時の活動 

出火防止及び初期消火活動の実施、避難誘導活動の実施、救援、救助活動の実施等 

（2） 企業（事業所）等における事業継続計画の策定促進 

企業（事業所）等は、災害時における企業の果たす役割(生命の安全確保、二次災害の防止、

事業の継続、地域貢献・地域との共生)を十分に認識し、各企業（事業所）において災害時に中

核事業を継続又は早期に復旧させるための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定・運用するよう努め

るとともに、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震化・耐浪化、損害保険等への加

入や融資枠の確保等による資金の確保、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、

燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応、取引先とサプライチェーンの確保等の

事業継続上の取組みを継続的に実施するなどの事業継続マネージメント（ＢＣＭ）の取組みを

通じて、防災活動の推進に努める。特に、食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者の災害

応急対策等に係る業務に従事する企業は、市が実施する企業との協定の締結や防災訓練の実施

等の防災施策の実施に協力するよう努める。 

市は県とともに、企業（事業所）における事業継続計画（ＢＣＰ）の策定が促進されるよう、

普及啓発を図るとともに、実効性の高い方策が盛り込まれるよう計画策定への支援を行う。ま

た、企業（事業所）を地域コミュニティの一員としてとらえ、防災訓練等への積極的参加を呼

びかけ、防災に関するアドバイスを行う。 

（3） 市町村等における事業継続力強化支援計画の策定促進 

県、市、商工会及び商工会議所は、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組み等

の防災・減災対策の普及を促進するため、連携して、事業継続力強化支援計画の策定に努める

ものとする。 

（4） 企業（事業所）等における帰宅困難者対策の促進 

市は県とともに、災害時において公共交通機関が運行を停止するなど自力で帰宅することが

困難な従業員等に対し、一定期間事業所等内に留めておくことができるよう、必要な物資の備

蓄等を促す。 

（5） 企業（事業所）等における緊急地震速報受信装置等の積極的活用 

企業（事業所）等は、地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により

被害の拡大防止を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努める。 
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第４節 災害ボランティア受入体制整備計画 

 

～ あらゆるボランティアを円滑に受け入れるために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

大規模な災害が発生し、被災者に対する救援活動が広範囲又は長期に及ぶ場合等に、重要な役

割を担うことが期待される災害ボランティアについて、市が実施する受入体制及び活動環境の整

備について定める。 

 

資料編：山形県災害ボランティア活動支援指針 

 

２ 一般ボランティア 

（1） 意 義 

一般ボランティアとは、被災者の生活支援を目的に、専門知識、技術等を必要としない自主的な活

動を行う者をいう。 

（2） 活動分野 

ア 避難場所管理運営補助 

イ 救援物資の仕分け、運搬、配布 

ウ 被災者への炊き出し、給水 

エ 家財の搬出、家屋の片付け、がれきの撤去 

オ 安否情報や生活情報の収集・伝達等の広報、情報収集業務の補助 

カ 清掃の補助 

キ 被災者の話を聴く傾聴活動 

ク その他関連する災害活動 

（3） 受入体制の整備 

市は県とともに、ボランティアの自主性を尊重しつつ、社会福祉協議会、日本赤十字社、Ｎ

ＰＯ等との連携を図るとともに、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調

整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、災害時におけるボランティアの受入体制を整

備する。 

ア 災害ボランティア支援本部（災害ボランティアセンター）の設営に係る指針及びマニュア

ル等の点検、整備 

イ 災害ボランティア支援本部の設営シミュレーションの実施 

ウ 災害ボランティア支援本部の運営者等の養成及び登録 

エ 災害ボランティア支援本部の設置場所、運営資機材等の確保 

オ 地域における防災意識の普及啓発 

カ ボランティア保険の普及啓発及び加入促進 
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３ 専門ボランティア 

（1） 意 義 

専門ボランティアとは、通常は関係機関の要請に基づき、行政・企業・民間団体等から派遣

される専門知識、技術等を必要とする自発的な活動を行う者（団体を含む。）をいう。 

（2） 活動分野 

専門ボランティアの主な活動分野、内容等は次のとおりである。 

区   分 活  動  内  容 必要な資格等 

医療ボランティア 
発災直後の医療活動や病院等における

医療支援活動等 

医師、歯科医師、薬剤師、看

護師等 

福祉・介護ボランティア 
避難所等における要介護者への支援、

一般ボランティアへの介護指導等 

介護福祉士、寮母、ホームヘ

ルパー等介護業務の経験者 

手話通訳、要約筆記 

ボランティア 

手話通訳、要約筆記による情報提供活

動や要配慮者の生活支援等 

手話、要約筆記に堪能な者 

外国語通訳ボランティア 外国語通訳による情報提供活動等 外国語に堪能な者 

砂防ボランティア 
土砂災害危険箇所の危険度の点検、判

定等 

土砂災害等の知識を有する

者 

水防協力団体 

(ボランティア) 

水防活動に協力し、情報収集や普及啓

発活動等 

水防管理者が指定した団体 

消防ボランティア 
初期消火活動や救急救助活動その他避

難誘導等の支援 

消防業務の経験者 

被災建築物応急危険度判定 

ボランティア 

建物の倒壊、外壁等落下の危険度を調

査し、建物使用の可否を判定等 

被災建築物応急危険度判定

士 

被災宅地危険度判定 

ボランティア 

住宅宅地の危険度を判定等 宅地危険度判定士 

通信ボランティア 
アマチュア無線等による被災地の情報

収集、提供活動等 

アマチュア無線技士 

緊急点検、被害調査 

ボランティア 

公共土木施設等の緊急点検や被害状況

の調査 

県との協定締結団体の登録

会員 

動物救護ボランティア 
負傷動物及び飼い主不明動物等の救護 獣医師及び動物愛護等の知

識を有するもの 

歴史資料救済ボランティア 歴史資料（文化財等）の被害状況の情報

収集及び救済活動支援等 

歴史資料（文化財等）の取扱

いに関する知識を有する者 

 

（3） 受入体制の整備 

市は県とともに、社会福祉協議会、日本赤十字社、ＮＰＯ・ボランティア等と相互の連携を

図り、専門ボランティアの活動環境等を整備するため、次の取組みを行う。 

ア ボランティア活動に対する意識を高めるとともに、社会全体としてボランティア活動を行

いやすい環境づくりを進めるため、広報・普及啓発を行う。 

イ ボランティアの募集を積極的に行うとともに、ボランティアを希望する者の氏名、連絡先、

希望活動内容等の事前登録や協定締結等を推進する。 

ウ ボランティア登録者等が、災害時に適切に行動できる知識、技術等を身につけてもらうた

め、ボランティア活動分野ごとの訓練や研修等を実施する。 



第２編 震災対策編 第１章 災害予防計画 

34 

エ ボランティア活動の安全性を確保するため、ボランティア保険の普及・啓発、加入促進を

図る。 

オ ボランティア活動が迅速かつ的確になされるよう、受入れや調整を行う体制の整備を図る。 

 

４ 活動環境の整備 

市は県とともに、平常時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やリーダーの育成

を図るとともに、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、被災者ニーズ等の情報提供方

策等について整備するとともに、そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修

や訓練を通じて推進する。 

また、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、がれき、土

砂の撤去等に係る連絡体制を構築するとともに、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等への災害廃

棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めることで、防災ボランティア活動の環境整備に

努める。 
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第５節 防災訓練計画 

 

～ 的確な計画で、円滑な訓練をめざす ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

災害発生時の活動を的確かつ円滑に実施するために、県、市、防災関係機関、自主防災組織等

が行う防災訓練について定める。 

 

２ 総合防災訓練 

市は、災害時における関係機関、市民との相互協力体制を確立するとともに、市民の防災意識

の高揚と防災活動の円滑化を図ることを目的として、以下の内容で防災訓練を実施する。 

なお、訓練の実施に当たっては、以下の点に留意して実施する者とする。 

（1） 学校、自主防災組織、民間企業、ＮＰＯ・ボランティア等多様な主体と連携した訓練を実施

すること。 

（2） 自主防災組織等をはじめ地域住民及び要配慮者の参加に重点を置くこと。 

（3） 県、防災関係機関及び災害時協定締結団体との被害情報等の伝達、応援要請訓練を実施する

こと。 

（4） 無線通信訓練、自衛隊派遣要請訓練等には県の参加を求めること。 

（5） 総合的な防災訓練を年一回以上開催するように努めること。 

（6） 図上訓練等を実施するよう努めること。 

（7） 被災時の男女のニーズの違い等、男女双方及び性的マイノリティの視点に十分配慮した訓練

実施に努めること。 

（8） ペット同行避難者の受入れを想定した訓練実施に努めること。 

（9） 緊急地震速報をシナリオに取り入れ、安全確保行動をとる訓練を合わせて実施するなど、地

震発生時の対応行動の習熟を図るよう努めること。 

（10）季節による防災上の課題を明らかにするため、実施時期にも配慮した訓練計画・実施を検討

すること。 

（11） 大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、関係機関と連携して、実践型の防災

訓練を実施するよう努めること。 

（12）新型コロナウィルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、

感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施すること。 

（13）訓練項目 

防災気象情報伝達訓練       自主防災組織による初期対応訓練 

非常招集訓練           避難誘導訓練 

災害情報収集訓練         救出訓練 

通信手段確保訓練         救急救護訓練 

非常通信訓練           緊急道路確保訓練 

市災害対策本部設置訓練      市災害対策本部運営訓練 

消火訓練             災害対処訓練 

給食給水訓練           防災ボランティア受入れ訓練 

救援物資輸送訓練         水防訓練 
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３ 学校の防災訓練 

学校長は、学校安全計画及び危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）を策定し、冷静か

つ迅速な行動が取れるよう、的確な対応を確保する。 

なお、以下の点に留意して年１回以上防災訓練を実施する。 

（1） 授業中、昼休み等、学校生活の様々な場面を想定すること。 

（2） 児童・生徒の避難誘導を実施すること。 

（3） 季節を考慮した訓練を実施すること。 

（4） できる限り地域との連携に努めること。 

 

４ 防災対策上特に注意を要する施設における防災訓練 

危険物等施設及び病院・福祉施設並びにホテル、大規模小売店舗等、不特定多数の者が利用す

る施設等、防災対策上特に注意を要する施設の管理者等は、大地震が発生した場合の職員の対応

等について定めた防災計画に基づき、施設利用者の避難誘導や初期消火等の訓練を実施する。 

特に、病院・福祉施設には、病人、けが人、高齢者及び障がい者等の要配慮者が多数在所して

いることから、施設の管理者は、市及び消防等の防災機関との緊密な連携のもとに、情報伝達訓

練を取り入れた訓練を実施する。 

 

５ その他の訓練 

災害応援対策の万全を期するため、各防災関係機関は、単独又は共同して、消防訓練、通信訓

練を実施し、職員の防災意識の高揚と技術の向上を図るものとする。 

 

６ 実践的な訓練の実施と事後評価 

（1） 市及び防災関係機関は、訓練を行うに当たって、可能な限り訓練の目的を具体的に設定した

上で、地震及び被害の想定を明らかにするとともに、あらかじめ設定した訓練効果が得られる

ように訓練参加者、使用する器材及び実施時間等の訓練環境等について具体的な設定を行い、

参加者自身の判断も求められる内容を盛り込むなど実践的なものとなるよう工夫する。この際、

各機関の救援活動等の連携強化に留意する。 

（2） 市及び防災関係機関は、訓練後には訓練成果を取りまとめ、課題を明らかにし、必要に応じ

訓練内容の改善を行うとともに、次回の訓練に反映させるようにする。 

 

 

  



第２編 震災対策編 第１章 災害予防計画 

37 

第６節 避難体制整備計画 

 

～ すみやかな避難と避難所の充実を図る ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

地震による災害は、火災、土砂崩れ、河川の氾濫、雪崩など、複合した二次災害が発生し、大

規模かつ広域的な被害をもたらすおそれがあるため、市民が安全な場所に速やかに避難できる体

制の整備を行うものである。 

 

２ 避難場所及び避難所の指定と事前周知 

市は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウィルス感染症を含む感染症

対策等を踏まえ、震災による住家の倒壊等により市民が生活の本拠を失った場合、又は避難が長

期にわたる場合を考慮し、避難場所（公園、緑地、グラウンド）及び避難所（体育館、公民館及

び学校等の公共施設等）を対象に、次のとおり指定緊急避難場所及び避難者が避難生活を送るた

めに必要十分な指定避難所（以下「指定避難所等」という。）をあらかじめ指定し、市地域防災計

画に定めるとともに、平常時から、指定避難所の場所、収容人数等について、住民への周知徹底

を図る。また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームペ

ージやアプリケーション等の多様な手段の整備に努める。 

（1） 指定避難所等の定義 

ア 指定緊急避難場所 

災害による危険から避難してきた市民が、危険が去るまで又は避難所へ移動するまでの間、

一時的に滞在するために利用する公園、緑地又は学校のグラウンド等であり、災害対策基本

法施行令第２０条の３の基準を満たし、かつ市地域防災計画で指定した場所をいう。 

また、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。 

イ 指定避難所 

家屋の倒壊、焼失等で被害を受けた者又は被害を受けるおそれのある者を体育館、公民館

及び学校等の公共施設等に避難させ、一定期間保護するための施設であり、災害対策基本法

施行令第２０条の６の基準を満たし、かつ市地域防災計画で指定した施設をいう。 

（2） 指定避難所等の指定 

市は、指定避難所等を指定するに当たり、次の事項に留意する。 

ア 地区別に指定し、どの地区の市民がどの場所に避難すべきか明確にするとともに、高齢者、

乳幼児及び障がい者等でも歩いて避難できる程度の近傍に確保する。やむを得ず土砂災害警

戒区域等の危険区域となる場合は、土砂災害に対する安全が確保できる複数階の建物である

こと。 

また、一旦避難した避難所等に更に危険が迫った場合に、他の避難所等への移動が容易に

行えることや、特に避難所については救急搬送及び物資輸送体制（救援・輸送用ヘリコプタ

ー離着陸等）等を考慮した避難圏域を設定すること。 

イ 指定緊急避難場所については、地震に伴う火災に対応するため、災害種別に応じて、災害

に対して安全な構造を有する施設又は周辺等に災害が発生した場合に人の生命及び身体に

危険を及ぼすおそれのある物がない場所であって、災害発生時に迅速に避難場所の開放を行

うことが可能な管理体制等を有するものを指定すること。また、指定緊急避難場所となる都

市公園等のオープンスペースについては、必要に応じ、大規模な火事の輻射熱に対して安全

な空間とすることに努めること。 
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ウ 指定避難所については、被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速やか

に被災者等を受け入れること等が可能な構造又は設備を有する施設であって、想定される災

害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定

すること。なお、福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、

要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、また、災害が発生した場合

において要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主として要配慮者

を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されるものを指定すること。 

エ 発生が想定される避難者（大規模災害時における帰宅困難者や断水、停電等による避難者

を含む）をすべて受け入れられる面積を確保すること。また、観光客の多い地域では、これ

らの観光客の受入れも考慮して指定避難所等を整備すること。 

 

《参考》 阪神・淡路大震災の事例や他県の整備状況では、避難場所で１～２㎡／人程度、 

避難所で４～５㎡／人程度が目安とされている。 

村山市においては、避難場所で２㎡／人、避難所で４㎡／人としている。 

 

オ 延焼、地すべり等二次災害の危険性のないこと。指定避難所は十分な耐震強度を確保する

こと。 

カ 都市公園等を指定避難所等に指定する場合は、火災が発生した場合の輻射熱を考慮した広

さを確保すること。 

キ 危険物を取り扱う施設等が周辺にないよう配慮すること。 

ク 人員・物資の輸送用車両が直接乗り入れられるよう、広幅員の道路に面するか、十分な幅

員のアプローチを確保するよう努めること。 

ケ 指定避難所については、避難を開始した場合に直ちに開設できる体制を整備すること。 

コ 学校を指定避難所等として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮する

こと。学校施設の指定避難所等としての機能は応急的なものであることを認識の上、指定避

難所等となる施設の利用方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関

係者と調整を図ること。 

サ 指定避難所となる施設において、あらかじめ必要な機能を整理し、備蓄場所の確保や通信

設備の整備等を進めること。また、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努める。 

シ 指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に避難所運営

に関する役割分担等を定めるよう努めること。 

ス 市及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、

避難所運営のノウハウを有するＮＰＯ等や医療・保健・福祉の専門家等との定期的な情報交

換に努めること。 

セ 地区別に指定する指定避難所等のほかに、複合的避難所として北村山視聴覚教育センター

を、市役所来庁者等の一時避難施設及び村山警察署と連携した市内外の人への被災情報等の

提供施設として活用する。 

（3） 避難路の設定及び安全確保 

市は、指定避難所等に至る避難路を設定するとともに、その安全を確保するため、次の事項

に留意する。 

ア 指定避難所等へ至る避難路について、十分な幅員の確保と延焼防止、がけ崩れ防止等のた

めの施設整備に努めると共に土砂災害発生（予想を含む）の有無をあらかじめ点検し、その

結果を住民等に周知すること。 
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イ その他の道路についても、道路に面する家屋や建造物等が被災した場合に避難の支障とな

る箇所の有無をあらかじめ点検し、その結果を住民に周知すること。 

ウ 特に、冬季の積雪期については、道路状態が変化するので、避難路を確保するため、除雪

に万全を期すること。 

（4） 指定避難所等及び避難方法の事前周知 

市は、指定避難所等を指定したときは、次の方法等により住民にその位置及び避難に当たっ

ての注意事項等の周知徹底を図る。 

ア 避難誘導標識、避難地案内板等の設置 

イ 広報誌、防災マップ、チラシ配布 

ウ ホームページやアプリケーション等の多様なメディアへの掲載 

エ 防災訓練等の実施 

オ 各地区まちづくり協議会での周知徹底 

なお、以下の内容については、特に周知徹底に努める。 

カ 指定緊急避難場所と指定避難所の役割に違いがあること。 

キ 指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定されていること。 

ク 避難の際には発生するおそれのある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として

選択すべきであること。 

ケ 指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合は、特定の災害においては当該施

設に避難することが不適当な場合があること。 

また、マニュアルの作成、訓練を通じて、避難所の管理運営のために必要な知識等の普及に

努めるものとする。この際、住民等への普及に当たっては、地域住民が主体的に避難所を運営

できるように配慮するよう努める。特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予

防や対処法に関する普及啓発に努める。 

（5） 指定避難所等の位置等 

 

資料編：指定避難所一覧（小・中学校） 

災害時避難所一覧 

 

（6） 指定避難所以外の避難施設の確保 

大規模災害による多数の避難生活者の発生に備え、市所管施設以外の公共施設および民間施

設の管理者と協議を行い、指定避難所以外の避難施設の確保に努める。 

（7） 避難行動要支援者の避難支援計画 

市は、避難行動要支援者の避難支援体制を整備するため、避難行動要支援者名簿及び個別避

難計画を作成する。 

（8） 公共用地の活用 

市は、避難場所、避難所、備蓄など、防災に関する活動の推進に当たり、公共用地・国有財

産の有効活用を図る。 

 

３ 避難指示等発令体制の整備 

（1） 判断基準の明確化 

市は、災害時に適切な避難指示等を発令できるようあらかじめ明確な判断基準の設定に努め

る。また、避難指示等の発令判断、伝達を適切に実施するため、避難指示等の発令基準等につ

いて市地域防災計画に記載する。 
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（2） 全庁をあげた体制の構築 

市は、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべき業務を

絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、庁内の体制の構築に努め

る。 

（3） 国や県との連携 

市は、避難指示等及び土砂災害についてはそれらの解除を行う際に、国又は県に必要な助言

を求めることができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の

共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておく。また、国及び県は、市に対し、避難指示

等の発令基準の策定を支援するなど、市の防災体制確保に向けた支援を行う。 

 

４ 避難所等に係る施設、設備、資機材等の整備 

市は、避難所等及び避難路について、その管理者（設置者）と十分調整を図り、次のとおり施

設、設備及び資機材等の整備に努める。 

（1） 避難所等及び避難路の耐震化 

（2） 断水時でも使用可能なトイレ、非常用電源設備を備えた構内放送・照明設備、電話不通時や

輻輳（ふくそう：通信が同時に集中してしまい通信困難に陥る状況のこと。）時にも使用可能な

衛星携帯電話等の通信機器、放送設備等避難者への情報伝達に必要な設備等の整備 

（3） 地域完結型の備蓄施設（既存施設のスペースも含む）の確保並びに給水用資機材、炊き出し

用具（食料及び燃料）、携帯トイレ、簡易トイレ、マスク、消毒液、毛布等の生活必需品や段ボ

ールベッド、パーテーション等新型コロナウィルス感染症を含む感染症対策に必要な物資等の

配備 

（4） 要配慮者、女性及び子供に配慮した資機材等の整備 

（5） 要配慮者に配慮した避難所等への誘導標識の整備と避難施設の空調、洋式トイレ、バリアフ

リー化等の環境整備 

（6） 避難生活が長期化することに備え、プライバシー確保のための間仕切り用パーテーションや

冷暖房機器の増設・配備をはじめとする環境の整備 

（7） 更衣室等のスペース確保等の男女双方及び性的マイノリティの視点に配慮した施設環境整備 

（8） 避難所における良好な生活環境の確保 

新型コロナウィルス感染症を含む感染症対策のため、平常時から、指定避難所のレイアウト

や動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と

保健福祉担当部局が連携して、必要な措置を講じるよう努める。 

また、必要な場合には、国が所有する施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多

くの避難所の開設に努める。 

 

５ 避難誘導体制の整備 

市は、避難指示等が発令された場合に住民が迅速かつ安全に避難できるような避難誘導体制を

整備する。特に、高齢者、障がい者等の避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行う

ため、地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事

業者等多様な主体の連携や協力を得ながら、平常時より避難行動要支援者に関する情報の把握・

共有に努め、情報伝達体制や避難誘導体制の整備、避難訓練の実施を一層図る。 
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６ 防災上の特に注意を要する施設の避難計画 

（1） 多数の要配慮者が利用する施設 

学校、幼稚園、保育園、認定こども園、病院及び社会福祉施設の管理者は、施設内の避難通

路確保のため、天井等の落下防止及び備品等の転倒防止策を講じるとともに、次の事項に留意

して、あらかじめ避難計画を策定しておく。 

ア 地域の実情に応じた避難所等（市指定の避難所等）、避難経路、誘導及びその他指示伝達の

方法 

イ 入院患者及び自力避難の困難な避難行動要支援者等の避難誘導方法並びに自主防災組織・

事業所等との協力体制 

ウ 集団的に避難する場合の避難所等の確保、保健衛生対策及び給食の実施方法 

エ 災害時における施設利用者の受入れに関する他施設との協定等 

オ 保護者等への安否の連絡及び引き渡し方法 

（2） 不特定多数の者が利用する施設 

大規模小売店舗、興行場、ホテル、旅館、駅その他不特定多数の者が利用する施設の設置者

又は管理者は、施設内の避難通路確保のため、天井等の落下防止及び備品等の転倒防止策を講

じるとともに、以下の事項を考慮し避難計画を策定しておく。 

ア 施設内外の被災状況等についての利用者への的確な伝達 

イ 利用者の施設外への安全な避難誘導 

ウ 避難所等に係る市との事前調整 

（3） 地下空間を有する施設 

地下通路など地下空間を有する施設の管理者は、施設内の避難通路確保のため、天井等の落

下防止及び備品等の転倒防止策を講じるとともに、以下の事項を考慮し避難計画を策定してお

く。 

ア 利用者の施設外への安全な避難手段の確保 

イ 利用者に対する地下空間が有している危険性の周知 

 

７ 避難所の運営 

避難所の運営に当たってはあらかじめ責任者を定め、運営マニュアルを定める。 

（第２章第４節「避難所運営計画」参照） 

 

８ 福祉避難所の指定 

市は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障がい者等の要配慮者のた

め、次の事項に留意し、必要に応じて、福祉避難所として指定避難所を指定する。 

（1） 相談等に当たる介助員等の配置（概ね１０人の対象者に１人） 

（2） 高齢者、障がい者等に配慮したポータブルトイレ等の器物の整備 

（3） 日常生活上の支援を行うために必要な消耗器材の整備 

指定に当たっては、施設がバリアフリー化されている等、要配慮者の利用に適しており、防災

拠点型地域交流スペースを付設する社会福祉施設、特別支援学校等、受け入れる避難者にふさわ

しい施設を選定し、福祉避難所として必要な設備及びケアにあたる人材の確保について配慮する

こと。 

なお、福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、

必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定し

て公示する。前述の公示を利用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、
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個別避難計画等を作成し、要配慮者が、避難が必要になった際に福祉避難所へ直接避難すること

ができるよう努める。 

また、適当な施設を指定することが困難な場合は、既に一般避難所に指定している施設におい

て、要配慮者に対して特別な配慮をする場所や部屋の区分けをする等により、一般の避難所を福

祉避難所として指定するよう努める。 
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第７節 救助・救急体制整備計画 

 

～ 的確な救助と確実な救急処置をめざす ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

大規模地震が発生し、建物の倒壊や火災等が同時多発する災害現場で、多数の被災者を迅速か

つ的確に救出・救助するために、防災関係機関が連携して実施する初期活動から救急搬送までの

活動体制の整備を行う。 

 

２ 自主防災組織の対策 

（1） 情報の収集・伝達体制の確立 

地域における要救助者の発生状況等を速やかに市又は消防機関、警察機関に通報するととも

に、これら防災関係機関の避難指示等を速やかに市民に伝達する体制を確立する。 

（2） 防災訓練の実施 

防災関係機関が要救助現場に到着するまでの間、自主防災組織が迅速かつ的確に救助活動を

展開することが極めて重要であることから、平時から消火活動や損壊した建物による生埋め者

の救助活動について十分な訓練を行う。 

（3） 防災用資機材の整備 

救助活動に必要となる資機材を、地域の防災拠点や指定避難所等に整備するよう努める。 

 

３ 市と消防本部の対策 

（1） 市民に対する防災意識の啓発 

ア 防災訓練等での救助訓練や、普通救命講習などの普及啓発活動等を実施し、市民の防災意

識の高揚を図る。 

イ 要配慮者の避難誘導等が円滑に行われるよう、その実施方法を検討し確立する。 

（2） 民間等による救助・救急支援体制の確保 

ア 同時多発する建物倒壊や火災等に備え、救助活動に必要な重機や操作要員の派遣が受けら

れるよう、市建設業協会と協定を締結するなど体制を整備する。 

イ 市内小学校の児童に対し、応急手当の必要性、命の大切さを教え、救命率の向上を目指し、

「子ども救命士」の育成を図る。 

（3） 消防組織の救助・救急体制の整備 

ア 常備消防組織 

市は、救助隊員・救急隊員の専任率の向上を図るとともに、高度な応急手当措置を行うこ

とができる救急救命士の育成及び、消防防災情報通信施設・救助工作車など救助・救急用資

機材の整備に努める。 

イ 消防団 

市は、消防団員の加入促進や消防団協力事業所表示制度の活用などにより、消防団活性化

対策を総合的かつ計画的に推進する。さらに消防団が災害発生時に一刻も早く災害現場に到

着することができるよう、団員の連絡・参集体制の整備・充実を図るとともに、地域住民と

協力して一人でも多くの人員で救助・救急活動を行えるよう、日頃から地域住民と連携した

初動体制の確立に努める。 

また、消防団の救助・救急活動に係る教育訓練を積極的に行うとともに、消防団における

ハンマー、ジャッキ、チェーンソー及び無線機器等の救助・救急資機材の整備に努める。 
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（4） 連携体制の整備 

ア 防災関係機関の連携 

救助の対象となる被災者の発生情報は、災害応急対策において、最も重要な情報項目であ

ることから、市及び消防組織は自らの活動により迅速に状況を把握するとともに、市民や自

主防災組織、村山警察署や県等と適切に情報交換できる体制を整備する。また、初期活動か

ら救急搬送までの一連の実動訓練を実施し、防災関係機関の連携や相互の役割分担を常に確

認しておく。 

イ 民間組織の協力 

公衆通信網等が途絶えた場合に備え、県と一般社団法人日本アマチュア無線連盟山形県支

部との災害時応援協定に基づくアマチュア無線局との情報収集伝達訓練などを通して、災害

時における多様な通信手段の確保や情報収集伝達体制の充実強化を図る。 

また、市内の各タクシー会社とも、通行中に発見した要救助者の通報について、協力が得

られるよう体制を整備しておく。 

（5） 救助・救急活動における交通確保 

被災者を的確に救助するためには、消防機関等が一刻も早く災害現場に駆けつけ、救出した

被災者を迅速に医療機関に搬送することが重要であるので、建物等の崩壊や道路の損壊等によ

り通行障害が発生した場合の情報提供方法及び交通確保対策を、村山警察署や道路管理者と協

議し定めておく。 

（6） 医療機関との情報伝達体制の整備 

多数の救出者を迅速かつ的確に医療機関に救急搬送するために、緊急患者受入の確認方法等、

医療機関との情報伝達体制について協議し定めておく。 

（7） 応援受入体制の確立 

ア 同時多発災害に本市の消防組織等のみで対応できない場合、関係法令や協定等に基づき、

県、他市町村、消防機関、警察機関及び自衛隊への応援要請について、その順位や手続きを

あらかじめ定めて確認しておく。 

イ これら関係機関の応援の受入体制のうち、特に被災者に関する情報の集約、活動区域の分

担及び災害現場への応援部隊の誘導方法等について、協議し確立しておく。 
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第８節 火災予防計画 

 

～ 確実な予防で、二次災害の未然防止をめざす ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

地震による二次災害としての火災発生を未然に防止し、その被害の軽減を図るために、市や消

防機関などが実施する火災予防体制の整備を行う。 

 

２ 出火防止のための対策 

（1） 一般対策 

ア 市及び消防本部は、広報活動により火災予防思想の普及啓発に努める。 

イ 市及び消防本部は、火災の発生を防止するため、全地域における対震自動消火装置付暖房

器具の普及、建築物の内装材料等の不燃化を指導する。 

ウ 消防本部は、飲食店など不特定多数が利用する防火対象物及び工場等で多数の火気を使用

する防火対象物については、重点的に予防査察を実施する。 

（2） 家庭に対する指導 

ア 市及び消防本部は、地域の自主防災組織等を通じて一般家庭に対し、火災発生防止対策、

消火器の整備と取扱いの指導及び初期消火の重要性を周知徹底する。 

（ｱ） 地震発生時の対策 

ａ 使用中の調理器具、暖房器具等（対震自動消火装置付暖房器具の設置）の火を消す、

又は電源を切る。 

ｂ ガスにあっては、元栓を締める。 

ｃ 電力復旧時の火災発生を防止するため、電気のブレーカーを切る。 

（ｲ） 平常時の対策 

ａ 消火器、消火バケツ等の消火用器材の設置 

ｂ 住宅用火災警報器、ガス漏れ警報器、マイコンメーター等の設置及び維持管理 

ｃ 危険物及び可燃物等（灯油、食用油、ヘアスプレー等）の保管場所の点検 

（3） 防火対象物に対する指導 

市及び消防本部は、消防法第８条の規定に基づき防火管理を行わなければならない防火対象

物については、防火管理者を選任させる。 

（4） 防火対象物点検報告制度等の実施指導 

消防本部は、特定の防火対象物（飲食店、旅館・ホテル、病院等の不特定多数の者が利用す

るもの）で、収容人員が一定規模以上のもの又は小規模雑居ビル等のうち避難が困難なものに

ついては、防火対象物点検報告制度に基づく点検報告を実施させ、点検済証（セイフティマー

ク）を表示することにより、利用者の安全を確保する体制を確立する。 

 

３ 消防用設備等の適正な維持管理指導 

（1） 市及び消防本部は、病院、社会福祉施設等の要配慮者が利用する防火対象物にスプリンクラ

ー設備等の消防用設備等の適正な設置を指導する。 

また、それ以外の防火対象物についても、法令等の規定による消防設備等の設置を完全に履

行させ、その適正な維持管理を指導する。 

（2） 市及び消防本部は、防火管理者、消防設備士及び消防設備点検資格者を養成、指導する。 
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４ 初期消火体制の強化 

（1） 自主防災組織の対策 

ア 自主防災組織は、火災の発生状況を、速やかに消防署に通報する体制を確立する。 

イ 自主防災組織は、消防団と連携を図りながら、耐震性貯水槽、可搬式小型動力ポンプ等を

使用した消火活動計画を定めるとともに、地域での防災訓練等を通じて、これらの消防施設

及び資機材等の使用方法を習得しておく。 

（2） 消火訓練の実施 

ア 消防本部は、防火管理者をおく事業所に対しては、消防計画に基づく各種訓練等を通じ、

初期消火体制の確立を指導する。 

イ 上記以外の事業所及び市民には、自主的な消火訓練等を行うよう指導するとともに、広報

資料を配布する等により、初期消火体制を強化する。 

 

５ 消防施設等の整備 

（1） 市による整備 

市は、市消防計画に定めるところに従い、消防力の整備指針を満たすように消防施設、設備

及び資機材等の整備を推進するとともに、常に整備点検を行い適切に使用できる状態を保つ。 

また、地震発生時における同時多発火災や大規模火災等に対応するため、防火水槽や耐震性

貯水槽、自然水利等の多元的な消防水利の整備に努める。 

（2） 防火管理者による整備 

防火管理者は、その消防計画に定めるところに従い、消防用設備等の整備及び点検を行う。 

（3） 自主防災組織による整備 

市は、「自主防災組織整備事業」、「コミュニティ助成事業（地域防災組織育成助成事業）」等

を活用し、自主防災組織における防火関連資機材及び施設等の整備に努める。 

 

６ 林野火災予防対策 

市は、地震の際に林野への火災拡大の予防を図るため、関係機関と相互に連携し、次の対策を

講じる。 

（1） 林業関係者への防火意識の啓蒙普及 

（2） 保安林、消防用資機材の整備 

（3） 特に、春先など林野火災の警戒期における管理体制の整備 

 

７ 漏電による火災予防対策 

市は、地震の際、漏電による火災発生を予防するために、関係機関と相互に連携し、次の対策

を講じる。 

（1） 配電設備については、工事の検査を適切に行い、施工を完全にする。 

（2） 保守点検に当たっては、巡視点検による不良箇所の早期発見と改修に努める。 

（3） 自家用電気設備については、(一財)東北電気保安協会の協力を得て、新増設調査、定期調査

により、不良箇所の改修を通知するとともに工事業者への技術向上を図る。 

（4） 一般市民に対しては、保安協会と協力して電気の正しい取扱いと適正配線の重要性について

啓発に努める。 
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第９節 医療救護体制整備計画 

 

～ 適切な医療の提供と救助体制の円滑化をめざして ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

大規模災害時に発生する多数の傷病者に対して、困難な条件の下で適切な医療を提供するため、

県、市、医療関係機関が実施する医療救護体制の整備について定める。 

 

２ 医療関係施設の役割 

災害時において、傷病者に応急処置・医療を提供する被災地内外の医療関係施設（下表参照）

は、次の業務を行う。 

災害時の医療関係施設 

被 災 地 内 被 災 地 外 

 傷病者に医療を提供する。  被災地から搬送された重篤者を主とする重傷

者に医療を提供する。 

被災地へ医療救護班及びＤＭＡＴを派遣する

とともに、災害拠点精神科病院にＤＰＡＴを派

遣する。 

① 市が設置する医療救護所 

② 一般の医療機関（休日・夜間診療所を含む） 

③ 災害拠点病院 

④ ＤＭＡＴ*1指定病院 

⑤ ＤＰＡＴ*2指定病院 

⑥ その他自衛隊等により設置される臨時の医

療機関 

① ＤＭＡＴ指定病院 

② ＤＰＡＴ指定病院 

③ 災害拠点病院 

④ 災害拠点精神科病院 

⑤ 救急告示病院 

（1） 医療救護所 

医療救護所は、市が設置し、トリアージ*3及び応急処置を行う。また、後方病院への搬送に

ついては、消防機関が行う。 

（2） 一般の医療機関（休日・夜間診療所を含む） 

一般の医療機関は、可及的速やかに被災傷病者やその他の救急患者への医療を行う。 

（3） 救急告示病院 

救急告示病院は、可及的速やかに被災傷病者やその他の救急患者への医療を行うほか、被災

地の救護活動が長期化した場合、他の救急告示病院や県医師会などの関係機関と連携・協力を

図りながら医療救護班の派遣を行う。 

（4） 災害拠点病院等 

災害拠点病院及び山形大学医学部附属病院等は、重傷傷病者等の受入れや広域搬送に対応す

るほか、医療救護班の派遣を行う。 

（5） 災害拠点精神科病院 

災害拠点精神科病院は、急性期の精神障がい者の優先受入れやトリアージ対応、患者の広域

搬送の調整、ＤＰＡＴ活動を指揮・統括する拠点本部の設置及び他機関との連絡調整等を行う。 

（6） ＤＭＡＴ指定病院 

ＤＭＡＴ指定病院は、県の要請により、ＤＭＡＴを被災地内外に派遣する。 

派遣されたＤＭＡＴは、県の要請等により県外から派遣されたＤＭＡＴとともに、被災地内

外での現場活動、病院支援、地域医療搬送及び広域医療搬送を行う。 
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（7） ＤＰＡＴ指定病院 

ＤＰＡＴ指定病院は、県の要請により、ＤＰＡＴを被災地内外の災害拠点精神科病院に派遣

する。 

派遣されたＤＰＡＴは、県の要請等により県内外から派遣されたＤＰＡＴとともに、被災地

内外での精神科医療機関の情報収集とアセスメント及び精神科医療の提供、精神保健活動への

専門的支援等を行う。 

 

*1 ＤＭＡＴ：災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム 

（Disaster Medical Assistance Team の略） 

*2 ＤＰＡＴ：精神保健医療の専門的な研修・訓練を受けた災害派遣精神医療チーム 

（Disaster Psychiatric Assistance Teamの略） 

*3 トリアージ：医療資源（医療スタッフや医薬品等）が制約される中で、一人でも多くの傷病

者に対して最善の治療を行うため、傷病者の緊急度に応じて、搬送や治療の優

先順位を決めること。 

 

３ 医療救護所の整備 

（1） 方 針 

市及び医療機関、医療関係団体は、災害時における医療救護活動が円滑に行われるよう、医

療関係施設の耐震化等の整備及び長時間停電対策等の設備整備を図っていく。 

（2） 医療救護所設置場所の確保 

市は、村山市保健センターを含め災害時における医療救護所の設置予定場所をあらかじめ選

定する。市地域防災計画に掲載し、市民や防災関係機関に周知するとともに、地域の医療機関

や医師会等関係団体に対して情報提供を行う。 

設置予定場所選定に当たり、つぎの事項に留意する。 

ア 設置場所 

（ｱ） 二次災害の危険のない場所であること。 

（ｲ） 傷病者搬送のための道路に直接アクセスできる場所であること。 

（ｳ） 住民等に比較的知られている場所であること。 

（ｴ） ヘリコプターの緊急離着陸が可能な場所に近接していること。 

イ 設置スペース 

冬季間の積雪・厳寒を考慮し、トリアージ、治療及び搬送待合の各スペースが屋内に確保

出来る建物。 

ウ 設置数 

中学校の学区程度に１ヶ所程度を目安とする。 

（3） ＩＴを活用した災害時の情報収集体制の整備 

市は、県、医療施設、医療関係団体等とともに、災害時に医療施設の診療状況等を迅速に把

握するため、「山形県医療機関情報ネットワーク」を活用し、適切な災害時医療提供体制を構築

する。 

また、市及び医療機関は、災害時の医療機関の機能を維持し、広域災害・救急医療情報シス

テム等の稼働に必要なインターネット接続を確保するため、非常用通信手段の確保に努める。 

（4） 多チャンネルによる緊急時連絡体制の整備 

医療救護所には、衛星電話、防災行政無線等、多チャンネルによる連絡体制を整備する。 
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４ 医療救護活動体制の整備 

（1） 各医療機関における防災マニュアルの整備 

医療機関はその実情に応じ、二次災害の防止、被害状況の確認、職員参集、緊急診療場所、

患者収容場所の確保等について、防災マニュアル等を整備し、訓練による災害時の活動体制を

確立する。 

（2） 災害時医療救護マニュアルの整備 

市は、県、医療機関及び関係団体等とともに、災害時の医療救護体制を円滑にするための具

体的な行動指針となるマニュアルを整備する。 

 

５ 被災情報等の収集・提供体制の整備 

市は、県及び医療関係機関・団体と協力し、また、災害に強いＩＴ等を活用するなどして、市

内における医療機関等の被災状況及び医療提供状況等の情報を速やかに収集し、市民に対して的

確に提供する体制を整備することにより、傷病者への適切な対応及び受療機会の確保を図る。 

 

６ 医療資機材供給等体制の整備 

（1） 医療資器材の調達・確保等 

市が設置した医療救護所において医薬品等が不足する場合には、県が作成した「災害時医薬

品供給等活動要領」に基づき、必要となる医薬品及び医療資器材の供給を保健所もしくは県健

康福祉部健康福祉企画課に対し要請する。また、市は、事前に必要とする薬品の品目・数量の

把握に努める。 

（2） 医療資器材輸送体制の整備 

市は、医薬品・医療資器材等が、傷病者の医療救護のため必要な医療機関・医療救護所に速

やかに提供できるよう、物資拠点等を確保するとともに、搬送体制の確立に努める。 

 

資料編：村山市内医療機関・近隣総合病院 

村山市薬局等一覧 
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第１０節 地震防災施設等整備計画 

 

～ 学校の耐震化等、計画的な整備の充実 ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

市が、地震防災上特に必要な施設及び資機材を整備するための計画について定める。 

 

２ 整備対象施設等 

（1） 消防施設の整備 

市は、地震が発生した場合における消火栓の使用不能や消防ポンプ自動車の進入不能等消火

活動に支障をきたす事態発生が予想されることから、耐震性貯水槽、プール及び自然水利等多

様な消防水利の整備並びに可搬式動力ポンプの整備を推進する等、消防力の整備指針等に基づ

き消防施設の計画的な整備充実を図る。 

（2） 防災資機材の整備 

市の防災関係機関は、震災初動期に対処するための応急資機材を中心に、防災資機材の整備

充実を図る。整備状況に不足が懸念される場合には、関係機関や民間事業者との連携に努める。 

ア 自主防災組織等が使用する資機材 

市は、国、県の補助事業等を活用する等により、市民が緊急時の救助等に使用する資機材

を、自主防災組織の単位ごとにきめ細かく配置する。 

イ 市における防災資機材の整備 

市は、災害発生時の応急活動に必要となる次の資機材の整備に努める。 

（ｱ） コミュニティ防災拠点へ配備する資機材 

（ｲ） 消防本部等が使用する救助用資機材 

（ｳ） 水防用資機材 

（3） 防災活動拠点施設の整備 

市は、耐震性構造の防災センター等を整備し、災害発生時の防災活動の拠点として、また、

平常時には市民に対する防災教育、訓練の場として活用するとともに、当該施設に応急対策や

災害復旧に必要な防災資機材等の整備を進める。なお、整備に当たっては、緊急輸送道路上に

ある道の駅など、既存の公共施設の防災活動拠点施設化も検討する。 

 

資料編：村山市緊急輸送道路ネットワーク（市道路線表） 

村山市緊急輸送道路ネットワーク図 

村山市コミュニティ防災センター管理運営規則 

 

３ 地震防災緊急事業五箇年計画の推進 

市は、地震防災上緊急に整備すべき施設等について、地震防災対策特別措置法第２条第１項

に規定する地震防災緊急事業五箇年計画に基づき、計画的に整備を推進する。 

（1） 計画期間 

第６次地震防災緊急事業五箇年計画 令和３年度～令和７年度 

（2） 対象事業 

山形県地域防災計画に定められた事項のうち、次に掲げる施設等の整備であって、主務大臣

の定める基準に適合するもの（市の事業を含む。）。 
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ア 避難地 

イ 避難路 

ウ 消防用施設 

エ 消防活動が困難である区域の解消に資する道路 

オ 緊急輸送を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート 

カ 共同溝、電線共同溝等の電線及び水管等の公益物件を収容するための施設 

キ 公的医療機関その他政令で定める医療機関のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

ク 社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

ケ 公立の小学校又は中学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

コ 公立の特別支援学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

サ 不特定かつ多数の者が利用する公的建造物のうち、地震防災上補強を要するもの 

シ 砂防設備、保安施設、地すべり防止施設、ため池 

ス 地域防災拠点施設 

セ 防災行政無線設備その他の施設又は設備 

ソ 井戸、貯水槽、水泳プール及び自家発電設備その他の施設又は設備 

タ 非常用食料及び救助用資機材等の物資の備蓄倉庫 

チ 救護施設等、地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材 

ツ 老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策 

 

（3） 計画事業費等 

別に示す。 

 

 

  



第２編 震災対策編 第１章 災害予防計画 

52 

第１１節 防災用通信施設災害予防計画 

 

～ 非常通信網の充実と、県との連携 ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

防災関係機関が、災害発生時の通信手段確保のために実施する情報通信施設の災害予防対策を

実施する。 

 

２ 防災用通信施設の整備状況 

（1） 村山市防災行政無線 

市防災行政無線は、災害発生時に住民、地域防災関係機関、生活関連公共機関等との間で、

情報の収集、伝達を行うことを目的として設置され、現在の市防災行政無線は以下の２つの構

成からなる。 

ア 同報系無線 

市民に対する災害情報の周知徹底を図ることを目的とした、屋外拡声器及び戸別受信機に

よる設備である。 

イ 移動系無線 

現地の被害状況を把握することを目的とした、市庁舎と災害現場等の間又は災害現場等相

互の間の通信を行う設備で、車載型、半固定型及び携帯型がある。 

（2） 山形県防災行政無線 

山形県防災行政無線は、地域における防災対策、救急救助及び災害復旧に関する業務を遂行

するために情報通信を担うことを目的として設置されている。市町村、消防本部及び県関係機

関等、防災関係機関８２機関を無線回線（非常用電源完備）で結び、更には、衛星回線により、

消防庁及び都道府県間等との通信が可能となっている。これらシステムは、従来からの電話・

ファクシミリに加え、災害映像を関係機関へ伝送できるため、高速大容量伝送に備え、今後、

デジタル化を進めていく。 

 

３ 通信設備の災害予防措置 

（1） 県及び市は、非常通信体制の整備、応急対策等災害時の重要通信の確保に関する対策の推進

を図るものとする。この場合、非常通信協議会とも連携し、訓練等を通じて、実効性の確保に

留意する。 

（2） 国、県及び市等の災害時の情報通信手段については、平常時よりその確保に努め、その運用・

管理及び整備等に当たっては、次の点に十分配慮する。 

ア 災害時における緊急情報連絡を確保するため、無線通信ネットワークの整備・拡充の推進

を図る。 

イ 既存施設について、通信鉄塔、局舎、通信設備及び機器等の耐震点検と補強、固定を行い

耐震性を強化する。 

ウ 災害に強い伝送路を構築するため、有・無線系、地上系・衛星系等による伝送路の多ルー

ト化及び関連装置の二重化の推進に努める。特に、耐災害性に優れている衛星系ネットワー

クは、大規模災害発生時における輻輳の回避に留意しつつ、国、県及び市等を通じた一体的

な整備を図る。 
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エ 非常災害時の通信の確保を図るため、平常時より災害対策を重視した無線設備の総点検を

定期的に実施するとともに、非常通信の取扱い、機器の操作の習熟等に向け、他の防災関係

機関等との連携による通信訓練への積極的な参加に努める。 

また、商用電源の停電時に備え、各通信施設に非常用発電設備及び直流電源設備等を整備

するとともに、無線設備や非常用電源設備の保守点検の実施と的確な操作の徹底、専門的な

知見・技術をもとに損壊の危険性が低い堅固な場所への設置等を図る。 

オ 移動通信系の運用においては、通信輻輳時の混信等の対策に十分留意する。このため、あ

らかじめ非常時における運用計画を定めておくとともに、関係機関の間で運用方法について

の十分な調整を図る。 

カ 通信輻輳時及び途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信を取り入れた

実践的通信訓練を定期的に実施する。 

キ 情報通信手段の施設については、平常時より管理・運用体制の構築を図る。 

（3） 通信手段の多様化 

国、県及び市は、さまざまな環境下にある住民、要配慮者利用施設等の施設管理者等及び地

方公共団体の職員に対して警報等が確実に伝わるよう、関係事業者の協力を得つつ、防災行政

無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、災害情報共有システム

（Ｌアラート）、テレビ、ラジオ、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ、ソーシ

ャルメディア等を用いた伝達手段の多重化、多様化を図る。 

（4） 最新の情報通信関連技術の導入 

県及び市等は、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分

析・整理・要約・検索するため、最新の情報通信関連技術の導入に努める。 

 

４ 通信機器の必要数の確保 

災害現場における各機関相互の防災活動を円滑に進めるために、必要な防災相互通信用無線機

等の整備に努める。また、通信機器が不足する事態に備え、通信機器の借用について、電気通信

事業者等とあらかじめ協議しておく。 

 

５ 各地区の管理者（地区代表）の会議 

村山市防災行政無線の屋外受信拡声器（市内５９箇所）を地区の地区代表が管理しており、定

期的に会議を開催し管理の徹底を図る。 

（1） 放送不良の連絡 

（2） 放送ボックスカギと脚立の保管 

（3） 緊急時の地区内の放送 

（4） その他管理全般（外観点検） 

 

６ 電気通信設備等の活用 

（1） 移動系通信設備 

市は、災害時に有効な携帯電話等の電気通信事業用移動通信、業務用移動通信、アマチュア

無線、衛星携帯電話等による移動通信系の活用体制について整備する。 

また、住民への伝達においても、携帯端末の緊急速報メール、ソーシャルメディア等を活用

し、警報等の伝達手段の多重化・多様化に努める。 

なお、アマチュア無線の活用は、ボランティアという性格に配慮する。 
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（2） 災害時優先電話 

市は、東日本電信電話株式会社等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等

を効果的に活用するよう計画する。また、災害用として配備されている無線電話等の機器につ

いては、その運用方法について習熟するため、職員の教育訓練を実施する。 

（3） ＩＰ電話 

ＩＰ電話を利用する場合は、ネットワーク機器等の停電対策を図る。 

（4） 電気通信事業者が提供する伝言サービス 

国、県及び市は、日本電信電話株式会社等の電気通信事業者が災害時に提供する伝言サービ

スの仕組みや利用方法等の周知に努める。 
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第１２節 地盤（土砂）災害等予防計画 

 

～ 危険区域の調査把握と予防体制の強化を図る ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

地震により発生する地すべり、がけ崩れ、液状化等の地盤災害の未然防止と、被害の軽減を図

るために、これらの危険箇所の現状を把握し、区域の指定、防止施設の整備を行うとともに、危

険箇所の周知、警戒避難体制の確立等総合的な対策を実施する。 

 

２ 土砂災害警戒区域等の調査、周知 

（1） 基礎調査の実施 

県は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（以下、「土砂災害

防止法」という。）第４条の規定に基づく基礎調査を定期的に行い、その結果を市町村に通知す

るとともに、警戒区域等に相当する区域を明示して公表する。 

（2） 土砂災害警戒区域等の指定・周知 

ア 県は、基礎調査の結果、土砂災害が発生した場合には県民等の生命又は身体に危害が生じ

るおそれがあると認められる土地の区域を「土砂災害警戒区域」また、建築物に損壊が生じ

県民の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域を「土砂災

害特別警戒区域」として指定する。 

イ 市は、県から提供された情報を元にハザードマップを作成し、警戒区域内の住民へ配布や

一般の縦覧に供するほか、ホームページでの公開等の多様な手段により住民への周知徹底を

図る。 

ウ 市は、これらの土砂災害警戒区域等を市地域防災計画に明記するとともに、土砂災害警戒

区域に指定された区域毎に警戒避難体制の整備等に関する事項について定め、地域住民等に

周知徹底を図る。 

 

資料編：村山市土砂災害警戒区域一覧 

村山市土砂災害ハザードマップ全体図 

 

３ 山地災害危険地区の調査・周知 

（1） 調査の実施 

県は、山地災害危険地区調査要領に基づき、山腹崩壊、地すべり及び崩壊土砂流出等による

災害が発生するおそれがある地区を調査し、その結果を市町村に提供する。 

（2） 山地災害危険地区の周知 

県は、調査の結果、山腹崩壊、地すべり及び崩壊土砂流出等による災害が発生するおそれが

ある地区や災害が発生した地区を「山地災害危険地区」とし、ホームページでの公開等の多様

な手段により住民への周知徹底を図る。 

市は、これらの「山地災害危険地区」を市地域防災計画に明記するほか、ホームページでの

公開等の多様な手段により住民への周知徹底を図る。 

 

資料編：村山市山地災害危険地区等一覧 

村山市山地災害危険地区等位置図 

 



第２編 震災対策編 第１章 災害予防計画 

56 

４ 土砂災害予防対策の推進 

（1） 土砂災害警戒区域等の法指定 

市は、土砂災害のおそれがある箇所等の情報を県に提供し、必要に応じ土砂災害警戒区域等

の指定を要請する。 

法   令   名 指 定 箇 所 名 

砂防法 砂防指定地 

地すべり等防止法 地すべり防止区域 

急傾斜地崩壊による災害の防止に関する法律 急傾斜地崩壊危険区域 

土砂災害防止法 
土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域 

森林法 保安林 

建築基準法 災害危険区域 

宅地造成等規制法 
宅地造成工事規制区域 

造成宅地防災区域 

（2） 災害防止対策事業の推進 

市、国及び県は、法指定を受けた危険箇所について、次の災害防止対策工事を積極的に推進

する。 

ア 砂防事業 

国が砂防指定地に指定し、国及び県は優先順位の高い箇所から砂防工事を行う。 

イ 急傾斜地崩壊対策事業 

県は市と協議の上、危険地区に住民の生命及び財産を守るため、危険度の高いところから

急傾斜地崩壊危険区域に指定し、順次崩壊防止工事を行う。 

ウ 地すべり対策事業 

県は市と協議の上、危険地区に住民の生命及び財産を守るため、危険度の高いところから

地すべり防止区域に指定し、順次崩壊防止工事を行う。 

エ 治山事業 

県は危険度の高いところから優先的に治山事業を実施していく。 

（3） 要配慮者関連施設対策 

県は、土砂災害警戒区域等に立地している要配慮者関係施設について、人命・財産を保護す

るため、土砂災害防止事業を推進する。 

市は、県や関係機関と協力し土砂災害に関する情報等を施設管理者に周知し、土砂災害に関

する知識の向上と防災意識の高揚を図るとともに、警戒避難体制の確立に努める。 

市は、要配慮者関連施設に係わる情報を積極的に県に提供し、事業の早期実施を要請する。 

（4） 砂防施設等の維持管理 

市は、防災施設等の管理者に対し、既設構造物について常時点検を行い、施設の機能の維持

に努める。また、老朽化等によりその機能の低下をきたしている箇所については、補修補強工

事を行い、地震による土砂災害の防止を図ることを要請する。 

（5） 警戒避難体制の確立 

市は、危険箇所を巡視、点検するのに加え、付近住民に対し、異常な状況の早期発見に留意

するよう周知・啓発する。また、土砂災害防止法第７条の規定に基づく土砂災害警戒区域等の

指定を促進し、指定緊急避難場所・指定避難所、避難経路、避難方法などを記載したハザード

マップを作成し、警戒区域内の住民へ配布する等し、土砂災害危険区域に対する警戒避難体制

の整備を図る。 
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（6） 緊急連絡体制の確立 

市は、県と連携し、緊急時における防災関係機関や自主防災組織との連絡体制を確立する。 

（7） 緊急用資機材の確保 

市は、県とともに、地震により発生した亀裂の拡大や雨水の浸透を防止するために必要な資

機材を確保し、緊急時に備える。 

 

５ 地盤沈下の予防対策の推進 

市は、県と連携して、山形県地下水の採取の適正化に関する条例等に基づき、地下水の適正採

取を図り、地下水の過剰採取による地盤の不等沈下を防止する。 

 

６ 軟弱地盤等液状化対策の推進 

（1） 地盤液状化現象の調査研究 

市は、県と連携して、大学や各種研究機関における調査研究の成果を参考にして地盤の液状

化現象に関する調査研究を行い、液状化が予想される地域の分布状況等の資料やマップ等の整

備に努める。また、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップ及び液状

化災害の危険性を示した液状化ハザードマップを作成・公表するよう努めるとともに、滑動崩

落のおそれが大きい大規模盛土造成地において、宅地の耐震化を実施するよう努める。 

（2） 地盤改良・液状化対策工法の普及 

市は県と連携し、地盤液状化の発生が予想される地域に対して、耐震基準の適用及び各種対

策工法の普及に努める。 

 

７ 災害防止に配慮した土地利用の誘導 

（1） 危険住宅等の移転推進 

市は、県と連携し、安全対策を検討のうえ、危険区域の居住者に宅地の改良や住宅移転の必

要性を周知し、安全地域への移転を促進する。 

（2） 危険箇所の禁止制限行為に対する審査体制の整備等 

県は、災害防止に配慮した安全な土地利用を誘導するための審査指導体制を整備するととも

に、開発事業者への各種法規制の徹底及び啓発・指導を行う｡ 

 

資料編：村山市がけ地近隣等危険住宅移転促進事業費補助金交付規則 

 

８ 被災宅地危険度判定体制の確立 

市は、県と連携し、大規模な地震により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、二次災害

の防止又は軽減を図り、市民の安全を確保するため、被災宅地危険度判定士を計画的に養成・登

録し、宅地の被災状況を迅速かつ的確に把握してその危険度判定が実施できるよう、被災宅地危

険度判定体制の確立に努める。 
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第１３節 孤立集落予防計画 

 

～ 孤立集落を災害から守ろう ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

中山間地域等、地震の際、土砂災害などによる交通途絶により孤立するおそれのある集落につ

いて、孤立予防対策を推進するとともに、孤立した際の救援が届くまでの自立を前提に、食料な

どの物資や通信機器類などの防災資機材の備蓄を進め、防災体制の整備を行うものである。 

 

２ 市内において孤立するおそれのある集落の把握 

市は県とともに地震に伴う土砂災害等の要因により道路交通が途絶し、外部からのアクセスが

困難となる集落（以下「孤立可能性のある集落」）について把握するとともに、集落人口や世帯数、

通信設備及び防災資機材の整備状況などの集落の状況を把握する。 

令和３年４月１日現在 

地区名 集落名 戸数 人口 孤立する要因 

大 倉 
中 沢 50 125 活断層・山腹崩壊 

新 山 27 80 活断層 

袖 崎 五十沢 7 9 山腹崩壊 

大高根 

下小屋 10 28 活断層・山腹崩壊・がけ崩れ 

大石赤岩 25 90 活断層・山腹崩壊・がけ崩れ 

大鳥居 15 56 活断層・山腹崩壊・がけ崩れ 

３ 計画の内容 

（1） 基礎的な情報の把握・共有 

県は市の協力のもと、孤立するおそれのある集落における各種情報（通信手段、避難所、備

蓄状況など）をデータベース化し、防災関係機関と情報共有化を図る。 

（2） 連絡手段の確保 

市は、集落が孤立し、また一般的な公衆回線（ＮＴＴ回線）も不通となった際、市、消防本

部及び警察機関との連絡手段が確保できるよう、市防災行政無線の更新、衛星携帯電話等の通

信設備並びに連絡手段となりうる資機材の整備に努める。 

なお、集落ごとの連絡手段の現況は下表のとおり。 

令和３年４月１日現在 

集 落 名 整 備 集 落 の 状 況 

中   沢 防災行政無線、発電機 整備済 

新   山 防災行政無線、発電機 整備済 

五 十 沢 
防災行政無線、衛星携帯電話、発電機 整備済 

※ 衛星携帯電話は五十沢集落センターに配備 

下 小 屋 防災行政無線、発電機 整備済 

大 石 赤 岩 

防災行政無線、衛星携帯電話、発電機 整備済 

※ 衛星携帯電話は、やまばとに配備し、下小屋、大鳥居と共

同利用する。 

大 鳥 居 防災行政無線、発電機 整備済 
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（3） 災害に強い道路網の整備 

急峻な地形を切り開いて道路が建設されていることから、すべての道路に対して完全な災害

予防対策を講ずることは不可能な現状にある。したがって、主要道路を優先に対策推進、複線

化等の推進を図る。 

ア 県が実施する計画 

県は、代替道路のない路線を優先して、道路防災、土砂災害危険箇所対策事業を実施し、

安全度の向上など、アクセス道路の災害予防対策を推進する。また、迂回道路として林道、

農道整備を推進する。 

イ 市が実施する計画 

市は市道、生活道路等の安全対策など災害予防対策を推進する。 

ウ 集落住民が実施する計画 

集落住民は、道路に面した工作物、立木等について、災害時に道路封鎖の影響を与えない

よう配慮する。 

（4） 要配慮者の実態把握 

孤立集落が発生した場合には、要配慮者に対する優先的な支援が必要である。生命あるいは

健康上、緊急に支援する必要がある集落住民を平素から把握し、孤立発生時に備える。 

ア 県が実施する計画 

県は、市に対し平素から要配慮者の実態把握に努めるよう指導する。 

イ 市が実施する計画 

市は、行政活動を通じ、又は民生委員・児童委員と連携し、高齢者世帯、寝たきりの病人、

障がい者等の集落における要配慮者の実態を把握する。 

ウ 集落住民が実施する計画 

集落内の要配慮者を平素から把握するよう努める。 

（5） 自主防災組織の育成 

大規模災害により同時多発的に救急・救助事案が発生し、かつ、集落が孤立した場合には、

防災関係機関が直ちに現場へ到着することが困難となり、到着まで相当な時間が必要になると

予想される。 

人命救助や初期消火活動は一刻を争うものであり、孤立集落の住民による可能な範囲での自

主防災活動が重要である。 

ア 県が実施する計画 

県は、市に対し自主防災組織の組織率の向上と活性化を図るよう指導する。また、集落住

民に対しても啓発活動を実施する。 

イ 市が実施する計画 

市は、孤立するおそれのある全集落について、自主防災組織の災害発生時の地域における

活動要領について指導し、活動資機材の整備充実を図る。 

ウ 集落住民が実施する計画 

集落住民は、自主防災組織の活動に対し理解を深め、避難訓練等には積極的に参加する。 

（6） 避難所の確保 

市は、土砂災害危険箇所警戒区域などの危険箇所における住民の避難や冬期間の屋外避難の

困難等から、孤立すると予想される地域内に避難所となりえる場所を確保し、あらかじめ住民

に対し周知する。 
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（7） 防災資機材の整備 

市は、発電機、暖房器具及び燃料等、冬期間の暖房確保や調理する際に必要となる資機材な

ど確保に努める。 

（8） ヘリ離着陸可能な場所の確保 

市は県と連携し、負傷者や食料等の搬送、住民の避難など、こうした緊急事態に備え、ヘリ

コプターが臨時に離着陸できる場所を確保するとともに、これら離着陸場所をデータベース化

し、防災関係機関に周知していく。 

（9） 食料品等生活必需品の備蓄 

備蓄計画については、第２０節「食料・生活需要品等の確保計画」によるが、家屋に被害を

受けた市民の救助活動を優先するため、道路の寸断等により孤立した集落においては、可能な

限り生活を維持できるよう、備蓄について各個人が配慮する必要がある。 

ア 市が実施する計画 

市は、食料品等の備蓄に努め、分散配置に配慮する。 

イ 集落住民が実施する計画 

集落住民は、災害時に備え、平素から食料品等の備蓄を行う。また、旅行者等の滞在者の

生活が確保できるよう規模に応じた備蓄を行う。 
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第１４節 都市防災計画 

 

～ 災害に強いまちづくり ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

市が実施する都市計画事業等については、市街地を火災や大地震などの災害から守るため、そ

の実施に当たっては十分な配慮を行う。 

 

２ 都市計画地域地区等指定による災害に強いまちづくり 

道路用地・公共用地の確保と都市計画法第８条の規定に基づく次の地域地区指定等の組み合わ

せによる合理的な土地利用の誘導等により、望ましいまちづくりを推進することにより、都市地

域の防災効果を高める。 

（1） 防火地域・準防火地域の指定 

現在市において地域の指定はないが、今後の課題として既存の密集住宅地や高度な土地利用

を図る地域について、防火地域や準防火地域を指定することにより、耐火性の高い建築物の建

設を推進し、火災に強い市街地の整備を図る。 

（2） 地震発生時の災害拡大要因の除去 

工場、住宅等の混在する地域において、用途地域を指定することにより、建築物の用途鈍化

を誘導し、地震発生時における火災の発生と拡大要因を除去する。 

（3） 地区計画の決定 

『村山市都市計画マスタープラン』を主軸とした各種地区計画の決定による道路用地、公園

用地の確保、建築物の用途鈍化等により、災害に強い市街地整備を誘導する。 

 

３ 防災空間の整備による安全性の確保 

市は、県とともに、都市における地震火災に対する安全を確保するため、建築物の耐震不燃化

並びに公園、緑地、広場及び街路等の防災空間の整備に努める。 

（1） 公園・緑地整備事業の推進 

公園・緑地は、災害時における避難場所となるとともに救援活動の場所となる。また、大火

災の延焼を防止するための緩衝帯として、防災上重要な役割を担っている。 

そのため、主に市街地の公園・緑地の規模と配置の適正化に留意しつつ、外周部に植栽して

緑化を行いながら、その拡充・整備に努める。 

（2） 街路整備事業の推進 

都市内道路の整備、拡幅等により、都市内に空間を与えて、火災の延焼を防止するとともに、

緊急輸送及び避難路としての機能を確保する。 

（3） 市街地開発の推進 

防災上危険となる無秩序な市街地の形成を防止するとともに都市機能や防災性の向上等良好

な市街地の形成を図るために民間活用も含めて、土地区画整理事業の促進を図る。 

（4） 宅地開発 

都市の計画的な発展と良好な市街地の整備を図るために、宅地開発に対し、防災性と安全性

に関する指導の強化に努める。 
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第１５節 建築物災害予防計画 

 

～ 住宅・建築物耐震化促進に向けて ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

地震による建築物災害の未然防止と被害の軽減が図られるよう、庁舎及び学校等の防災上重要

な公共建築物、一般建築物等の耐震性及び不燃性の強化等を促進するために、市が実施する災害

予防対策について定める。 

 

２ 建築物の耐震性の確保 

（1） 方 針 

市は、大規模な災害が発生した場合に、防災活動の拠点となる建築物 （以下、「防災拠点施

設」という。）の安全性を確保するため、新築、建替え時においては、国が定める「官庁施設の

総合耐震・対津波計画基準（平成２５年）」を参考に、耐震性を強化した施設づくりに努める。 

ア 市災害対策本部が設置される施設（市役所庁舎、市農村環境改善センター、北村山視聴覚

教育センター、甑葉プラザ、楯岡地域市民センター、村山市民会館、村山市民体育館） 

イ 医療救護活動に従事する機関の施設（保健センター、救護所設置予定箇所等） 

ウ 応急対策活動に従事する機関の施設（消防署、各地域市民センター等） 

エ 避難施設（学校、村山市民体育館、甑葉プラザ、村山市民会館、各地域市民センター、自

治公民館等） 

オ 社会福祉施設等（保育園、認定こども園、幼稚園、特別養護老人ホーム、障がい福祉施設

等） 

（2） 建築物の耐震診断・耐震改修の促進 

市は、「山形県建築物耐震改修促進計画」（平成１９年１月策定。以下「県促進計画」という。）

に基づき、市建築物耐震改修促進計画（平成２０年６月策定、平成２８年４月及び令和３年４

月改訂。以下「市促進計画」という。）を策定し、建築基準法による現行耐震基準施行（昭和５

６年）以前の建物を中心に、市内全域において耐震診断を実施し、必要と認めたものから、順

次、改修等を推進するよう努める。老朽化の兆候が認められる指定避難所等についても、優先

順位をつけて計画的に安全確保対策を進める。また、一般住宅についても耐震診断を実施し、

所有者への耐震化促進のための指導と助言を行う。 

（3） 防災設備等の整備、維持管理 

ア 防災設備等の整備 

施設管理者は、次に示す防災措置を実施し、防災機能の強化に努める。 

（ｱ） 配管設備類の耐震性の強化 

（ｲ） 非常用電源の基本能力の確保 

（ｳ） 飲料水の基本水量の確保 

（ｴ） 消防防災用設備等の充実 

（ｵ） 情報通信システム等の耐震性能の向上等 

イ 維持管理 

施設管理者は、建設当時の設計図書等を整理保管する。また、法令点検等の台帳や防災関

係図、維持管理の手引き等を整備し、日常点検を怠らないこととする。 
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３ 公共施設等の耐震化の推進 

（1） 方 針 

市は、防災活動の拠点となる公共建築物等の耐震化の推進を図るために、それぞれが主体的

に取り組むための基本方針を策定し、計画的な耐震化を促進する。 

（2） 小中学校の耐震化の推進 

小中学校については、多くの児童・生徒が日常的に生活する場であり、災害発生時には避難

所となるため、耐震診断を優先順位に基づき計画的に実施する。また、その耐震診断を踏まえ

て耐震工事を行うなど、耐震性の確保を図るものとする。 

（3） 防災拠点施設の耐震化 

市は、市災害対策本部を設置する施設等の防災活動の拠点となる公共建築物の耐震化につい

て、計画的、効果的に推進していく。特に、災害時の拠点となる庁舎、指定避難所等について、

非構造部材を含む耐震対策等により、発災時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努

める。 

（4） 広く市民が利用する公共建築物等の耐震化の推進 

文化施設、社会教育施設、スポーツ施設等の広く市民が利用する施設、危険物等を貯蔵、又

は使用する施設の耐震化について、計画的、効果的に推進していく。 

（5） その他の公共建築物の耐震化の推進 

上記以外の公共建築物の耐震化についても、計画的に推進していく。 

 

４ 一般建築物等の耐震化の推進 

（1） 不特定多数の者が利用する建築物の耐震化 

ホテル、旅館、駅、スーパーマーケットなど、不特定多数の者が利用する建築物は、災害時

に一定の機能を果たし、かつ、人命を守る基礎となることから、施設管理者は施設の耐震化に

努める一方、消防本部及び電気・ガス等保安団体は、次に示す防災対策等を指導する。 

ア 震災時における混乱防止のための、各種通信手段の活用等による迅速かつ正確な情報収集

伝達体制の整備 

イ 不特定多数の人を避難誘導するための体制の整備 

ウ 避難誘導に当たる施設従業員等の教育訓練の徹底 

エ 震災時に利用者等の心理的不安を除去・軽減するための、効果的な広報の徹底 

オ 当該施設の管理実態を把握するための、防災設備等の日常点検の励行 

（2） 住宅・建築物の耐震化 

ア 特定既存耐震不適格建築物等の耐震診断・改修 

（ｱ） 市は、県と連携し、一般建築物については、「特定既存耐震不適格建築物｣(｢建築物の耐

震改修の促進に関する法律｣(平成７年法律第１２３号。以下｢耐震改修促進法｣という。) 

第１４条に定める昭和５６年以前に建築されたもの。) を主な対象として、市内の耐震診

断士と連携し、耐震診断や必要な改修を促進する。 

（ｲ） 耐震改修促進法第１６条に規定する特定既存耐震不適格建築物についても、市促進計画、

県促進計画の考え方に基づいて、重要度を考慮しつつ耐震や必要な改修を促進する。 

（ｳ） 防災拠点施設等については、重要性、緊急性を考慮し、必要に応じて、耐震改修促進法

第７条の要安全確認計画記載建築物に指定することで、耐震化を促進する。 

（ｴ） 耐震改修促進法第２２条の耐震基準適合表示制度の周知により、耐震化の意欲を喚起す

る。 
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イ 耐震診断・改修に関する知識の普及・啓発 

市は、県と連携し、建築物所有者に「耐震改修促進法」の趣旨・内容を周知し、耐震診断・

改修に関する知識の普及・啓発に努める。 

（ｱ） 市民、特に木造住宅所有者に対し、自ら簡易に耐震性を診断する方法や補強方法等につ

いての知識の普及啓発を図る。 

（ｲ） 市民、特に木造住宅所有者からの耐震診断・改修の相談に応じる相談窓口を開設する。 

（3） ブロック塀、石塀等の倒壊防止 

市は、県と連携して、地震によるブロック塀、石塀等の倒壊を防止するために、避難場所や

避難路、通学路沿いのブロック塀、石塀の所有者等を主な対象として、安全確保について指導

啓発する。 

（4） 窓ガラス、看板等の落下防止 

市は、県と連携し、地震発生時に建築物の窓ガラス、看板等の落下物による災害を防止する

ため、市街地や避難路に面した建築物の管理者を主な対象として安全確保について指導啓発す

る。 

（5） 家具類の転倒・落下防止 

市は、県と連携して、地震発生時における家具、電気製品等の転倒・落下による居住者の被

害を防止し、又は二次災害の誘発を防止するため、その転倒・落下防止のための器具による固

定等の措置について市民に周知し、安全確保について指導啓発する。 

 

５ 建築物の火災耐力の向上促進 

（1） 方 針 

地震が発生し二次災害として最も懸念されるのが火災の発生・延焼による火災の拡大である

が、建築物自体の耐火性・防火性は、建築基準法を中心とする各種法令により規定されており、

地震発生に際しても火災ができるだけ拡大しないような措置がとられている。 

そのため、市は県と連携し、新築及び増改築等建築物について、建築基準法に基づき指導を

行うとともに、既存建築物についても、次により改善指導を推進する。 

（2） 既存建築物に対する改善指導 

建築基準法第１２条に基づく定期報告制度を活用し、不特定多数の者が集まる建築物の安全

確保と施設の改善指導を行う。 

（3） 防火基準適合表示制度による指導 

「防火基準適合表示制度」による表示マーク交付に際し、消防機関と連携して建築構造、防

火区画と階段等の安全性について調査するとともに、防火避難施設の改善指導を行う。 

 

６ 空き家対策 

緊急輸送路や避難路沿道の建築物が倒壊することによって、避難や防災活動の妨げになること

が考えられる。特に、老朽化した空き家は、地震時の揺れによる外壁等の飛散や倒壊、火災によ

る延焼など、通行人への被害や隣接する建築物への二次災害のおそれがある。 

このため、災害による被害が予測される空き家等については、市が平常時より状況の確認に努

める。 

また、市は、災害時に、適切な管理のなされていない空き家等に対し、緊急に安全を確保する

ための必要最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置

の支障となる空き家等の全部又は一部の除去等の措置を行う。 
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第１６節 危険物等施設災害予防計画 

 

～ 自主保安対策を強化し、被害の軽減を目指す ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

地震発生時における危険物、火薬類、高圧ガス、毒物・劇物及び放射性物質（以下「危険物等」

という。）による被害の発生又は拡大を防止するために、危険物等を取扱う施設及び大量輸送する

事業者等が実施する自主保安対策等について定める。 

 

２ 各施設に共通する安全対策 

事業者は、危険物等関係施設が所在する地域の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の該当性

並びに被害想定の確認を行うとともに、確認の結果、風水害により危険物等災害の拡大が想定さ

れる場合は、防災のため必要な措置の検討や、応急対策にかかる計画の作成等の実施に努めるも

のとする。 

 

３ 危険物施設等の災害予防対策 

危険物施設等における火災、爆発、流出による事故は、二次災害として人命や周辺地域に与え 

る危険性が大きいため、当該施設に立入検査を行い、徹底した安全管理と法令の遵守を指導する。

また、次により災害防止の万全を図るものとする。 

（1） 製造所、貯蔵所、取扱所の位置及び構造の把握 

（2） 危険物施設等の維持管理の適正化 

（3） 危険物施設の定期点検の指導強化 

（4） 危険物取扱者その他関係者の保安管理の指導教育 

（5） 自主防災組織の確立と防災訓練の推進 

 

４ ガス等の災害予防対策 

一般社団法人山形県ＬＰガス協会と連携を図りながら、ＬＰガスその他可燃性ガス施設の設置

の実態を把握のうえ、当該施設の立入検査を行い、保安責任者及びその他関係者に対して、取扱

い等における安全確保、施設の保守点検を指導し、さらに自主保安体制の確立に努める。 

 

５ 火薬類の災害予防対策 

火薬類における火災、爆発を未然に防止するために、火薬類取扱施設等の実態を把握し、必要

に応じて施設の立入検査を行い、保安責任者及びその他の関係者に対して、火薬類の貯蔵、販売

等の取扱いにおける安全確保、施設の保守点検や自主防災体制の確立等の指導を行うものとする。 

 

６ 毒物及び劇物の災害予防対策 

（1） 毒物、劇物関係の防災上必要な事項については届出を提出させ、これに基づき施設の実態を

把握し、災害予防を推進する。 

（2） 当該施設に立入検査を行い、毒物、劇物の適正な貯蔵の取扱いを行わせる。また、防火管理

者及び従事者等による自主保安体制の確立を推進する。 

（3） 毒物及び劇物保管施設管理者に対して、村山市消防計画に基づく防災計画等の指導を行う。 

（4） 警察官等関係者に対して、毒物、劇物の保管箇所の周知徹底を図り、避難誘導、広報活動の

措置について万全を期する。 
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第１７節  ライフライン施設の災害予防計画 

 

～ ライフライン施設の迅速適切な応急処置 ～ 

 

第１款 上水道施設災害予防計画 

 

１ 計画の基本的考え方 

大規模な地震が発生することを想定し、水道の漏水・断水等を最小限にとどめるために、市及

び水道事業者は災害予防対策に努める。 

 

２ 防災体制の整備 

市及び水道事業者は、施設の耐震性調査及び被害想定等に基づき、次により防災体制の整備を

行い、緊急時の応急対策マニュアルの策定、応急復旧用の水道施設図面等の整備を図るとともに、

職員に対する教育・訓練の実施に努める。 

（1） 組織体制の確立 

災害発生時に上水道施設の復旧に直ちに着手できるよう、体制の整備を図る。 

（2） 応急対策マニュアルの作成 

市及び水道事業者は応急復旧・応急給水マニュアルと手順書を策定し、迅速かつ適切な応急

対応が実施できるよう体制整備を行う。 

（3） 職員に対する研修と教育 

ア 研修・講習会を計画的に開催し、地震による被害の調査能力、復旧計画の立案能力、耐震

継手を使用する管の施工等の現場技術等を向上させ、熟練した技術者の養成・確保に努める。 

イ 緊急時に迅速かつ的確な対応をとることができるように、総合的な防災訓練、情報伝達訓

練、施設の点検訓練、応急給水訓練及び応急復旧訓練等の個別の訓練を実施する。 

（4） 管理図面・災害予防情報の整備 

他の水道事業者の応援者等が迅速に応急活動を実施できるようにするため、基本的な水道シ

ステム図、施設図、管路図、拠点給水地、指定避難場所、想定避難住民数等の情報を盛り込ん

だ応急復旧用図面等を整備する。 

（5） 関係機関との連携及び連絡調整 

市及び水道事業者は、応急対策用車両を緊急用車両として通行できるよう村山警察署と事前

調整を図るなど、災害発生時における関係機関や各水道事業者等と連携体制を整備する。 

市及び水道事業者は、災害時相互応援協定により応援体制を整備する。 

（6） 緊急時の連絡体制 

市及び水道事業者は、市災害対策本部の通信網の整備と合わせて災害情報連絡網の整備を図

り、緊急時連絡マニュアル、緊急時連絡先一覧表、応援要請連絡体制、応援要請様式等を作成

し、緊急時の連絡体制の確立に努める。 

（7） 自家発電設備等の燃料及び水道用薬品の備蓄 

市及び水道事業者は、自家発電設備等の燃料の備蓄及び水道用薬品の適正な量の備蓄に努め

るとともに、関係業者と災害発生時における優先供給協定を締結するなどによりこれらの確保

に努める。 
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３ 防災広報活動の推進 

（1） 方 針 

市及び水道事業者は、災害発生時の応急復旧活動を円滑に進めるため、次により市民、自治

会などに対し、防災体制の確立、飲料水の確保などについて広報し、防災意識の啓発に努める。 

（2） 市民に対する広報・啓発活動 

市民に対し、市報を通じて防災体制の確立、飲料水の確保と衛生対策等の留意点について広

報し、防災意識の啓発に努める。 

（3） 自主防災組織への研修 

自主防災組織に対する応急給水計画を周知し、これに基づく共同訓練等を実施し、緊急時に

おける各地区の支援体制の確立に努める。 

（4） 医療施設等への周知 

被災時においても断水できない医療施設、福祉施設などの重要施設に対して、飲料水の備蓄

（受水槽での必要容量の確保）と受水槽等の耐震性の向上について広報、指導に努める。 

 

４ 上水道施設の被害想定 

（1） 方 針 

市及び水道事業者は、構造物・設備等の耐震性診断を実施するとともに、大規模地震発生時

における上水道システム全体としての被害を予測し、この結果に基づき耐震整備の目標設定を

行う。 

（2） 構造物・設備の耐震性診断 

構造物・設備の耐震性診断は、施設の強度、施設の被害が給水に与える影響、復旧の容易性

及び二次災害のおそれ等を勘案し総合的に行う。 

（3） 水道システムの被害想定 

耐震性診断に基づき、次の事項について、地震による被害想定を地域別に実施する。 

ア 管路の被害想定 

イ 構造物及び設備の被害想定 

ウ 被災直後の断水人口及び復旧段階別断水人口 

エ 断水期間 

（4） 耐震化の目標設定 

上水道施設の耐震化は相当な投資を必要とするので、段階的な耐震化の目標をたて、優先度

の高い事業から計画的に実施することが必要である。そのため、次の事項について目標を設定

し、構造物・設備等の耐震化を実施する。 

ア 水道施設ごとの応急復旧期間 

イ 被災後における経過日数ごとの応急給水目標水量 

ウ 医療施設、指定避難所等の重要拠点への給水の確保 

 

５ 上水道施設の災害予防措置 

（1） 方 針 

市及び水道事業者は、上水道施設ごとにその重要性や老朽度を検討し、次により計画的に施

設の新設、改良及び修繕を実施して耐震整備及び液状化対策を推進する。 

（2） 重要施設及び基幹管路の耐震整備及び液状化対策の推進 

地震よる被害を軽減するため、次により老朽化した構造物・設備の補強及び更新等を実施し、

耐震整備及び液状化対策を推進し安全性の強化を図る。 
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ア 耐震性の高い管種、耐震継手及び耐震工法の採用並びに給水装置の耐震整備 

イ 老朽管路の計画的な更新、基幹管路並びに医療機関及び避難所等に至る配水管の優先的な

耐震整備 

ウ 配水池容量（１２時間貯水容量）の増加と耐震整備、緊急遮断弁の設置 

エ 各施設の運転状況を常時監視できるテレメーターシステムの整備 

オ 指定避難所等及び給水拠点を中心に耐震性貯水槽、大口径配水管等の整備による貯水機能

の強化 

カ 浄水場、配水池等の構造物の耐震整備及び液状化対策の推進 

キ 軟弱地盤における地盤改良及び液状化対策 

（3） バックアップシステムの構築等 

地震による被害を最小限にするため、次によりバックアップシステムを構築するとともに、

復旧を迅速に行うため配水区域のブロック化を図る。 

ア 隣接水道事業体施設と相互融通可能な連絡管設置によるバックアップシステムの構築 

イ 制水弁間隔の適正化による配水区域のブロック化、配水本管のループ化による被害区域の

限定化 

ウ 非常用電源の整備（二回線受電、自家発電設備） 

エ 重要施設の複数配置による危険分散の強化 

オ 各施設の運転状況を常時監視できる遠隔監視システムの整備 

（4） 機械設備や薬品管理における予防対策 

ア 機械・電気及び計装設備の震動による滑動、転倒の防止 

イ 塩素ガス漏出時の中和施設の整備、中和剤の常備 

ウ 震動による水質試験用薬品類容器の破損防止及び混薬を防止するための分離保管 

エ 水道用薬品の適正な量の備蓄 

 

６ 災害対策用資機材の整備 

（1） 応急給水用資機材の整備 

市及び水道事業者は、計画的に給水車（ポンプ付給水車を含む。）、給水タンク、応急給水栓、

浄水装置及びポリタンク等の応急給水用資機材の整備を図る。 

（2） 応急復旧用資機材の整備 

市及び水道事業者は、計画的に応急復旧用資機材の整備に努めるとともに、定期的にその備

蓄状況を把握する。 

 

７ 生活用水水源の確保 

市及び水道事業者は、区域内の井戸を緊急時に生活給水拠点として使用できるよう、あらかじ

め設置状況を把握する。 

また、積雪期には給水車等の通行が困難となることが予想されるため、消雪用井戸等の代替水

源等による給水方法を事前に検討しておく。 
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第２款 下水道施設災害予防計画 

 

１ 計画の基本的考え方 

地震による下水道施設の被害を最小限にとどめ、汚水排除や浸水防除機能を速やかに復旧する

ための災害予防策を行う。 

 

２ 防災体制の整備 

下水道管理者は、下水道施設が被災した場合、公共用水域の水質悪化や公衆衛生の悪化など、

市民の生活に与える影響が大きいことから、次により防災体制を整備する。 

（1） 組織体制の整備 

災害発生時に下水道施設の復旧作業に直ちに着手できるように、下水道工事業者との連携を

図り、「協定」を結び体制を整備する。 

（2） 応急対策マニュアルの作成 

緊急防災体制、緊急時連絡先一覧表等を記載した「参集マニュアル」を策定し、緊急時連絡

体制を確立する。また、従事者の役割や調査方法及び応急措置等を定めた緊急時の点検・応急

マニュアルも併せて整備する。 

（3） 職員に対する教育及び訓練 

県等が主催する研修会及び講習会等に職員を積極的に参加させ、災害発生時における判断力 

を養成するとともに、防災上必要な知識及び技術を向上させる等、人材の育成に努める。 

また、緊急時に迅速かつ的確な対応をとることができるよう、平常時において総合訓練や各

種訓練を行う。 

（4） 設備台帳及び図面等の整備 

災害発生時の対応に万全を期すため、設備台帳及び埋設管路等の図面を整備する。 

（5） 関係機関等との連携、協力体制の確立 

下水道施設の被災状況調査や復旧対策の実施に当たっては、他のライフライン施設にかかる

作業と連携して実施できるよう調整し、関係機関の被害状況を迅速に把握できるよう体制作り

を行う。 

（6） 民間事業者等との連携 

下水道施設の被災状況調査及び復旧対策の実施に当たっては、業界団体を含む民間事業者へ

の委託が可能な業務については、あらかじめ協定を締結しておくなど民間事業者等の能力やノ

ウハウの活用を図る。 

（7） 災害時維持修繕協定の締結 

施設の維持修繕を的確に行う能力を有する者と災害時における維持・修繕に関する協定を締

結することで、下水道管理者以外の者でも維持又は修繕が可能となるような体制の構築を図る。 

（8） 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用 

災害発生時に資源が制約される中で事業を継続するために必要な計画(業務継続計画)を策定

し、ＰＤＣＡサイクルにより随時見直しに努める。 

 

３ 広報活動 

下水道施設の被災箇所等を発見した場合の通報先、使用制限実施の可能性及び排水設備に関す

る事項等について、平時から市民に対して広報活動を適切に行い、防災意識の啓発に努める。 
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４ 耐震性の確保等、安全の確保 

（1） 耐震性の確保 

ア 耐震基準 

処理場、ポンプ場及び重要幹線についてはレベル２、その他の幹線についてはレベル１の

地震動に対応する構造とする。 

レベル１地震動：供用期間中に発生する確立が高い地震動 

レベル２地震動：供用期間中に発生する確率は低いが大きな強度を持つ地震動 

イ 耐震診断と補強対策 

施設の耐震性調査を実施し、必要に応じた補強対策を講ずる。 

ウ 耐震計画、設計及び施工 

地震による被害が発生した時は、下水道の機能を保持できるよう、下水道施設の耐震性や

安全性について計画・設計時に十分考慮するものとする。 

（ｱ） 管路施設は、地盤状況及び重要度に応じて、可とう性と伸縮性を有する継ぎ手を採用す

る。 

（ｲ） 処理場・ポンプ場における配管の基礎が異なる部分の接続部及び構造物から埋設配管に

変わる部分には、十分な可とう性と伸縮性を有する継ぎ手を採用する。 

エ 液状化対策 

下水道施設における地震被害の形態や程度は、地震の特性、地形及び地盤条件によって大

きく影響される。特に、液状化が発生する地盤では被害程度が大きくなるとともに、殆ど全

ての被害形態が複合して発生する傾向がある。したがってこのような地域では、地盤改良又

は杭基礎等により、施設の被害を軽減する液状化対策を重点的に講ずる必要がある。 

（2） 安全確保対策 

ア 管理図書の整備 

下水道施設の被災調査や復旧作業を円滑に進めるうえで、施設の設計図書、管理図書など

は大変重要であり、非常時のときに保管場所やバックアップを設けるなど、安全面にも考慮

する。 

イ 施設の点検パトロール 

日常の点検パトロールにおいては、地震発生時に被災する可能性が高い、漏水や湧水など、

何らかの変状が発生している箇所を把握しておく。 

ウ 維持補修工事及び補修記録の整備 

災害発生時の復旧作業に有効に活用できるよう、異常箇所の補修や施設の改修などの記録

を整備する。 

（3） 長時間停電対策 

電力の供給が止まっている場合、被災状況及び復旧する優先順序に応じて、ポンプの作動に

必要な電力の復旧を東北電力ネットワーク株式会社に対し要請する。また、停電時のマンホー

ルポンプ等の応急的な電力供給のための発電機等の設備については、応援協定を締結している

村山市建設業協会及び村山市管工事業協同組合に要請し確保に努める。 

 

５ 災害復旧用資機材等の確保 

緊急措置や応急復旧を的確かつ迅速にするため、必要な資機材を確保しておく。また、独自に

確保できない資材等については、応援協定を締結している村山市建設業協会及び村山市管工事業

協同組合に要請し確保に努める。 
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第３款 その他のライフライン施設災害予防計画 

 

１ 計画の基本的考え方 

電力、電話、ガス供給等の施設の災害被害を最小限にとどめ、日常生活及び産業活動を速やか

に復旧できるよう災害予防対策を行う。 

 

２ 防災対策の整備 

（1） 連絡体制の整備 

ア 市は、災害の発生が予想され又は災害が発生した場合は、電気事業者（東北電力ネットワ

ーク株式会社）、電気通信事業者（東日本電信電話株式会社）及びガス事業者（以下「ライフ

ライン事業者」という。）並びに県、村山警察署及び防災関係機関と相互の情報連絡が円滑に

行えるよう連絡体制を整備する。 

イ 被災状況調査、復旧対策の実施に当たっては、他のライフライン施設に係るこれらの作業

と連携して実施する必要があるので、関係機関の被害情報を迅速に把握できる体制を整備す

る。 

ウ 消防団、市民からの情報を利用できる体制を整備する。 

（2） 災害予防対策 

ライフライン事業者は、施設の耐震性向上を基本に、施設の重要度を考慮し、合理的かつ効

果的な災害予防対策を講じるものとする。 

なお、電気通信事業による通信を災害発生時においても可能な限り維持し、重要通信を疎通

させるよう、電気通信事業者である東日本電信電話株式会社山形支店は、次の災害予防対策を

実施し、災害時の連絡窓口の明確化等、情報連絡体制の整備に努める。 

（3） 災害対策用資機材の整備 

ライフライン事業者は、平常時から応急措置及び早期復旧に必要な資機材の確保に努める。 
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≪参考≫【東日本電信電話株式会社山形支店の災害予防対策】 

 

１ 防災体制の整備 

（1） 通信施設監視等体制の確保 

県内の主要な電気通信設備を常時監視し、被災状況を把握する体制の整備とともに、通信を

可能な限り確保するため、遠隔切替え制御及び音声案内等の措置を行う体制を確保する。 

（2） 災害発生時の組織体制の確立 

災害対策本部等の構成・規模・業務内容・設置場所等について、被害状況に応じて定めてお

く。 

（3） 対策要員の確保 

大規模な災害が発生した場合に備え、防災体制を確立するとともに、全社体制、関連会社等

の応援など全国からの応援が受け入れられる体制を確保する。 

（4） 防災教育及び防災訓練の実施 

災害発生時の防災活動を安全かつ迅速に遂行するため、防災に関する教育及び訓練を実施す

る。 

 

２ 広報活動 

災害によって電気通信サービスに支障が起こった場合に、通信の疎通、被害状況、応急復旧状

況、災害用伝言ダイヤルの提供状況を、地域住民や県民等に対して、広報活動が円滑に実施でき

る体制を確立する。 

 

３ 通信施設の災害予防対策 

災害発生時においても、可能な限り重要通信を確保できるよう、通信設備の防災設計を実施し、

設備自体を物理的に強固にする。また、被災地とそれ以外の地域間の通信が途絶し、又は麻痺し

ないよう、次によりシステムとしても信頼性の向上を図る。 

（1） 電気通信設備の耐震性等 

（2） 電気通信システムの高信頼化 

（3） 災害対策機器の配備 

災害発生時において通信を確保し、又は災害から迅速に復旧するため、非常用通信装置、非

常用電源装置、応急ケーブル等の機器や車両等を配備する。 

 

４ 災害対策用資機材等の確保と整備 

（1） 災害応急対策及び災害復旧を実施するため、平常時から復旧資機材を確保する。 

（2） 災害発生時において、資機材及び物資等の輸送を円滑に行うため、あらかじめ輸送計画を定

めておく。 

（3） 災害発生時に備え、資機材等の整備点検を定期的に実施し、障害が確認された場合には速や

かに補修等の必要な措置を講ずる。 
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第１８節 農地、農業用施設災害予防計画 

 

～ 農地、農業施設を災害から守ろう ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

地震による農地・農業用施設の被害を防止し、又はその被害を最小限にとどめ、応急復旧対策

活動が円滑に実施できるよう災害予防対策を行う。 

 

２ 各施設に共通する災害予防対策 

農地・農業用施設の管理者は、次の事項に十分に留意し、各施設に共通する災害予防対策を実

施する。 

（1） 防災体制の整備 

災害発生時に一貫した管理が確保されるよう、操作・点検マニュアルの作成、連絡体制の確

立等管理体制の整備と徹底を図る。 

（2） 情報管理手法の確立 

農業用施設等の防災情報を一元的に迅速かつ的確に集約する手法の導入や整備を検討する。 

（3） 施設の点検 

災害発生時に緊急措置が円滑に実施できるよう、平時から施設の定期的な点検を実施し、異

常の早期発見、危険箇所の整備等に努める。 

（4） 耐震性の強化 

各施設の耐震性を確保するために、耐震基準に基づき施設の整備を図る。 

（5） 復旧資機材等の確保 

災害発生時に、緊急措置及び応急復旧を迅速かつ的確に実施するため、市建設業協会等民間

団体の協力を得て、必要な復旧資機材等の確保に努める。 

 

３ 農道施設の災害予防対策 

基幹的な農道や重要度の高い農道は重要度に応じて耐震設計を行い、橋梁については落橋防止

装置の整備に努める。 

 

４ 用排水施設の災害予防対策 

主要な頭首工、樋門、樋管、揚排水機場等は、耐震性を考慮して設計・施行されているが、耐

震性が不十分な施設については、改修時において河川砂防技術基準等に基づき耐震性の向上を図

る。 

 

５ ため池施設の災害予防対策 

国、県及び市は、地震による破損等で決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、

人的被害を与えるおそれのあるため池について、データベースの整備やハザードマップの作成等

により、地域住民に対して適切な情報提供を図る。 

ため池の所有者等は、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」に基づき、ため池の規

模、構造等を内容とする届出を行うとともに、適正な管理に努める。 

 

資料編：防災重点ため池マップ（村山市） 
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第１９節 輸送体制整備計画 

 

～ 迅速かつ効率的な緊急輸送ネットワークの形成をめざして ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

災害発生時の応急対策活動に必要な物資等の緊急輸送を円滑に実施するため、市が実施する迅

速かつ効率的な輸送体制の整備を図る。 

 

２ 交通の確保 

（1） 交通の確保 

「山形県緊急輸送道路ネットワーク計画」に指定する路線及び市内の各主要防災拠点をネッ

トワークする路線を優先復旧路線として、緊急車両と応急復旧対策に必要な車両の交通の確保

を図る。 

主要防災拠点施設としては、市庁舎、消防署、各地域市民センター、村山市民体育館、物資

輸送拠点候補地、小中学校、市で指定した避難所、甑葉プラザ等を想定する。 

なお、被害想定や拠点施設、道路網の変更などを踏まえ、適時にその見直しを行う。 

（2） 道路施設の安全化 

（1） の地域の経済活動・日常生活を支える幹線道路については、一般国道及び県道に準じ

た点検調査を実施し、必要な対策を実施する。 

ア 道路の整備 

地震発生時における道路機能確保のため、所管する道路について落石等危険箇所の点検・

調査を実施し、必要な箇所については、防災対策工事を実施する。特に災害時を含めた安定

的な輸送を確保するため、緊急輸送道路や重要物流道路、代替・補完路の機能強化を実施す

る。 

イ 橋梁の整備 

点検・調査を実施し、補修等対策工事が必要な橋梁については、架替、補修、補強、橋座

の拡幅及び落橋防止装置の整備等を実施する。 

ウ 道路の占用の禁止又は制限及び無電柱化の促進 

避難路、緊急輸送道路など、防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通確

保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに無

電柱化の促進を図る。 

エ 防災拠点となる道の駅（道の駅むらやま）の整備 

県と連携し、道路管理者による応急対応の拠点のみならず、自衛隊、警察等の救援活動の

拠点、緊急物資等の基地機能、さらには復旧、復興の拠点にもなりうる、防災拠点となる道

の駅の整備を推進する。具体的には以下の要件を満たす道の駅の整備を促進する。 

（ｱ） 休憩施設等の建物の耐震化、無停電化、通信や水の確保等により、災害時にも業務実施

可能な施設 

（ｲ） 災害時の活動に必要なスペースが確保されている。 

（ｳ） 道の駅の業務継続計画が策定されている。 

（3） 臨時へリポートの指定 

空輸による緊急輸送に備えて、陸上輸送との連携を考慮して、臨時へリポートを指定する。 

なお、指定に当たっては、緊急輸送道路上にある道の駅等の公共施設を臨時ヘリポート候補

地にすることも検討する。 
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資料編：災害対策用臨時ヘリポート設定基準 

臨時ヘリポート一覧 

村山市緊急輸送道路ネットワーク（市道路線表） 

村山市緊急輸送道路ネットワーク図 

 

（4） 鉄 道 

東日本旅客鉄道株式会社は、鉄道事業にかかる車両・施設・設備について、地震と風水害そ

の他災害による被害を軽減する災害防止と応急対策を定める。 

また、市をはじめ関係機関と密接な連係の下に、総合的な防災活動を推進し、市民の安全・

財産の保護と輸送の円滑化を図ることとしている。 

 

３ 緊急輸送の確保 

（1） 物資輸送拠点候補地（災害物資集積場所） 

災害発生時の応急対策活動を円滑に推進するため、村山武道館を物資集積所に指定する。 

（2） 市有（公用）車両の緊急通行車両の事前届出 

災害時における円滑な応急対策活動の実施を図るため、緊急通行車両に該当する市有（公用）

車両について、県公安委員会に事前に届出を行うものである。 

（3） 運送業者等と協定締結の推進 

緊急輸送時に備え運送業者等と物資の保管、荷捌き及び輸送に係る「災害時協定」を締結す

る等体制の整備に努める。この際、県及び市は、災害時に物資の輸送拠点から指定避難所等ま

での輸送手段を含めた体制が速やかに確保できるよう、あらかじめ、適切な物資の輸送拠点を

選定しておくよう努める。そのうえで、調達可能な車両と種類や台数について把握し、災害時

の車両、資機材の確保と体制の整備を図る。 

（4） 「道の駅」の災害交通拠点の整備 

国土交通省認定である「道の駅 むらやま」について、国道１３号における交通の要衝にある

ことから、通過する車両数などを考慮し、車両の避難所、情報の連絡など、必要な整備を行う。 
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第２０節 食料・飲料水及び生活必需品等の確保計画 

 

～ 早急な確保により被害者の生活を守る ～ 

 

１ 計画の概要 

災害が発生した場合、被災者の生活を確保するため、市が実施する食料、飲料水及び生活必需

品等の備蓄と調達について定める。 

 

２ 基本的な考え方 

（1） 市は、県の支援のもと、独自では食料等の確保が困難となった被災者の発生に備え、食料等

の備蓄及び調達体制を整備するとともに、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あら

かじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努める。 

（2） 市は、各地域市民センター「まちづくり協議会」と連携して、市民自ら食料備蓄の必要性を

説明し理解を求め、自主防災組織や自治会を通じて啓発活動を行う。 

（3） 市及び応急対策に関わるその他の防災関係機関は、必要に応じ、災害対策要員に係る食料等

の備蓄に努める。 

（4） 市は、市民の備蓄を補完するため、山形盆地断層帯地震被害想定調査の結果等を参考に、指

定避難所における生活者数及び利用者数を予測し、必要な食料等を備蓄（流通備蓄を含む。）す

る。この際、孤立するおそれのある集落及び要配慮者に考慮して備蓄場所を選定する。 

（5） 市は、災害発生時に食料等の優先的供給を受けられるよう、「災害時協定」を締結し、非常時

に備える。 

（6） 社会福祉施設等については「第２２節要配慮者の安全確保計画」に基づき対応する。 

（7） 緊急車両、応急対策用車両等公用車の燃料や、指定避難所及び社会福祉施設の暖房用の燃料

を確保するため、市燃料組合等との災害時優先供給協定の締結を検討する。 

（8） 県及び市は、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、

災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努める。 

 

３ 食料等の確保品目及び方法 

（1） 食 料 

ア 品 目 

食料の供給に当たっては、年齢、アレルギーを含む摂取上の障害、腎臓病患者への低たんぱ

く食品の提供等、高齢者や乳幼児、傷病者等の要配慮者に配慮して、以下の品目を中心に確保

する。 

（ｱ） 乾パン、炊き出し用米穀、包装米飯、乾燥米穀及び乳児用粉ミルク・液体ミルク等の主食 

（ｲ） 即席めん、味噌、醤油、漬物、レトルト食品、ハム・ソーセージ類及び調理缶詰等の副食 

イ 方 法 

市は、２の（4）及び（5）により備蓄を行うものとする。 
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（2） 給水体制の整備 

ア 市及び水道事業者は、１人１日３リットルの水を確保することが必要であり、山形盆地断

層帯地震被害想定調査等に示された上水道の断水率を考慮し、耐震性を有する上水道運搬給

水基地又は非常用水源からの拠点給水や給水車等による運搬給水に必要な体制を整備する。

また、市は２の（5）及び（6）により飲料水（ペットボトル等）の備蓄に努める。 

イ 市及び水道事業者は、給水に関する情報ネットワークを整備する等、情報の共有化に努め

る。 

ウ 県は、市町村の要請に対応するため、備蓄等により飲料水の供給体制を整備する。 

エ 水道用水供給事業者は、市、水道事業者及び簡易水道事業者の要請に対応するため、拠点

給水体制を整備する。また、水道水の備蓄に努める。 

（3） 生活必需品 

ア 品 目 

高齢者や乳幼児、性別、身体のサイズ等のきめ細かなニーズにも配慮し、次の品目を中心

に確保に努める。 

区 分 品 目 名（特に重要な品目） 

寝 具 毛布、布団、段ボール等 

被 服 肌着、普段着、作業着等 

炊事用具 鍋、炊飯器、包丁等 

医薬品 常備薬、救急箱等 

食 器 茶碗、皿、はし等 

保育用品 ほ乳瓶、紙おむつ、おしりふき等 

光熱材料 
懐中電灯、乾電池、ラジオ、温度計、カセットコンロ、カセットボン

ベ、ブルーシート、土のう袋等 

日用品 
トイレットペーパー、ポリ袋、ポリバケツ、生理用品、タオル、アル

コール消毒液、マスク、使い捨て手袋、ごみ袋等 

季節用品 
（冬期）防寒着、カイロ、ストーブ、灯油 ほか 

（夏期）扇風機、殺虫剤、蚊取り線香、消臭剤 ほか 

イ 方 法 

市は、２の（4）及び（5）により備蓄を行うとともに、要配慮者の状況及び避難所の配置

を考慮して公的備蓄に努める。 

（4） 燃 料 

ア 品 目 

ガソリン、灯油等 

イ 方 法 

市は、あらかじめ民間事業者との協定を締結するなど災害時における燃料確保に努める。 

（5） し尿処理 

市は、２の（4）及び（5）により簡易トイレ等の備蓄を行う。 

（6） 保管場所 

市があらかじめ定めた施設 
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第２１節 文教施設における災害予防計画 

 

～ 児童・生徒を災害から守るために ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

地震発生時において、学校の児童・生徒及び教職員並びに入館者・施設利用者及び施設職員等

の安全を確保するとともに、施設及び収蔵物等を適切に保全するために、市教育委員会及び学校

等施設の管理者等が実施する災害予防対策を推進する。 

 

２ 学校の災害予防対策 

（1） 学校安全計画の策定 

ア 策 定 

学校長は、市教育委員会の指導を受けて、「学校における危機管理の手引き：総論・学校安

全編（平成２２年１１月県教育委員会作成）」を参考に、全ての教職員が学校安全の重要性を

認識し、様々な取組みを進めることができるように、学校保健安全法第２７条で規定された

安全教育、安全管理、安全に関する組織活動を含む学校安全計画を策定・実施する。 

イ 内 容 

（ｱ） 安全教育に関する事項 

ａ 学年別・月別の関連教科等における安全に関する指導事項 

ｂ 学年別・月別の指導事項 

（a） 特別活動における指導事項 

① 学級（ホームルーム）活動における指導事項 

(生活安全、交通安全、災害安全の内容についての題材名等) 

② 学校行事（避難訓練、交通安全教育など安全に関する行事）における指導事項 

③ 児童・生徒会活動 

等での安全に関して予想される活動に関する指導事項 

（b） 課外活動における指導事項 

（c） 個別指導に関する事項 

ｃ その他必要な事項 

（ｲ） 安全管理に関する事項 

ａ 対人管理の事項 

学校生活の安全管理の事項 

ｂ 対物管理の事項 

学校環境の安全点検の事項 

（ｳ） 学校安全に関する組織活動の事項（研修含む） 

（2） 危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）の作成 

学校長は、児童・生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険発生時に

おいて、当該学校の職員がとるべき措置の具体的な内容及び手順を定めた危険等発生時対処要

領を作成する。 

（3） 学校安全委員会の設置 

学校長は、学校安全計画に定められた事項等について、教職員の共通理解及び周知徹底を図

るため、内部に「学校安全委員会」を設置する。 
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（4） 学校防災組織の編成等 

学校長は、学校防災組織の編成等に当たって、次の点に留意する。 

ア 学校防災組織の編成 

地震発生時における教職員の役割分担を明確に定めておく。また、担当教職員が不在の場

合の代行措置も明確に定めておく。 

イ 教職員の緊急出勤体制 

夜間、休日等の勤務時間外に地震が発生した場合に備え、事前に出勤体制を決め、教職員

に周知しておく。 

ウ 家庭との連絡 

家庭訪問、保護者会等で、地震発生時の連絡先及び災害の規模や状況に応じた児童・生徒

等の引渡しの基準等について、あらかじめ保護者と確認し徹底しておく。 

エ 施設、設備等の点検・整備 

（ｱ） 学校の施設、設備等については、定期的に安全点検を行い、危険箇所、補修箇所等の補

強・補修を実施する。 

特に、児童・生徒等の避難に際しての危険を防止するため、内壁・外壁の落下防止、窓

ガラスの飛散防止及び塀の倒壊防止等、必要な措置をとる。また、防火扉、スプリンクラ

ー等の設備の機能点検も、日頃から定期的に行っておく。 

（ｲ） 積雪時における避難路を確保するために、除雪を十分に行うとともに、雪囲い用資材が

倒れないようにしておく。 

オ 防災用具等の整備 

（ｱ） 医薬品、懐中電灯、携帯ラジオ、メガホン及びロープ等必要な防災用具は、一定の場所

に整備し、教職員に周知しておく。 

（ｲ） 児童・生徒名簿、部活動員名簿等を整備し、常に人員把握等ができるようにしておく。 

（5） 防災教育 

ア 学校長は、児童・生徒等の発達段階に応じた内容・水準の防災教育を推進していくことに

より、体系的に学習できる体制を整備していく。 

また、教職員に対しても、防災に関する研修等を行う(学校教育における具体的な防災教育

は、本編第１章第２節｢防災知識の普及計画｣による。)。 

イ 市は、各学校と連携し、防災教育の推進を支援していく。 

（6） 防災訓練 

学校長は、児童・生徒及び教職員が地震発生時に安全かつ迅速に避難できるよう、毎年、防

災訓練を行うものとする（学校教育における具体的な防災訓練は、本編第１章第５節｢防災訓練

計画｣による。)。 

（7） 施設の耐震性の強化 

学校生活における児童・生徒等の安全や、市民の避難所としての活用から、校舎及び体育館

等の施設について耐震診断を行い、耐震性に問題がある建物については、十分な耐震強度を確

保しなければならない。また、地震に伴う電気、水道の供給停止並びに通信回線の途絶等が生

じた場合も、教育活動等の早期再開が可能となるよう優先的に復旧するように努める。 
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３ 学校以外の文教施設、文化財の災害予防対策 

不特定多数の者が利用する図書館、美術館、博物（資料）館、スポーツ施設等、学校以外の文

教施設は、学校と異なり災害発生時にこれらの利用者を組織的に誘導し、避難させることが難し

い。また、建築物等の移動困難な文化財並びに貴重な美術品及び蔵書等を収蔵しており、これら

の文化財を災害による損傷・滅失から守る必要がある。このような事情を考慮して、災害予防対

策を十分に行うものとする。 

（1） 防災計画の策定等 

防災計画を策定するとともに、非常時の措置を定めたマニュアル等を整備し、防災訓練等を

通じて職員に周知する。 

（2） 自衛防災組織の編成 

地震発生時に緊急活動に従事する自衛防災組織を編成し、あらかじめ職員役割分担を定めて

おく。また、担当者が不在の場合の代行措置を明確にしておく。 

（3） 避難体制の整備 

地震発生時に、施設内の利用者等に状況を的確に伝達し、迅速・安全に施設外に避難させる

ため、館内放送設備の充実、避難経路の表示の措置をとる。また、避難誘導の手段及び方法に

ついて検討し、確立しておく。 

（4） 防災設備等の整備 

施設、設備については、基本的に学校に準じた安全対策をとる。また、文化財を保護するた

め、次により防災設備等の整備を図る。 

ア 自動火災報知設備、耐震性貯水槽、防火壁、消防車両用道路の整備を促進する。 

イ 収蔵物を火災、浸水及び転倒等から守るため、消火装置や防火・防水扉を設置するととも

に、展示方法を工夫し、非常時の措置を定めておく。 
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第２２節 要配慮者の安全確保計画 

 

～ 要配慮者を災害から守るために ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

高齢者、障がい者、乳幼児、外国人など特に配慮を要する者（以下、この節において「要配慮

者」という。）及び、要配慮者のうち災害時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑か

つ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者（以下、この節において「避難行動要支援者」

という。）の安全を確保するため、市、県、防災関係機関、社会福祉施設、医療施設、地域住民等

が連携して支援する体制整備について定める。 

 

２ 要配慮者の現況 

 

資料編：村山市における要配慮者等の現状 

 

３ 在宅の要配慮者対策 

災害発生時において、地域による要配慮者の避難支援を適切かつ円滑に実施するための支援体

制を確立するとともに、避難行動要支援者に対する避難支援制度を整備する。 

（1） 要配慮者支援体制の確立 

ア 地域コミュニティの形成等 

迅速な避難行動が困難な要配慮者を災害から守るためには、地域社会の人々が互いに助け

合う気運が醸成されていることが必要であり、地域コミュニティの形成が在宅要配慮者の安

全確保の基盤となる。 

このため、市は、自主防災会、消防団、民生委員・児童委員、社会福祉協議会及びＮＰＯ・

ボランティア等による在宅の要配慮者に対する声かけ運動、安否確認等の市民相互援助活動

に対する支援に努める。 

イ 要配慮者情報の把握・共有 

（ｱ） 市は、要配慮者の居住地及び生活状況の把握に努める。この際、民生委員・児童委員及

び地区代表等と十分に連携し、本人・保護責任者等の同意を得る等、個人情報の取扱いに

留意する。 

（ｲ） 市は、福祉課、総務課及び消防本部の間で、要配慮者情報の共有に努めるとともに、自

主防災会、消防団、民生委員・児童委員、市社会福祉協議会等、福祉関係者と幅広く連携

を図り、要配慮者に対する支援のあり方や役割分担の調整に努めるものとする。また、民

生委員・児童委員及び地区代表等と協力して、要配慮者と近隣住民等とのコミュニケーシ

ョンづくりを推進するとともに、その居住地等について、事前に消防機関等と情報交換に

努める。 

（2） 情報伝達、避難誘導体制の整備 

ア 近隣住民の役割 

要配慮者への情報の伝達と避難誘導は、家族と隣組など近隣の果たす役割が大きいので、

市は事前に登録を呼びかけるとともに、地区代表や民生委員・児童委員等福祉関係者等と連

携し、個々の要配慮者への情報伝達や避難誘導を支援する避難支援者の明確化を図る。 

イ 情報伝達機器の整備 

市及び福祉関係者等は、緊急通報システムの整備等の要配慮者の特性に応じた情報伝達機

器の整備・導入を推進する。 
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また、市は県と連携し、要配慮者からの情報伝達が迅速かつ円滑に行われるような体制を

整備するとともに、外出中の要配慮者の避難が容易となるよう、道路等の要所に避難場所へ

の誘導標識等を設置するよう努める。 

ウ 携帯メール連絡網の整備 

学校・保育施設等の管理者は、保護者との連絡を円滑に行うため、電話回線が輻輳しても

比較的つながりやすいといわれている携帯メールでの連絡網の整備に努める。 

（3） 要配慮者に適した避難所等の確保 

市は、避難所を指定する際は、要配慮者の利用に配慮し、極力バリアフリー化された施設を

選定するよう努める。市は公共施設等のバリアフリー化に努めるものとする。 

また、要配慮者の中には避難所での生活が物理的に困難な者や、一般の被災者との共同生活

が困難な者が出てくることが想定されるため、要配慮者の特性等に配慮した福祉避難所の指定

を推進する。 

（4） 防災教育、防災訓練の実施 

ア 要配慮者へのパンフレット配布による防災知識の普及 

イ 市報による要配慮者支援の啓発、知識の普及等 

ウ 要配慮者の避難訓練等を組み入れた防災訓練の実施 

（5） 公共施設等の安全性強化 

市は、災害時の避難誘導の安全性を考慮して、公共施設等のバリアフリー化を推進する。 

（6） 防災資機材等の整備 

市は、実情に応じて、要配慮者の家庭、自主防災会等において、移動用の担架、ヘルメット

並びに常備薬・貴重品等を収める緊急避難セット等の防災資機材の整備が促進されるよう取組

む。 

（7） 市における体制整備 

市は、要配慮者に関する情報の収集、要配慮者に対する情報伝達及び避難支援を的確に実施

するため、福祉課を中心に、全庁的に対策に取組む。 

（8） 避難行動要支援者の避難支援 

ア 避難行動要支援者の範囲 

（ｱ） 高齢者（７５歳以上）のみの世帯 

（ｲ） 重度身体障がい者 身体障がい者手帳１級～２級所持者 

（ｳ） 重度知的障がい者 療育手帳Ａ所持者 

（ｴ） 重度精神障がい者 精神障がい者保健福祉手帳１級所持者 

（ｵ） 介護保険法における要介護度３以上の認定者 

（ｶ） （ｱ） ～（ｵ） 以外で、民生委員・児童委員、地区代表等（以下、「地区関係者」という。）

が災害時の支援が必要と認めた者 

（ｷ） 自ら避難することが困難な者で避難支援を希望する者 
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イ 避難支援等関係者 

避難支援等関係者は、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成・活用に係る者、避

難行動要支援者の避難支援、安否確認及び生命又は身体を災害から保護するために必要な措

置（以下、この節において「避難支援等」という。）を行う者で次に示す者をいう。 

（ｱ） 村山市職員（庁内の防災・福祉・保健・医療などの関係職員） 

（ｲ） 庁外の福祉事業所職員（介護支援・相談支援専門員等） 

（ｳ） 民生委員・児童委員 

（ｴ） 村山市社会福祉協議会・地域包括支援センター 

（ｵ） 村山市自主防災会 

（ｶ） 村山市消防本部・村山市消防団 

（ｷ） 避難支援者＊（災害時等における避難支援等を行う者） 

 

＊ 避難支援者：避難行動要支援者本人の意向を極力尊重した上で、次に示す者 

から選出する。 

① 親 族 

② 近隣住民など町内会自治会の構成員 

③ 自主防災会の構成員 

④ 民生委員・児童委員 

⑤ 福祉協力会など地区社会福祉協議会の関係者 

⑥ その他、避難支援が可能な者 

 

ウ 避難行動要支援者名簿の作成【災害対策基本法第４９条の１０第１項】 

避難行動要支援者の避難支援等を実施するための基礎となる名簿（以下この節において「名

簿」という。）を作成する。 

（ｱ） 名簿に記載する個人情報 

① 氏 名 

② 生年月日 

③ 性 別 

④ 住所又は居所 

⑤ 電話番号その他の連絡先 

⑥ 避難支援を必要とする理由 

⑦ その他避難支援等の実施に関し、市長が必要と認める事項 

（ｲ） 名簿に記載する個人情報の入手方法 

① 市が保有する要配慮者情報からの収集・集約 

・市関係組織で運用しているシステム等から集約 

・県に対する情報請求（市で把握していない支援者情報） 

・地区関係者の協力を得て、避難行動要支援者把握及び登録のために必要な調査の実施 

② 避難行動要支援者本人からの情報提供による名簿掲載 

この制度による支援が必要な者は、「避難行動要支援者情報の提供にかかる同意書」

（別記様式）により避難行動要支援者情報を提供する。この際、名簿の作成及び名簿情

報の提供についての意思確認を行う。 
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エ 個別避難計画の作成【災害対策基本法第４９条の１４第１項】 

災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、避難行動要支援者名簿情報に係る避

難行動要支援者ごとに、個別避難計画（以下、この節において「計画」という。）の作成を推

進する。 

（ｱ） 計画に記載する個人情報 

避難行動要支援者名簿に記載する①～⑥の個人情報のほか、下記の事項を記載する。 

⑦ 避難支援等実施者（避難支援等関係者のうち当該計画に係る避難行動要支援者につい

て避難支援等を実施する者をいう。）の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他

の連絡先 

⑧ 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

⑨ その他避難支援等の実施に関し、市長が必要と認める事項 

（ｲ） 計画に記載する個人情報の入手方法 

避難行動要支援者名簿の作成要領に準ずる。 

（ｳ） 計画作成の推進要領 

① 優先度の高い避難行動要支援者の個別避難計画作成支援 

以下に掲げる状況（状態）にあり、避難計画作成の優先度が高いと判断される者の個

別避難計画については、市がその作成を優先的に支援する。 

・ 村山市防災マップにおいて危険な区域に住む者 

・ 同居又は同一敷地内に家族がいない者 

・ 家族など身近にいる者のみでは安全な避難行動がとれない者 

・ 上記の 3項目の状態に準ずる者 

② 避難行動要支援者本人・避難支援等関係者からの提供による個別避難計画 

①の推進要領に並行して、避難行動要支援者本人が記入、あるいは本人の状況によっ

て、本人の家族や町内会・自治会、自主防災会等、避難支援関係者による個別避難計画

作りを推進し、市への提供を受ける。 

（ｴ） 計画の作成目標期間 

個別避難計画の作成は、地域の実情を踏まえながら、令和３年５月の改正災害対策基本

法施行後からおおむね５年程度で個別避難計画の作成に取り組む。 

オ 名簿及び計画の更新 

名簿及び計画は、適宜追加・削除等の修正を行うとともに、年１回を基準に更新し、最新

の情報に整理する。ただし、次の場合は、その都度、登録（作成）・更新・削除を行う。 

（ｱ） 新たに転入してきた要介護高齢者、障がい者等や、新たに要介護認定や障害認定、障害

児通所支援等の給付決定等を受けた者で、避難行動要支援者に該当する者があった場合 

（ｲ） 転居や死亡等により、避難行動要支援者の異動が確認された場合、また、避難行動要支

援者が社会福祉施設等へ長期間の入所等をしたことを把握した場合 

（ｳ） 社会福祉施設や病院から在宅に移ることにより、社会福祉施設等における要配慮者対策

による避難支援の対象から外れることとなった場合 

カ 名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するための措置 

台帳名簿の作成、管理、平常時並びに災害発生時における名簿の提供に関しては、個人情

報保護法第２３条及び村山市個人情報保護条例第６条の規定に基づき、適切な情報の管理を

行うとともに、電子データの取り扱いについては村山市セキュリティーポリシーを遵守する。 

また、名簿の提供先についても、提供の原因となる災害における要支援者対策以外の用途

に供することのないよう、必要な措置を講じる。 
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キ 要配慮者が円滑に避難のための立ち退きを行うことができるための通知又は警告の配慮 

避難支援等関係者が、台帳を活用して着実な情報伝達及び早い段階での避難行動を促進で

きるよう、高齢者等避難及び避難指示の発令及び伝達に当たっては、高齢者や障がい者等に

も分かりやすい言葉や表現、説明などにより、一人一人に的確に伝わるよう配慮するものと

する。 

ク あらかじめ避難支援等関係者に名簿情報及び計画を提供することに不同意であった者に対

する支援体制 

災害対策基本法第４９条の１１第３項（（ ）内は、第４９条１５第３項）において、「市

町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生

命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に

必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報（個別避難計画情報）を提供

することができる。この場合においては、名簿情報（個別避難計画情報）を提供することに

ついて当該名簿情報によって識別される特定の個人（当該個別避難計画情報に係る避難行動

要支援者及び避難支援等実施者）の同意を得ることを要しない。」とあり、平常時からの名簿

情報及び計画情報提供に不同意であることに配慮したうえで、予想される災害の規模、予想

被災地域の地理的条件等を総合的に勘案し、提供範囲等について検討したのち、市災害対策

本部の判断により、迅速に該当する地域の避難支援等関係者に提供し、支援する。 

ケ 避難支援者及び避難支援等関係者の安全確保等 

（ｱ） 地域における避難支援活動は、避難支援者本人とその家族の安全が確保された後に、可

能な範囲で行うことが大前提となるため、支援活動が行えなかった場合や活動中に避難行

動要支援者に不慮の事故が発生した場合でも避難支援者が責任を負うものではない。避難

行動要支援者においても、このことを理解し、常に自助として可能な限り命を守るために

行動しなければならない。また、避難行動要支援者及び避難支援等関係者に対し、このこ

とへの理解が深まるよう周知に努める。 

（ｲ） 名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者（公務災害補償等の対象者を除く。）が、災害

時において、避難支援等を実施するため緊急の必要があると認められるときに、避難支援

等に従事したことにより、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態とな

った場合は、災害対策基本法第６５条第１項、第８４条第１項に基づき損害補償の対象と

なる。（平成２７年２月１９日付け事務連絡（内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災

者行政担当)付・消防庁国民保護・防災部防災課）） 

 

４ 社会福祉施設等における要配慮者対策 

（1） 社会福祉施設等の管理者は、次により施設における災害予防対策を推進するとともに、介護

保険法等の関係法令に基づき、自然災害からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成

する。 

ア 防災体制の整備 

（ｱ） 自衛消防組織の設置 

社会福祉施設等の管理者は、防火管理者の下に、施設の職員により構成する自衛消防組

織を設置し、必要に応じて、情報班、消火班、救出・救護班、安全指導班及び応急物資班

等を置き、防災業務を担当させる。 

（ｲ） 職員動員体制の確立 

社会福祉施設等の管理者は、災害発生時に職員を迅速に参集させるため、職員の緊急連

絡体制及び初動態勢を整備する。また、夜間における災害の発生等も考慮し、入（通）所

者の状況及び建物の構造等を総合的に勘案して、夜間における職員の配備体制を整備する。 
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（ｳ） 情報連絡網、応援体制の確立 

施設管理者は、消防署等との非常通報装置（ホットライン）の設置に努めるほか、必要

に応じて、消防、警察、医療機関及び近隣施設等との連絡会議の設置や、災害時の施設利

用者の受入れに関する事前の取り決めなどにより、災害発生時の救助・協力体制を整備す

る。なお、その内容を、県に情報提供するよう努める。 

また、地域住民、ＮＰＯ・ボランティア及び近隣施設等から、災害発生時における施設

入所者の避難等について応援が得られるよう、普段から協力関係の構築に努める。 

イ 社会福祉施設相互間の応援協力体制の確立 

近隣施設との相互応援協力体制を整え、日頃から受入れ可能な余裕スペースの確認に努め

る。 

ウ 防災教育、防災訓練の実施 

施設管理者は、職員及び入（通）所者に対し、日頃から防災意識の啓発に努めるとともに、

地域の自主防災組織、消防機関等の協力、参加を得て、自力避難困難者の避難誘導や救出・

救護訓練等を重点とした防災訓練を実施する。 

また、被災状況等により、施設に長くとどまれないなどのため、入（通）所者の避難誘導

の対応に加え、必要に応じあらかじめ保護者等との間で災害の規模や状況によって引渡しの

基準や条件を詳細に決めておく。 

エ 施設、設備等の安全性強化 

社会福祉施設等の管理者は、建築基準法による新耐震基準施行（昭和５６年）以前の施設

について耐震診断を実施し、必要に応じて計画的な改修に努める。 

オ 食料等の備蓄 

社会福祉施設等の管理者は、地震災害に備えて、最低３日間、推奨１週間分の食料・飲料

水、慢性疾患用医薬品、高齢者・障がい者用仮設トイレ、避難用テント、福祉用具及び避難

生活用具等を備蓄するとともに、必要に応じて井戸、耐震性貯水槽及び備蓄用倉庫、非常用

電源設備等の整備に努める。 

カ 要配慮者の受入体制の整備 

災害時に要配慮者を緊急に受け入れられる体制の整備に努める。 

（2） 県及び市は、次により社会福祉施設における災害予防対策を支援する。 

ア 社会福祉施設相互間の応援協力体制の確立 

災害発生時における緊急入所並びに社会福祉施設等の被災に伴う転所等に備えるため、施

設相互間のネットワークの形成に努める。 

イ 防災教育、防災訓練への支援 

社会福祉施設等の管理者が実施する防災教育、防災訓練の支援に努める。 

ウ 要配慮者の受入体制の整備 

社会福祉施設等が要配慮者を緊急に受け入れた場合に支援する体制の整備を図る。 

 

５ 外国人の安全確保対策 

（1） 情報伝達、避難誘導体制の整備 

市は、国境を越えた社会経済活動が拡大し、在日、訪日外国人が増加しているため、外国人

の円滑な避難誘導体制の構築に努める。 

（2） 防災教育、防災訓練の実施 

市は県とともに、国際交流関係団体、県社会福祉協議会及びＮＰＯ・ボランティアの協力を

得て、日本語の理解が十分でない外国人のために、外国語及びやさしい日本語で記載した「防

災パンフレット」の作成を検討する。 
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（3） 案内表示板等の整備 

市は、避難場所や避難経路の標示等、災害に関する案内板等について、必要に応じ外国語及

びやさしい日本語の併記標示を進め、外国人にも分かりやすい案内板等の設置に努める。 

（4） 災害ボランティアの養成 

市は、外国人を対象とした専門の災害ボランティアを養成し、派遣体制を整備するとともに、

隣接県との相互派遣を推進するためのネットワークの構築を図る。 
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（別記様式） 

 

避難行動要支援者情報の提供にかかる同意書 
 

避難行動要支援者（本人）は、避難支援者（消防・警察ほか関係者）への情報提供に同意するこ

とにより、避難支援者から災害発生時に避難行動の支援を受ける可能性が高まります。ただし、

避難行動支援者自身の安全確保が前提のため、この同意によって災害発生時の避難行動の支援を

必ず保障するものではありません。 

 

■ 避難行動要支援者（要配慮世帯）情報 

フリガナ  

生年月日 

 

氏  名 
 

住  所 
 

避難支援を 

必要とする理由 

 

本人自宅 

電話番号 

 本人携帯 

電話番号 

 

家族構成 
本人含む同居家族人数 

人 

※世帯コード ： 

※個人コード ： 

緊急時 

同居 

家族 

連絡先 

氏  名 続柄 携帯電話番号 日中連絡先 

    

    

    

 

■ 緊急連絡先（非同居の親族） 

関 係 氏  名 住  所 電話番号 

    

    

    

 

私は上記の説明を理解のうえ、避難行動要支援者として登録することを希望します。

また、この同意書に記載の内容ほか必要な情報について避難支援者へ提供することに

同意します。 

令和   年   月   日 

 

 世帯主氏名 ：                          ㊞ 
※世帯主本人自筆の場合、押印は不要です。 

 

 代理人氏名 ：            ㊞ （世帯主との関係：     ） 

 

※ この同意書に記載の内容については、変更の申し出がない限り自動継続となります。 
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第２３節 積雪期における地震災害予防計画 

 

～ 積雪期の総合的な予防策を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

村山市は、一年の３分の１は積雪期であり、地震発生時には、より大きな被害の発生が予想さ

れ、関係機関が実施する総合的な雪対策について定める。 

 

２ 克雪対策 

（1） 道路の雪対策 

市は、毎年度、冬期道路対策方針を定め、その方針に沿った除雪計画を作成し、地域住民と

一体となった除排雪等の対策を実施する。 

（2） 雪崩防止対策の推進 

市は、国、県の協力のもと、雪崩から住民の生命、財産を守るため、雪崩防止保安林及び雪

崩防止施設の維持管理、雪崩防止林の造成及び雪崩防止施設の整備を推進する。 

（3） 住宅除雪体制の整備 

ア 克雪住宅の普及等 

市は、屋根雪荷重による地震発生時の家屋倒壊を防止するため、克雪住宅の普及を促進す

る。また、こまめな雪下ろしの励行等の広報活動を積極的に行う。 

イ 要配慮世帯に対する助成等 

市は、自力による屋根雪処理が困難な要配慮世帯の除雪負担を軽減するため、除雪費用に

対する助成制度を整備する。 

市は、県及び関係機関と連携し、地域の助け合いやボランティアを活用した支援体制の確 

立を図るとともに、安全な雪下ろしの普及啓発やボランティア保険の加入を促進するなどボ

ランティア活動の安全性の確保に努める。 

（4） 公共施設等の雪下ろし対策 

市等の公共施設については、建築基準法等の関係法令で定められた屋根の積雪基準を超えた

ときは、必ず除雪を行う。また、降雨時や融雪により、必要以上の加重がかかるおそれがある

ので、建物に異常がないか常に点検し、率先して雪下ろしを行う。 

（5） 消防水利の整備 

市は、積雪の多い区域において多段式消火栓の整備を推進する。 

 

３ 緊急活動の内容 

（1） 緊急輸送道路の確保 

市、県及び国の各道路管理者は、相互に協議して、積雪期の地震の初動活動に必要な緊急輸

送道路を設定し、優先的に道路除排雪を行うとともに、積雪寒冷地に適した道路整備を推進す

る。 

 

資料編：村山市緊急輸送道路ネットワーク（市道路線表） 

村山市緊急輸送道路ネットワーク図 
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（2） 通信手段の確保 

市は、積雪期災害による通信途絶に備え、通信施設・設備の耐震化を推進する。 

また、山間地域集落については、防災関係機関等との無線設備等による通信手段の確保に努

める。さらに、地域住民による情報収集、伝達方法等の体制の確立を図る。 

（3） 指定避難所の寒冷対策 

市は、指定緊急避難所の運営について寒冷対策に留意する。指定避難所では、反射式の暖房

器具、燃料、携帯用暖房用品等の整備・備蓄に努める。また、指定避難所周辺の早めの除雪に

心がけ、施設内部の活用とともに外部周辺の活用を想定してスペースの確保を図る。 

（4） 避難路の除雪対策  

市は、公園、自治公民館等、各地区指定緊急避難場所から指定避難所までの避難路について

は、特に安全性に留意した除雪を心がける。また、頭上に落雪など危険がないか、自主防災会

などが注意点検し、必要に応じて危険を除去する。 

（5） 積雪期用の資機材の整備 

市は、指定避難所に電気を要しない暖房機器のほか、常時の買い置きに加え、施設に一定量

の燃料を備蓄するように努め、燃料については燃料組合と「協定」を締結して優先供給を確保

する。 

また、積雪期を想定した資機材（スノーダンプ、スコップ、防寒着等）の整備に努める。 

（6） 避難路、指定避難所近くの「空き家」の把握 

雪降ろし等がなされない空き家を調査し、避難路や指定避難所に影響が無いよう、適切な雪

降ろしを励行する。 

 

４ 総合的な雪対策の推進 

市は、「山形県雪対策基本計画」、「山形県雪対策アクションプラン」及び第４編第１章「雪害対

策計画」に基づき、県を始め関係機関と相互に協力して、実効性の高い雪対策を確立する。 
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第２章 災害応急計画 

 

第１節 防災体制の確立 

 

～ いち早い行動、「市災害対策本部」の設置をめざす ～ 

 

第１款 市災害対策本部の設置 

 

１ 計画の基本的な考え方 

大規模な地震による災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、早急にその組織

及び運営並びに防災関係機関の活動体制を整備し、災害対策を強力に推進するため、市災害対策

本部を設置する。 

 

２ 市防災会議の招集 

（1） 会長（市長）が招集 

市内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その災害に係る応急対策に

関し、関係機関相互の連絡調整を図る必要がある場合、会長は防災会議を招集することができ

る。 

（2） 会長代理 

村山市防災会議条例第３条第４項の規定により、会長に事故があるときは、あらかじめその

指名する委員がその職務を代理する。通常、副市長の職にある委員とする。 

（3） 会議の要請 

防災会議の委員は、会議の必要があると認めたときは、会長に防災会議の開催を要請するこ

とができる。 

 

資料編：村山市防災会議条例 

村山市防災会議委員名簿 

 

３ 市災害警戒連絡会議の設置（第２次配備） 

（1） 設置基準 

ア 市長は、次の基準により村山市災害警戒連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置し、

又は廃止する。 

設置基準 

１ 市内で震度５弱～５強の地震が観測されたとき 

２ 災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき 

３ 市長が特に必要と認めたとき 

廃止基準 

１ 災害応急対策が概ね完了したと認められるとき 

  ただし、継続して対処が必要なものについては、廃止後も関係課

において処理する。 

２ 市災害対策本部へ切り替えて対応する必要があるとき 

３ 災害が発生する危険が解消した等、必要がないと認められたとき 

イ 連絡会議の委員長を副市長とする。副市長に事故があるときは、総務課長が委員長を務め

る。 
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（2） 設置場所 

連絡会議は、村山市役所第１会議室に設置する。 

（3） 連絡会議委員の構成 

連絡会議の委員は、委員長を副市長、副委員長を総務課長とし、構成する委員を全課等の長

とする。 

（4） 会議内容の報告 

連絡会議の内容を市長、教育長に報告し指示を受ける。また、市議会議長、行政委員会の長

へ報告する。 

ア 災害情報の総括に関すること 

イ 市が実施する災害警戒対策及び応急対策の総合調整に関すること 

ウ 災害警戒対策及び応急対策に係る国・県及び公共機関等との調整に関すること 

エ その他、災害警戒対策及び応急対策上重要な事項に関すること 

（5） 事務局 

事務局を総務課職員とする。 

（6） 関係課等職員 

関係課等の職員は、その事務分掌に係る災害情報の把握と災害応急対策に従事するとともに、

連絡会議から指示があった場合は、その指示に従い災害警戒対策及び応急対策を実施する。 

 

４ 市災害対策本部の設置（第３次配備） 

（1） 設置基準 

市長は、次の基準により市災害対策本部を設置し、又は廃止する。 

設置基準 

１ 市内で震度６弱以上の地震が観測されたとき 

２ 大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき 

３ 市長が特に必要と認めたとき 

廃止基準 

１ 災害応急対策が概ね完了したと認められるとき 

  ただし、継続して対処が必要なものについては、廃止後も関係課

において処理する。 

２ その他、必要がなくなったと認められたとき 

（2） 設置権限者 

市長に事故があるときは副市長が、市長、副市長ともに事故があるときは、総務課長が市災

害対策本部を設置する。 

（3） 市災害対策本部設置場所 

ア 市災害対策本部は、村山市農村環境改善センター多目的ホールに設置する。ただし、市役

所庁舎に被害がない、又は被害が軽微な場合には、状況により市災害対策本部を市役所第１

会議室に設置する。 

イ 村山市農村環境改善センターが被災し、市災害対策本部を設置できないときは、原則とし

て、次の順位で設置場所を変更する。 

（ｱ） 北村山視聴覚教育センター  

（ｲ） 甑葉プラザ         

（ｳ） 楯岡地域市民センター 

（ｴ） 村山市民会館 

（ｵ） 村山市民体育館 
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（4） 市災害対策本部設置の庁内周知 

市災害対策本部を設置しようとするとき、又は市災害対策本部を設置した場合は、本部員会

議で各本部員へ周知する。ただし、会議開催のいとまがない場合には文書で周知する。 

（5） 市災害対策本部を設置、又は廃止した場合の外部の防災関係機関への連絡等 

ア 総務課長は、次に掲げる機関等へ直ちにその旨を連絡する。 

（ｱ） 県庁及び村山総合支庁の防災関係部局 

（ｲ） 村山警察署 

（ｳ） 防災会議構成団体 

（ｴ） 報道機関 

（ｵ） その他必要と思われる機関 

イ 市民環境課長は、地区代表に直ちにその旨を連絡する。 

ウ 福祉課長は、民生委員・児童委員、社会福祉協議会及び社会福祉施設等の関係機関へ直ち

にその旨を連絡する。 

（6） 防災会議連絡員の市災害対策本部への派遣 

市災害対策本部が設置された場合、防災会議構成機関は、必要に応じ市災害対策本部に職員

を派遣し、市災害対策本部と緊密な連携の下に、応急対策を実施する。 

（7） 災害対策本部の組織及び事務分掌 

ア 市災害対策本部の組織 

市災害対策本部は、本部員会議及び本部事務局をもって構成する。 

（ｱ） 本部員会議 

本 部 長：市 長 

副本部長：副市長 

本 部 員：教育長、消防団長、各課等の長、（必要に応じ、国、県、警察、自衛隊等の代

表者） 

（ｲ） 本部事務局 

本部事務局は、事務局長及び１０個の事務局対策班（以下「応急対策班」という。）をも

って編成する。 

事務局長：総務課長 

応急対策班：総合調整班、保健医療班、建設班、環境衛生班、福祉班、水道班、 

文教対策班、避難所班、食料物資班、商工業支援班 

 

【応急対策班】 

① 各応急対策班を構成する担当課等の長を班長とする。細部は、次の「イ 市災

害対策本部の事務分掌」で示す。 

② 年度当初に、「年度村山市災害対策本部事務局名簿（市長決裁）」を作成し、災

害時における円滑な組織編制に万全を期す。 

③ 「年度村山市災害対策本部事務局名簿」には、各班を構成する担当課等の課長

級又は課長補佐級職員から班長補佐を指定し、同じく所属職員から、係長・班員

を指定する。指定に当たっては、適切な職員を充てることとし、事務分掌の各表

に記載する職名による者を必ず指定しなければならないものではない。 
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（ｳ） 市災害対策本部体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 市災害対策本部の事務分掌 

【事務分掌の凡例】 

〇 ランク (特Ａ)(Ａ)(Ｂ)(Ｃ) → 各事項における初動対応の行動時期を表す。 

特Ａ：発災～２時間、 Ａ：２時間～２４時間、 Ｂ：２４時間～３日目 

Ｃ ：３日目～１か月後 

※「該当時間中にすべての業務を終了する。」という意味ではない。 

〇 「担当」、「応援」の（ ）は、役所組織の係員を分けて配置する場合の人数 

〇 班員数は、「応援」職員を除く人員数 

【担当・応援の区分】 

〇 担 当 → ・発災後、速やかに担当業務を分掌する者 

〇 応 援 → ・当該係員に不足が生じる場合、又は業務の交替要員として 

担当業務を分掌するなど、後方支援する者 

・その他、指示事項に関する業務を行う者 
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班 長：政策推進課長  班長補佐：財政課長、税務課長、会計課長 

班 員：別に定める「年度村山市災害対策本部事務局名簿」のとおり 

係名（係長） ランク 事務分掌 

総合調整係 

（総務課課長補佐） 

特Ａ 

□情報通信手段の確保 

□地震等情報の収集伝達 

□被害情報の取りまとめ、整理 

□市災害対策本部員会議の開催 

□防災会議構成機関との連絡調整 

□県への被害情報報告、応援要請 

□自衛隊への派遣要請依頼と受入調整 

□市民への避難指示 

□県内市町村広域相互応援の要請 

□班間の連絡調整 

Ａ 

□災害救助法の適用手続きの実施 

□塩竃市、厚岸町、台東区、豊島区、羽島市への応援

要請 

管理係 

（財政課課長補佐） 

特Ａ 

□市庁舎、公用車＊の被災状況把握と応急復旧 

□各種輸送車両の確保（公用車集中管理）と調達 

□職員の参集、被災状況の把握 

Ａ 

□災害対策要員（職員）の食料等の確保 

□被災地視察団の受入調整 

□市議会との連絡調整 

Ｂ 

□他自治体からの応援職員受入れ調整 

□緊急財政措置及び災害関連予算の経理. 

□災害ボランティアセンターの設置、運営 

Ｃ □職員の健康管理 

広報広聴係 

（総務課広報広聴係長） 

特Ａ 

□災害記録（被災状況、市災害対策本部運営状況） 

□報道機関対応 

□市民等への災害広報及び情報伝達 

Ａ □記者会見の実施 

Ｂ □市民相談窓口の開設 

被害調査係 

(税務課課長補佐) 

特Ａ □被害状況現地調査（初動期の概括的状況把握） 

Ａ □被災住宅調査体制の確立 

Ｂ □被災住宅調査開始 

Ｃ □罹災証明書の発行 

 

資料編：＊市公用車リスト 

 

  

総合調整班 



第２編 震災対策編 第２章 災害応急計画 第１節 防災体制の確立 

96 

 

 

 

 

班 長：保健課長  班長補佐：保健課課長補佐 

班 員：別に定める「年度村山市災害対策本部事務局名簿」のとおり 

係名（係長） ランク 事務分掌 

保健医療係 

（保健課健康指導係長） 

特Ａ 

□死傷者の概括的状況の把握 

□救護所(保健センター)、市内医療機関の被害状況把

握 

□被災医療機関への支援 

□県への医療救護班、ＤＭＡＴの派遣要請 

□医療救護体制の確立 

Ａ 

□医療救護所の開設、運営 

□医薬品、衛生材料等の確保 

□被災者等患者の後方搬送支援 

□指定避難所の設置状況把握 

□県への保健、防疫活動に関する職員の派遣要請 

Ｂ 
□保健衛生、防疫活動の実施 

□避難者の健康相談の実施 

 

 

 

 

班 長：建設課長  班長補佐：まち整備課長 

班 員：別に定める「年度村山市災害対策本部事務局名簿」のとおり 

係名（係長） ランク 事務分掌 

調査復旧係 

（建設課課長補佐) 

特Ａ 

□市内主要道路の概括的被害状況の把握 

□公共土木・農地農業用施設の概括的被害状況の把握 

 (人的、住家被害又はそのおそれがある個所優先) 

□市内緊急輸送路の決定 

□被災主要道路(国、県道)の啓開等対応依頼 

□被災主要市道の啓開、交通規制 

Ａ 
□被災公共土木・農地農業用施設の応急措置 

(人的、住家被害又はそのおそれがある個所優先) 

Ｂ 
□被災公共土木・農地農業用施設の応急措置 

(人的、住家被害又はそのおそれがない個所) 

建築住宅係 

（まち整備課課長補佐） 

特Ａ 
□市営住宅の概括的被害状況の把握 

□市内建築物全般の概括的被害状況の把握 

Ａ 

□被災建築物応急危険度判定体制の確立 

 (実施本部設置、要員支援要請など) 

□被災建築物応急危険度判定実施計画の策定 

Ｂ 
□被災建築物応急危険度判定業務の実施及び集計 

□応急仮設住宅建設必要戸数の把握 

Ｃ 
□建築物応急修理の実施 

□応急仮設住宅建設への協力 

 

  

保健医療班 

建 設 班 
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班 長：市民環境課長  班長補佐：市民環境課課長補佐 

班 員：別に定める「年度村山市災害対策本部事務局名簿」のとおり 

係名（係長） ランク 事務分掌 

環境衛生係 

（市民環境課生活環境係長） 

特Ａ 

□指定避難所の上下水道施設被害状況の把握 

□仮設トイレの必要数把握、確保、設置 

□広域斎場の被害状況の把握 

Ａ 

□クリーンピア共立の被害状況の把握 

□災害廃棄物排出量の推計 

□災害廃棄物仮置場の選定、確保 

□死者数の把握 

□遺体の安置、火葬体制の確保 

Ｂ 
□ゴミ収集、ごみ処理及びし尿処理に関する広域応援

要請 

Ｃ □被災動物対策 

 

 

 

 

班 長：福祉課長  班長補佐：子育て支援課長 

班 員：別に定める「年度村山市災害対策本部事務局名簿」のとおり 

係名（係長） ランク 事務分掌 

要配慮者支援係 

（福祉課課長補佐） 

特Ａ □在宅要配慮者の安否確認、情報伝達 

Ａ □避難支援の実施、被災状況把握 

Ｂ 

□福祉避難所（社会福祉施設等）の開設及び緊急入所

措置 

□福祉相談窓口の開設 

□義援金受入れ窓口の開設 

Ｃ □義援金の配分 

施設係 

（子育て支援課課長補佐） 

特Ａ □社会福祉施設の概括的被害状況の把握 

Ａ 

□保育園、認定こども園等の被害状況の把握 

□園児の安否確認、被災状況の把握 

□社会福祉施設への支援 

Ｂ 
□保育園、認定こども園等における応急保育体制の検

討 

 

  

環境衛生班 

福 祉 班 
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班 長：水道課長  班長補佐：水道課課長補佐 

班 員：別に定める「年度村山市災害対策本部事務局名簿」のとおり 

係名（係長） ランク 事務分掌 

上水道係 

（水道課上水道係長） 

特Ａ 

□上水道施設の概括的被害状況の把握 

□給水体制の確立、応急給水優先順位の決定 

□施設復旧、給水に関する応援要請 

Ａ 
□被災水道施設の応急措置 

□応急給水の実施 

下水道係 

（水道課下水道係長） 

特Ａ 
□住宅等の排水設備、下水道施設の概括的被害状況の

把握 

Ａ □被災下水道施設の応急措置 

 

 

 

 

班 長：学校教育課長  班長補佐：教育指導室長、監査委員事務局長 

班 員：別に定める「年度村山市災害対策本部事務局名簿」のとおり  

係名（係長） ランク 事務分掌 

文教対策係 

（学校教育課課長補佐） 

特Ａ 

□文教施設の概括的被害状況の把握 

□教職員の安否確認、被災状況の把握 

□指定避難所開設支援（避難所班支援） 

Ａ □児童・生徒の安否確認、被災状況の把握 

Ｂ □応急教育体制の検討（休校、再開等） 

Ｃ □児童・生徒に対する心のケア対策 

 

 

 

 

班 長：生涯学習課長  班長補佐：議会事務局長、政策推進課課長補佐 

班 員：別に定める「年度村山市災害対策本部事務局名簿」のとおり 

係名（係長） ランク 事務分掌 

開設運営係 

（生涯学習課課長補佐） 

特Ａ 

□指定避難所の被害状況の把握 

□避難者の概括的避難状況等の把握 

□指定避難所の開設 

Ａ 

□指定以外の施設への避難者数の把握 

□指定避難所運営体制の確立 

□避難者への情報伝達体制の確立 

Ｂ □避難者のニーズの把握 

Ｃ □プライバシー確保等指定避難所の環境整備 

 

  

水 道 班 

文教対策班 

避 難 所 班 
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班 長：農林課長  班長補佐：農業委員会事務局長 

班 員：別に定める「年度村山市災害対策本部事務局名簿」のとおり 

係名（係長） ランク 事務分掌 

食料物資係 

食料担当： 

農林課課長補佐 

物資担当： 

商工観光課課長補佐 

特Ａ □避難状況等の把握 

Ａ 

□調達必要品目、数の把握 

□協定締結企業等への供給、炊き出しの要請 

□食料物資受入体制の確立 

 (集積拠点の選定・運営、輸送車両の確保など) 

 

 

 

 

班 長：商工観光課長  班長補佐：商工業振興係長 

班 員：別に定める「年度村山市災害対策本部事務局名簿」のとおり 

係名（係長） ランク 事務分掌 

商工業支援係 

(商工観光課 

企業支援係長) 

特Ａ □商工業関係の被害把握 

Ａ 
□被災商工業者への金融対策 

□被災企業の復旧対策 

 

 

資料編:村山市災害対策本部条例 

 

 

 

 

食料物資班 

商工業支援班 
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（8） 市災害対策本部開設の通知 

市災害対策本部を設置したときは、その旨を次のいずれかにより通知公表するとともに「村

山市災害対策本部」の看板を市庁舎正面玄関及び南玄関並びに村山市農村環境改善センター玄

関に表示する。 

通知及び公表先 通 知 方 法 担  当 

各課 庁内放送、電話、メール、口頭 総合調整班 総合調整係 

各地域市民センター 電話、メール 総合調整班 総合調整係 

防災会議委員 電話、ＦＡＸ、文書、メール 総合調整班 総合調整係 

一般市民 
防災行政無線、広報車、回覧文書、緊急

速報メール、ホームページ、ＳＮＳ 
総合調整班 広報広聴係 

市議会議員 ＦＡＸ、口頭、メール 総合調整班 管理係 

県防災危機管理課及び 

村山総合支庁総務課 

防災情報システム、防災行政無線、電話、

ＦＡＸ、メール 
総合調整班 総合調整係 

報道機関 防災行政無線、電話、ＦＡＸ 総合調整班 広報広聴係 

隣接市町村 防災行政無線、電話、ＦＡＸ、メール 総合調整班 総合調整係 

災害時協定締結自治体 

  〃  締結団体 
ＦＡＸ、メール、電話 総合調整班 総合調整係 

（9） 本部員会議 

ア 本部員会議は、災害応急対策に関する次の重要事項を協議する。 

（ｱ） 市災害対策本部配備体制に関すること 

（ｲ） 災害情報及び被害状況の分析に関すること 

（ｳ） 避難所等の開設に関すること 

（ｴ） 応急対策に関すること 

（ｵ） 自衛隊派遣要請に関すること 

（ｶ） 災害救助法の適用に関すること 

（ｷ） 県及び他市町村への応援要請に関すること 

（ｸ） 災害対策費の支出に関すること 

（ｹ） その他、災害対策の重要事項に関すること 

イ 会議は、本部員会議又は市災害対策本部長が必要に応じて招集し、市災害対策本部長が議

長を務める。 

（10）市災害対策本部の廃止 

ア 市災害対策本部長は市の地域について、災害が発生する危険が解消した等、必要がないと

認められたとき、又は災害応急対策が概ね完了したと認めるときは、市災害対策本部を廃止

する。 

イ 事務処理が事後継続して必要とするときは、関係課において処理する。 

ウ 市災害対策本部の廃止は前記（5）に準じて通知する。 

（11）災害救助法が適用された場合の体制 

市災害対策本部長は、知事の委任を受けて、災害救助法に基づく救助事務を実施する。 
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第２款 職員の動員配備計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

市災害対策本部の中心となる市職員の動員体制を定め、災害の応急対策の迅速化を図る。 

 

２ 初動対応の基本的な考え方 

  発災当初の７２時間は、救命・救助活動においてきわめて重要な時間帯であることを踏まえ、

人命救助及びそのために必要な活動に人的、物的資源を優先的に配分する。 

 

３ 配備体制の基準 

（1） 配備体制の基準は、この計画では地震及び風水害等とし、災害の処理に関係するかを中心に、

第１次～第３次配備毎にあらかじめ職員の配備計画を立てて、全職員に徹底しておく。 

（2） 配備体制毎にあらかじめ指定した職員を迅速に招集し、災害対策業務に従事させるものとす

る。 

 

４ 第１次配備（災害注意配備） 

配 備 基 準 配備課（配備職員） 活動内容 対策組織 

地 

震 

１ 市内で震度４の地震が

観測されたとき 

（山形地方気象台発表） 

２ その他、市長が必要と 

認めたとき 

１ 総務課長、課長補

佐、総務課危機管理係

員 

２ 建設課、農林課、水

道課のあらかじめ定

める職員 

３ その他、各課等にお

いてあらかじめ定め

る職員 

状況に応じて被

害状況等災害関連

情報の収集、伝達

活動を行う。（高齢

者等避難の発令判

断） 

[災害注意配備班] 

総務課ほか、関係課

員から成る災害注意配

備班を編成する。 

必要に応じ、関係課

等からなる対策会議を

開催 

風
水
害 

１ 大雨、風雨、洪水等の気

象警報が発表されたとき 

２ 台風接近時の大雨注意

報又は洪水注意報が発表

されたとき 

３ その他の気象予警報が

発令され、災害が発生し、

又は発生するおそれがあ

るとき 

４ その他、市長が必要と

認めたとき 

１ 総務課、建設課、農

林課、水道課のあらか

じめ定める職員 

２ その他、各課等にお

いてあらかじめ定め

る職員 
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５ 第２次配備（災害警戒連絡会議設置の体制） 

配 備 基 準 配備課（配備職員） 活動内容 対策組織 

地 

震 

１ 市内で震度５弱～５強

の地震が観測されたとき 

（山形地方気象台発表） 

２ その他、市長が必要と

認めたとき 

１ 副市長 

２ 全課等の長（警戒体

制委員） 

３ 全課等の課長補佐

（複数いる課等にあ

ってはあらかじめ定

めた職員１名） 

４ 総務課、財政課、建

設課、農林課、水道課

の全職員 

５ その他、各課等にお

いてあらかじめ定め

る職員 

１ 副市長、関係

課長等は災害警

戒連絡会議を開

催し対応を協議

する。 

２ 各課において

あらかじめ定め

る職員は、各執

務室に参集し情

報収集等応急対

策に当たる。（避

難指示の発令判

断） 

[災害警戒連絡会議] 

委員長 副市長 

副委員長 総務課長 

委員 全課等の長 

 

事務局 総務課職員 

 

※全課等の長は委員長

（副市長）の招集によ

り第１会議室に参集す

る。 

風
水
害 

１ 大雨、風雨、洪水等の気

象警報が発表され、災害

が発生し、又は発生する

おそれがあるとき 

２ その他、市長が必要と

認めたとき 

 

６ 第３次配備（市災害対策本部設置の体制） 

配 備 基 準 配備課（配備職員） 活動内容 対策組織 

地 

震 

１ 市内で震度６弱以上の

地震が観測されたとき 

（山形地方気象台発表） 

２ その他、市長が必要と

認めたとき 

全職員体制 

 

１ 市長 

副市長 

教育長 

２ 全課等の長 

３ 全職員 

１ 市長、副市長、

教育長、全課等

の長は災害対策

会議を開催し対

応を協議する。 

２ 市の組織機構

を挙げて対処す

る。各班が市災

害対策本部応急

対策班の事務分

掌による事務に

従事する。（避難

指 示 の 発 令 判

断） 

[市災害対策本部] 

本部長  市長 

副本部長 副市長 

本部員  教育長 

消防団長 

全課等の長 

 

事務局長 総務課長 

事務局員 総務課職員 

連絡員 

各課等課長補佐 

風
水
害 

１ 大雨、風雨、洪水等の気

象警報が発表され、大規

模な災害が発生し、又は

発生するおそれがあると

き 

２ その他、市長が必要と

認めたとき 

 

７ 地震等による大規模災害発生時の初動体制 

市全域において大規模な災害が発生したとき、通常の指揮命令系統の麻痺やライフライン等の

寸断の中、速やかに初動体制を確立する必要がある。上記に定めているほか勤務時間外において

大規模な災害が発生した場合、本来の職員配備体制を組むまでの間、次のとおり初動班をおき、

続いて全職員の初動体制をとるものとする。 

（1） 初動班 

市長は総務課職員のほか、あらかじめ指名した職員（事務分掌：行動時期 特Ａ）を初動班と

して、市庁舎への早期の参集や情報収集活動及び市災害対策本部設置の準備に当たる。 

ア 活用時期（勤務時間外で、次の状況となったとき活用する。） 

（ｱ） 地震等による大規模災害が発生し、建築物の倒壊及び道路・橋梁の破損、火災の延焼拡

大、ライフラインの機能停止がみられ、本来の動員体制が機能できないとき。 

（ｲ） 市災害対策本部長が災害応急対策の初動対応で必要と判断したとき。 

イ 活用判断 

（ｱ） 山形地方気象台から村山地方に震度６弱以上の地震の発生が発表されたときは、動員体制が

自動的に指示されたものと見なし、職員は直ちに行動をとること。 
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（ｲ） 地震等による大規模災害の初動体制の指示があったときは、職員は直ちにその指示に従

い行動する。 

ウ 解除時期 

初動体制の解除は、市災害対策本部長が行う。 

（2） 全職員の参集と対応 

第３次配備の基準において、全職員はあらかじめ指定した場所に参集し、事務分掌（特Ａ～

Ｃ）の順序で業務を行う。特に、大規模災害発生から数時間の間に実施すべき応急業務につい

ては、業務ごとの担当に区分し、行動詳細表を作成して自動的に初動活動が取れるよう体制を

整備する。 

ア 職員の指定 

大規模災害発生時の初動対応として、全職員をあらかじめ次のように指定する。 

（ｱ） 本 部 職 員：各班（各課）に所属する職員 

（ｲ） 施 設 職 員：各地域市民センター、甑葉プラザ、村山市民会館、小中学校、保育園、 

認定こども園、図書館、北村山視聴覚教育センター、最上徳内記念館、 

最上川美術館、消防本部等に所属する職員及び指定管理者の職員 

イ 業務内容 

（ｱ） 本 部 職 員：各応急対策班の事務分掌に定められた業務に従事する。 

（ｲ） 施 設 職 員：当該施設利用者の安全確保に関すること。 

当該施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

市災害対策本部の指示業務に関すること。 

（ｳ） 地域専門員：施設職員の業務のほか、応援職員の協力のもと次の業務に当たる。 

・各地域自主防災組織、各消防分団との連携に関すること。 

・各地域の要配慮者対策に関すること。 

・避難場所、避難所対応に関すること。 

 

８ 職員の動員方法 

（1） 勤務時間内の動員方法 

災害が発生するおそれがあるとき、又は発生した場合、災害応急措置を迅速に行うために、

市災害対策本部をいち早く設置できるよう、本部職員等の動員配備の伝達のため、庁内放送、

庁内電話等により行うが、停電や機器類の故障により使用できない場合は、口頭で情報を伝え

る。 

（2） 勤務時間外の動員方法 

あらかじめ指定された職員は、勤務時間外に災害の発生又は地震の発生を覚知した時、総務

課職員からの情報、テレビ、ラジオ、緊急速報メール、ホームページ等により気象等に関する

注意報・警報等の情報を得た時は、当該情報の内容に応じて、配備基準に従い、所属長の指示

を待つことなく速やかに登庁する。 

 

９ 災害が発生した場合の職員の留意事項 

（1） 勤務時間外に発生した時 

ア 自分の家族、近隣住民の安全確保を最優先とする。 

イ 建物に閉じ込められた人等の救出作業や出火防止、初期消火を行う。 

ウ テレビ、ラジオ、緊急速報メール、ホームページ等から災害情報の入手に努め、動員配備

体制により速やかに参集する。 
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エ 自ら又は家族が被災した職員は、その旨を所属長に連絡するとともに、家族の避難及び病

院への収容等必要な措置をとった後に登庁する。 

オ 道路の寸断、交通の混乱・途絶等により登庁できない職員は、最寄りの市民センターに参

集し、情報収集等、地域専門員の業務の補助をする。 

（2） 勤務中に発生した時 

ア 庁舎内で執務中の場合 

自分の周囲の安全を確保し、また来庁者を安全な場所に避難させる。その後は上司の指示

に従って災害応急業務に従事する。 

イ 庁舎外で執務中（出張、会議等）の場合 

所属課等と連絡を取り、上司の指示を受け、連絡が取れない場合は直ちに帰庁する。 

市主催の会議、イベント開催時は、参加者を安全な場所に避難させる。 

 

10 業務継続性の確保 

市は、地震発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に必

要となる人員や資機材等を必要な場所に、的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力

の強化を図る必要があることから、業務継続計画の策定等により、業務継続性の確保を図るもの

とする。 

また、実効性ある業務継続体制を確保するため、地域や想定される災害の特性等を踏まえつつ

必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や

状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂等を行うものとする。 

特に、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担うこととなる

ことから、業務継続計画の策定等に当たっては、少なくとも首長不在時の明確な代行順位及び職

員の参集体制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定、電気・水・食料等の確保、

災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保、重要な行政データのバックアップ並びに非常

時優先業務の整理ついて定めておく。 

特に、災害時の拠点となる庁舎等について、非構造部材を含む耐震対策等により、発災時に必

要と考えられる高い安全性を確保するよう努める。 

 

資料編：勤務時間外の災害時における村山市職員の動員配備体制 

気象庁震度階級関連解説表 
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第３款 広域応援計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

被災していない他の都道府県、市町村及び民間団体等からの協力を得て、市内での応急対策を

的確かつ円滑に災害行うために、防災関係機関等が実施する広域応援について定める。 

 

２ 広域応援計画の概要図 
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３ 他団体への応援要請 

（1） 他の市町村に対する要請 

ア 市長は、応急措置を実施するため必要があると認めた場合は、「大規模震災時の山形県市町

村広域相互応援に関する協定」等に基づき、他の市町村長に対し応援を求めるとともに県に

報告する。 

イ 他市町村から応援を求められた場合、災害応急対策のうち、消防、救助等人命に関わるよ

うな災害発生直後の緊急性の高い応急措置については、正当な理由がない限り、応援を行う。

災害応急対策の実施については、応援に従事する者は、被災市町村の指揮の下に行動する。 

なお、応援を要請された市長は、県が必要により行う市町村間の調整に留意しながら、要

請に基づき必要な応援を行う。 

ウ 市長は、市町村間相互の応援・協力が円滑に行われるよう、必要に応じ事前に協定を結ぶ

等その体制を整えておく。 

（2） 県に対する要請 

市長は、応急措置を実施するため必要があると認める場合は、知事に対して次により応援又

は県が実施すべき応急措置の実施を要請する。 

なお、知事は、被災状況により市長が応援要請をできないと判断される場合、要請を待つこ

となく応援するものとする。 

県は、県内で災害が発生した場合で、被災により市がその全部又は大部分の事務を行うこと

が不可能になったときは、実施すべき応急措置の全部又は一部を、市に代わって行う。 

≪連絡先及び方法≫ 

県防災危機管理課（災害対策本部が設置された場合は同本部）に対し、口頭（防災行政無線、

電話を含む）又は文書（ファクシミリを含む）により連絡、口頭による場合は、事後速やかに

文書を送付する。 

ア 応援要請事項 

（ｱ） 応援を必要とする理由 

（ｲ） 応援を必要とする場所 

（ｳ） 応援を必要とする期間 

（ｴ） その他応援に関し必要な事項 

イ 応急措置要請事項 

（ｱ） 応急措置の内容 

（ｲ） 応急措置の実施場所 

（ｳ） その他応急措置の実施に関し必要な事項    

（3） 知事に対する自衛隊の災害派遣要請依頼（次款参照） 

ア 市長は、災害の発生に際し市民の生命又は財産を保護するため、必要があると認める場合

は、知事に対し自衛隊の派遣要請を依頼する。 

イ 市長は、通信の途断等により知事に対して自衛隊の災害派遣要請依頼ができない場合には、

災害対策基本法第６８条の２第２項の基づき、その旨及び災害の状況を防衛大臣又はその指

定する者に通知することができる。この場合、市長は、事後、速やかにその旨を知事に通知

するものとする。 

（4） 指定地方行政機関等に対する要請 

市長は、災害応急対策又は災害復旧対策を実施するため、必要があると認めたときは、指定

地方行政機関の長又は特定公共機関に対し、次の事項を明らかにして、当該機関の職員の派遣

を要請する。 
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ア 派遣を要請する理由、必要とする期間、職員の職種別人員 

イ 派遣される職員の給与その他勤務条件 

ウ その他、職員の派遣について必要な事項 

（5） 民間団体等に対する要請 

市長は、災害応急対策又は災害復旧対策を実施するため、必要があると認める場合は、民間

団体に協力を要請する。 

（6） 災害時相互応援協定締結都市に対する要請 

市長は、災害応急対策又は災害復旧対策を実地するため、必要があると認めるときは、災害

時相互応援協定を締結している以下の都市に対し応援を要請する。 

（7） 被災市町村の支援体制の構築に係る留意点 

ア 市は、県内他市町村における大規模な災害の発生を覚知した時は、あらかじめ関係市町村

等により締結された広域応援協定等に基づき、速やかに応援体制を整える。 

イ 市は、県、防災関係機関及び国との密接な連携のもと、迅速な意思決定を行うために、関

係機関相互で情報共有を図るよう努める。 

 

資料編：大規模災害時の山形県市町村広域相互応援に関する協定 

災害関係協定締結一覧 

 

４ 消防の広域応援 

（1） 県内市町村相互の広域応援体制 

市は、自らの消防力では対応できない場合は、「山形県広域消防相互応援協定」に基づき、協

定締結市町村に応援要請を行う。 

（2） 都道府県に対する応援要請及び応援受入体制 

ア 市長は、「山形県広域消防相互応援協定」に基づく応援をもってしても対処できない場合は、

知事に対し、他都道府県への応援要請を依頼する。 

イ 知事は市町村長から応援を求められた場合、又は県内の消防力をもってしても対処できな

いと認めた場合は、消防組織法第４４条に基づき、消防庁長官に対して緊急消防援助隊の出

動を要請する。 

ウ 市長又は知事は、緊急消防援助隊の応援が決定された場合は、「山形県緊急消防援助隊受援

計画」、「村山市緊急消防援助隊受援計画」及び「山形県緊急消防援助隊航空隊受援計画」に

基づき、応援受入体制を整備する。 

 

資料編：山形県広域消防相互応援協定 

山形県消防広域応援隊に関する覚書 

【付録】緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画 

 

５ 広域応援・受援体制 

市、県及び防災関係機関は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及

び防災関係機関から応援を受けることができるよう、相互応援協定により、応援先・受援先の指

定、応援・受援に関する連絡・要請の手順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機

関の活動拠点、応援要員の集合・配備体制や資機材等の集積・輸送体制等の広域応援・受援に係

る内容についてあらかじめ定めておくなど、実効性の確保に努め、必要な準備を整える。 

その際、近隣の地方自治体に加えて、大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、遠方
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に所在する地方公共団体との協定締結も考慮する。 

市、県及び防災関係機関は、機関相互の応援が円滑に行えるよう、警察・消防・自衛隊等の部

隊の展開、宿営の拠点、ヘリポート、物資搬送設備等の救援活動拠点の確保及び活動拠点に係る

関係機関との情報の共有に努める。 

県及び市は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や

各種調整等を行うための受援体制の整備に努める。特に、庁内全体及び各業務担当部署における

受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行う。 

その際、新型コロナウィルス感染症を含む感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮するも

のとする。 
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第３款の２ 広域避難計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震による大規模な災害発生時に、自治体の区域を越えて住民が避難する「広域避難」が円滑

に行われるよう、災害時の具体的な避難又は避難受入れの手順等について定める。 

 

２ 広域避難の概要図 

（1） 他の自治体への広域避難 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 他の自治体からの避難受入 
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３ 他の自治体への広域避難要請 

（1） 広域避難 

ア 市は、災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、市の区域外への広域的な避難、指定避難

場所の提供が必要であると判断した場合は、次の方法により広域避難の協議を行う。 

（ｱ） 県内の他の市町村への受入れについては当該市町村に直接、受入れを要請する。 

（ｲ） 他の都道府県（以下「他県等」という。）への広域避難については、県に対し他県等との

協議を求めるほか、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、県知事に報告した上で、

他県等の市町村に協議することができる。 

イ 市は、他県等への広域避難等の協議を要請した場合、受入先の候補となる受入市町村及び

その受入能力（施設数、施設概要等）等、広域避難について県から助言を受ける。 

（2） 広域一時滞在 

ア 市は、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等にかんがみ、市の区域外へ

の広域的な避難、指定避難所及び応急仮設住宅等の提供が必要であると判断した場合は、次

の方法により広域一時滞在の協議を行う。 

（ｱ） 県内の他の市町村への受入れについては当該市町村に直接、受入れを要請する。 

（ｲ） 他県等への広域一時滞在については、県に対し他県等との協議を求める。 

イ 市は、他県等への広域避難等の協議を要請した場合、受入先の候補となる受入市町村及び

その受入能力（施設数、施設概要等）等、広域一時滞在について県から助言を受ける。 

（3） 広域避難者への配慮 

ア 市は、県及び防災関係機関とともに、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要

な情報や支援・サービスを容易かつ確実に受け渡すことができるよう、被災者の所在地等の

情報を避難元と避難先の地方公共団体が共有する仕組みの円滑な運用・強化を図る。 

イ 市は、県及び防災関係機関とともに、被災者のニーズを十分把握し、以下の情報など被災

者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。なお、その際、要配慮者、在宅

での避難者、応急仮設住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者、在日外国人、訪日外

国人に配慮した伝達を行う。 

（ｱ） 被害の情報 

（ｲ） 二次災害の危険性に関する情報 

（ｳ） 安否情報 

（ｴ） ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況に係る情報 

（ｵ） 医療機関等の生活関連情報 

（ｶ） 各機関が講じている施策に関する情報 

（ｷ） 交通規制に関する情報 

（ｸ） 被災者生活支援に関する情報 

（4） 広域避難に係る事前の備え 

ア 市は、大規模災害に伴う広域避難及び広域一時滞在に関する手順、移動方法とともに、他

の地方公共団体との応援協定の締結や、広域避難における居住者等及び広域一時滞在におけ

る被災住民の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結など具体的な対応内

容をあらかじめ定めておく。また、あらかじめ策定した計画に基づき、関係者間で適切な役

割分担を行った上で、広域避難を実施するよう努める。 

イ 市は、市が行う広域避難の事前の対策について、県及び防災関係機関から助言を受ける。 
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４ 他県等からの避難受入れ要請への対応 

（1） 受入れ要請に係る協議 

市は、県を通じて他県等からの避難受入れについて協議を受け、被災住民の受入能力（施設

数、施設概要等）等を確認して県へ回答する。また、他の市町村からの広域避難の用に供する

ことができる施設等をあらかじめ選定しておくよう努める。 

（2） 避難者への情報提供 

市は、県及び防災関係機関とともに、他県からの避難者のニーズを十分把握し、相互に連絡

をとりあい、以下の情報など被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。 

なお、その際、要配慮者、在宅での避難者、応急仮設住宅への避難者、所在を把握できる広

域避難者、在日外国人、訪日外国人に配慮した伝達を行う。 

ア 被害の情報 

イ 二次災害の危険性に関する情報 

ウ 安否情報 

エ ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況に係る情報 

オ 医療機関等の生活関連情報 

カ 各機関が講じている施策に関する情報 

キ 交通規制に関する情報 

ク 被災者生活支援に関する情報 
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第４款 自衛隊の災害派遣体制 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震等による災害発生時における自衛隊の災害派遣活動を迅速・円滑に行うため、その活動内

容、派遣要請手続き、受け入れ体制等の整備を図る。 

 

２．自衛隊災害派遣計画フロー 
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３ 自衛隊の災害派遣基準等 

自衛隊の災害派遣は、次の３原則が満たされることを基本に実施する。 

（1） 公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護しなければならない必要性がある

こと。（公共性の原則） 

（2） 差し迫った必要性があること。（緊急性の原則） 

（3） 自衛隊が派遣される以外に他の手段がないこと。（非代替性の原則） 

 

４ 自衛隊災害派遣による救援活動の区分及びその概要等 

救援活動区分 内       容 

被害状況の把握 
車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行い、被

害状況を把握する。 

避難の援助 
避難指示等が発令され、避難、立退き等が行われる場合に、避難者

の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

遭難者等の捜索・救助 
行方不明者、負傷者等が発生した場合は、他の救援活動に優先して

捜索・救助活動を行う。 

水防活動 
堤防、護岸等の決壊に対し、土のうの作成、運搬及び積込み等の水

防活動を行う。 

消防活動 

火災に対し、利用可能な消防車その他の消防用具（空中消火が必要

な場合は航空機）を用いて、消防機関に協力し、消火に当たる（消火

薬剤等は、通常関係機関の提供するものを使用する）。 

道路等交通路上の障害物

の排除 

道路等が損壊し、又は障害物等により交通に障害がある場合は、そ

れらの啓開又は除去に当たる。 

応急医療、救護及び防疫 
被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行う（薬剤等は、通常関

係機関の提供するものを使用）。 

人員及び物資の緊急輸送 

緊急患者又は医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊

急輸送を行う（航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められる

場合に行う）。 

給食及び給水 
被災者に対し、給食及び給水を実施する（緊急を要し、他に適当な

手段がない場合）。 

救援物資の無償貸付又は

譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡等に関する省令」

（昭和３３年総理府令第１号）に基づき、被災者に対し生活必需品等

を無償貸付し、又は救じゅつ品を譲与する。 

危険物の保安及び 

除去 

自衛隊の能力上対応可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物

の保安措置及び除去を行う。 

その他 
その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについ

て、所要の措置をとる。 
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５ 自衛隊災害派遣要請の手続き 

（1） 知事に対する派遣要請依頼 

ア 市長は、知事に対して災害対策基本法第６８条の２第１項に基づく自衛隊の災害派遣要請

依頼を行うときは、次の事項を明らかにし、県（防災危機管理課）に文書により行うものと

する。ただし、緊急を要する場合は、防災行政無線、電話、ファクシミリ又は口頭により行

い、事後速やかに文書を送付するものとする。なお、防災行政無線又は電話により口頭の依

頼した場合は、速やかにファクシミリで関係文書を送付するものとする。 

（ｱ） 災害の状況及び派遣を要請する事由 

（ｲ） 派遣を希望する期間 

（ｳ） 派遣を希望する区域及び活動内容 

（ｴ） その他参考となるべき事項 

イ 市長は、知事に対して災害派遣要請を行った場合には、災害対策基本法第６８条の２第２

項に基づき、その旨及び村山市に係る災害の状況を自衛隊に通知することができる。 

（2） 市長の自衛隊に対する緊急通知 

市長は、通信の途断等により知事に対して自衛隊の災害派遣要請依頼ができない場合には、

災害対策基本法第６８条の２第２項に基づき、その旨及び災害の状況を防衛大臣又はその指定

する者に通知することができる。この場合、市長は、速やかにその旨を知事に通知しなければ

ならない。 

 

６ 自衛隊の自主派遣 

（1） 自衛隊は、県内において震度５弱以上の地震が発生した場合、又は大規模災害の発生を覚知

した場合は、自主的に被災地及びその周辺地域について、航空機、車両及びオートバイ等を利

用した目視、撮影等による被害状況等の情報収集活動を行う。 

（2） 自衛隊は、災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、知事等の要請を待ついとまが

ないときは、自衛隊法第８３条第２項に基づき、要請を待つことなく、次の基準により部隊等

を派遣する。 

ア 関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必要があ

ると認められること。 

イ 知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができず、直ちに救援の措置をとる必要が

あると認められること。 

ウ 自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動が人命救助に関するものであ

ると認められること。 

エ その他、上記に準じ特に緊急を要し、知事からの要請を待ついとまがないと認められるこ

と。 

（3） 自衛隊は、大規模な災害が発生した際には、被災直後の地方公共団体は混乱していることを

前提に、災害時の活動が円滑に進むよう、活動内容について「提案型」の支援を自発的に行い、

関係省庁の協力も得て、自衛隊に対するニーズを早期に把握・整理するものとする。 

（4） 自衛隊は、自衛隊法第８３条第２項により知事の要請を待たずに部隊等の災害派遣を行った

場合においても、できる限り早急に知事に連絡し、密接な連絡調整のもとに、適切かつ効率的

な救護活動の実施に努める。 

（5） 知事の要請を待たずに部隊等を派遣した後に、知事が派遣要請をした場合は、派遣当初から

知事の派遣要請に基づく救援活動を実施したとみなす。 
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７ 自衛隊災害派遣部隊の受入体制の整備 

（1） 他の防災関係機関との競合重複の排除 

自衛隊の活動と他の防災関係機関の活動が競合重複しないよう、市長は、知事及びその他の

防災関係機関の長と緊密に連携し、効率的な作業分担を定める。 

（2） 作業計画及び資機材の準備 

市長は、知事と緊密に連携し、自衛隊の支援活動が円滑に実施できるよう、次の事項につい

て可能な限り調整のとれた作業計画を定めるとともに、資機材の準備及び関係者の協力を求め

るなど、十分な措置を講ずる。 

ア 作業箇所及び作業内容 

イ 作業の優先順位 

ウ 作業実施に必要な図面の確保 

エ 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所の確保 

オ 派遣部隊との連絡責任者（窓口の一本化）、連絡方法及び連絡場所の決定 

（3） 受入れ施設等の確保 

市長は、知事とともに自衛隊の派遣部隊を受け入れるために、次の施設等を確保する。 

ア 事務室 

イ ヘリコプターによる派遣部隊のためのヘリポート（１機当たり） 

（ｱ） 小型機（ＯＨ－６）：周囲に仰角 10度以上の障害物が存しない直径 30m以上の空地 

（ｲ） 中型機（ＵＨ－１）：周囲に仰角 8度以上の障害物が存しない直径 50m以上の空地 

（応急の場合は 30m以上の空地） 

（ｳ） 大型機（ＣＨ－４７）：周囲に仰角 6度以上の障害物が存しない直径 100m以上の空地 

ウ 駐車場（車１台の基準は 3ｍ×8ｍ） 

エ 幕営地又は宿泊施設（学校、公民館等） 

 

８ 自衛隊災害派遣部隊との協議、調整 

県は、自衛隊の派遣部隊と協議し、対策の緊急性、重要性を判断して救援活動の優先順位を定

め、自衛隊活動が効果的に実施されるよう調整を行う。 

 

９ 自衛隊災害派遣部隊の撤収 

（1） 知事は、災害派遣部隊の撤収要請に当たっては、民心の安定及び民生の復興に支障がないよ

う市長、関係機関の長及び派遣部隊の指揮官等と協議する。 

（2） 災害派遣撤収手続き 

知事は、災害派遣撤収手続に当たり、先ず電話等をもって派遣自衛隊に撤収を要請し、事後

速やかに文書を送達する。 

 

10 救援活動経費の負担 

自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として派遣を受けた市（災害救助法が適用された場合

は県）が負担するものとする。その内容は概ね次のとおりである。 

（1） 派遣部隊が救援活動を実施するために必要な資機材（自衛隊装備に係るものを除く。）等の購

入費、借上料及び修繕料 

（2） 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用料及び借上料 

（3） 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱水費、電話料 

（4） 派遣部隊の救援活動実施に際し生じた損害の補償（自衛隊装備に係るものを除く。） 

（5） その他、救援活動の実施に要する経費で、負担区分に疑義ある場合は、自衛隊と市長が協議

する。 
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11 派遣要請先及び連絡窓口（通知先） 

災害派遣の要請先 電  話  番  号 

陸上自衛隊第６師団 

（第３部防衛班） 

電  話  0237－48－1151  内線 5075・5078 

ＦＡＸ  0237－48－1151  内線 5754 

(夜間・休日 当直 内線 5207・5019) 

 

12 災害派遣要請依頼様式 

（1） 派遣要請依頼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 撤収要請依頼 
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第２節 情報収集伝達関係 

 

～ 迅速で的確な情報収集と伝達を行うために ～ 

 

第１款 災害情報収集・伝達計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震災害に関する情報について、防災関係機関との連携を図りながら、伝達系統の確立や収集

網の整備に努め、迅速かつ的確な情報収集と伝達を行い、災害を最小限に食い止めるものである。 

 

 

２ 災害情報の伝達系統図 

（1） 気象情報の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 災害情報収集伝達計画図 
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３ 市が気象注意報警報等を受け、災害の発生するおそれがあるときの市民その他関係機関への伝

達経路（災害対策上、特に必要と認められた注意報、情報も含む。） 
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４ 被害状況等情報収集活動の概要 

（1） 情報収集・報告方法 

ア 市災害対策本部は、災害が発生した場合、直ちに情報等の収集活動を開始し、必要に応じ

て、村山警察署及び関係機関と密接な連携をとり、全市的な被害の状況、その他災害対策活

動に必要な情報を収集し、随時、市災害対策本部長に報告するものとする。 

イ 班所管は情報収集に当たり、各班長はあらかじめ決められた要領により、市災害対策本部

長に報告するものとする。 

ウ 震度４以上の地震が発生した場合、人的被害、建物等の被害状況並びに火災及び土砂災害

の発生状況等の情報を収集し、被害等を山形県防災情報システムに登録する。また、人的被

害の発生や住家の倒壊など重大な情報については、随時電話等で県村山総合支庁総務課を通

じて、県防災危機管理課に報告する。 

エ 山形県防災情報システムが不具合等で使用不能のときは、電話、県防災行政無線等で県村

山総合支庁を通じて、県防災危機管理課に報告する。 

オ 緊急を要する場合は、県防災危機管理課に直接報告する。なお、通信途絶等により県との

連絡が取れない場合は、直接総務省消防庁へ報告する。 

カ 災害が同時に多発し、又は多くの死傷者が発生し、消防機関への１１９番通報が殺到した

場合、その状況を直ちに県防災危機管理課及び総務省消防庁に報告する。 

（2） 情報収集・報告内容 

山形県災害報告取扱要領等の定めるところにより、被害情報を次のとおり区分し、被害報告

等を次のとおり区分する。 

ア 人的被害 

イ 建物被害 

ウ ライフラインの被害（電気、水道、下水道、電話、道路等） 

エ 公共施設の被害 

オ その他の被害 

カ 災害発生直後で状況把握が出来ない場合は、数値報告に代えて、具体的な状況や個別の災

害の概括情報を報告する。 

（3） 情報収集・伝達体制 

市民、関係機関への情報の収集伝達は、気象注意報警報等の要領に準ずる。 

（4） 情報収集・報告の手段 

ア 次の手段で情報収集伝達を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

連  絡  先 通   信   手   段 

市災害対策本部各応急対策班 
庁内放送、電話、メール、口頭、ビジネスチャット

ツール 

県 
防災情報システム、防災行政無線、電話、ＦＡＸ、 

メール 

関係機関 電話、ＦＡＸ、メール 

一般市民 
防災行政無線、広報車、サイレン、緊急速報メール、 

ホームページ、ＳＮＳ 

自衛隊（県との連絡が不通の場合） 防災行政無線、電話、ＦＡＸ 

消防庁（県との連絡が不通の場合） 同上 
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イ 災害時に通信設備が途絶えた場合は、次の手段で情報の収集伝達を行うものとする。 

（ｱ） 情報の収集及び伝達に際しては、自動車・オートバイ・自転車又は徒歩による方法で行

う。 

（ｲ） 災害応急措置の実施に際し、特に必要のあるときは、災害対策基本法その他関係法令の

定めるところに基づき、警察無線・その他の機関の通信設備を使用することにより通信を

確保するものとする。 

 

５ 情報収集機器の整備状況 

災害時に通信設備が途絶えた場合を想定し、市役所に非常用通信機器を配備する。 

配 備 箇 所 配備する機器（個数） 配備年度 

村山市役所 衛星携帯電話（１台） 平成２５年度 
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第２款 広報計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震による災害が発生した場合に、迅速かつ的確に避難行動及び救援活動を実施し、流言飛語

などによる社会的混乱を防止するために、市、防災関係機関及び報道機関等が協力して広報活動

を行う。 

 

２ 基本的な事項 

（1） 広報活動の目的 

災害発生時における広報活動の目的は、被災者の避難行動及び関係者の救援活動が迅速かつ

的確に行われるよう、その判断を助けるとともに、流言飛語などによる社会的混乱を防止する

ことにある。 

また、災害に対する社会的な関心を喚起し、救援活動又は復興事業に対する社会的な協力を

促進する効果もある。 

（2） 広報活動の対象者 

広報活動により提供される被災地の情報を最も求めているのは、直接的な被災者である被災

地の住民及び滞在者であるが、被災地以外の被災地関係者もその情報を求めていることに留意

する。 

（3） 広聴活動の展開 

被災者等の意見・要望を積極的に取り入れ、災害応急対策や復旧活動に反映させるため、様々

な手段を使って広聴活動を展開する。 

 

３ 広報機関における各機関の役割分担 

市及び防災関係機関は、災害時情報ニーズに応えるため、防災行政無線、緊急速報メール、ホ

ームページ、広報車等の多様な手段を活用して、次により広報活動を行う。活動に当たって、放

送事業者、新聞社等の報道機関の協力を得る。 

（1） 市 

ア 役 割 

主に被災者に対する直接的な広報活動を行う。 

イ 手 段 

（ｱ） 防災行政無線による広報 

（ｲ） 各地域の地域専門員による呼びかけや印刷物の配布・掲示 

（ｳ） 広報車による呼びかけ、印刷物の配布・掲示 

（ｴ） 自治会、町内会、隣組等を通した情報伝達 

（ｵ） 住民相談所の開設 

（ｶ） 県を通じての報道依頼（必要に応じ、報道機関へ直接依頼） 

（ｷ） 市ホームページや緊急速報メールによる情報提供などインターネットの活用（ソーシャ

ル・ネットワーキング・システム（ＳＮＳ）等） 

ウ 項 目 

（ｱ） 安否情報 

（ｲ） 避難、医療、救護及び衛生に関する情報 

（ｳ） 給水、炊き出し及び物資配給の実施状況 

（ｴ） 生活再建、仮設住宅、医療、教育及び復旧・復興計画に関する情報 
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（ｵ） 被災地支援に関すること（支援物資を小口・混載しないことやボランティア情報等） 

（ｶ） その他、被災住民の避難行動や生活に密接な関係がある情報 

エ 災害情報拠点 

市災害対策本部が実施する対策等については、次の施設を拠点として広報を行う。 

（ｱ） 市役所、北村山視聴覚教育センター、各地域市民センター等の公共施設 

（ｲ） 避難所等 

（ｳ） ＪＲ村山駅、ＪＲ袖崎駅、道の駅「むらやま」 

（2） 警 察 

ア 役 割 

被災者及び被災地の関係者に対する情報提供 

イ 手 段 

（ｱ） パトロールカーによる広報 

（ｲ） 報道機関への報道依頼（必要に応じ県を通じて依頼） 

ウ 項 目 

（ｱ） 被災者に関する情報 

（ｲ） 安否情報 

（ｳ） 通行の可否、交通規制及び渋滞等の交通情報 

（3） ライフライン関係機関（電気及び電気通信事業者等） 

ア 役 割 

主に被災地域の利用者に対する直接的な広報活動を行う。 

イ 手 段 

（ｱ） 広報車による呼びかけ、印刷物の配布・掲示 

（ｲ） 利用者相談窓口の開設 

（ｳ） 市の防災行政無線の活用（市へ広報依頼） 

（ｴ） 報道機関への報道依頼（必要に応じ、県を通じて報道依頼） 

（ｵ） インターネットなどの活用 

ウ 項 目 

（ｱ） 被災区域及び被害状況 

（ｲ） 設備が使用可能な場合は、使用上の注意 

（ｳ） 復旧の状況及び見込み 

（4） 公共交通機関 

ア 役 割 

主に被災地域内外の利用者に対する直接的な広報 

イ 手 段 

（ｱ） 乗降場での印刷物の掲示 

（ｲ） 場内及び車内等での放送 

（ｳ） 市の防災行政無線の活用（市へ広報依頼） 

（ｴ） 報道機関への報道依頼（必要に応じ、県を通じて報道依頼） 

（ｵ） インターネットなどの活用 

ウ 項 目 

（ｱ） 不通区間及び運行状況 

（ｲ） 復旧の状況及び見込み 
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４ 放送機関、通信事業者等による災害時の情報提供 

放送機関、通信事業者等は、被害情報、被災者の安否情報等の災害に関する情報を得たとき、

それぞれの計画に基づき、速やかに災害に関する報道又は通信を行う。また、市は、次により放

送機関に放送要請を行う。 

（1） 市は、原則として県を通じて放送機関に対して放送要請を行う。 

（2） 要請は、放送依頼の理由、内容及び日時等を明らかにし、誤報防止のため極力文書で行う。 

 

資料編：報道機関 

 

５ 被災者等への情報伝達活動 

（1） 被災者への情報伝達 

市は、被災者のニーズを十分把握し、地震の被害、余震の状況、二次災害の危険性に関する

情報、安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関などの生活関

連情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制、被災者生活支援に関する

情報等、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するよう努める。 

なお、その際、高齢者、障がい者、外国人等要配慮者に配慮した伝達を行う。 

県及び市は、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多様であることにかんがみ、

情報を提供する際に活用する媒体に配慮する。 

特に、停電や通信障害発生時は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に

関する情報についてはチラシの貼り出し、配布等の紙媒体や広報車でも情報提供を行うなど、

適切に情報提供がなされるよう努める。 

（2） 市民への的確な情報伝達 

県及び市は、地震の被害、余震の状況、安否情報、交通施設等の復旧状況、支援物資の取扱

い等、ニーズに応じた情報を積極的に伝達する。 

 

６ 地震発生後の各段階における広報 

（1） 地震発生直後（地震発生後概ね３～４時間以内） 

ア 市の広報事項 

（ｱ） 余震情報 

（ｲ） 地震時の一般的注意事項 

（ｳ） 初期消火活動及び人命救助の呼びかけ 

（ｴ） 災害情報及び被害情報 

（ｵ） 避難に関する情報 

（2） 災害応急対策初動期（地震発生後概ね２日以内） 

ア 市の広報事項 

（ｱ） 安否情報 

（ｲ） 市民に対する避難指示等 

（ｳ） 災害情報及び被害情報 

（ｴ） 給水・炊き出しの実施、物資の配給情報 

（ｵ） 避難所の開設状況 

（ｶ） 緊急交通路確保の協力要請 

（ｷ） ボランティア受入れ情報 
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イ 警察の広報事項 

（ｱ） 市民に対する避難指示等 

（ｲ） 安否情報 

（ｳ） 被災者に関する情報 

（ｴ） 交通規制に関する情報 

ウ ライフライン関係機関 

（ｱ） 被災による使用不能状況 

（ｲ） 使用可能な設備については、使用上の注意 

エ 公共交通機関 

（ｱ） 不通区間及び運休状況 

（ｲ） 臨時ダイヤの運行状況 

（3） 災害応急対策本格稼動期（地震発生後概ね３日目以降） 

ア 市の広報事項 

（ｱ） 消毒、衛生及び医療救護情報 

（ｲ） 小中学校の授業再開予定 

（ｳ） 仮設住宅への入居に関する情報 

（ｴ） 被害認定及び罹災証明書の発行に関する情報 

イ ライフライン関係機関及び公共交通機関の広報事項 

（ｱ） 復旧見込み 

（ｲ） 災害発生時の特例措置の実施状況 

（4） 復旧対策期 

ア 市の広報事項 

（ｱ） 罹災証明書の発行 

（ｲ） 生活再建資金等貸付 

（ｳ） 災害廃棄物の処理方法及び費用負担 

（ｴ） その他、生活再建に関する情報 

 

７ 安否情報の提供 

市は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当に侵

害することのないよう配慮しつつ、消防、救急等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高

い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。 

市は安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係地方公共団体、消防機関、警察

機関等と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。なお、被災者の中に、配偶者からの暴

力等を受け加害者から追跡されて危害を受けるおそれがある者等が含まれる場合は、その加害者

に居所が知られることのないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底する。 

（1） 市は死亡者、行方不明者等の個人に関する情報を把握し、安否情報として提供する。なお、

行方不明者等の安否情報については、必要に応じて報道機関の協力を得て公表する。 

（2） 県は死亡者の情報を、報道機関を通じて公表する。 

（3） 災害発生により、著しく通信が輻輳する場合、安否等の情報を円滑に伝達できるように、東

日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ」という。）は、災害伝言ダイヤル「１７１」を速やかに

開設する。また、各移動通信事業者においては「災害用伝言板」を同様に開設する。 
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８ 広報活動実施上の留意点 

（1） 市は、避難所等において視覚・聴覚障がい者等にも情報が十分に伝わるように、必要に応じ

て、点字、音声、ラジオによる伝達、文字や絵を組み合わせた情報の伝達、掲示板、文字放送

テレビの設置、手話通訳者、誘導員等の配置等の措置を講ずる。 

また、広報車等で巡回しながら、自主防災組織及び自治組織等のニーズの把握や市民生活の

状況把握に努める。 

（2） 市は、外国人の被災者のために、関係機関と協力して、通訳の配置、図やイラストの使用、

日本語並びに外国語及びやさしい日本語による表示・放送等の措置に努める。 

（3） 市は、被災地から一時的に退去した被災者にも、生活再建及び復興計画等に関する情報が十

分に伝わるよう、情報伝達経路の確保に努める。 

 

９ 広聴活動 

（1） 市の状況 

ア 相談窓口の設置及び実施体制 

被災者のための市民相談所を設け、被災市民の相談、要望、苦情等を聴取するとともに、

必要に応じて被災地の公共施設や避難所に臨時相談所を設置する。 

また、広報車等で巡回しながら、自主防災組織及び自治組織等からニーズの把握や市民生

活の状況把握に努める。 

イ 専門家の協力 

借地・借家関係等についての法律相談、税、社会保険に関する相談、住宅の応急修繕相談

等については、専門家の知識を求める。 

ウ 総合（複合）災害情報 

災害発生後に予想される安否確認、交通状況及びその他の問い合わせに対応するため、総

合的な情報を提供する窓口を設置する。 

窓口では、義援金、支援施策、国・県の情報についても提供を行う。 

（2） 県は、通常の県民相談窓口に加えて、災害対応の総合的相談窓口を設置するとともに、市の

行う広聴活動を支援する。なお、総合的相談窓口には、ＮＴＴに要請して専用電話を設置し、

報道機関を通じてその電話番号を県民に周知する。 

（3） ライフライン関係機関は、被災者のための利用者相談窓口を設置する。 

 

資料編：村山市防災行政無線運用基準 
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第３節 避難計画 

 

～ 確実な自主避難と避難行動のために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

この計画では、地震や二次災害から地域住民の生命財産を保護するために、住民の自主避難行

動並びに村山市及び防災関係機関が実施する避難活動について定める。 

 

２ 避難指示応急対策フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 避難指示等：高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

 

３ 市民等の自主避難 

（1） 自主的避難の開始 

市民等は、危険が切迫し、又は現実に被災したことにより自主的に避難する場合は、近隣住

民にも状況を伝達するとともに、地域の代表を通じて市に避難先、避難人数等を連絡する。ま

た、危険の切迫により避難する際は、できるだけ近隣住民がまとまって行動し、高齢者等の要

配慮者の安全確保と避難の補助等を心がける。 

（2） 市の支援措置 

市は、市民等から自主的避難を開始した旨の連絡を受けた場合は、直ちに職員等を被災地あ

るいは危険が切迫している地域に派遣し、避難行動の支援及び避難所予定施設の開放等の措置

を行う。避難所予定施設は、あらかじめ鍵を近隣住民に保管してもらう等、住民が自主的に避

難してきた場合に、直ちに収容できるようにしておく。 
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４ 行政が行う避難指示等に基づく避難 

（1） 危険の覚知と情報収集 

ア 市及び防災関係機関は、地震等の情報を収集するとともに、所管区域内のパトロールを強

化して、市民等の避難が必要となる危険箇所の把握に努めることで、避難指示等を適切なタ

イミングで発令するように留意する。 

避難指示等の対象地域、判断時期などについて国及び県に対して助言を求める。また、避

難指示等の解除に当たっては、十分に安全性の確保に努めるものとする。 

イ 市は、余震による建築物等の倒壊及び宅地の崩壊に関して、建築技術者等による被災建築

物や被災宅地等に対する応急危険度判定を速やかに行い、必要に応じて応急措置を行う。 

また、災害発生のおそれがある場合は速やかに避難対策を実施する。 

（2） 避難実施の決定と必要な措置 

ア 避難指示等の実施者（発令者） 

避難指示等の発令は、災害対策基本法第６０条に準拠し、原則として市長が実施する。 

市は、避難指示等を発令する際に、国又は県に必要な助言を求めることができるよう、連

絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必

要な準備を整えておく。 

イ 地震に関する避難指示等 

発生する地震災害規模等は様々な場合が想定されるが、避難指示等を伝達すべき対象地域

の範囲を踏まえ、局地的な災害による地域を限定した避難を要する場合と、同時多発的な火

災発生等で広域的な避難を要する場合の２つを想定する。 

 

区  分 避難指示等の基準 

局地的な災害で 

地域を限定した 

場合 

○ 河川が地震被害を受け、浸水等による危険があるとき 

○ 火災が拡大するおそれがあるとき 

○ 爆発するおそれがあるとき 

○ ガスの流出拡散により、周囲地域に危険が及ぶと予想されるとき 

○ 地すべり、崖崩れ等の土砂災害により著しく危険が切迫しているとき 

○ 建物が被害を受け、居住に危険があるとき 

○ その他生命、身体を守るため必要と認められるとき 

広域的な災害で 

地域を限定しない 

場合 

○ 火災が延焼し更に拡大し、又はそのおそれがあるとき 

○ ガスの流出拡散により、広域的な危険が予測されるとき 

○ 県災害対策本部長から避難についての指示の要請がなされたとき 

○ その他生命、身体を守るため必要と認められるとき 
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ウ 避難の目安となる５段階のレベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 避難場所 

第２編第１章第６節「避難体制整備計画」で定めた避難場所等に避難する。 

（4） 市民等への伝達 

ア 避難指示の内容 

（ｱ） 要避難対象地域 

（ｲ） 避難理由 

（ｳ） 避難先 

（ｴ） 避難経路 

（ｵ） 避難時の注意事項 

イ 避難の広報 

（ｱ） 防災行政無線、サイレン吹鳴装置、警鐘、標識、広報車の巡回、拡声器、口頭、テレビ・

ラジオ及び緊急速報メール等あらゆる広報手段の複合的な活用を図り、市民、要配慮者利

用施設の施設管理者等に対して迅速に避難指示等を周知・徹底する。 

（ｲ） 避難行動要支援者への避難指示等の発令に当たっては、あらかじめ指定した避難支援者、

各地域の地域専門員、地域の消防団及び自主防災組織等を通じ確実に伝達する。 

※⾼齢者や障がいのある人、その支援者などは危険な場所から避難する。それ以外の⼈も状況に

応じて避難の準備を始めます。早めの避難が望ましい場合は自主的に避難を開始する。 
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（ｳ） 市は、市民に対する避難指示等を発令するに当たり、対象地域の適切な設定に留意する

とともに避難指示等を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動をとりやすい時間

帯の発令に努める。 

（ｴ） 市は、危険の切迫性に応じ避難指示等の伝達文の内容を工夫すること、その対象者を明

確にすること。避難指示等に対応する警戒レベルを明確にして対象者ごとに警戒レベルに

対応した取るべき避難行動が行われるように伝達するなどにより、市民の積極的な避難行

動の喚起に努める。 

（5） 避難指示等を実施した場合の報告等 

ア 知事等に対する報告 

（ｱ） 市長は、避難指示等を実施したときは、市長は直ちにその旨を知事に報告するものとす

る。 

（ｲ） 災害対策基本法第６１条の規定により、警察官が単独で避難指示等を実施したときは、

市長は直ちにその旨の通知を受け、速やかに知事に通知する。 

イ 関係機関等に対する連絡 

避難指示等は、村山警察署と綿密な連絡を取りながら行う。 

ウ 避難所等の管理者に対する連絡 

避難指示等の実施責任者は、避難指示等を行ったときは、直ちに避難所等として利用する

施設の管理者に通報し、当該施設に避難所等の設置を依頼するものとする。 

（6） 避難誘導 

市は、避難誘導に当たっては、避難場所及び避難路や避難先、災害危険箇所等（浸水想定区

域、土砂災害警戒区域、雪崩危険箇所等）の所在、災害の概要その他の避難に資する情報の提

供に努める。 

市、消防機関及び警察機関による誘導に当たっては、可能な限り自治会、町内会、職場、学

校等を単位とした集団避難に努める。 

また、避難行動要支援者の避難誘導等が避難行動要支援者台帳及び個別避難計画に基づき適

切に実施されるよう必要な措置を講じる。 

ア 誘導体制 

（ｱ） 市は、職員、各地域専門員のほか、消防団員及び村山警察署の協力を得て、あらかじめ

指定している避難所等に誘導員を配置し、市民等を避難誘導する。 

（ｲ） 消防機関は、避難指示等が出された場合は、被害の規模、道路や橋梁の状況、火災の拡

大方向及び消防隊の運用を勘案し、最も安全と思われる方向を市及び村山警察署に通報す

るとともに、避難が開始された場合は、消防吏員及び消防団員をもって市民等の避難誘導

に当たる。 

（ｳ） 市は、迅速かつ安全な避難を確保するため、職員を派遣し、道路管理者及び警察官等の

協力を得て、避難道路上にある障害物を排除する。 

（ｴ） 村山警察署は、避難誘導に当たっては、避難道路の要所に誘導員を配置して避難者の通

行を確保し、迅速かつ安全に避難させるものとする。 

（ｵ） 市は、必要に応じ、県に対して車両、ヘリコプター等の支援の確保を要請し、また、自

衛隊の災害派遣要請を依頼する。 

イ 誘導の順序 

（ｱ） できるだけ各地域、行政区、職場、学校等を単位とした集団避難を行う。 

（ｲ） 避難の順位は避難行動要支援者、傷病者等を優先し、防災活動に従事できる者を最後と

する。 
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ウ 避難の手段 

（ｱ） 避難者は個々の徒歩による避難を原則とする。ただし、避難者の自力による避難が不可

能な場合は、地域の自主防災組織等が協力して避難を行う。 

（ｲ） 市は、必要に応じて、車両等を活用し、市民を迅速かつ安全に避難させる。 

エ 携帯品の制限 

避難に当たっての携帯品は地勢・天候・季節等により異なるが、その状況に応じた最小限

度のものとし、円滑な避難が実施されるよう努める。 

（7） 避難指示等の解除 

災害による危険が解消されたときは、避難指示等を解除する。この場合、解除の伝達は、避

難指示等の発令と同様の方法により行う。 

 

資料編：指定避難所一覧（小・中学校） 

災害時避難所一覧 

 

５ 学校・病院等における避難 

学校、幼稚園、保育施設、病院、社会福祉施設等の管理者は、あらかじめ定めた避難計画に基

づき、安全な避難方法を検討するとともに、避難対策について、職員又は従業員等に周知、徹底

を図るものとする。 

 

６ 警戒区域への立ち入り制限、禁止及び区域外への退去命令 

（1） 警戒区域設定の権限 

災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき、人の生命又は身体に対する危険を防止する

ため、特に必要があると認められたとき、市長は警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する

もの以外のものに対して当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域から

の退去を命ずることが出来る。 

なお、災害の種類に応じた警戒区域設定権者は次のとおりである。 

災害種別 設定権者 実施の基準 

災害全般 

市長又はその委任を

受けて市長の職権を

行う市の職員 

 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合で、特に

必要があると認めるとき。 

（災害対策基本法第６３条第１項） 

警察官 

市長又はその委任を受けて市長の職権を行う市の職員が現場

にいないとき、又はこれらの者から要求があったとき。 

（災害対策基本法第６３条第２項） 

災害派遣を命じられ

た部隊の自衛官 

市長又はその委任を受けて市長の職権を行う市の職員が現場

にいない場合に限る。（災害対策基本法第６３条第３項） 

火  災 
消防長・消防署長 

 ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生し

た場合で、火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ人命又

は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときに

火災警戒区域の設定（消防法第２３条の２） 

消防吏員・消防団員  火災の現場において消防警戒区域の設定（消防法第２８条） 
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警察官 

火災の現場において消防警戒区域の設定について、消防吏員又

は消防団員が火災の現場にいないときに限る。 

（消防法第２８条） 

水  災 

水防団長・水防団員 

消防機関に属する者 

水防上緊急の必要がある場所において、警戒区域を設定 

（水防法第２１条） 

警察官 
水防団長、水防団員、消防機関に属する者がいないとき、又は

これらの者から要求があったとき。（水防法第２１条） 

（2） 警戒区域の設定と周知 

ア 警戒区域の設定は、権限を有する者が、現場においてバリケードや規制ロープの展張等の

事実行為として行う。また、警戒区域内への立入りの制限・禁止及び区域内からの退去につ

いては、拡声器等による呼びかけや看板等の設置により周知を図る。 

イ 警察官又は自衛官が、市長に代わって警戒区域の設定を行った場合は、直ちにその旨を市

長に通知しなければならない。 

（3） 避難所への受け入れ 

警戒区域の設定により一時的に居所を失った市民等がある場合、市長は必要に応じて避難所

を開設し、これらの者を受け入れる。 

 

７ 帰宅困難者、外国人、旅行者等土地不案内者に対する避難情報等の提供 

（1） 帰宅困難者に対する避難情報等の提供 

市、県及び公共機関は、公共交通機関が運行を停止するなど自力で帰宅することが困難な帰

宅困難者に対し、「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者対策に対する基本原則や安否

確認手段について平時から積極的に広報するとともに、多様な手段、経路を通じて避難所に関

する情報や道路状況、鉄道等の交通の運行、復旧状況等帰宅手段に関する情報を提供するよう

努める。 

（2） 外国人、旅行者等土地不案内者に対する避難情報等の提供 

市、県及び公共機関は地理に不案内で、かつ日本語の理解も十分でない外国人及び地理に不

案内な旅行者、出張者に対し多様な言語及び手段、経路を通じて避難所に関する情報や鉄道等

の交通の運行、復旧状況等移動手段に関する情報を提供するよう努める。 
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第４節 避難所運営計画 

 

～ 避難所の適正な運営のために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震により災害が発生した場合に、市が開設する避難所の的確かつ円滑な運営について定める。 

 

２ 避難所運営計画フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 避難所への受入れと必要な措置 

（1） 避難所の開設 

市は、市民に避難指示等を発令した場合、又は指定緊急避難場所等に避難した市民が住家の

倒壊等により、避難所への収容が必要となった場合は、あらかじめ指定した避難所の管理者に

連絡し、原則として屋内施設に避難者を受け入れるよう指示するとともに、速やかに市職員を

避難所に派遣し、迅速な開設に努める。 

避難所の開設に当たっては、次の事項に留意する。 

ア 災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開設するよう努める。なお、

避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認する。 

イ 避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状

況等を適切に県に報告し、県はその情報を国（内閣府等）に共有するよう努める。併せて、

令和２年における新型コロナウィルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員等の感

染症対策徹底や、避難所における避難者の過密抑制など新型コロナウィルス感染症を含む感

染症対策の観点を取り入れた開設・運営に努める。 

ウ 指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な要配慮者のため、必要に応じ

て福祉避難所を開設する。 

エ 特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防ぐため、ホームページや

アプリケーション等の多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化

に努める。  
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オ 指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国等が所有する研修施設、ホテル・

旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難所を開設し、ホームページやアプリケーション

等の多様な手段を活用して周知するよう努める。特に、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦

等の要配慮者に配慮して、被災地域以外の地域にあるものを含め、ホテル・旅館等を実質的

に福祉避難所として開設するよう努める。 

カ 指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による

孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討

する。 

キ 災害救助法が適用された場合の開設期間は、原則として災害発生の日から７日以内の期間

に限られるが、期間を延長する必要がある場合は、知事に要請し所要の手続き(知事は内閣総

理大臣の同意を得たうえで期間を定める。) をとる必要がある。 

（2） 避難所の受入れ対象者 

避難所への受入れ対象者は、災害により被害を受けた者、もしくは受けるおそれのある者、

避難指示を受けた者及び交通機関の不通により帰宅が困難になった者（帰宅困難者）、その他、

市災害対策本部長が必要と認めた者とする。 

（3） 開設初期に必要な措置 

ア 避難者数の把握 

市は、避難住民の代表者等と協力して避難者台帳を作成し、避難者の人数及びその内訳（男

女別、年齢別等）を把握し、市災害対策本部に報告する。また、避難所以外で生活している

被災者も想定されるため、これら被災者にかかる情報の把握に努める。 

イ 避難所の運営に当たっての責任者の選定 

市は、避難所の避難者、地域住民、施設管理者、自主防災組織及びボランティア等の中か

ら統率力、実行力及び判断力を有する者を運営リーダーとして選出する。 

ウ 物資等の調達 

市は避難所の状況を確認後、必要とする物資等の調達を第１３節「生活支援関係」の各種

計画により早急に行う。 

エ 通信手段の確保 

市は、避難所と市役所との通信手段を確保する。 

オ 避難所以外で生活している被災者への配慮 

市は、被災者の事情により避難所外で車中泊を行っているなどやむを得ず避難所に滞在す

ることができない被災者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相

談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られ

るよう努める。 

（4） 開設に関する周知及び報告 

市は、指定避難所を開設した旨を速やかに住民等に周知徹底するとともに、村山警察署及び

消防署等関係機関に設置場所及び設置期間等を周知し、避難所に収容すべき者を誘導し保護す

る。また、次の事項を県へ速やかに報告する。 

ア 避難所開設の日時及び場所 

イ 開設箇所数及び避難所の名称 

ウ 避難者数 

 

資料編：村山市避難所開設・運営マニュアル 
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４ 避難所の運営管理 

避難所の運営管理は、市長の責任の下で行うが、学校その他の施設が避難所となった場合、学

校長等の施設管理者は、避難所が円滑に運営管理されるよう市長に協力する。 

（1） 運営管理体制の確立 

市は、避難施設の管理者及び避難所の運営リーダーと協議し、女性を含めた避難所の運営委

員会を設け、運営管理に協力を依頼する。 

（2） 情報伝達 

市は、避難所の運営委員会と協力し、避難者に対して被害状況、安否情報及び生活情報等を

口頭で説明するほか、テレビやラジオを設置すること等により情報を提供する。 

また、東日本電信電話株式会社に対し特設公衆電話の設置を要請し、避難所における通信手

段の確保に努める。 

さらには、聴覚障害を持つ避難者等に配慮し、掲示板の設置やチラシの配布、手話等により

情報を提供する。 

（3） 物資・サービス等の提供 

市は、避難所の運営委員会を通じて避難者のニーズを把握し、必要な物資・サービスを提供

する。 

 

５ 避難後の状況の変化に応じた措置 

（1） 避難者が増え続ける場合 

市は、地区外からの避難者の流入等により、避難所の受入れ可能人員を超えるおそれがある

と判断した場合は、受入れ人員に余裕ある他の避難所又は新たに開設する避難所で受け入れら

れるよう手配し、避難者にその旨を伝達するとともに、必要に応じて移動のための車両等を手

配する。 

また、市内の避難所だけでは不足する場合、又は要配慮者を市外の社会福祉施設等に避難さ

せる必要がある場合は、他市町村に被災者の受入れを要請し、又は県にあっせんを依頼する。 

（2） さらに危険が迫った場合 

市は、被害が拡大し、避難所にも危険が及ぶと判断したときは、必要に応じて県及び警察等

に避難者移動用の車両及びヘリコプター等の提供を依頼するなど、輸送手段を確保し、速やか

に避難者を他の安全な避難場所等へ再避難させる。 

（3） 危険が去った場合 

市は、被害の拡大が沈静化した場合は、避難所の運営委員会を通して避難者に連絡するとと

もに、避難指示を行っていた場合は、その解除について、関係機関と協議して判断する。 

避難者は、避難所から退去する場合は、必ず避難所の運営委員会に届け出る。また、避難所

の運営委員会は、退去状況を、逐次、市に連絡する。 

（4） 避難が長期化する場合 

市は、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等にかんがみ、必要に応じて、

旅館やホテル等への移動を避難者に促すとともに、避難者の健全な住生活の早期確保のために、

応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅及び空き家等利用可能な既存住宅のあっ

せん及び活用等により、避難所の早期解消に努める。 

 

６ 避難所の運営に係る留意点 

（1） 市のとるべき措置 

ア 市は、住民の避難が数日以上にわたる場合、避難所の運営に当たって次の点について留意

する。特に、高齢者、障がい者、病人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者の処遇について十分に

配慮する。このため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講
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じるとともに、プライバシーの確保状況、段ボールベッド、パーテーション等の活用状況、

入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等による巡回の頻度、暑さ・

寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態を把握し、

必要な措置を講じるよう努める。 

（ｱ） 避難者の栄養、健康等 

避難者のニーズに応じ、年齢、性別、サイズ等に配慮した生活必需品（下着、生理用品

等）の確保に努めるとともに、栄養及び健康状態に留意する。また、避難所における感染

症拡大防止に必要な物資をはじめ、夏季には冷房器具、冬期には暖房器具、燃料等も含め

るなど被災地の実情を考慮する。 

（ｲ） 衛生、給食及び給水等対策 

ａ 入浴機会の確保及びゴミ処理等の衛生面に十分配慮する。入浴施設については男女別

に確保する。 

ｂ 断水しても使用可能な簡易トイレを確保する。 

ｃ 炊出し施設を設ける等により、応急的な食料供給体制を確保する。 

ｄ 配食等に当たっては、管理栄養士の関与に努める。 

（ｳ） 被災者のプライバシー保護、メンタル相談等の対策 

被災者のプライバシー保護やメンタル相談等の対応、男女のニーズの違い等について配

慮する。 

（ｴ） 要配慮者に対応した運営、環境整備 

ａ 掲示板、チラシ、通訳者の配置等、要配慮者の特性に応じた多様な情報提供手段を用

いる。 

ｂ 食料や救援物資が平等に配分されるように配慮する。 

ｃ 施設のバリアフリー化を図るとともに、要配慮者専用スペースの確保について配慮す

る。 

ｄ 医療・保健福祉サービスが適切に実施されるよう配慮する。 

（ｵ） 避難所運営への女性の参画促進 

市は、避難所の運営において、男女共同参画の観点から、運営リーダーを男女両方配置

するよう努めるとともに、女性の運営役員への参画など、男性に偏った運営体制とならな

いよう配慮する。 

（ｶ） 男女のニーズの違いに配慮 

市は、男女のニーズの違い等男女双方及び性的マイノリティの視点に配慮した避難所の

運営管理に努める。 

特に、女性専用物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による

配布、男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配布等による避難所における安全性の確保

など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営管理に努める。 

市は、指定避難所等における女性や子ども等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するた

め、女性専用と男性専用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等

は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについ

ての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や子ども等の安全に配慮するよう努

める。また、警察・病院・女性支援団体との連携のもと被害者への相談窓口情報の提供を

行うよう努める。 

（ｷ） 各機関への協力要請 

市は、避難所運営に際し、必要に応じて県に対し日本赤十字社山形県支部、山形県医師

会、山形県歯科医師会、山形県看護協会、山形県薬剤師会、栄養士会及びＮＰＯ・ボラン

ティア等関係機関の協力について要請を行う。また、避難所における正確な情報の伝達、
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食料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自主防災組織、避難所運営に

ついて専門性を有した外部支援者等の協力が得られるよう努めるとともに、必要に応じ、

他の地方公共団体に対して強力を求める。 

（ｸ） 自治的な運営組織の立上げ支援 

避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮

しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行でき

るよう、その立ち上げを支援する。 

イ 必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難スペースの確保等に努め、同行避

難があった場合の対応について具体的な検討を進めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等

から必要な支援が受けられるよう、平時から連携に努めるものとする。また、発災時には、

同行避難の状況について把握に努める。 

 

資料編：災害時のペット対策 

 

ウ 指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず適

切に受け入れられるよう、地域の実情や避難者の心情等について勘案しながら、あらかじめ

受け入れる方策について定めるよう努め、適切に受け入れることとする。 

エ 被災地において新型コロナウィルス感染症を含む感染症の発生、拡大がみられる場合は、

防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努

める。また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、保健福祉部局は、防災

担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有するものとする。 

オ 指定避難所における新型コロナウィルス感染症を含む感染症対策のため、避難者の健康管

理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措

置を講じるよう努める。 

（2） 市民の心得 

避難所に避難した市民は、避難所の混乱回避、秩序維持及び生活環境悪化防止のため、次の

点に心がける。 

ア 運営委員会を中心とした組織の結成とリーダーへの協力 

イ ゴミ処理、洗濯及び入浴等生活上必要なルールの遵守 

ウ その他、避難所の秩序維持に必要な事項の遵守 

 

７ 他自治体からの避難者受入れ体制 

市内における被害が無い又は軽微な場合、他自治体からの要請に応じ、以下のとおり避難所を

開設する。 

（1） 避難所に指定する施設は、受入れ見込み数等に応じて、次の施設のうちから検討する。 

ア 村山市民体育館 

イ 山の内自然体験交流施設やまばと 

（2） 受入れに要する経費は、要請元自治体に災害救助法が適用されている場合は、要請元自治体

のある都道府県に対し山形県を通じて請求するものとする。それ以外については協議のうえ決

定する。 

（3） 避難所の運営管理については、原則、本節で前述した内容と同じとする。 
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第５節 孤立集落の応急計画 

 

～ 情報通信と交通手段の途絶による孤立を防ぐために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

大規模災害における孤立集落の要因は、大別して情報通信の途絶による孤立と交通手段の途絶

等による孤立が考えられる。 

情報通信の孤立は、救助機関における事案の認知を阻害して人命救助活動を困難にし、また、

交通手段の孤立は、救援活動に支障を及ぼすとともに、集落住民の生活に大きな影響を与えるこ

とが予想されることから、関係機関の連携のもと、被害実態の早期確認、救急・救助活動の迅速

な実施、緊急物資の輸送、アクセス道路の応急復旧による生活確保など、優先順位をもってあた

る孤立集落対策について定める。 

 

２ 対策活動の内容 

（1） 孤立実態の把握 

ア 発災時には、平素からの孤立地域予想に基づき、直ちに各集落と連絡を取り合い、孤立の

有無と被害状況について確認する。 

通信途絶地域については、地域からの救助要請や被害状況の報告が不可能となるので、応

急対策責任者の側から能動的に状況を確認する必要がある。 

イ 市は、孤立が予想される集落に対し、ＮＴＴ回線、携帯電話、衛星携帯電話、簡易無線機

及び防災行政無線を活用して、孤立集落の発生状況及び被害の概要について情報収集をおこ

なうとともに、県に対して直ちに報告するものとする。 

（2） 救助・救出対策 

災害発生時には、人命の救助を第一義とした活動を行い、引き続き孤立集落からの救出活動

を実施する。 

ア 県が実施する対策 

県は、市からの要請に備え、ヘリコプターの出動体制を確立するものとし、市に対し臨時

ヘリポート及び要員の確保について指示を行うとともに、負傷者等の搬送の場合は、市と連

携し救急車及び収容先病院に関する手配について指示する。 

また、市からの要請に基づき、孤立状態から救出すべき要配慮者及び観光客等について、

早期に救出できるよう手配する。 

イ 市が実施する対策 

市は、ヘリコプターによる救急搬送が予想される場合は、その概要を直ちに県に対し報告

し、ヘリコプターの要請に際しては、救助場所の臨時ヘリポートを確保するとともに、被救

助者の容態、人数、気象状況に関し、出来る限り多くの情報を収集して報告する。 

また、負傷者が多い場合は、医師等を現地派遣するとともに、孤立の状況、避難場所の有

無について検討し、必要に応じて県又は他の市町村の応援を得て、救出活動を実施する。 

（3） 通信手段の確保 

ＮＴＴ回線が不通となった場合、携帯電話、衛星携帯電話、簡易無線機及び防災行政無線で

必要な情報を伝達する。また、アマチュア無線を活用し収集･伝達を行う。また、各関係機関と

協力して早急に応急的な情報伝達回線の確保を図る。 
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ア 県が実施する対策 

県は、電気通信事業者に対し、衛星携帯電話等の臨時配置について協力を求めるとともに、

アマチュア無線災害時応援協定に基づき、日本アマチュア無線連盟山形県支部に対し、情報

の収集・伝達について協力を依頼する。 

イ 市が実施する対策 

市は、孤立した集落に職員を速やかに派遣するとともに、携帯電話、衛星携帯電話、簡易

無線機、防災行政無線、消防無線による中継及びアマチュア無線の活用など、あらゆる方法

によって情報の収集・伝達手段の確保を図る。 

ウ 関係機関が実施する対策 

東日本電信電話株式会社は、災害対策機器により市指定の避難場所に特設公衆電話を設置

するものとする。 

エ 集落住民が実施する対策 

農道、林道の使用可能な迂回路の活用及び携帯電話、衛星携帯電話、簡易無線機、アマチ

ュア無線など使用可能な通信手段の活用により、市との連絡確保に自ら努めるものとする。 

（4） 食料品等の生活必需物資の搬送 

道路交通が応急復旧するまでの間は、孤立集落住民の生活維持のため、食料品をはじめとす

る生活必需物資の輸送を実施するが、この場合、ヘリコプターによる空輸を効率的に実施する。

また、迂回路や不通箇所での中継による陸上輸送等、状況に応じた輸送対策を実施する。 

ア 県が実施する対策 

県は、生活必需物資の輸送について、市から要請があった場合は、各種ヘリコプターの手

配及び調整を行うとともに、陸上輸送力の確保についても手配する。 

イ 市が実施する対策 

市は、迂回路による輸送の確保に努めるとともに、陸上輸送手段の確保が困難な場合は、

県に対してヘリコプターの確保を要請する。 

ウ 集落住民が実施する対策 

孤立集落内においては、食料品等を相互に融通し合うとともに、隣接する集落と連携を取

り合いながら、集落全体としての当面の生活確保について協力し合う。 

（5） 道路の応急復旧活動 

孤立集落に対する最低限の物流ルートを確保するため、優先度に応じ最低限度の輸送用道路

を確保する。 

ア 県が実施する対策 

県は、孤立集落に通じる県管理道路について、速やかに応急復旧に努める。 

市が行う応急復旧活動に関し、要請に基づいて被害状況、二次災害の危険性、応急工事の

内容を速やかに調整し、道路管理者の取るべき措置について指導する。 

イ 市が実施する対策 

市は、孤立集落に通じる道路の被災状況を早急に把握し、徒歩、二輪、四輪車の順に、一

刻も早い交通の確保に努める。 

ウ 関係機関が実施する対策 

道路管理者の責を有する各機関は、迂回路の啓開、仮設道路設置の応急工事を早急に実施

し、主要路線から優先して、最小限の交通確保を迅速に行うものとする。 
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第６節 救助・救急計画 

 

～ 早急な救助・救急のために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

災害による被災者に対し、地域住民、自主防災組織、市、消防機関、県、警察、及び医療機関

等が連携して行う救助・救急活動について定める。 

特に、大規模な災害が発生した場合は、通信や交通が途絶し、救急需要が急増するとともに、

防災関係機関自体も被災し、救助隊の到着遅延や活動困難が予想されることに留意する。 

 

２ 救助・救急計画フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 要救助者の通報・捜索 

（1） 要救助者の通報 

被災地の地域住民及び通行人等災害の現場に居合わせた者並びにタクシー等の無線搭載車両

の運転手は、生埋め者や行方不明者等救助すべき者を発見又は覚知したときは、直ちに消防機

関、警察等関係機関に通報するよう努めなければならない。特に生埋め者の救助のために重機

等が必要な場合は、その旨も併せて連絡する。 

（2） 要救助者の捜索 

消防機関、警察等は、必要に応じ自主防災組織の協力を得て地域を分担し、被災地内の生埋

め者を捜索する。 

 

４ 救助体制の確立 

（1） 救助隊の編成等 

消防機関は、市消防計画等の定めるところにより、直ちに救助隊を編成する。 

その際、救助対象者の発生状況、出動対象の選択と優先順位、現地における地域住民又は自

主防災組織の協力の活用等を考慮する。 

市は、直ちに村山市医師会等と協力して、適所に医療救護所を開設する。 

必要な場合は知事に対し、自衛隊による医療救護所開設のための派遣要請を依頼するものと

する。 
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（2） 機材の投入 

災害現場の状況に応じて機材を投入して、迅速に救出活動を行う。 

（3） 応援要請 

市は、災害が大規模で自らの組織力のみでは対処できないと判断する場合は、関係機関に応

援を要請する。 

ア 消防機関への要請 

市長及び消防長は、「山形県広域消防相互応援協定」により、被災地ブロック幹事消防機関

又はブロック幹事消防機関へ応援を要請する。 

イ 民間組織への要請 

市長は、必要と判断する場合は、地元建設業者に、パワーショベル等の重機を操作して、

生埋め者の救助活動に協力するよう要請する。 

ウ 山形県ドクターヘリの要請 

消防本部は、想定される被災者数等より必要と判断する場合は、山形県ドクターヘリを要

請する。 

（4） 救助活動の実施 

ア 緊急交通路の確保 

警察は、被災地内外で直ちに交通規制を実施し、緊急交通路を確保するとともに、救助・

救急活動のための緊急車両を誘導する。 

イ 救助隊の誘導 

消防及び警察は、自主防災組織の協力を得ながら、被災地外から救助活動の応援に派遣さ

れた自衛隊、消防機関及び警察の部隊を災害現場に誘導する。 

ウ 救助活動の実施 

（ｱ） 消防機関、警察及び自衛隊の部隊は、自主防災組織等の協力を得ながら、連携して救助

活動を展開する。また、消防団員は、器具置場（車庫）等への参集途上に要救助者を発見

した場合は、地域住民や自主防災組織の協力を得て救助活動を実施する。 

（ｲ） 自主防災組織は、通行人等と協力して速やかに救助活動を実施する。また、消防機関等

救急・救助活動を行う機関から協力を求められた場合は、可能な限りこれに応ずるよう努

めなければならない。 

（ｳ） 災害の現場に居合わせ、救助すべき者を発見した者は、自らの安全を確保したうえで可

能な限り生き埋め者等の救出、負傷者の保護に当たるよう努めなければならない。また、

災害の現場で消防機関等救急・救助活動を行う機関から協力を求められた場合は、可能な

限りこれに応ずるよう努めなければならない。 

エ 惨事ストレス対策の実施 

救助・救急又は消火活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 

オ 職員の健康管理 

災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部隊は，新型コロナウィルス感染

症を含む感染症対策のため，職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

（5） 負傷者等の搬送 

ア 搬送先 

消防機関は、救助活動の初期における、被災地内の救護所の設置が進んでいない段階では、

負傷者を緊急告示病院等に搬送し、その設置が進んだ段階では、原則として負傷者を最寄り

の医療救護所に搬送する。医療救護所におけるトリアージを経た負傷者のうち重傷者等につ

いては、山形県災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンが負傷者の搬送先
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の調整を行った上で、災害拠点病院等に搬送する。ドクターヘリが被災地に到着し、現場で

ドクターが活動している場合は、現場にいるドクターの指示に従う。 

イ 搬送における留意点 

（ｱ） 消防機関は、重傷者等を救急病院等に搬送する場合、道路交通の混乱を考慮し、必要に

応じて警察に交通規制を行うよう協力を求める。なお、救急車による搬送が困難で、ヘリ

コプターの利用を必要とするときは、別途定める「大規模災害発生時におけるヘリコプタ

ー等の災害対策活動計画」に基づき、県が設置する「ヘリコプター等運用調整班」に対し

て搬送調整を依頼する。 

（ｲ） 救出した負傷者には応急手当を施し、直ちに救急車及び緊急車両等を活用して、救護所

へ搬送する。この場合、災害現場から最寄りの救護所までの搬送は、消防本部が消防団、

警察署、自主防災組織の協力を得て実施する。 

 

資料編：ドクターヘリランデブーポイント一覧 
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第７節 医療救護計画 

 

～ 一人でも多くの人を救命するために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

大規模な災害が発生した場合の困難な条件の下で、一人でも多くの人を救命及び治療すること

を最優先の目的とし、多数の傷病者にその時々の状況下における最大限の医療を提供するために

市及び医療機関等が実施する医療救護活動について定める。 

 

２ 医療救護計画フロー 
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３ 医療救護体制 

（1） 医療救護体制 

災害発生時に、次の応急医療体制にかかる措置を講ずるものとする。 

ア 施設の確保 

イ 医師の確保 

ウ 看護師の確保 

エ 医療救護班の編成 

オ 医療品及び医療器具の確保 

カ 救急搬送体制の確保 

（2） 医療救護班の編成 

ア 市長は、応急の医療を実施するため、機関ごとに医療救護班を編成する。 

イ 医療救護班としては、村山市医師会「災害救護隊」、日本赤十字社「医療救護班」が考えら

れる。 

ウ 班の編成は原則的に次の構成とする。 

医師：１名 保健師・看護師：３名 事務職員：１名 自動車運転手：１名 

合計：６名 

（3） 応援要請 

災害が予想以上に大規模で、医療救護班で対応できない場合、市長は、県を通じて「災害派

遣医療チーム（ＤＭＡＴ）」の派遣要請や「広域応援計画」による医療救護班の派遣を要請する。 

 

４ 医療救護所の設置 

（1） 設置場所 

村山市保健センターを中心に、避難所その他の災害地域周辺で安全な場所、医療機関のうち、

適当と思われる場所に救護所を設置する。 

（2） 医療救護及び助産活動 

医療救護は、原則的に医療救護班が、救護所において、次の方法で行う。 

ア 傷病者に対するトリアージの実施 

イ 傷病者に対する応急処置 

ウ 後方医療機関への転送の要否及び転送準備 

エ 転送が困難な傷病者及び軽傷者に対する医療 

オ 助産救護 

カ 死亡の確認及び遺体の検案 

 

５ 各医療関係施設等における活動 

（1） 医療救護所 

医療救護所は、救急救命期（発災から概ね３日間程度）においては、傷病者に対してトリア

ージを行い、傷病の程度に応ずる応急処置を施すとともに、重篤・重症等の傷病者をその緊急

度に応じ後方支援病院に搬送する窓口となる。 

また、救急救命期以降においては、収容避難所等においての内科系診療、健康管理が必要と

なる可能性があることから、市は、医療救護所の避難所への移設を考慮する。 
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（2） 被災地内の一般の医療機関 

ア 患者・職員の安全を踏まえ二次災害を防止したうえで、傷病者に対しトリアージを行い、

傷病の程度に応じ応急処置を施すとともに、後方支援病院への搬送手続きの実施、又は自ら

の病院等への収容等の対応を図る。 

また、後方支援病院となる場合は、傷病者の受入れ、手術・処置等の治療、入院措置等に

ついて可能な限り対応する。 

イ 自らの施設が被災し診療不能等となった場合は、市医師会等を通じて市の設置する医療救

護所で医療を提供する等の活動を行う。 

ウ 歯科診療所及び歯科を有する病院においては、歯科口腔外科等に係る救急傷病者に対応し

て応急処置・治療を提供するとともに、災害による義歯の破損・紛失について対応する。 

（3） 被災地内の災害拠点病院等 

被災地を圏内に含む当該二次医療圏における災害医療の中核として、圏内の他の病院、診療

所及び医療救護所と有機的に連携して次により傷病者に対する医療を提供する。 

ア 24時間緊急対応し、重篤な傷病者に救命医療を提供すること 

イ 傷病者等の二次医療圏内での受入れの拠点となること 

ウ 重症傷病者等の広域搬送の窓口となること 

エ 傷病者に対するトリアージ、応急手当及び治療を行うこと 

オ 状況に応じ、自己完結型の医療救護班を派遣すること 

（4） 被災地外の災害拠点病院等 

被災地外の災害拠点病院等は、次により傷病者の広域搬送の受入れ拠点として活動する。 

ア 搬送された重篤傷病者に対して 24時間緊急対応し、救命医療を行うこと 

イ 搬送された重症傷病者等に対し、必要に応じトリアージを実施して応急手当・治療を行う

とともに、二次医療圏内の他の医療機関、他の災害拠点病院、更に後方の医療機関等への搬

送手続を行うこと 

ウ 被災地へ自己完結型の医療救護班を派遣すること 

（5） ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）指定病院 

ＤＭＡＴ指定病院は、県の要請により、ＤＭＡＴを被災地内外に派遣する。 

派遣されたＤＭＡＴは、県の要請等により県外から派遣されたＤＭＡＴとともに、山形県災

害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンの調整の下、被災地内外での現場活動、

病院支援、域内搬送及び広域医療搬送を行う。 

（6） 被災地外の一般医療機関 

ア 災害拠点病院等から再搬送される傷病者を受入れ、治療を行う。 

イ 協定等に基づき、又は自らの判断により、被災地へ自己完結型の医療救護班を派遣する。 

 

６ 医薬品・医療資器材等の確保 

（1） 市は、医療救護活動に必要な医薬品・医療資器材等は、医師や保健師の携行によるほか、市

内薬局等からを調達し、必要な場合は県に支援要請を行う。 

（2） 県は、市又は医療機関等から医薬品・医療資器材等の供給要請を受けた場合は、あらかじめ

締結された協定に基づき、薬業関係団体に供給を要請し確保する。また、供給に当たっては、

一時集積配分所を決定し、医薬品・医療資器材等の供給拠点とする。ただし、輸血用血液につ

いては、日本赤十字社山形県支部に要請して確保する。 

（3） 県は、被災した医療機関の医療機器の損傷について、必要な修理が速やかに行われるよう、

関係団体に要請する。 
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７ 傷病者等の搬送 

（1） 傷病者等の搬送については、山形県災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾ

ンが一元的に調整を行う。 

（2） 医療機関は、原則として消防機関に傷病者の搬送を依頼する。 

（3） 市は、消防機関の救急隊等による傷病者の搬送が円滑に行われるよう努める。 

（4） 県は、医療救護班及びＤＭＡＴ、ＤＰＡＴの派遣、物資の輸送等に関し必要な場合は、通行

可能な道路等の情報を関係機関に提供する。 

また、必要な場合は、ヘリコプターを利用して、重症傷病者等の搬送、被災地への医療救護

班、ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴの派遣、並びに医療資器材の搬送等を行うよう必要な調整を行う。そ

の際は、別途定める「大規模災害発生時におけるヘリコプター等の災害活動計画」に基づき設

置する「ヘリコプター等運用調整班」に対して搬送調整を依頼する。 

（5） 県は傷病者等の広域搬送を行うため、広域医療搬送拠点（ＳＣＵ）を整備する。 

 

資料編：山形県広域消防相互応援協定 

山形県消防広域応援隊に関する覚書 

山形県消防防災ヘリコプター応援協定 

臨時ヘリポート一覧 

ドクターヘリランデブーポイント一覧 
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第８節 消火活動計画 

 

～ 火災被害を最小限にするために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震発生時の火災による被害を最小限にするため、市民、自主防災組織及び消防機関等が実施

する消火活動について定める。 

 

２ 消火活動計画フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 山形県広域消防相互応援協定等に基づく要請 

※２ 山形県緊急消防援助隊受援計画に基づく要請 

  



第２編 震災対策編 第２章 災害応急計画 

147 

３ 初期消火 

（1） 住民等による初期消火及び早期通報 

家庭、職場等においては、地震が発生したときは、コンロや暖房器具等の火を消す等の出火

防止及び初期消火に努めるとともに、火災が発生したときは次により対処する。 

ア 消防機関等へ速やかに通報（電話、駆け込み）するとともに、自身の安全を確保しながら、

近隣住民等に協力を求めて消火に努める。 

イ ブレーカーを切る、ガスの元栓を閉める等により、二次災害の防止に努める。 

（2） 自主防災組織等による初期消火 

地域の自主防災組織及び職場等の自衛消防組織は、自身の安全を確保しながら、消防機関が

到着するまでの間、あらかじめ定められた班編成等により、貯水槽等の消防水利、可搬式小型

動力ポンプその他の防災資機材を活用して初期消火に当たり、火災の延焼を防止するとともに、

付近住民の避難誘導及び救助活動を行う。 

 

４ 消防団による火災防ぎょ活動 

消防団は、消防本部と緊密に連携し、周辺住民に対し拡声器等により延焼の警戒を呼びかける

とともに、地域住民や自主防災組織等と協力し、迅速かつ効果的な火災防ぎょ活動に当たる。 

 

５ 消防本部による火災防ぎょ活動 

二次災害としての火災対策は、別に定める「村山市消防計画」による。 

 

６ 広域応援要請 

大規模な地震により災害が発生した場合には、火災及び負傷者の同時多発等により出動対象が

激増する一方、被災地域の消防機関は、職員や施設・資機材の被災、通信・交通の遮断等により

その機能が低下し、火災防ぎょ活動を十分に行えなくなることが予想される。 

このような場合、市長等は躊躇することなく他の市町村長等に対して広域応援を要請する。ま

た、被災地域以外の消防本部は、大規模な地震の発生を覚知したときは、広域応援要請に応じる

ことができる体制を速やかに整える。 

（1） 県内市町村等への応援要請 

市長は、自らの消防力のみでは十分に防ぎょし得ないと認める場合は、「山形県広域消防相互

応援協定」等に基づき、市町村長等に対して広域応援を要請する。 

（2） 応援受入体制 

知事又は被災市町村長は、緊急消防援助隊の応援が決定された場合は、「山形県緊急消防援助

隊受援計画」、「村山市消防本部緊急消防援助隊受援計画」及び「山形県緊急消防援助隊航空部

隊受援計画」に基づき、応援受入体制を整備する。 

 

資料編：山形県広域消防相互応援協定 

山形県消防広域応援隊に関する覚書 
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第９節 危険物等施設応急計画 

 

～ 危険物等施設の応急対策を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震に伴う危険物施設の被災による二次災害を防止するため、危険物等施設の管理者が防災関

係機関と協力して実施する災害応急対策について定める。 

 

２ 危険物等施設の災害応急対策 

（1） 市の対応 

ア 市は、被害が広範囲にわたり、引火、爆発又はそのおそれがある場合は、市民の安全を図

るため、施設関係者や関係機関と連絡をとり、立入禁止区域を設定するとともに、市民への

広報や避難立ち退きの指示を行う。 

イ 流出、転倒及び浮上したタンク等については、使用の停止を命じ危険物の排除作業を実施

させる。 

（2） 危険物等取扱事業所の応急対策 

ア 関係機関への通報 

危険物等取扱事業所等は、地震により被災した場合、消防機関、警察、市及び県等関係機

関並びに隣接事業所に、事故状況を直ちに通報又は連絡し、これらの機関との協力体制を確

立する。 

イ 市民への広報  

危険物等取扱事業所は、市民の安全のため、必要に応じ市、県及び報道機関の協力も得て、

市民への広報及び避難誘導を行うなど適切な措置をとる。 

ウ 自主防災活動の実施 

危険物等取扱事業所は、あらかじめ定めた自衛消防組織等の活動要領に基づき、自主防災

活動を行う。 

エ 危険物等施設の応急対策 

（ｱ） 危険物等取扱事業所は、地震発生時には、危険物等の取扱作業を中止し、設備の緊急停

止を行うとともに、直ちに応急点検を実施する。また、危険物施設等に損傷等異常が発見

されたときは、当該施設を補修し、又は危険物等の除去を行うなど適切な措置を行う。 

（ｲ） 危険物等取扱事業所は、危険物等による災害が発生した場合には、消火剤、オイルフェ

ンス、吸着剤及び油処理剤等を活用し、現状に応じた初期消火や流出防止措置を行う。 

（ｳ） 危険物等取扱事業所は、危険物の移送中に地震が発生したときは、直ちに応急措置を講

じて、付近の住民に避難等の警告を行うとともに、被災地を管轄する消防機関及び警察等

に連絡する。 

 

４ 個別の災害応急対策 

（1） 火薬類 

ア 販売所等における応急措置 

販売事業者は、地震による火災等が発生し、火薬庫や庫外貯蔵所等が被災するおそれが生

じた場合で、保管・貯蔵中の火薬類を安全な場所に移す余裕がある場合は、速やかにこれを

安全な場所に移し、見張り人を置き、関係者以外を立入禁止とする。ただし、道路が危険で

あるか又は搬出の余裕がない場合は、火薬類を付近の水中等に沈める等安全な措置を講ずる
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とともに、その措置内容について防災関係機関に速やかに報告する。 

また、火薬庫については、入口、窓等を目塗りで完全に密閉し、木部には防火措置を講じ

るとともに、必要に応じて周辺住民に避難するよう警告を行い、近隣火薬庫所有者に火薬類

の保管委託を行う。 

イ 消費場所における応急措置 

消費事業者は、地震による土砂崩れ等により火薬類が土中に埋没した場合には、火薬類の

存在する可能性のある場所を赤旗等で標示し、見張り人を置き、関係者以外を立入禁止とす

る。なお、土砂等を排除した後、現場の状況に応じた適切な方法で火薬類を回収又は廃棄す

る。 

ウ 運搬中における応急措置 

運転者は、運搬作業中に地震による事故等が発生した場合には、安全な場所に車両を移動

させるとともに、必要に応じて防災関係機関に通報する。また、車両が損傷を受ける等によ

り火薬類が落下・散乱した場合は、速やかに回収して一般人の取扱いによる事故を防止する

とともに、盗難防止等のため警戒監視を行いながら、運搬事業主等の指示を受けて対処する。 

エ 火薬庫における応急措置 

火薬庫は構造的に地震に強く、一般住宅からも保安距離が確保されているため延焼等の二

次災害は少ないと考えられるが、非常時の場合は、近隣火薬庫所有者に火薬類の保管委託を

行う。 

（2） 高圧ガス 

高圧ガス関係事業者は、必要に応じて高圧ガス関係団体の応援を受け、高圧ガスの性質（毒

性、可燃性及び支燃性）や状況に応じた応急措置を実施する。 

ア 高圧ガス製造施設、貯蔵施設等における措置 

高圧ガス関係事業者は、製造施設や貯蔵施設等が危険な状態になったとき、又はそのおそ

れがあるときは、直ちに製造等を中止するとともに、火災等が発生した場合は、消火や冷却

放水、安全放出及び高圧ガスの移動を行う。ガスが漏えいした場合には、緊急遮断等の漏え

い防止措置を実施するとともに、必要に応じ立入禁止区域や火気使用禁止区域の設定を行う。 

なお、防災要員以外の従業員は退避させ、発災した施設以外の設備の緊急総点検を行うと

ともに、必要に応じ県警察に連絡して交通規制等の措置を講じる。 

イ 販売事業者の容器置場における措置 

販売事業者は、高圧ガス容器が転倒しガス漏れ等が発生した場合には、直ちにガス漏れ遮

断等の措置を講じるとともに、容器を安全な場所に移動する等の措置を行う。なお、必要に

応じ担当作業員以外の従業員を退避させる。 

ウ 一般消費者における容器等の措置 

一般消費者は容器等に係るガス漏れ等の事故が発生した場合は、速やかに販売事業者又は

保安機関に連絡するとともに、必要に応じて消防機関等に通報し、付近住民が火気等を使用

しないよう呼びかける。 

エ 高圧ガスの移送中の措置 

高圧ガス輸送車の運転者は、移送中に地震による災害が発生した場合には、直ちに安全な

場所に車両を移動させるとともに、必要に応じて防災関係機関に通報する。また、車両に損

傷を受ける等により高圧ガスが漏えいした場合は、直ちにガス漏れを遮断する等の措置を講

じ、付近の住民等に避難指示等を行うとともに、県高圧ガス地域防災協議会及び防災関係機

関に通報する。 

（3） 放射線使用施設等 
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地震の発生に伴う放射線使用施設及び放射性同位元素に関する事故措置に当たっては、人命

危険の排除を図るとともに、関係機関と連携し、現況に即した応急対策を講じる。 

また、被害の拡大を防止するため、放射線施設等の管理者は、次の応急対策を講じ、迅速か

つ適切に被害の防除に努める。 

ア 施設の破壊により放射線源の露出、流出等が発生し、又はその危険がある場合は、被害の

拡大防止に努めるとともに、消防、県警察、市及び県等関係機関や文部科学省に通報する。 

イ 放射線被害を受けた者又は受けるおそれのある者が居る場合は、速やかに救出し、付近に

居る者に対し避難するよう警告する。 

ウ 放射線発生装置の電源を遮断し、余裕のあるときは放射性同位元素及び放射性同位元素装

備機器を安全な場所に移す。また、周辺を危険区域に設定してその旨を表示するとともに、

見張りを置いて関係者以外の立入りを禁止する。 

 

５ 危険物等流出応急対策 

河川等に大量の危険物等が流出又は漏えいした場合は、次により迅速かつ適切に被害の防止に

努める。 

（1） 事故関係者、事故発見者及び通報受理者は、速やかに市、消防機関、警察及び河川管理者等

関係機関に通報又は連絡する。 

（2） 防災関係機関、事業者及び危険物等取扱者は、それぞれの業務又は作業について、相互に密

接に連絡をとり、次の防除対策が迅速、的確に実施できるよう協力する。 

ア 危険物等の拡散を防止するため、オイルフェンス、むしろ、柵及び木材等の応急資機材を

展張する。 

イ オイルフェンス等により流出範囲を縮小した危険物等を、吸引ポンプ等により吸い上げ、

又は汲み取るとともに、必要により化学処理剤により処理する。 

ウ 流出した危険物等から発生する可燃性ガスの検知を行い、火災の発生や健康及び環境への

被害を未然に防止するため、必要な措置を講ずる。 

（3） 飲料水汚染の可能性がある場合は、県及び河川管理者は、被害のおそれのある水道用水取水

施設管理者に直ちに連絡し、取水制限等の措置を講ずる。 

（4） 水質汚濁防止法及び同施行令又は大気汚染防止法及び同施行令に規定される有害物質（石綿

を含む）が河川等の公共用水域に流出し、地下に浸透し、若しくは大気中に放出され、又はそ

れらのおそれのある場合は、河川管理者及び県村山総合支庁等は、原因者の究明、原因者の措

置状況の確認、原因者の指導のほか、必要に応じて環境モニタリング調査を実施するとともに、

その結果を被害防止対策に活用できるよう関係機関に速やかに通報し、防除対策の実施等に資

する。 

 



第２編 震災対策編 第２章 災害応急計画 

151 

第１０節 行方不明者等の捜索及び遺体対策計画 

 

～ 正確な情報で、速やかな身元確認を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

大規模な地震に伴う建造物の倒壊及び火災等により発生する多数の死者について、その遺体を

捜索、処置及び火（埋）葬するために、主として市が実施する災害応急対策について定める。 

 

２ 行方不明者、遺体等の捜索 

（1） 市は、警察及び関係機関の協力を得て、行方不明者及び遺体等（周囲の状況により既に死亡

していると推定される者を含む。）の捜索を行うとともに、県に対して捜索の対象人員、捜索地

域及び捜索状況を報告する。この際、必要により自衛隊に対する捜索活動への応援要請を行う

よう依頼する。 

（2） 捜索依頼等の受理 

ア 警察と協力して事情を聴取 

市は、災害により行方不明などの問合せ、また捜索依頼等については、村山警察署と協力

の上、聴取・記録する。 

イ 行方不明者の名簿作成 

市は、災害規模、被災地の状況に関する資料、安否情報により、行方不明者の名簿を作成

する。 

（3） 捜索隊の編成 

市は、村山警察署と連絡をとり、消防団、自主防災組織などの協力を得て、捜索隊を編成し

捜索を実施する。 

（4） 捜索用機材 

市災害対策本部の資機材が不足するときは、建設業協会を通じ建設業者の協力を得て、捜索

に必要な車両その他の器具を借用し実施するものとする。 

（5） 捜索 

捜索隊は行方不明者名簿に基づき捜索活動を行う。 

（6） 遺体発見後の処置 

ア 遺体発見に至ったときは、市災害対策本部長、警察署長に報告する。 

イ 発見した遺体は現地で一定の場所に集め、監視を行う。 

 

３ 遺体の処置等 

（1） 遺体の収容 

ア 市は、発見の報告があったときは、速やかに村山警察署に連絡するが、その検視（死体見

分）を待ち、必要に応じて、次の方法により、遺体を取り扱う。 

イ 遺体の検案（医師による死因その他の医学的検査）は現地等において、医療救護班が医師

会等の協力を得て実施し、死亡診断の他、洗浄、縫合、消毒等の必要な措置を行う。 

ウ 検案を行った遺体は、各防災関係機関の協力を得て、市が設置する安置所へ搬送する。 

（2） 遺体の安置 

ア 遺体安置所は、避難所、医療救護所とは別の場所に確保、設置するものとする。 

イ 安置場所は、可能な限り水、通信、交通手段を確保できる場所とする。また、検案業務の

ほか、身元不明の遺体収容所として使用可能な場所、なお、遺体安置所に適当な建物がない

場合は、天幕、幕張などの設備を設ける。 
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ウ 遺体の収容状況については、報道機関を通じて、市民に対する広報に努める。 

エ 遺体を安置し腐敗を防止するため、棺やドライアイスなど必要な物品を確保する。その場

合、葬儀関連会社に協力を求めていく。 

（3） 遺体の検案・処置等 

ア 警察官は、収容された遺体について、関係法令等に基づき検視を行う。 

イ 市は、医師会等の協力を得て、遺体の検案を行うとともに、検視及び検案を終了した遺体

について、洗浄、縫合及び消毒等の処置を行う。 

ウ 県は、市から応援要請を受け必要と認める場合は、協定に基づき山形県医師会、山形県歯

科医師会等に遺体の検案及び処置を要請する。 

エ 県警察は、山形県医師会及び山形県歯科医師会の協力を得て遺体の検視及び身元確認等を

行う。 

（4） 身元不明遺体の処理 

ア 身元不明の遺体については、市が村山警察署その他関係機関に連絡し、その取扱いについ

て協議する。 

イ 遺体の身元が判明しない場合は、行旅死亡人として取り扱う。また、被災地域以外に漂着

した遺体（例えば、河川の上流沿岸地域において災害が発生し、下流沿岸の市町村に漂着し

たような場合）で、身元が判明しない場合も行旅死亡人として取り扱う。 

 

４ 遺体の火（埋）葬 

（1） 災害による犠牲者の遺体は、死亡にかかる所定の手続きを経て、速やかに遺体の火（埋）葬

を行う。 

（2） 河北町ほか２市広域斎場組合の施設の能力を確認し、死亡者が多数のため、能力を超えたと

きは県と協議し近隣市町で火葬を行う。 

（3） 遺体の火（埋）葬を行う者がいないとき、又は判明しないときは、市が火（埋）葬を行う。 

（4） 市は、火（埋）葬が適切に行われるよう、死亡者の正確な把握に努め、相談窓口を開設し火

（埋）葬を支援する。 

（5） 市は、死亡者が多数のため、通常の手続では、遺体の腐敗等、公衆衛生上の問題が発生する

おそれがある場合、火葬・土葬（仮埋葬）許可手続を簡略化について、県を通じて厚生労働省

に協議する。 

（6） 災害救助法が適用された場合の遺体の火（埋）葬は、応急的処理程度のものを行い、棺及び

骨つぼ等の現物を実際に火（埋）葬する者に支給する。 

 

資料編：火葬場等の能力 

 

５ 広域相互応援協定 

市は、自らの力により行方不明者等の捜索、遺体の処置、埋葬の実施が困難なときは、「広域応

援体制」、「自衛隊災害派遣計画」により、応援を要請する。 

 

資料編：大規模災害時の山形県市町村広域相互応援に関する協定 
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第１１節 交通輸送計画 

 

～ 効率的な交通輸送を確保するために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

救急・救助、医療救護及び消火活動等の応急活動並びに被災者に対する水、食料及び生活物資

の供給等を迅速に展開することを目的にし、使用可能な交通資源が限られた状態で、迅速かつ効

率的な輸送を確保するために実施する災害応急対策について定める。 

 

２ 交通計画 

（1） 被害調査と把握 

市は、地震発生後交通パトロールなどにより、速やかに市内の道路等の被害状況について、

情報を収集するとともに、市が管理する道路について、あらかじめ定めた「点検マニュアル」

に基づき、緊急輸送道路を優先的に点検し被災状況を把握する。 

（2） 迂回路の選定 

市は、調査による被害状況に応じ村山警察署と協議し、適切な迂回路の選定を行う。 

（3） 交通規制 

被災地における道路の混乱を防止するために、救急車、消火活動車など災害応急対策車両の

優先通行の確保など、道路の保全、交通の危険防止のため、速やかに被災地の交通を規制する。 

規制行為 実施責任者 根拠法令 説  明 

緊急車両以外の車

両の道路における

通行の禁止又は制

限 

（道路の区間の指定） 

警察官 災害対策基本法 

第７６条 

第１項、２項 

 

道路交通法 

第４、５、６条 

災害が発生し、又はまさに発生しよ

うとしている場合において、災害応

急対策が的確かつ円滑に行われるよ

うにするために緊急の必要があると

認められるとき 

通行禁止等区域に

おける支障物件の

移動 

警察官 災害対策基本法 

第７６条の３ 

第１項、２項 

通行禁止区域等において、車両その

他の物件が緊急通行車両の通行の妨

害となることにより災害応急対策の

実施に著しい支障が生じるおそれが

あると認めるとき 

自衛隊 災害対策基本法 

第７６条の３、第３項 

上記において警察官がその場にいな

いときに限る。 

消防吏員 災害対策基本法 

第７６条の３、第４項 

上記において警察官がその場にいな

いときに限る。 

道路の通行の禁止

又は制限 

（道路の区間の指定） 

道路管理者 道路交通法第４６条 道路の保全と交通の危険防止のた

め、次に掲げる場合 

１．道路の破損、欠壊、その他の事由

により交通が危険であると認められ

る場合 

２．道路に関する工事のため、やむを

得ないと認められる場合 
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（4） 市民への広報 

道路、橋梁の被害状況、迂回路、交通規制などについては、第２節第２款「広報計画」によ

り周知に努めるものとする。 

 

３ 輸送計画 

（1） 輸送車両の調達 

市有車で不足する場合は、公共機関、市内業者（タクシー事業者、運送事業者など）、県トラ

ック協会、バス業者の車両を借り上げる。 

（2） 優先すべき輸送需要 

応急対策の各段階において優先すべき輸送需要は次のとおりとする。 

ア 応急対策活動期 

（ｱ） 救急・救助活動及び医療活動の従事者並びに医薬品等人命救助に要する人員・物資 

（ｲ） 消防及び水防活動等被害拡大防止に要する人員・物資 

（ｳ） 被災地外の医療機関へ搬送する重症傷病者 

（ｴ） 食料及び水等避難生活に必要な物資 

（ｵ） 傷病者及び被災者の被災地外への移送 

（ｶ） 自治体等の災害対策要員及びライフライン応急復旧要員等の応急対策要員並びに関連物  

  資 

（ｷ） 緊急輸送に必要な輸送施設の維持、輸送拠点の応急復旧及び交通規制等に必要な人員・ 

物資 

イ 復旧活動期 

（ｱ） 上記アの続行 

（ｲ） 災害復旧に必要な人員・物資 

（ｳ） 生活用品 

（ｴ） 郵便物 

（ｵ） 廃棄物の搬出 

（3） 輸送の方法 

ア 車両による輸送 

各班の配車要請を取りまとめ、市有車両と借上げ車両を手配して配車するものとする。 

イ 鉄道による輸送 

被災者や物資の輸送のために、車両の増結、臨時列車の増発など、必要な場合は、東日本

旅客鉄道株式会社山形輸送区、日本貨物鉄道株式会社新潟支店山形営業所と協議して適切な

措置を講ずる。 

ウ ヘリコプターによる輸送 

（ｱ） 緊急輸送が必要であるが、陸路による輸送が不可能であるときは、県を通じて、防災関

係機関が保有するヘリコプターでの輸送を要請する。 

（ｲ） 県と連携して、臨時へリポートを早期に確保し、受入体制を整備する。 

（4） 物資の集積蓄積場所 

ア 物資の輸送を円滑にするために、物資をあらかじめ指定された集積場所に輸送する。 

イ 物資集積場所が避難所として使用され、集積場所として利用できない場合は、隣接の公共

施設に設置する。 
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（5） 輸送ルート 

被災地への輸送ルート、被災地からの輸送ルートについては、村山警察署、各関係機関と協

議の上ルートを選定し、道路啓開、交通規制を実施しながら緊急ルートを確保する。 

（6） 応援の要請 

ア 市災害対策本部による応急対策だけでは対応困難時は、「広域応援計画」により、他市町村

や県に対し輸送車両の調達について協力を要請する。 

イ 要請に当たっての把握事項 

・輸送区間、借り上げ期間 

・輸送人員、輸送量 

・車両の種類、台数 

・集積場所、日時 

・その他必要事項 

 

資料編：市公用車リスト 

臨時へリポート一覧 
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第１２節 ライフライン施設の応急対策計画 

 

～ ライフラインの応急対策と復旧対策のために ～ 

 

第１款 給水・上水道施設災害応急計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震による災害が発生した場合に、被災者の生命維持及び人心安定の基本となる飲料水、医療

用水、消火用水及び生活用水等を確保するため、市が実施する災害応急対策について定める。 

 

２ 給水・上水道施設応急対策フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 活動体制の確立 

市は関係機関と連携調整し、必要に応じて公益社団法人日本水道協会山形県支部（以下「日水

協県支部」という。）の「災害時相互応援協定」（以下「応援協定」という。）に基づき、関係機関

に要員、応急資機材の応援を要請し、応援体制を敷く。 

（1） 第１節第２款「職員の動員配備計画」に基づき、迅速に職員を動員する。職員自身が被災す

る場合もあるため他課等の職員も動員し、必要な職員数の確保に努める。 

（2） 市のみでは、給水、復旧活動が困難な場合は、応援協定に基づき、日水協県支部に対し人員、

資機材の応援要請を行う。 

（3） 応援部隊等を的確に指揮できる体制を確立する。 

（4） 応援協定で定めている応援者の受入体制の確立に努める。 

（5） 市管工事業協同組合と連携し、復旧活動を行う。 

（6） その他については、「村山市水道施設災害対策マニュアル（平成２０年２月策定）による。 

 

資料編：日本水道協会山形県支部「災害時相互応援協定」 

水道施設の災害に伴う復旧応援協定（管工事組合） 
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４ 被害状況の把握 

市は、次により迅速かつ的確に上水道施設、道路等の被災状況を把握する。 

（1） テレメータ監視システム等による運転状況の把握 

（2） 職員等の巡視点検による被災状況の把握 

（3） 市民からの通報による、配水管や給水管等の漏水又は断水等被災状況の把握 

 

５ 緊急対策 

市は、被害の拡大と二次災害の防止のため下記の対策を講ずる。 

（1） 二次災害の防止対策 

ア 浄・配水施設等で火災が発生したときは速やかに消火活動を行う。 

イ 水道用薬品や水質分析用薬品等の漏洩防止の対策を講じる。 

ウ 緊急遮断弁を全閉し、配水池で浄水を確保する。 

（2） 被害発生地区の分離 

被害状況を把握し、被害が小さく継続して給水が可能な地区と、被害が大きく継続給水が不

可能な地区を選別し、制水弁の開閉による配水地区を切り離し、配水地からの浄水の漏出防止

を図る。 

 

６ 応急対策 

市は、被災施設や被災住民数等を的確に把握し、地区別に考慮した応急給水計画及び応急復旧

計画を策定のうえ、速やかに応急対策を実施する。 

（1） 応急給水 

市は、衛生対策、積雪等の気候条件及び要配慮者の状況について十分配慮し、給水の優先順

位を決定するとともに、被災状況に応じて地区別に給水方法を選定し、次により被災者に飲料

水等の生活用水を給水する。 

ア 応急給水の準備 

（ｱ） 既存水源及び緊急代替水源の確保 

（ｲ） 既存浄水施設及び他水道事業者からの緊急受水の確保 

（ｳ） 配水池及び耐震貯水槽等の貯水施設の確保 

（ｴ） 給水車等による応援給水の確保 

（ｵ） 水質の衛生確保 

（ｶ） 災害時協定締結業者へペットボトル入り飲料水を要請 

イ 給水方法 

被害状況に応じ、地区別に拠点給水、運搬給水、仮設給水及び協定に基づくペットボトル

入り飲料水の供与を効率的に組み合わせ給水する。 

（ｱ） 拠点給水 

配水池、耐震性貯水槽及び指定避難所に給水施設を設置して給水を行う。また、緊急代

替水源等には浄水機等を稼働させ、給水基地を設営して給水する。 

（ｲ） 運搬給水 

給水車、給水タンク搭載車等により飲料水を被災地に運搬し、給水する。 

（ｳ） 仮設給水 

応急復旧した水道管に仮設給水栓を設置して給水する。また、状況に応じて給水栓数を

増減させる。 

（ｴ） 協定に基づくペットボトル入り飲料水の供与 

市は、協定に基づくペットボトル入り飲料水を避難所等において配布する。 

ウ 優先順位 

医療施設、社会福祉施設及び避難所へ優先的に給水する。 

エ 飲料水及び応急給水用資材の確保 

（ｱ） 飲料水の確保 

被災直後は配水池や耐震性貯水槽等で飲料水を確保し、その後は被災しなかった上水道

施設及び緊急代替水源等により飲料水を確保する。 
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（ｲ） 応急給水用資材の確保 

市が確保している応急給水用資材で不足する場合は、速やかに日水協県支部に応援を要

請し、飲料水運搬容器等の応急給水資材を調達する。 

オ 飲用井戸及び受水槽等による給水 

飲用井戸及び受水槽については、地震による水質悪化や汚染が懸念されるため、水質検査

を行い、水質基準に適合していた場合に給水する。やむをえず飲用する場合は、煮沸消毒を

実施し、又は滅菌剤を添加したうえで飲用に供する。 

カ 飲料水の衛生確保 

給水する飲料水の残留塩素濃度を測定し、残留塩素が確保されていない場合は、簡易型滅

菌設備又は塩素滅菌剤等により滅菌を徹底したうえで応急給水する。 

キ 生活用水の確保 

市は、区域内の井戸水、工業用水等の水道水源以外の水及び雨水等に滅菌剤を添加した水

を、生活用水に利用する。 

ク 地域性及び積雪期への配慮 

 山間地等の孤立するおそれのある集落等へは、必要により、飲料水の空輸又は浄水装置に

よる給水等を行う。 

ケ 要配慮者等に対する配慮 

要配慮者への給水に当たっては、ボランティア活動の協力を得るなどにより、優先的な応

急給水ができるよう配慮する。また、中高層住宅の利用者への給水に当たっては、住民相互

の協力を得るなどにより、円滑な応急給水ができるよう配慮する。 

（2） 応急復旧 

市は、応急復旧の優先順位を明確にし、衛生対策や積雪期の対応等に十分配慮して、関係機

関と連携調整を図りながら、次により迅速に応急復旧を行う。 

ア 応急復旧計画の準備 

（ｱ） 応急復旧用図面、配水管図面及び応急復旧マニュアル等の準備 

（ｲ） 復旧用資機材の調達 

イ 応急復旧範囲の設定 

市による応急復旧は、災害救助法が適用された場合を除き、配水管までを原則とし、給水

装置の復旧は所有者が行う。 

ウ 復旧作業手順 

原則として取水施設、導水施設及び浄水施設を最優先に復旧し、次に送水管、配水管及び

給水装置の順に作業を進める。 

エ 優先順位 

医療施設、社会福祉施設、避難所及び応急給水拠点等の復旧作業を優先的に行う。 

オ 積雪期における配慮 

積雪期の応急復旧作業には除雪作業が必要となるため、除雪要員を確保するとともに、道

路管理者等の関係機関と連絡調整を行う。 

カ 応急復旧後の衛生確保 

応急復旧後の通水に当たっては、飲料水の残留塩素濃度を測定し、基準値以上になるよう

滅菌を強化する。 

キ ライフライン関係機関相互の情報交換 

電気、ガス及び下水道等ライフライン施設の管理者間で、相互に被害状況及び復旧状況を

情報交換し、総合的に応急復旧計画を策定する。 

 

７ 市民への広報 

市は、住民に対し、断減水の状況、応急給水計画、応急復旧の見通し及び飲料水の衛生対策等

について広報し、住民の不安の解消に努める。 

（1） 被災直後の広報 

ア 局地的な断減水の状況、応急給水計画及び飲料水の衛生対策の情報を防災行政無線、チラ

シ、回覧版及び広報車等により迅速に広報する。（第２節第２款「広報計画」） 

イ ラジオ、テレビ等の報道機関の協力を得て、多元的に広報するよう努める。 
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（2） 長期的復旧計画の広報 

長期的かつ広域的な復旧計画等の情報を市報、報道機関、ホームページ等を利用して広報す

る。 

（3） 情報連絡体制の確立 

市は県と、被害状況、応援要請及び住民への広報等に当たっては、相互の密接な連絡調整を

図るため、相互の連絡体制を確立する。 
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第２款 下水道施設災害応急計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震に伴う下水道施設の被災による社会活動への影響を軽減するために実施する、下水道施設

の災害応急対策及び復旧対策について定める。 

 

２ 下水道施設災害応急計画フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 活動体制の確立 

（1） 「職員の動員配備体制計画」に基づき、迅速に職員を動員する。 

（2） 必要に応じて、県内の下水道管理者、下水道工事事業者に応援協力を依頼する。 

（3） 地震による被害の規模が大きく、県内の下水道管理者のみでは対応不可能なときは、「北海道

東北ブロック下水道災害時支援連絡会議」における申し合わせに基づき、県に広域応援を要請

する。 

 

４ 被害状況の把握 

市は、発生から復旧にいたる各段階に応じて、被災状況を調査する。 

（1） 第一段階（緊急点検、緊急調査） 

処理場及びポンプ場について、被害の概要を調査把握し、大きな機能障害や人的被害につな

がる二次災害防止のための点検調査を行う。 

管渠及びマンホールについては、主に地表からの目視により、マンホールからの溢水状況の

把握、被害の拡大及び二次災害防止のための点検を実施するとともに、道路など他施設に与え

る影響の調査や重要な区間の被害概要を把握する。 

（2） 第二段階（応急調査） 

処理場及びポンプ場については、施設の暫定機能確保のための調査を、管渠については、被

害の拡大及び二次災害防止のための調査（管内、全マンホールまで対象を広げる。）並びに下水

道の機能的、構造的な被害程度の調査を行う。 

（3） 第三段階（本復旧のための調査） 

管渠については、マンホール内目視、テレビカメラ調査及び揚水試験を行う。 
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５ 応急復旧対策 

（1） 前項の調査結果に基づき、下水道の復旧工事の方法を検討する。 

（2） 本復旧までの間、一時的に処理を確保することを目的とする。 

（3） 処理場ポンプ場については、可搬式ポンプの設置、予備電源の設置、仮設配管の布設による

揚水機能の復旧及び固形塩素剤による消毒機能の回復を行う。 

（4） 管渠及びマンホールについては、可搬式ポンプや吸引車による下水の排除、管内の土砂浚渫

及び臨時の管路設置を行う。 

（5） 処理場及びポンプ場の本復旧は、本来の機能の回復を目的とする。 

（6） 同様に、管路の本復旧も管路施設を原形に回復することを目的とする。 

（7） 復旧は、原則として災害査定を受けた後に順次行われるものであり、被害の形態と程度に応

じた復旧方法を設定する必要があるが、地震被害の再発防止又は将来計画を考慮して施設の改

良を行う場合は、新規に計画している別の施設へ変更することも考えられるので、構造物や設

備の重要度及び健全度等を検討のうえ実施する。 

 

６ 市民への広報 

被災状況、復旧方針及び復旧状況を地域住民に理解してもらうことは、市民生活を安定させる

とともに、復旧に対する支援を得るために極めて重要である。このため、市は、第２節第２款「広

報計画」に基づき、次により広報する。 

（1） 下水道施設の汚水排除機能の停止、処理場の処理機能の低下により、復旧作業の長期化が予

想される場合には、水洗トイレや風呂などの使用を極力避けるように市民に協力を求めるため

に、広報活動を行う。 

（2） 利用者が下水道施設の異常を発見した場合に、市をはじめ下水道関係機関・団体へ通報する

よう呼びかける。 

（3） 長期的かつ広域的な復旧計画などの情報を市報、報道機関、ホームページを利用して広報す

る。 
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第３款 その他のライフライン施設災害応急計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震による災害が発生した場合に、電力、電話、ガス供給などの施設の被害を最小限に留め、

日常生活及び産業活動上欠くことができないこれらの供給を円滑に実施するため、災害応急対策

について定める。 

 

２ 電力供給施設の災害応急対策 

（1） 被災情報の収集、連絡 

災害が発生した場合、電気事業者（東北電力ネットワーク株式会社）は、電力施設等の被害、

停電による影響、気象情報その他災害に関する情報を迅速かつ的確に把握し、災害対策組織に

集約するとともに、市及び関係機関へ連絡する。 

また、電気事業者は必要に応じて市災害対策本部に連絡員を派遣し、被災情報や応急対策実

施状況等に関する情報の交換を行う。 

（2） 広報活動 

停電による社会不安の除去、公衆感電事故及び電気火災防止のため、電力施設被害状況及び

復旧状況について、テレビ・ラジオ、ホームページ、新聞等の媒体により広報活動を行う。 

（3） 応急対策 

災害が発生した場合、電気事業者は、被害施設及び設備等に対する状況を速やかに調査把握

し、応急工事を実施するなどして、電力供給確保に努める。 

また、電気事業者は、復旧資材置場及び仮設用用地が緊急に必要となり、その確保が困難な

場合は、災害時の協力に関する協定に基づき市に確保を依頼する。 

（4） 復旧順位の設定 

電力の供給を優先する施設は、原則として病院、医療機関、公共機関及び避難所等の重要施

設とするが、災害状況、各電力設備の被害状況及び被害復旧の難易を勘案して、効果の最も大

きいものから復旧を行う。 

（5） 復電時の危険予防 

電気の供給は、原則として災害発生時にも継続するが、二次災害の危険が予想され県、市、

警察及び消防機関等から要請があった場合は、送電停止等適切な危険予防措置を講ずる。 

 

３ 液化石油ガス供給施設の災害応急対策 

（1） 被災状況の把握 

液化石油ガス販売事業者等（以下「ガス事業者等」という。）は、充填施設及び販売施設（容

器置場）並びに消費者の供給設備及び消費設備を巡回し、ガス漏洩検知器等による調査・点検

を行い、被害状況の把握に努めるとともに、一般社団法人山形県ＬＰガス協会及び山形県高圧

ガス地域防災協議会（以下「関係協会」という。）に緊急連絡を行う。 

また、災害が発生した場合は、警察、市消防本部及び村山総合支庁に直ちに通報するととも

に、必要に応じて付近の住民に避難するよう警告する。 

（2） 利用者への広報 

ガス事業者は、近隣の住民や販売先の消費者に対し、二次災害の防止について広報を行う。 

また、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、近隣の住民に、災害の状況、避難

の必要性の有無及び応急対策の実施状況等について広報する。被害が拡大するおそれがある場

合には、必要により関係協会、市、県及び報道機関の協力を得て広報を行う。 
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（3） 緊急措置の実施 

被害状況調査の結果、ガス設備が危険な状態にあると判断された場合は、容器を撤去し、爆

発や流失等のおそれがない安全な場所へ一時保管するとともに、状況によりガス漏れや火災に

も対応する。 

 

４ 電気通信施設の災害応急対策 

（1） 被害情報の収集、連絡 

災害が発生した場合、東日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ」という。）は、通信施設及び

通信設備の被害状況を迅速かつ的確に把握し、市及び関係機関へ連絡する。 

（2） 災害時の広報活動 

災害により、通信サービスに支障が生じた場合、ＮＴＴは次の事項を報道機関及び市の協力

を得て、テレビ、ラジオ、新聞、防災行政無線、ホームページ及びＮＴＴの広報車などで地域

住民に広報を行う。 

ア 通信の疎通及び利用制限の措置状況 

イ 電気通信設備等の応急復旧状況等 

ウ 特設公衆電話設置状況 

エ 災害用伝言ダイヤル（１７１）の開設状況 

（3） 応急対策 

災害が発生した場合、ＮＴＴは通信施設及び通信設備の被害状況を把握し、災害対策機器に

より応急復旧を行い、通信の確保に努める。 

 

【東日本電信電話株式会社山形支店の災害応急対策】 

１ 被災地通信設備の監視と通信網の遠隔装置 

電気通信設備を常時監視し、被災状況を把握するとともに、通信を確保するため、遠隔

切替制御、通信規制及び音声案内等の措置を行う。 

２ 災害時組織体制の確立 

災害が発生し、又は発生するおそれのある場合は、組織の体制を確立し、迅速かつ的確

な応急活動を実施する。 

３ 被災状況の把握 

被災の概要について、社内外からの被害に関する情報を迅速に収集する。 

４ 災害時広報活動 

災害に伴い電気通信サービスに支障を生じた場合は、次の事項について掲示及び広報車

により地域の利用者に広報するとともに、報道機関の協力を得て、テレビ・ラジオ、ホー

ムページ及び新聞掲載等により広域な広報活動を行う。 

（1） 被害状況及び復旧見込み 

（2） 特設公衆電話の設置状況 

（3） 災害用伝言ダイヤル（１７１）の運用開始 

（4） 利用者に対する協力要請事項 

（5） その他必要な事項 

 

 

 



第２編 震災対策編 第２章 災害応急計画 第１３節 生活支援関係 

164 

第１３節 生活支援関係 

 

～ 生活に必要な支援を図るために ～ 

 

第１款 応急給水計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

市は、被災地域や被災住民数等を的確に把握し、被害状況に応じた給水計画を策定のうえ、速

やかに応急対策を実施する。 

 

２ 応急給水計画 

市は、衛生対策、積雪等の気候条件及び要配慮者の状況について十分配慮し、給水の優先順位

を決定するとともに、被害状況に応じて地区別に給水方法を選定し、次により被災者に飲料水等

の生活用水を給水する。 

（1） 応急給水の準備 

ア 既存水源及び緊急代替水源の確保 

イ 既存浄水施設、他水道事業者からの緊急受水の確保 

ウ 配水池及び耐震性貯水槽等の貯水施設の確保 

エ 給水車等による応援給水の確保 

オ 水質の衛生確保 

カ 災害時協定締結業者へペットボトル入り飲料水を要請 

（2） 給水方法 

被害状況に応じ、地域別に拠点給水、運搬給水及び仮設給水及び協定に基づくペットボトル

入り飲料水を効率的に組み合わせて給水する。 

ア 拠点給水 

配水池、耐震性貯水槽及び指定避難所に給水施設を設置して給水を行う。また、緊急代替

水源等には、浄水機等を稼動させ、給水基地を設営して給水する。 

イ 運搬給水 

給水車、給水タンク搭載車等により、飲料水を被災地に運搬して給水する。 

ウ 仮設給水 

応急復旧した水道管に仮設給水栓を設置して給水する。また、状況に応じて給水栓を増減

させる。 

エ 協定に基づくペットボトル入り飲料水の供与 

市は、協定に基づくペットボトル入り飲料水を避難所等において配布する。 

（3） 優先順位 

医療機関、福祉施設、老人施設及び避難所へ優先的に給水する。 

（4） 飲料水及び応急給水用資材の確保 

ア 飲料水の確保 

被災直後は配水池や耐震性貯水槽で飲料水を確保し、その後は被災しなかった水道施設及

び緊急代替水源等により飲料水を確保する。 

イ 応急給水用資機材の確保 

市が確保している応急給水用資機材が不足する場合は、公益社団法人日本水道協会山形県

支部に応援を要請し、必要な応急給水資機材を調達する。 
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（5） 飲用井戸及び受水槽等による給水 

飲用井戸及び受水槽については、地震による水質悪化や汚染が懸念されるため、水質調査を

行い、水質基準に適合した場合に給水する。やむをえず飲用する場合は、煮沸消毒を実施し、

又は消毒剤を添加したうえで飲用に供する。 

（6） 飲料水の衛生確保 

給水する飲料水の残留塩素濃度を測定し、残留塩素が確保されていない場合は、簡易型消毒

設備又は塩素消毒剤等により消毒を徹底したうえで応急給水を行う。 

（7） 生活用水の確保 

市は、区域内の井戸水、工業用水等の水道水源以外の水及び雨水等に消毒剤を添加した水を、

水洗トイレの流し水や手洗水等に利用する。 

（8） 要配慮者への配慮 

高齢者等の要配慮者や中高層住宅の利用者への給水に当たっては、ボランティア活動や地域

住民の協力に基づいて、迅速に応急給水できように配慮する。 

 

資料編：日本水道協会山形県支部「災害時相互応援協定」 
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第２款 食料供給計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

災害により食料を確保することが困難となった場合における災害応急対策について定める。 

 

２ 食料供給計画フロー 
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３ 食料の調達及び配分 

（1） 調達方法 

市は、食料供給対象者数を確認し食料供給数量を決定した後、災害時における供給に関する

協定を締結している製造・流通関係業者（以下「協定締結業者」という。）等から以下により調

達を実施する。 

ア 米穀類、弁当等 

農業協同組合、山形県米穀商業協同組合、小売業者、製造業者と平時から連絡を緊密にし

て、必要が生じた場合、速やかに調達するものとする。 

イ その他の食品 

パン類、乾麺類、副食品、粉乳等については、協定締結業者と平時から連絡して、必要が

生じた場合、速やかに調達するものとする。 

（2） 供給品目例 

市は、避難所の設置状況や要配慮者等を考慮し、以下の品目を参考に調達する。 

また、アレルギーや疾病、育児等によって食に配慮を要する人向けの食品や栄養バランスに

配慮するための生鮮食料品等についても、必要に応じ可能な限り調達する。 

ア 弁当、米穀、食パン、麺類（即席めん、そば、乾麺）、飯缶、乾パン 

イ 乳幼児ミルク、牛乳 

ウ 副食品（缶詰、漬物、佃煮、野菜） 

エ 調味料（味噌、醤油、塩、砂糖） 

（3） 地域内輸送拠点の開設 

必要に応じて地域内輸送拠点を速やかに開設し、食料の輸送体制を確保する。 

（4） 炊出しの実施 

ア 学校給食共同調理場における炊出し 

避難所が学校施設である場合は、既存の施設を利用して炊出しを行う。また、その他の避

難所については、農業協同組合など業者や仮設給食施設で調理し輸送する。 

イ 避難所等その他の炊出し 

避難所での炊出しは、自主防災会、自治会、婦人会、ボランティアその他民間協力者に要

請して炊出しを実施する。 

（5） 配布の方法 

調達した食料の輸送方法、集積場所は、第１１節「交通輸送計画」によるものとし、食料品

は各避難所等で配布する。 

ア 配布の対象者 

（ｱ） 避難所収容者 

（ｲ） 住宅に被害を受けた、炊事困難者 

（ｳ） 応急対策に従事する者 

（ｴ） その他、市長が特に認めた者 

イ 食料の配分 

被災市民への食料配分については以下の事項に留意する。 

（ｱ） 避難所等における食料の受入を確認、需給の適正化を図るための責任者の配置 

（ｲ） 市民への事前周知による公平な配分 

（ｳ） 要配慮者への優先配分 

（ｴ） 避難所で生活せず食事のみ受け取りに来ている被災者等への配分 
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４ 広域応援体制 

市は、自ら対応できない場合は第１節第３款「広域応援計画」及び第４款「自衛隊災害派遣計

画」により、近隣市町、県、日本赤十字社に対して、次の順序で業務要員、資機材、食料の確保

について、応援要請を行う。 

（1） 市町村応援協定に基づき、応援調整を担当する市町村を通じて応援要請する。 

（2） 応援要請する際は次の事項を明示する。 

ア 食料の応援要請 

品目、数量、引渡期日・場所、その他参考とする事項 

イ 炊き出し用具等の応援要請 

人員、器具、数量、期間、場所、その他参考とする事項 

（3） 被害が広範囲に及ぶ市町村間の応援が困難な場合、又は市町村間の応援だけでは不足が見込

まれる場合は、県に対して必要な食料の供給応援要請を行う。 

（4） 震災初期等、大量に炊き出しが必要となり、炊き出し要員が不足する場合は、日本赤十字社

山形県支部、ボランティアの協力を得て炊き出しを実施する。また、必要に応じて、知事に対

して自衛隊の派遣要請を依頼する。 

 

５ 国によるプッシュ型支援 

国は、県及び市町村において、正確なニーズの把握や要請を行うことに時間を要することや、

民間供給能力の低下により、必要な食料の迅速な調達が困難と想定される場合においては、被災

者数や引渡場所等の可能な限りの入手情報等に基づき、被災地からの要請がなくても、食料の供

給を確保し、輸送を開始する。（プッシュ型支援） 

市は、必要な情報について可能な限り国に提供することとし、要請に基づく支援（プル型支援）

へ早期に切り替えるよう避難者数、ニーズ等の情報収集を行うこととする。 

 

資料編：大規模災害時の山形県市町村広域相互応援に関する協定 
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第３款 生活必需品等物資供給計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震により被災した市民等が、生活必需品を確保することが困難となり、日常生活に支障を生

じ、又は支障を生ずるおそれがある場合において、生活必需品の物資（以下この款において「物

資等」という。）を市民等に供給する。 

 

２ 生活必需品等物資供給計画フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 生活必需品等の調達及び配分 

（1） 調達の方法 

市は、生活必需品等の供給対象者数を確認して供給品目及び数量を決定した後、あらかじめ

優先供給に関する協定締結等している製造・流通業者（以下「協定締結業者」という。）等から

の調達を実施する。なお、市内の流通、小売関係者などと平時からの連絡を密にして、必要が

生じた場合、速やかに調達するものとする。 

また、発災からの期間により必要な物資が異なることから、ニーズ及び不足している物資を

把握し必要とされている物資の調達に留意する。 
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（2） 供給の内容例 

市は、避難所の設置状況や要配慮者の状況等及び避難者の年齢、性別、サイズ等を考慮し、

次の品目を参考に調達する。 

物 資 名 品  目 

寝具 毛布、布団 等 

被服 肌着等 

炊事用具 鍋、炊飯器、包丁 等 

食器 茶碗、皿、はし 等 

保育用品 ほ乳びん、紙おむつ 等 

光熱器具・材料 マッチ、ローソク、コンロ、液化石油ガス等 

日用品 石鹸、タオル、ちり紙、生理用品、歯ブラシ 等 

医薬品 包帯、救急絆創膏、三角巾 等 

トイレ 簡易トイレ 

暖房器具 石油ストーブ等 

（3） 地域内輸送拠点の開設 

必要に応じて地域内輸送拠点を速やかに開設し、物資等の輸送体制を確保する。 

（4） 配布の方法 

調達した物資等の輸送方法や集積場所などは、第１１節「交通輸送計画」によるものとし、

配布は各避難所で配布するものとする。 

ア 配布の対象者 

（ｱ） 避難所収容者 

（ｲ） 住宅に被害を受け、被服、寝具その他生活上必要な最小限度の家財道具を喪失した者 

（ｳ） その他必需品を災害で失い、日常生活を営むことが困難な者 

イ 物資等の配分 

被災市民への物資の配分に当たっては、次の事項に留意する。 

（ｱ） 避難所には受入確認、供給の適正化を図るために責任者を配置する。 

（ｲ） 市民に事前周知等により公正な配布を行う。 

（ｳ） 要配慮者への優先配分 

（ｴ） 避難所で生活せず生活必需品等のみ受け取りに来ている被災者等への配分 

  

４ 広域応援体制 

市は、自らのみで対応できない場合は、第１節第３款「広域応援計画」により行い、次の手順

で物資の確保について、応援を要請する。 

（1） 山形県市町村広域応援協定に基づき、被災市町村応援調整市町村を通じて応援要請を行う。 

（2） 応援要請する際は次の事項を明示して行う。 

品目、数量、引渡し期日、引渡し場所、その他参考となる事項 

（3） 被害が広範囲に及び市町村応援協定の応援が困難な場合、又は市町村間の応援だけでは不足

が見込まれる場合は、県に対して必要な物資等の供給応援要請を行う。 

 

資料編：大規模災害時の山形県市町村広域相互応援に関する協定 

  



第２編 震災対策編 第２章 災害応急計画 第１３節 生活支援関係 

171 

５ 日本赤十字社に対する救援物資の要請 

日本赤十字社山形県支部地区長（市長）は、毛布及び緊急セット等の救援物資の必要量を調査

し、日本赤十字社山形県支部へ要請する。 

 

６ 国によるプッシュ型支援 

国は、県及び市町村において、正確なニーズの把握や要請を行うことに時間を要することや、

民間供給能力の低下により、必要な食料の迅速な調達が困難と想定される場合においては、被災

者数や引渡場所等の可能な限りの入手情報等に基づき、被災地からの要請がなくても、食料の供

給を確保し、輸送を開始する。（プッシュ型支援） 

市は、必要な情報について可能な限り国に提供することとし、要請に基づく支援（プル型支援）

へ早期に切り替えるよう避難者数、ニーズ等の情報収集を行うこととする。 
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第４款 保健・防疫計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震による災害が発生した場合において、被災地市民の心身の健康を保つために、実施する防

疫、食品衛生及び精神保健等の保健衛生対策について定める。 

 

２ 保健衛生計画フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 被災状況等の把握 

災害発生時における保健衛生対策を的確に実施するため、市は、以下の事項について被害状況

等を把握する。 

（1） ライフラインの被害状況 

（2） 避難所の設置及び収容状況 

（3） 仮設トイレの設置及び浸水家屋の状況 

（4） 防疫用資器材取扱店等の被害状況 

（5） 特定給食施設の被害状況 

（6） 食品及び食品関連施設の被害状況 

 

４ 活動体制の確立 

（1） 巡回保健班の編成 

被災地域の避難所、仮設住宅等を巡回し、健康相談や保健指導を行うため、市及び保健所は

連携して、保健師を中心とし、必要に応じ医師、管理栄養士、精神保健福祉相談員等を加えた

巡回保健班を編成する。 
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（2） 防疫班の編成 

災害により防疫が必要な時には、市は村山保健所、医師会等の協力の下、以下のとおり市災

害対策本部内に防疫班を編成する。 

ア 防疫班は、医師：１名 保健師及び看護師：２名 事務員１名で編成する。 

イ 防疫の実施に当たっては、被災戸数、防疫活動の実態について、保健所へ速やかに連絡す

るものとする。 

 

５ 防疫等資器材の確保 

市は、防疫及び保健衛生資器材（以下「防疫等資器材」という。）が不足する場合は、保健所に

確保を要請する。 

保健所は、管内市町村で防疫等資器材を賄うことができない場合は、県に確保を要請し、県は

県医薬品卸業協会に防疫等資器材の供給を要請する。 

 

６ 保健衛生対策の実施 

市は、被災地、特に指定避難所においては、生活環境の激変に伴い被災者が心身双方の健康に

不調を来す可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに、被災者の健康

状態を十分把握し、必要に応じ救護所等の設置や心のケアを含めた対策を行うものとする。 

特に、高齢者、障がい者、子ども等要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必

要に応じ福祉施設等への入所、介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ＮＰＯ・ボ

ランティア等の協力を得ながら、計画的に実施する。 

（1） 健康相談・保健指導 

巡回保健班は、計画を立てて被災地域の避難所、仮設住宅等を巡回し、健康相談や保健指導

を行う。巡回健康相談では、被災者の健康確保を最優先とし、次により被災者の健康状態の確

認と必要な保健指導を実施する。また、適切な処遇を行うため、必要に応じ、医療救護、感染

症予防、栄養指導及び福祉対策の各関係者と連絡調整を図る。 

ア 寝たきり者、障がい者、乳幼児、妊産婦、人工透析患者等、要配慮者の健康状態の把握と

保健指導 

イ 結核患者、難病患者、精神障がい者等に対する保健指導 

ウ 感染性胃腸炎・インフルエンザ等感染症予防の保健指導 

エ 有症状者への受診勧奨、悪化予防の保健指導 

オ 不安除去等メンタルヘルスへの対応 

カ 口腔保健指導 

キ 急性肺血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）予防の保健指導 

（2） 避難所等生活環境の整備 

巡回保健班は、避難所、仮設住宅等において次の状況を把握し、被災者へ指導・助言をする

とともに、保健所担当者等と連携して適切な生活環境を確保する。 

ア 食生活の状況（食中毒の予防） 

イ 衣類、寝具の清潔の保持 

ウ 身体の清潔の保持 

エ 室温、換気等の環境 

オ 睡眠、休養の確保 

カ 居室、便所（仮設トイレを含む）等の清潔 

キ プライバシーの保護
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（3） 防疫対策 

ア 感染症の発生予防対策 

防疫班は、感染症の発生を未然に防止するため、避難所、浸水地区、衛生状態の悪い地区

を中心に、次の感染症予防対策を実施する。 

（ｱ） パンフレット、リーフレット等を利用して、飲み水や食物への注意、手洗いやうがいの

励行を指導する。台所、トイレ、その他の不潔な場所の消毒・滅菌方法を指導する。 

（ｲ） 避難所開設後は、直ちにトイレなど不潔な場所の消毒を行い、以後、適宜消毒を実施す

るものとする。 

（ｳ） 被災家屋、下水その他の不潔な場所の消毒、又は消毒剤の配布を行い、消毒を指導する。 

（ｴ） 道路、水路、溝、公園等の公共の場所を中心に消毒・滅菌方法を実施する。 

（ｵ） 消毒・滅菌の実施に当たっては、ごみの処理、し尿の処理を重点に実施する。 

（ｶ） 県で定めた地域内での有害虫などの駆除を行う。 

イ 疫学調査・健康診断の実施 

防疫班は保健所と連携し、感染症を早期に発見しまん延を防止するため、避難所の被災者、

災害発生地区の市民に対して、必要により、緊急度の高い場所から疫学調査及び健康診断を

実施する。 

ウ 予防接種の実施 

災害により疾病が流行するおそれがあるとき、保健所に報告する。また、その指示により、

臨時に予防接種を行う。 

エ 感染症発生時の対策 

被災地において感染症患者、疑似症患者又は無症状病原体保有者（以下「感染症患者等」

という。）が発生した場合は、速やかに保健所へ連絡する。保健所は、動向及び原因を明らか

にする必要がある場合は疫学調査を行うとともに、まん延防止のために必要があると認める

ときは医療機関への入院を勧告する。 

また、感染症の病原体に汚染された疑いのある場所の消毒、ねずみ族・昆虫等の駆除、飲

食物、衣類、寝具その他の物件の消毒等について、保健所から指示又は協力を要請された場

合には、応じるものとする。 

オ 検疫用薬剤、資機材の確保 

（ｱ） 市内の薬局、薬店等から調達する。 

（ｲ） 市による調達が困難な場合は、第１節第３款「広域応援計画」により他市町村又は県に

対して、調達を要請する。 

（4） 食品衛生対策 

被災地における食品の衛生確保を図り、飲食に起因する食中毒を防止するため、県に食品衛

生監視員の派遣を要請し、適時の監視活動を行う。 

（5） 栄養指導対策 

市は保健所と連携し、次により被災者の栄養指導を行う。災害の状況により必要な場合は、

県栄養士会の協力を得て栄養指導班を編成し、被災地を巡回指導する。 

ア 炊き出しの栄養管理指導 

市が設置した炊き出し実施現場へ栄養士を巡回させ、炊き出し内容等の調整及び給食管理

上必要な指導を行うとともに、給食業者への食事内容の指導を実施する。 

イ 巡回栄養相談の実施 

避難所、応急仮設住宅及び被災家屋を巡回し、栄養相談を実施する。なお、高血圧、糖尿

病、高齢者等の要配慮者の在宅食事療法必要者に対しては、食生活指導や栄養面からの健康

維持指導を行う。
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（6） こころのケア対策（精神保健対策） 

避難所や応急仮設住宅等においては、大規模災害の直接体験や生活環境の変化に伴い、被災

者及び救護活動に従事している者が精神的不調をきたす場合があることから、精神科医等の協

力を得て、メンタルヘルスケアを実施する。 

また、急性ストレス障害及び在宅精神障がい者の医療の確保等、必要に応じ、専門家の派遣

を県に要請する。 

 

７ 被災動物の対策 

動物の愛護と市民の衛生確保を図るため、被災時に飼い主とともに避難した動物の適正な飼養、

危険な動物の緊急措置の確認及び負傷動物又は放し飼いの状態にある動物の保護・収容に関し必

要な措置を講ずる。また、県等関係機関や県獣医師会等関係団体との協力関係を確立する。 

（1） 避難動物の適正飼養等 

飼い主とともに避難した動物の適正飼養等について、動物の愛護及び環境衛生の維持を図る

ため、市は県獣医師会等関係団体と連携し、飼い主とともに避難所に避難した動物の適正な飼

養に関する指導、助言等必要な措置を行う。 

（2） 危険な動物の緊急措置等の確認 

災害発生時の危険な動物の逸走等の有無及び実施された緊急措置の確認について保健所に要

請する。 

（3） 被災地域における動物の保護要請 

市は県獣医師会等関係団体と連携し、負傷動物又は放し飼いの状態にある愛護動物を動物救

護施設に保護、収容するよう保健所に要請する。 
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第５款 廃棄物処理計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震に伴い発生する被災地の災害廃棄物を迅速かつ適正に収集・処理し、生活環境の保全を図

るための廃棄物処理対策について定める。 

 

２ 廃棄物処理計画フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 災害廃棄物の処理 

市は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立に努めるとともに、平時の処理能

力について把握し、災害時における廃棄物処理の多重性や代替性の確保を図る。また、十分な大

きさの仮置場・最終処分場の確保に努める。 

（1） 災害廃棄物処理計画 

市は、国が定める地方公共団体による災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・

迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物（避

難所ごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共

団体との連携・協力のあり方等について、災害廃棄物処理計画において具体的に示すものとす

る。 

（2）災害廃棄物の処理 

ア 発生した災害廃棄物の種類、性状（腐敗物、有害物質の含有、固形状、泥状等）等を勘案

し、その発生量を推計した上で、「村山市災害廃棄物処理計画」に基づき、仮置場、最終処分

地を確保し、必要に応じて広域処理を行うこと等により、災害廃棄物の計画的な収集、運搬

及び処分を行い、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を図る。加えて、ボランティア、ＮＰＯ

等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には、社会福祉協議会、ＮＰＯ等と連携し、

作業実施地区や作業内容を調整、分担するなどして、効率的に災害廃棄物等の搬出を行うも

のとする。 

イ 損壊家屋の解体を実施する場合には、解体業者、廃棄物処理業者、建設業者等と連携した

解体体制を整備するとともに、必要に応じて速やかに他の地方公共団体への協力要請を行う。 

ウ 損壊建物数の情報を速やかに収集し、災害廃棄物の排出量をコンクリート塊、アスファル

ト塊、建設発生木材の種別毎に推計する。 
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エ 災害廃棄物の処理には分別解体を行うために長時間を要する場合があることから、必要に

より生活環境及び環境保全上支障のない場所に保管し、選別可能な仮置場を確保するととも

に、その管理について衛生面のほか、火災予防等に十分な配慮を行う。なお、あらかじめ、

災害廃棄物の仮置場の候補地を選定しておく。 

オ 地震等により損壊した建物から発生した災害廃棄物については、原則として被災者が市の

指定する収集場所又は仮置場に搬入する。ただし、被災者自ら搬入することが困難な場合で、

かつ、被災者から要請があったときは、市がその建物に関する権利関係等を確認したうえで

搬出する。 

カ 市は、放置された損壊建物や災害廃棄物のうち、周辺住民の人命等に危害を及ぼす可能性

の高いもの及び道路の通行に支障があるものについては適切な場所に移動する。 

キ 運搬及び処理に必要な人員及び車両等が不足する場合には、他の市町村等や市建設業協会、

市一般廃棄物許可業者、一般社団法人山形県産業資源循環協会などに協力要請を行う。また、

他市町村等による応援体制が確保できない場合には、県に対して広域的な支援を要請する。 

ク 廃棄物処理施設について、耐震性の確保を図るとともに、系統多重化、拠点の分散、代替

施設の整備等による代替性の確保を進めるものとする。 

ケ 市は、廃棄物処理特例地域に指定された場合、本市における災害廃棄物の処理の実施体制、

当該災害廃棄物の処理に関する専門的な知識及び技術の必要性、当該指定災害廃棄物の広域

的な処理の重要性を勘案して、必要と認められる場合には、災害廃棄物の処理を本市に代わ

って行うよう、国に要請する。 

コ 災害廃棄物処理に当たっては、関係機関と緊密に連携し、適切な分別の実施により可能な

限り再生利用と減量化を図るとともに、復旧・復興計画を考慮に入れ、計画的に行うものと

する。また、環境汚染の未然防止及び住民、作業者の健康管理のため、適切な措置等を講ず

るものとする。 

 

４ ごみ処理 

（1） 体制の確立 

ア 東根市外二市一町共立衛生処理組合（以下「処理組合」という。）と連絡をとり、処理施設

の処理能力を確認する。 

イ 避難所等におけるごみ及び災害により発生するごみの排出量を推計する。 

ウ 処理組合と協議し、緊急のごみ収集・処理計画を策定する。 

エ 災害により大量のごみが発生し、短期間に処理できない場合には、収集したごみの一時的

な保管場所（以下、「一時保管場所」という。）を設置するとともに、その管理について衛生

面のほか、周辺環境の保全、火災予防等に十分な配慮を行う。 

オ 第２節第２款「広報計画」により市民への広報に努める。 

（2） ごみの処理 

ア 市は、避難者の生活に支障が生じないよう、避難所等における生活ごみの処理を適切に行

うとともに、一時的に大量に発生した生活ごみや粗大ごみについて、処理組合に最優先で処

理するように要請する。また、一般社団法人山形県産業資源循環協会に協力依頼し民間の焼

却施設又は埋立施設で処理する。 

イ 損壊建物からの廃棄物、焼失家屋の焼け残り残材等については、市民に仮置場への搬入協

力を依頼する。 

ウ 市は、一時保管場所に集積されたごみを、種目ごとに分別し処理組合の施設に搬入する。 
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エ 一時保管場所に集積されたごみの処理を早期に完了させるために、必要な人材及び資機材

を調達するよう処理組合に要請する。 

オ 運搬等に必要な人員及び車両等が不足する場合は、市建設業協会、市一般廃棄物許可業者、

一般社団法人山形県産業資源循環協会等に協力要請を行う。 

 

５ し尿処理 

（1） 体制の確立 

ア 処理組合と連絡をとり、処理施設の処理能力を確認する。 

イ 被災状況及び避難所等の人員を確認し、処理すべきし尿の排出量を推計する。 

ウ 処理組合と協議し、し尿処理・収集計画を作成する。 

（2） 仮設（簡易）トイレの設置 

上水道、下水道及びし尿処理施設の被害状況を把握し、必要に応じて、水洗トイレの使用を

自粛するよう市民に協力を要請するとともに、避難所や住宅密集地等に仮設（簡易）トイレを

設置する。 

ア 設置場所は次のとおりとし、避難所等に優先して設置する。 

（ｱ） 避難所及びその他の被災者を収容している施設 

（ｲ） 集合住宅団地、住宅密集地でトイレが不足又は使用不可能な場所 

（ｳ） 汲み取り処理地域、下水道が使用不可能な地域 

イ 仮設（簡易）トイレの調達 

設置機材は、県及びレンタル業者から調達するものとする。 

（3） 収集・処理の実施 

処理組合に対して、非常時の収集を要請し、被災地域及び避難所等を優先して行うものとす

る。 

 

６ 広域応援体制 

市は、自らのみで対応できない場合は、第１節第３款「広域応援計画」及び「緊急時における

廃棄物処分相互協定書」により、他市町村及び一部事務組合に対して、これらの業務に要する要

員、車両及び資機材等の確保について要請する。 

 

資料編：大規模災害時の山形県市町村広域相互応援に関する協定 

緊急時における廃棄物処分相互協定書 
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第１４節 障害物の除去計画 

 

～ 速やかに障害物の除去を行うために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震災害により、住宅やその周辺に生じた土砂などの障害物を除去し、応急活動や日常生活に

支障がないよう応急対策を行う。 

 

２ 道路及び河川障害物の撤去 

（1） 市管理の道路、河川 

市管理の道路、河川については、市建設業協会や市内建設業者の協力を得て速やかに除去す

るものとする。 

（2） 国、県管理道路及び河川 

国、県管理の道路、河川の障害物については、国、県に対して速やかな除去の実施を要請し、

早急に除去するものとする。 

（3） 私道、個人財産 

私道における障害物の除去は、市民が各自実施するものとし、緊急を要する場合で、市民か

ら要請があった場合は、業者を斡旋するものとする。 

 

３ 住宅障害物の撤去 

（1） 対象世帯 

対象となる世帯は、次の要件の全部に該当する世帯である。 

ア 災害のために住居が半壊、又は床上浸水し、土砂などが流出したもの。 

イ 日常生活が営めない状態にあるもの 

ウ 自ら障害物を除去する資力を有しないもの 

エ その他緊急な状況により除去判断されるもの 

（2） 除去の方法 

対象となる世帯を調査し、土木業者に依頼し、最小限度の範囲で除去を実施する。 

 

４ 空き家障害物の撤去 

地震災害により空き家が倒壊するなどし、応急活動や日常生活に支障が出るような場合におい

ては、前述「２ 道路及び河川障害物の撤去」に準じて対応し、撤去等に要した費用については、

所有者がある場合は所有者に償還請求するものとする。 
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第１５節 文教対策 

 

～ 学校、文教施設、文化財の被災軽減を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震の発生時における児童・生徒等の安全確保、学校教育活動の早期回復、学校以外の文教施

設、文化財の被害防止と軽減を図るために災害応急対策を講ずる。 

 

２ 文教施設における災害応急計画フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 体制の確立 

（1） 市教育委員会 

被害の情報の収集、衛生管理者指導、被害施設の応急、復旧対策を実施する。 

（2） 施設管理責任者 

管理責任者（以下「管理者」という。）は、児童・生徒、教職員、各施設の被害状況を把握し、

市に報告するものとする。 

（3） 教職員 

管理者の指導に従い、児童・生徒の安全を最優先に災害対策活動に当たるものとする。 

 

４ 学校の応急対策 

（1） 方 針 

災害発生時における学校の基本的な役割は、児童・生徒等の安全確保と学校教育活動の早期

回復を図ることにある。したがって、避難所として指定を受けた学校においても、避難所の運

営は、市が主体となり自主防災組織などと連携して行い、学校は可能な範囲内で協力すること

を基本とする。 
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（2） 児童・生徒の安全確保 

ア 在校時の場合 

地震発生後、直ちに全教職員で児童・生徒等を掌握し、状況を見て安全と判断される場所

に避難させる。児童・生徒等が避難、集合し次第、人員の点呼を行い、負傷者の手当て等を行

う。火災が発生した場合及び重傷者、生き埋め者、行方不明者等がいる場合は、直ちに消防

機関、警察に通報する。また、適切な方法により初期消火や救出捜索活動を行う。 

非常持ち出し品については、あらかじめ指定された者が適切に取り扱う。 

イ 登下校時の措置 

登下校中の児童・生徒等のうち、学校へ避難してきた者は直ちに学校で保護し、確認のう

え保護者に連絡する。避難してきた児童・生徒等から状況を聞き取り、災害に巻き込まれ、

行方不明となった児童・生徒等の情報を得たときは、直ちに消防機関、警察に通報するとと

もに、状況に応じ現場へ教職員を派遣して安否を確認する。 

ウ 勤務時間外の場合 

学校長並びに学校安全計画及び危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）であらかじ

め指定された職員は、直ちに登校し、学校施設の被災状況を調査する。施設が被災している

ときは、直ちに応急措置を行い、被害の拡大防止に努める。 

エ 下校、休校の場合 

児童・生徒等の在校時に大規模な災害が発生したときに、学校長はあらかじめ定められた

危機管理マニュアルに従い、帰宅経路などの安全確認や、下校時の安全に心がけるものとす

る。幼稚園、小中学校及び特別支援学校については、できる限り緊急時連絡先に連絡をとり、

保護者に迎えに来てもらう。その際、限られた時間での対応が迫られる災害が発生した場合

には、保護者に対しても災害に関する情報を提供し、児童・生徒等を引き渡さず、保護者と

ともに学校に留まることや、避難行動を促すなどの対応を行う。また、あらかじめ保護者等

との間で災害の規模や状況によって引渡しの基準や条件を詳細に決めておく。 

また、児童・生徒等の自宅に連絡をとるなどして安否を確認し、災害の状況及び施設の被

災状況などを考慮したうえで、状況により休校等の措置をとる。 

（3） 被災状況等の報告 

学校長は、児童・生徒等の安否状況や学校施設の被災状況などを把握し、下記の連絡経路で

速やかに県に報告する。 

 

 

 

（4） 応急教育の実施   

ア 学校長は、学校及び地域の復旧状況を考慮し、次により応急教育の実施に必要な措置を講

じる。 

（ｱ） 短縮授業、二部授業又は分散授業等の実施 

（ｲ） 校区の通学路や交通手段等の確保 

（ｳ） 児童・生徒等に対する衛生・保健管理上の適切な措置と指導 

（ｴ） 学校給食の応急措置 

村山市に災害救助法が適用され、応急の学校給食を実施する学校は、県教育委員会に協

議・報告する。 

イ 教育委員会等は被災状況により次の措置を講ずる。 

（ｱ） 適切な教育施設の確保(現施設の使用が困難なとき) 

例 公民館、体育館等 
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（ｲ） 授業料の免除や奨学金制度の活用 

（ｳ） 災害発生時における児童・生徒等の転校手続き等の弾力的運用 

（ｴ） 教職員の確保等 

教職員自身が被災し、人員が不足する場合は次の措置をとる。 

ａ 複式授業の実施 

ｂ 昼夜二部授業の実施 

ｃ 近隣県及び市町村等に対する人的支援の要請 

ｄ 非常勤講師又は臨時講師の発令 

ｅ 教育委員会事務局職員等の派遣 

 

５ 相談、カウンセリング（心の健康管理） 

学校においては、災害等により児童・生徒等に危害が生じた場合において、当該児童・生徒等

及び当該災害等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童・生徒等その他

の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行い、心のケア対策

を推進する。この場合、保護者との連携を図るとともに必要に応じ、当該学校の所在する地域の

医療機関その他の関係機関との連携を図る。 

 

６ 避難所開設への協力 

小中学校とも、指定避難所として指定されており、学校長は、必要に応じて教職員を避難所運

営に従事させるなど、協力する。 

 

７ 教材、学用品等の調達及び給与（災害救助法に基づく措置） 

管理者は、被災した児童・生徒に、教科書、学用品の状況について調査し、市教育委員会へ報

告し、市長は、学校及び教育委員会と協力し、次により学用品の調達及び給与を行う。 

（1） 給付の対象者 

災害により住居の全壊、全焼、流出、半壊、半焼、床上浸水（土砂の堆積等により一時的に

居住することができない状態となったものを含む）などにより、学用品を喪失又は損傷し、学

習に支障のある児童・生徒 

（2） 給付の方法 

ア 状況を調査し、市教育委員会へ報告する。 

イ 市教育委員会は、調査に基づき不足する学用品の数量を個人別に集計し、購入配布計画に

より、購入する。 

ウ 教科書について、直ちに販売店に連絡し、調達配布する。 

エ 購入不可能なもので、早急に必要なものは、県教育事務所を通じて斡旋を受ける。 

（3） 給付を受ける品目 

教科書、教材、文房具、通学用品及びその他の学用品（運動靴、体育着等） 

（4） 学用品給与の時期 

災害が発生した日から、原則として、教科書（教材を含む）は１か月以内に、文房具、通学

用品及びその他の学用品は 15日以内に支給を完了する（ただし、交通又は通信等の途絶によっ

て、学用品の調達及び輸送の困難が予想される場合には、市長は知事を通じて、内閣総理大臣

に協議し、その同意を得たうえで必要な期間を延長することができる。)。 
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８ 学校給食調理場の応急対策 

（1） 給食施設が被災した場合、市教育委員会に状況を調査し、速やかに応急対策を実施し、復旧

に努めるものとする。 

（2） 食材の確保については、市内の農業協同組合、山形米穀商業協同組合、市内業者等の協力を

得て、速やかに調達するものである。 

（3） 調達に当たっては、安全な物資を確保し、給食従事経験者などによる調理を行い、食中毒の

予防に万全を期す。 

 

９ 学校以外の文教施設の応急対策 

学校以外の文教施設においても、学校施設同様に、人命の安全確保と施設の保全を図り、次に

より被害の防止又は軽減に努める。 

（1） 館内放送等により、施設内の入館者等に施設外の状況を伝えるとともに、必要に応じてハン

ドマイク等を使用し、施設外へ安全に避難させる。 

（2） 要救助者及び負傷者がいる場合は、消防及び警察に通報するとともに、救急隊が到着するま

での間、職員等により救助作業及び負傷者の手当て等を行う。 

（3） 収蔵物、展示品及び蔵書等の被害状況を調査するとともに、直ちに被害拡大防止のための応

急措置をとる。 

（4） 人的及び物的被害状況等を集約し、速やかに施設の設置者に報告する。 

（5） 応急危険度判定等により安全性を確認した施設にあっては、市から指示があったとき、又は

近隣住民等が施設に避難してきたときは、可能な範囲内で施設を避難所として開放し、その運

営に協力する。 

 

10 文化財の応急対策 

（1） 県、国、市が指定する文化財等の所有者及び管理者は、災害発生時に文化財の被災の防止軽

減に努める。 

ア 建造物や搬出不可能な文化財 

防災設備が設置してあるものはその設備により、未設置のものについては、所有者又は管

理責任者の定める自衛防災施設の活動により、被災の防止又は軽減に努める。 

イ 搬出可能な文化財 

指定文化財ごとに、その性質や保全等についての知識を有する責任者が、あらかじめ準備

された器具等により、定められた避難場所に搬出する。 

（2） 建造物等に観覧者等がいる場合は、人命の安全確保の措置を行う。 

（3） 被害が発生した場合は、直ちに市教育委員会を通じて、県教育委員会へ報告するとともに、

被害拡大防止のための応急措置をとる。 
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第１６節 要配慮者の応急対策 

 

～ 要配慮者の被害軽減を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震による災害が発生したときに、要配慮者の被害軽減を図るために、市、県及び社会福祉施

設等の管理者が、地域住民の協力を得て実施する災害応急対策について定める。 

 

２ 要配慮者の応急対策フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 在宅の要配慮者対策 

避難行動要支援者名簿及び個別避難計画により、地域住民の協力を得て応急対策を行う。 

（1） 避難誘導等 

ア 災害が発生して市民の避難が必要となった場合、避難行動要支援者については、避難支援

者や自主防災組織等の協力を得て、その属する自治会を単位とした集団避難を行うよう要請

する。 

イ 避難の誘導に当たっては、避難行動要支援者を優先するとともに、身体等の特性に合うよ

うに適切な誘導を行う。 
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（2） 災害発生の直後の安否確認 

市は、発災時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要支援者台帳

を効果的に利用し、避難支援者、近隣住民、自主防災組織、自治会、民生委員・児童委員、介

護保険事業者、障害福祉サービス事業者等の協力を得て、避難行動要支援者について避難支援

や迅速な安否確認等が行われるように努める。 

（3） 被災状況の把握 

避難所や要配慮対象者の自宅などに、地域包括支援センターの職員や保健師、訪問介護事業

所の職員等を派遣し、下記の事項を把握する。 

ア 要配慮者の身体及びメンタルヘルスの状況 

イ 家族（介護者）の有無及びその被災状況  

ウ 介護の必要性  

エ 施設入所の必要性  

オ 日常生活用具（品）の状況  

カ 常時服用している医薬品等の状況 

キ その他避難生活環境など 

（4） 指定避難所における配慮 

市は、福祉施設職員等の応援体制等、要配慮者に配慮した避難所の運営、環境整備及び食料・

生活物資の供給等に努める。また、必要に応じて福祉避難所を設置し、指定避難所内の一般避

難スペースでは生活することが困難な要配慮者を避難させる。 

（5） 被災後の生活支援 

ア 社会福祉施設への緊急入所 

高齢者や障がい者のうち、緊急に施設で保護する必要がある者に対しては、あらかじめ協

議し要配慮者の福祉避難所に指定している社会福祉施設等に一時入所等の措置を講じる。 

また、市内の施設で対応出来ない場合、市は県に対し、社会福祉施設等への緊急入所につ

いて協力を要請する。 

イ 相談体制の整備 

被災した要配慮者の生活に必要な物資や人的な援助の要求を把握するため、相談体制を整

備する。 

特に、情報の伝達が困難な視聴覚障がい者や寝たきり者、車椅子使用者等については、手

話通訳や移動介護等のボランティアの活用により、コミュニケーション手段の確保に配慮す

る。 

ウ サービスの提供 

（ｱ） 市は、県の指導、助言を受けて、在宅の要配慮者の被災状況などに応じて、地域包括支

援センターの職員や保健師、在宅介護支援センターの職員等の派遣、必要な日常生活用具

（品）の供給の措置を講ずるとともに、災害情報、生活情報等の継続的な提供に努める。 

（ｲ） 被災した要配慮者に対して、ボランティアの活用等により継続的な日常生活の支援に努

める。 

 

４ 社会福祉施設等における要配慮者の対策  

（1） 施設被災時の安全確認・救助・避難 

ア 施設が被災した場合、施設長は直ちに防災活動班を編成して、入(通)所者の安全及び施設

の被災状況を把握するとともに、入(通)所者の不安解消に努める。 
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イ 入(通)所者が被災したときは、職員、近隣住民及び自主防災組織等の協力を得て、応急救

助を実施するとともに、必要に応じ消防機関等へ救助を要請する。 

ウ 施設長は、施設の被災状況に応じて、適切な避難場所（屋内、屋外、避難所等）を選択し、

避難誘導を行う。 

エ 夜間又は休日等で、在施設職員数が少数のときは、日頃から連携を図っている近隣住民及

び自主防災組織等の協力を得て、安全な避難誘導に努める。 

（2） 被害状況の報告・連絡 

ア 施設長は、入(通)所者及び施設の被害状況を市・県等に報告し、必要な措置を要請する。 

イ 入(通)所者の保護者に入(通)所者の被災状況を連絡し、協力を求める。 

（3） 施設の継続使用が不可能な場合 

ア 施設長は、施設の継続使用が不能となった場合、市又は県を通じて他の施設への緊急入所

要請を行うとともに、必要に応じて、保護者による引き取り等の手続きを講じる。 

イ 市及び県は、被災施設の施設長から緊急入所の要請があった時は、他の施設との調整に努

め、入所可能施設をあっせんする。 

 

５ 外国人の援護対策 

（1） 外国人の救護 

市は、地域の自主防災組織やボランティアの協力を得ながら、外国人の安否確認、救助活動

や避難誘導活動に努める。 

（2） 外国人の生活支援 

市は、被災した外国人の生活に必要な物資や通訳等の必要性を把握するため、ボランティア

の協力を得ながら、相談体制を整備し情報の提供を行う。 
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第１７節 応急住宅対策 

 

～ 住宅の確保を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

自己資金では、住宅を確保できないものについては、災害救助法が適用された場合に、応急仮

設住宅を設置してこれを収容し、又は被害家屋の応急修理を実施し、あるいは公営住宅等のあっ

せん等により、その援護を推進するために災害応急対策を行う。 

 

２ 応急仮設住宅建設・被災住宅応急修理の計画フロー  
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３ 被災住宅状況等の把握 

（1） 被災建物応急危険度判定 

市は、必要により県の各種の支援を得て「山形県被災建築物応急危険度判定要綱」、「被災建

築物応急危険度判定業務マニュアル（全国被災建築物応急危険度判定協議会策定）」及び「山形

県被災建築物応急危険度判定実施マニュアル」等に基づき、下記により被災建築物の応急危険

度判定業務を行う。 

ア 市は、実施本部を設置する。 

イ 判定実施要否の判断、判定実施区域、判定実施順位等の検討・決定、判定実施計画策定、

地元判定士の参集、受付、名簿の作成、判定コーディネーターの配置を行う。 

ウ 市は、大規模地震が発生した際に円滑で的確な応急危険度判定業務を実施できるよう、事

前に判定対象区域、判定対象建築物等を検討し、震前判定計画を作成するとともに、判定業

務に不可欠である判定資機材を備蓄しておくものとする。 

（2） 被災宅地危険度判定 

敷地の被害の状況により、市は宅地の危険度判定を行う。県は必要な各種の支援を行う。 

（3） 判定の順序 

判定実施には、収容避難所に指定されている公共建築物等について優先的に実施し、次いで

被災地の住宅について判定を行い、自宅の使用が可能な者については帰宅を促す。 

（4） 被害認定・罹災証明 

市は「災害の被害認定基準」及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき被害

認定を行う。また、災害により被害を受けた家屋については、全壊･半壊･一部損壊及び床上浸

水･床下浸水並びに火災による全焼･半焼･水損について証明を行う。 

（5） 被災度判定区分 

建築構造技術者は、住宅所有者の依頼により、地震で被害を受けた住宅が修理により恒久的

に継続使用することが可能かどうか判定を行う。 

（6） 応急仮設住宅の必要戸数の把握 

市は、住宅の被災状況等の調査結果から、当面の応急仮設住宅の必要戸数を把握し、また、

住民の身体等の状況から、必要に応じた要配慮者に配慮したバリアフリー応急仮設住宅の必要

戸数を把握し、県へ報告する。 

 

４ 市営住宅への入居 

市長は、災害により住宅を被災した者が住居に困窮している場合、公募を行わず市営住宅に入

居させることができる。 

また、状況を調査し、緊急度が高いものから入所させるものとする。 

 

５ 被災住宅の応急修理 

（1） 修理の対象 

災害により住宅が半壊、半焼し、自らの資金で応急修理することが困難な下記の者に対して

実施する。 

ア 生活保護法の生活保護世帯（被保護者、要保護者） 

イ 特定の資産のない高齢者、障がい者等 

ウ 上記に準ずる者 
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（2） 修理の基準 

ア 日常生活に必要な居室、台所、トイレ等について、必要最小限の修理を実施する。 

イ 被災住宅の応急修理のため支出できる費用は、県救助法細則に定める範囲内とする。 

（3） 修理の方法 

市による対象者調査に基づいて、市が設計の上、一ヶ月以内を目途に修理する。 

 

６ 応急仮設住宅の建設、入居者選定及び管理について 

（1） 応急仮設住宅は、災害救助法等が適用された場合に、市の協力を得て建設可能な用地選定を

行い、県救助法細則の定めによるところにより県が建設し、管理を行う。その際、学校の敷地

を応急仮設住宅の用地等として定める場合には、学校の教育活動に十分配慮する。 

（2） 民間賃貸住宅の空き家等が存在する地域における比較的規模の小さい災害や、応急仮設住宅

の建設のみでは膨大な応急住宅需要に迅速に対応できないような大規模災害の発生時には、民

間賃貸住宅を借り上げて供与する応急仮設住宅を積極的に活用する。 

（3） 応急仮設住宅の入居者の選定は市が行う。選定を行う際は、地域のコミュニティを十分考慮

する。この場合、障がい者、難病者及び高齢者等を優先的に入居させる等要配慮者に十分配慮

するとともに、必要に応じ民生委員・児童委員等関係者の意見を参考にする。 

（4） 市は、住民ニーズの把握や孤立防止を図るため、巡回訪問等を行う生活支援相談員の配置に

努める。 

（5） 応急仮設住宅を被災者に供与できる期間は、その建築工事が完了した日から２か年以内とす

る。ただし、知事が必要と認める場合は１年ごとの延長ができる。 

 

資料編：応急仮設住宅建設予定地リスト 
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第１８節 技術者等動員計画 

 

～ 技術者等の確保と動員を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震災害発生時の災害応急活動を円滑にするため、災害応急活動に必要となる技術者等の確保

を図る。 

 

２ 技術者の従事命令 

（1） 従事命令の内容 

ア 市長は、応急対策に当たり緊急やむを得ないときに、現場にいる者や近隣住民に対して、

その作業等に従事命令を出し救助に当たらせるものとする。 

イ 技術者の確保が困難な場合は、市長は、知事に技術者の派遣を要請するものとする。 

ウ 知事が技術者の従事命令を市長に委任した場合には、以下の技術者に公文書で救助活動に

関する業務に従事させるものとする。 

（ｱ） 医師、歯科医師、薬剤師 

（ｲ） 保健師、助産婦、看護師 

（ｳ） 土木技術者、建築技術者 

（ｴ） 大工、左官、とび職 

（ｵ） 土木業者、建築業者 

（ｶ） 自動車運送業者 

エ 上記従事者の実費弁償、傷害の補償などは、災害救助法、県救助法細則の定めるところに

よる。 

オ 従事活動の内容 

（2） 協力命令 

市長は、県知事からの従事命令に関して委任を受けた場合、発生現場の近隣の市民に対して、

協力命令を発し、救助に関する業務に従事させることができる。その手続きは、知事が出向執

行する従事命令の手順と同様とする。 

（3） 命令の執行者と種類 

法令に基づく防災関係機関の従事命令は、以下のとおりである。 

ア 市長が執行する命令 

災害応急対策業務従事命令 

イ 知事や知事の委任を受けた市長が執行する命令 

災害応急対策業務従事命令、災害応急対策業務協力命令、災害救助業務従事命令、災害救

助業務協力命令 

ウ 警察官 

災害応急対策業務従事命令 

エ 消防吏員、消防団員 

消防業務従事命令 

オ 水防管理者（市長）、消防長 

水防業務従事命令 

 

３ 労務者の確保 

災害応急業務に当たる労務者については、村山公共職業安定所（ハローワーク）を通じて確保

する。ただし、緊急時には、建設業者など関係者へ依頼する。 
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第１９節 水害対策 

 

～ 地震による二次災害の防止を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震により被災した河川、ため池等土砂災害防止施設の機能を回復し、被害の拡大及び二次災

害の防止を図るために、これら施設の管理者が実施する災害応急対策及び復旧対策に努める。 

 

２ 被災状況把握 

（1） 施設の管理者は、震度４弱以上の地震が発生した場合、直ちに市内の巡視を行う。 

（2） 巡視の結果、管理施設の被災概要などを把握する。 

（3） 特に、重要水防箇所や水害危険箇所、使用管理施設は、重点的に緊急点検を行う。 

 

資料編：重要水防箇所 

村山市風水害危険箇所 

村山市風水害危険箇所図 

防災重点ため池マップ（村山市） 

 

３ 市民の安全確保 

（1） 施設管理者は、施設が被災し、また、地震後の気象状況により被災箇所が拡大することによ

り、住民、道路、人家及び集落に被害を及ぼすおそれがあると認められる時は、管理する施設

又は所有地への立ち入りを禁止するための柵、立て看板を設置する等により立ち入り禁止措置

を行う。 

（2） 施設管理者は、立ち入り禁止措置を行ったときは、市、村山警察署、消防署その他関係機関

へ報告する。 

また、必要に応じて警戒避難体制など必要な措置を実施する。 

 

４ 被害拡大防止の措置 

施設の管理者は、巡回や緊急点検で施設の異常や被災が確認されたとき、その危険の程度を調

査し、関係機関と民間関係団体業者と密接に連携し、必要な応急措置を実施する。 

（1） 河川管理施設や頭首工など許可工作物 

ア 堤防等河川構造物の損傷箇所の応急措置 

堤防等河川構造物や頭首工、揚排水機場などの河川に関する施設の損傷箇所は、堤防の破

壊など重大な災害につながるおそれがあるので、資材や施工規模を考慮して適切な応急措置

を実施する。 

イ 低標高地域の浸水対策 

低標高地域を重視して、浸水の原因となっている箇所の応急復旧と可搬式ポンプなどを利

用した排水による対策を講じる。 

ウ 浸水の被害拡大防止 

浸水被害が拡大するおそれがある地域については、その原因となる箇所の締め切り工事を

行う。また、危険な箇所については、人的な事故の発生を防止するため立ち入り禁止等の措

置を実施する。 

  



第２編 震災対策編 第２章 災害応急計画 

192 

エ 許可工作物の損傷に関する指導、助言 

施設占有者に対し、被災地の早急な復旧・復興を期するために必要な指導助言を行う。 

また、頭首工など河川の流水利用の施設の管理者は、速やかに応急措置を行い、河川管理

者や周辺施設の管理者等関係者と協議して、二次災害防止に努める。 

オ 危険物、油流出事故対策 

地震発生により危険物や油等の流出事故が発生した場合、二次災害の防止のため、その状

況を速やかに関係機関に通報連絡する。また、速やかに周辺住民へ周知する。 

カ その他河川管理に関する事項の調整 

河川管理に関する事項の調整に当たっては、できる限りライフラインや地域住民の生活に

密着した応急対策に関する事項の調整を優先して行うものとする。 

（2） 農業用施設 

施設管理者は、関係機関と連携して、被災者の生活確保を最優先に施設の機能確保のために、

所要の人員体制をとるとともに、復旧資機材を確保して、次により応急対策を実施する。 

ア 集落間の連絡農道及び基幹農道の管理者は、避難路や緊急輸送路を確保するため、優先し

て障害物の除去及び応急復旧を行う。通行が危険な農道については、市、県及び警察等の関

係機関に通報するとともに、通行禁止等の措置を講ずる。 

イ 用排水施設、ため池等の被災により、下流域に浸水被害が拡大するおそれがある場合は、

決壊箇所等の締切り工事を行うとともに、排水対策を行う。 

ウ 施設管理者は、必要に応じ、本震後の余震や降雨等による二次的な水害・土砂災害等の危

険箇所の点検及び主要構造物・建築物の危険度判定を、専門技術者等を活用して行う。その

結果、危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や住民に周知し、不安定土砂の

除去、仮設防護柵又は構造物の設置等の応急工事を行うとともに、適切な警戒避難体制をと

る。 

エ 施設管理者は、被災し危険な状態にある箇所についてパトロール要員を配置し、巡回・監

視による危険防止の措置を講ずる。 

オ 応急工事は、被害の拡大防止に重点をおき、被害の状況、本復旧までの工期、施工規模及

び資機材の確保を考慮し、適切な工法により実施する。 

 

５ 応急復旧 

施設管理者は、被害の拡大防止に重点を置いて、被害の状況、完全復旧までの工期及び施工規

模、資機材の確保を考慮して、適切な工法で応急復旧工事を早急に実施する。 
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第２０節 災害救助法の適用 

 

～ 災害救助法に基づく対応を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

一定規模以上の災害が発生した場合の応急救助措置に適用される災害救助法に基づく災害応急

対策を図る。 

 

２ 災害救助法による救助フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 適用基準 

（1） 災害救助法は、災害の状況が市町村の人口に応じた一定の基準に達したときに適用されるも

ので、本市における適用基準は、次のとおりである。（平成２７年国勢調査時点） 

ア 本市区域内において５０世帯以上の住家が滅失したとき 

イ 被害が広範な地域にわたり、県内の滅失世帯数が１，５００世帯以上に達した場合であっ

て、かつ市内の滅失世帯数が２５世帯以上あるとき。 

ウ 被害が全県にわたり、県内の滅失世帯数が７，０００世帯以上に達した場合であって、か

つ市内において多数の世帯の住家が滅失したとき。 

エ 本市域内の被害が次のいずれかに該当し、知事が特に救助を実施する必要があると認めた

とき。 

（ｱ） 災害が隔絶した地域に発生したものであるなど、災害にあった者の救護を著しく困難と

する特別の事情がある場合であって、かつ、多数の世帯の住家が滅失したとき。 

（ｲ） 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたとき。 
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（2） 滅失世帯の算定 

住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、住家が全壊、全焼又は流失した世帯を標準と

し、住家が半壊又は半焼するなど著しく損傷した世帯は２世帯をもって、住家が床上浸水、土

砂・竹林等の堆積等により一時的に居住することができない状態となった世帯は３世帯をもっ

て、それぞれ住家が滅失した１世帯とみなし、適用基準上換算して取り扱う。 

 

滅失世帯数＝（全壊、全焼、流失）＋（半壊、半焼）×1/2＋（床上浸水等）×1/3 

 

（3） 住家滅失の認定 

ア 住家が全壊、全焼又は流失したもの 

（ｱ） 住家の損壊、焼失又は流失した部分の床面積が、その住家の延べ床面積の 70％以上に達

した程度のもの 

（ｲ） 住家の主要な構成要素（壁、柱、はり、屋根又は階段等をいう。半壊又は半焼の場合も

同様。) の経済的被害を住家全体に占める損害を割合で表し、その住家の損害割合が 50％

以上に達した程度のもの 

イ 住家が半壊又は半焼したもの 

損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のものであって、次のものを

いう。 

（ｱ） 住家の損壊又は焼失した部分の床面積が、その住家の延べ床面積の 20％以上 70％未満の

もの 

（ｲ） 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損

害割合が 20％以上 50％未満のもの 

ウ 住家が床上浸水又は土砂や竹木等の堆積等により一時的に居住することができない状 態

となったもの 

具体的には、ア及びイに該当しない場合であって、次のものをいう。 

（ｱ） 浸水がその住家の床上以上に達した程度のもの 

（ｲ） 土砂や竹木等の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの 

（4） 世帯及び住家の認定 

ア 世 帯 

生計を一にしている実際の生活単位をいう。次の点に留意する。 

（ｱ） 同一家屋内の親子夫婦であっても、明らかに生活の実態が別々であれば、２世帯として

差し支えない。 

（ｲ） マンションやアパート等のように１棟の建物内で、それぞれの世帯が独立した生計を営

んでいる場合も、それぞれを一つの世帯として取り扱う。 

（ｳ） 会社又は学生の寮などは、全体をもって１世帯とすることを原則とするが、実情を勘案

し、個々の生活実態に基づき、それぞれが独立した生計を営んでいると認められる場合は、

別々の世帯として認定できる。 

イ 住 家 

現実にその建物を居住のために使用しているものをいう。次の点に留意する。 

（ｱ） 炊事場、浴場、便所及び離れ座敷等、生活に必要な建物が分離している場合は、合して

１住家とする。 

（ｲ） 学校や病院等の施設の一部に住み込みで居住している者がある場合は、それを住家とす

る。 
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（ｳ） 社会通念上、住家と称せられる程度のものであることを要しない。例えば、通常は非住

家として取り扱われるような土蔵や小屋等であっても、現実に住家として人が居住してい

る建物であれば、これを住家として取り扱う。 

 

４ 災害救助法の適用 

（1） 県の役割 

知事は、県内に災害救助法を適用する災害が発生した場合は、関係機関の協力のもとに応急

的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図る（災害救助法第２条）。また、知

事は、救助を迅速に行う必要があると認められるときは、その権限に属する事務の一部を市長

が行うこととすることができる（災害救助法第１３条第１項）。 

（2） 市の役割 

市長は、上記(1)により市町村長が行う事務を除くほか、知事が行う救助を補助するものとす

る（災害救助法第１３条第２項）。 

 

５ 災害救助法による救助 

（1） 救助の種類 

ア 収用施設の供与（避難所の設置、応急仮設住宅の供与） 

イ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の給与 

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

エ 医療及び助産 

オ 災害にかかった者の救出 

カ 災害にかかった住宅の応急修理 

キ 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

※ 災害援護貸付金等の各種貸付制度が充実したことから、現在運用されていない。 

ク 学用品の給与 

ケ 埋葬 

コ 遺体の捜索及び処理 

サ 障害物の除去 

災害によって住居又はその周辺に運ばれた土砂や竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼ

している障害物の除去 

（2） 救助の実施 

救助の実施は、現物によって行うことが原則であるが、知事が必要であると認めた場合にお

いては、特例的に救助を要する者（埋葬については埋葬を行う者）に対し、金銭を支給してこ

れを行うことができる（災害救助法第４条第２項）。 

（3） 救助の程度、方法及び期間等 

 

資料編：災害救助法による救助の程度、方法及び期間 

 

６ 災害救助法の適用手続き 

市長は、本市における被害の程度が災害救助法の適用基準に該当し、又は該当する見込みであ

る場合は、下記により被害状況を知事に報告し、災害救助法の適用を要請する。 

（1） 災害発生の日時、場所及び災害の原因 

（2） 災害救助法の適用を要請する理由及び必要とする期間 
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（3） 既にとった救助措置及び今後とろうとする救助措置 

（4） その他必要な事項 

 

７ 実施状況の報告 

災害救助法に基づく応急救助を実施した場合は、その実施状況等を次により報告する。 

（1） 市災害対策本部の各応急対策班は、災害救助法が適用された日から救助が完了するまでの間、

毎日、救助の実施状況を市長に報告する。 

（2） 市長は、報告を取りまとめ、救助の実施状況を把握するとともに、その結果を知事に報告す

る。 

 

８ 罹災者台帳及び罹災証明 

（1） 市は、災害が発生し、救助・援護が必要であると認められる被災者があるときは、その被災

状況を取りまとめ、罹災台帳を作成、整備する。 

（2） 市は、罹災者から罹災証明を求められたときは、罹災台帳に基づいて罹災証明書を発行する

ものとする。 

 

（罹災証明発行手順） 

 

 

 

 

 

※ 火災については、申請書受理から発行まで村山市消防本部が行う。 

 

９ 被災者台帳の作成 

（1） 市は、災害が発生し、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があ

ると認めた場合、個々の被災者の被害の状況や支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一

元的に集約した被災者台帳を作成するものとする。 

（2） 被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。 

ア 氏 名 

イ 生年月日 

ウ 性 別 

エ 住所又は居所 

オ 住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況 

カ 援護の実施状況 

キ 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

ク その他 

（3） 災害対策基本法第９０条の３の規定による被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する

被災者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で

利用することができる。 

また、被災者台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の

者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることができる。 
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第２１節 自発的支援の受入計画 

 

～ 自発的な支援を円滑に受入れるために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震による災害発生時に、県内外から寄せられる善意の支援の申入れに適切に対応するため、

市及び関係機関が実施する対策について定める。 

 

２ 自発的支援の受入計画フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 災害ボランティア活動支援 

地震による災害発生時に、増大する被災地のさまざまな援助ニーズに対応できるよう、山形県

災害ボランティア活動支援指針に基づくボランティアの受入れ及び活動支援対策について定める。 

 

資料編：山形県災害ボランティア活動支援指針 

 

（1） 災害ボランティア活動支援体系 
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（2） ボランティア支援本部の設置 

市は、大規模な災害が発生し、救援活動等に多くのボランティアによる活動が必要と見込ま

れる場合は、村山市社会福祉協議会に村山市災害ボランティア支援本部（災害ボランティアセ

ンター）の設置・運営を要請する。村山市福祉協議会は、市及び関係機関の連携のもと、村山

市ボランティア支援本部（災害ボランティアセンター）を設置し、次の業務を行う。 

ア ボランティアの受入れと登録のための窓口の設置 

駆けつけたボランティアを積極的に受入れるため、村山市社会福祉協議会内に窓口を開設

し、登録事務を行う。 

イ 避難所及び被災者の状況調査、被災者ニーズの把握 

避難所及び被災者の状況等を調査し、具体的なボランティアに対するニーズを把握する。 

ウ ボランティア活動の調整及び派遣要請等 

（ｱ） 把握した被災者ニーズやボランティアの受入れ状況を踏まえて需給調整を行う。 

（ｲ） 必要に応じて、県災害ボランティア支援本部に運営アドバイザーやボランティアの派遣

要請を行う。特に、専門ボランティアについては、特殊な技術を要することから、早急に

要請するとともに、事前に配置等を的確に行う。 

エ ボランティア活動への支援・協力 

ボランティアに対し必要に応じ、活動拠点の提供、物資の確保等の必要な支援・協力を行

うとともに、活動上の安全確保を図る。 

オ 関係機関、団体等の連携 

支援本部の運営に当たっては、日本赤十字社ほかボランティア関係機関、団体、特に、Ｎ

ＰＯ及びボランティアコーディネーター組織と十分連携を図り、被災地における多様なニー

ズに対応していく。 

（3） 一般ボランティアの活動 

ア 避難所等における運営の協力や救援物資、食料の配達・配分作業 

イ 軽易な応急作業や復旧作業 

ウ 災害情報、生活情報などの収集や伝達 

エ その他、関連する災害活動 

（4） 専門ボランティアの活動 

ア 医療機関における医療支援活動や避難所等における要配慮者への支援 

イ 手話通訳、外国語通訳による情報提供活動 

ウ 初期消火活動や救急救助活動 

エ ライフラインなどの復旧のための技術作業 

オ 被災建築物、被災住宅地の危険度判定調査活動や土砂災害危険箇所の危険度の点検判定 

カ アマチュア無線による被災地の情報伝達や情報収集 

キ 負傷動物及び飼い主不明動物等の救護 

ク その他、関連する専門的な災害復旧活動 

 

４ 義援金・義援物資の受入・配分 

大規模な災害の被災者に寄せられる義援金及び義援物資を円滑かつ適正に受け入れ、配分する

ために実施する対策について定める。 

（1） 義援金の受入等の処理 

ア 受入体制の周知 

市は県及び日本赤十字社山形県支部と連携し、義援金の受入れが必要と認められる場合は、
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国の非常災害対策本部又は報道機関等を通じて、義援金の受入窓口となる振込金融機関口座

（銀行名等、口座番号、口座名等）を公表する。 

イ 受 入 

市は義援金の受入れ窓口を開設し、受入れを行う。また、一般から直接受領した義援金に

ついては、寄託者から求められた場合には領収書を発行する。 

ウ 保 管 

義援金は、被災者に配分するまでの間、出納機関へ一時預託して保管する。 

エ 配分方法 

（ｱ） 市は、学識経験者、日本赤十字社山形県支部等義援金受付団体、社会福祉協議会等福祉

団体等で構成する義援金配分委員会（以下この節において「委員会」という。）を組織し、

義援金の総額及び被災状況等を考慮した配分対象及び配分基準等を定め、適切かつ速やか

に配分する。その際、配分方法を工夫するなどして、出来る限り迅速な配分に努めるもの

とする。 

（ｲ） 市、県及び日本赤十字社山形県支部に寄託された義援金は、速やかに委員会に送金する。

また、報道機関及び各団体が募集した義援金も同様とする。 

（2） 義援物資の受入の処理 

市は、必要に応じて義援物資の受入れ体制を構築する。 

ただし、全国から一度に大量の義援物資が寄せられた場合、保管、仕分け、配送等に大きな

労力を要し、被災者の置かれた環境やニーズに合わせて適時適切に供給することは困難と考え

られるため、まずは応援協定等に基づき民間企業や他自治体等から必要量を調達することを基

本とする。 

また、個人からの義援物資については、品目の混載や不均一な梱包等により、仕分けに要す

る施設面積や手間が多くなるなど、物資拠点のリソースを大きく浪費してしまうおそれがある

ため、公的な支援物資の荷役業務や情報処理に支障を与えないよう、物流事業者が運営する物

資拠点施設での受入れとは別ルートにするよう配慮する。 

ア 受入体制の周知 

市は県と連携し、義援物資の受入が必要と認められる場合は、その品目のリスト及び受入

れる期間について国の非常災害対策本部等又はホームページや報道機関等を通じて公表する

とともに、被災地の需給状況を勘案し、当該リスト等を逐次改定するよう努める。 

ただし、開設している物資拠点の名称や住所については、個人からの混載物の義援物資が

入り込むことを避けるため、公表しないものとする。 

また、テレビや新聞等の報道によって過剰な義援物資が送付される場合があるため、報道

機関に対しては、その旨に配慮した情報提供を要請する。 

なお、義援物資受入れの必要がない場合も、その旨を公表する。 

イ 受 入 

市は、義援物資を受入れる必要があると認められる場合には、速やかに義援物資の受入窓

口を開設するとともに、物資を受入れ、（一時的に）保管する施設についても関係機関等と連

携しながら開設及び指定する。 

ウ 保 管 

義援物資を保管するため、第１１節「交通輸送計画」による一時集積場所等、輸送、保管

に適した集積場所を確保する。 
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エ 配分方法 

（ｱ） 自己調達物資及び受入れた義援物資について、被災地のニーズと物資の調達状況等を勘

案しながら速やかかつ効果的に配分する。 

（ｲ） 義援物資の配送・管理に当たっては、必要に応じて公益社団法人山形県トラック協会や

山形県倉庫協会に協力を要請するとともに、義援物資の仕分け、配布に当たっては、自治

会、自主防災組織、ボランティアを活用するなど、関係機関等と相互に連携しながら円滑

な義援物資の配分を行う。 
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第３章 災害復旧・復興計画 

 

第１節 公共施設等災害復旧計画 

 

～ 公共災害復旧事業による早期復旧を図る ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震により被害を受けた公共施設等の早期復旧を図るため、被害状況の調査、激甚災害指定の

検討査定等、災害復旧に向けた計画を実施する。 

 

２ 公共施設の復旧方法 

公共施設の復旧は、施設を単に復するのみではなく、災害を予防するための計画を実施する。 

 

３ 公共施設の復旧事業費の種類 

災害復旧事業名 対象施設等 

（1） 公共土木施設災害復旧事業 

（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法） 

 

河川 

海岸 

砂防設備 

林地荒廃防止施設 

地すべり防止施設 

急傾斜地崩壊防止施設 

道路 

港湾 

漁港 

下水道 

公園 

（2） 農林水産業施設等災害復旧事業  

（農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置

に関する法律） 

 

農地・農業用施設 

林業用施設 

漁業用施設 

共同利用施設 

（3） 文教施設等災害復旧事業 

（公立学校施設災害復旧費国庫負担法） 

 

（激甚法） 

 

 

（予算措置） 

 

公立学校施設 

 

公立社会教育施設 

私立学校施設 

 

文化財 
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（4） 厚生施設等災害復旧事業 

（生活保護法､児童福祉法､老人福祉法､身体障害者福祉

法､知的障害者福祉法、障害者総合支援法、精神保健福祉

法、売春防止法､内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助

施設災害復旧費実施調査要領） 

 

（廃棄物処理施設等災害復旧費補助金交付要綱） 

 

 

（循環型社会形成推進交付金交付要綱） 

 

（医療施設等災害復旧費補助金） 

 

（上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費

補助金交付要綱） 

 

（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律） 

 

（精神保健福祉法） 

 

社会福祉施設等 

 

 

 

 

 

廃棄物処理施設 

浄化槽（市町村整備推進事業） 

 

浄化槽（公共浄化槽等整備推進事業） 

 

医療施設等 

 

水道施設 

 

 

感染症指定医療機関 

 

 

精神障害者社会復帰施設等 

（5） 都市施設災害復旧事業 

（都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針） 

 

排水施設・街路施設復旧事業 

（6） 公営住宅等災害復旧事業 

（公営住宅法） 

災害公営住宅の建設 

既設公営住宅復旧事業 

（7） その他の災害復旧事業 

① 空港（空港法） 

② 工業用水道(予算措置） 

③ 中小企業（激甚法） 

 

空港施設 

県企業局所管の工業用水道施設 

中小企業共同施設 

 

４ 被害状況の調査と県への報告 

地震により災害復旧事業にかかる公共施設等に被害が発生した場合、施設の管理者はその被害

状況を迅速かつ的確に把握し、その状況を市又は県に対し速やかに報告する。 

また、市は、施設の管理者から被害状況の報告を受けたときは、その内容を速やかに県に対し

報告する。 

 

５ 国、県による復旧工事の代行【参考】 

（1） 円滑かつ迅速な復興のための支援 

国[国土交通省]及び都道府県は、著しく異常かつ激甚な災害が発生し、緊急災害対策本部が

設置された災害（以下「特定大規模災害」という。）等を受けた地方公共団体又はその団体の長

から要請があり、かつ当該地方公共団体の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して円滑かつ

迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲で、当該地方
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公共団体又はその団体の長に代わって工事を行うことができる権限代行制度により、被災地方

公共団体に対する支援を行う。 

（2） 指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の災害復旧 

ア 国[国土交通省]は、都道府県道又は市町村道について，都道府県又は市町村から要請があ

り、かつ当該都道府県又は市町村の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して、実施に高度

な技術または機械力を要する工事で当該都道府県又は市町村に代わって自らが行うことが適

当であると認められるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、都道府県道又は市町

村道の災害復旧に関する工事を行うことができる権限代行制度により、支援を行う。 

イ 都道府県は、指定市以外の市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は自らが管

理する道路と交通上密接である市町村道について、当該市町村から要請があり、かつ当該市

町村の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して、当該市町村に代わって自らが災害復旧等

に関する工事を行うことが適当であると認められるときは、その事務の遂行に支障のない範

囲内で、当該工事を行うことができる権限代行制度により、支援を行う。 

（3） 河川の改良工事若しくは修繕又は災害復旧事業に関する工事 

ア 国〔国土交通省〕は、市町村長が管理を行う、一級河川又は二級河川以外の河川で市町村

長が指定したもの（以下「準用河川」という。）における河川の改良工事若しくは修繕又は災

害復旧事業に関する工事について、市町村長から要請があり、かつ当該市町村の工事の実施

体制等の地域の実情を勘案して、実施に高度な技術又は機械力を要する工事を当該市町村長

に代わって行うことが適当と認められるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当

該市町村長に代わって工事を行うことができる権限代行制度により、支援を行う。 

イ 国〔国土交通省〕は、災害が発生した場合において、都道府県知事等が管理の一部を行う

指定区間内の一級河川若しくは二級河川又は市町村長が管理を行う準用河川に係る維持（河

川の埋塞に係るものに限る。）について、当該都道府県知事又は市町村長から要請があり、か

つ当該都道府県又は市町村における河川の維持の実施体制等の地域の実情を勘案して、実施

に高度な技術又は機械力を要する維持を当該都道府県知事又は市町村長に代わって行うこと

が適当と認められるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該都道府県知事又は

市町村長に代わって維持を行うことができる権限代行制度により、支援を行う。 

 

６ 復旧技術職員の確保 

災害復旧のための技術職員に不足が生じたときは、県を通じて、技術者の派遣を要請するもの

とする。詳細については第２章第１８節「技術者等動員計画」を準用する。 

 

７ 緊急資金の確保 

災害復旧事業を迅速に行うために、国と県の負担金、補助金を利用するほか、次の制度により

臨時資金の調達に努めるものとする。 

（1） 地方債の発行 

歳入欠陥債、災害対策債、災害復旧事業債 

（2） 地方交付税の交付 

普通交付税の繰上げ交付、特別交付税の交付 

（3） 一時借入金の利用 

金融機関からの一時借用 

災害応急融資（山形財務事務所及び日本郵政株式会社等） 
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第２節 被災者の生活安定対策 

 

～ 市民生活の早期回復を目指して ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

  地震により被害を受けた市民の自力復興を促進し、安定した生活の早期回復を図るための対策

を講じるものとする。 

 

２ 計画の体系 

項     目 概         要 

１ 被災者のための相談 ① 相談所の開設、運営 

② 罹災証明書の発行 

③ 被災者台帳の整備 

④ 被災者等の生活再建等の支援 

２ 見舞金等の支給及び生活資金の貸付 ① 災害弔慰金の支給 

② 災害障害見舞金の支給 

③ 被災者生活再建支援金の支給 

④ 災害援護資金の貸付 

⑤ 生活福祉資金（福祉資金福祉費）の貸付 

⑥ 母子寡婦福祉資金の償還猶予 

⑦ 母子寡婦福祉資金の違約金不徴収 

⑧ 母子寡婦福祉資金(事業開始資金、事業継続資金、

住宅資金)の据置期間の延長 

３ 住宅対策 ① 住宅資金の貸付 

② 被災者入居のための公営住宅建設 

③ 住宅復旧のための木材調達 

４ 税の減免、徴収猶予 ① 市税の減免 

② 市税の徴収猶予 

③ 国税、県税等の減免及び徴収猶予 

５ 介護保険料の減免及び徴収猶予 ① 介護保険料の減免 

② 介護保険料の徴収猶予 

６ 被災者への各種措置の周知  

 

３ 被災者のための相談 

（1） 相談所の開設 

市は、被災者からの幅広い相談に応じるため、市役所、市民センター及び避難所等に相談所

を開設し、県等の防災機関と連携しながら、相談業務を実施する。 

（2） 相談事項 

相談所では、設置地域の状況及び他の防災関係機関との連携状況等を踏まえながら、次の事

項について相談業務を実施する。 

ア 生活相談：各種見舞金、災害援護資金・福祉資金等、生活保護、要配慮者への対応、租税

の特例措置及び公共料金等の特例措置等 

イ 職業相談：雇用全般にわたる相談 
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ウ 金融相談：各種農林漁業資金及び商工業資金の利用 

エ 住宅相談：住宅の安全診断、住宅の補修、住宅関係資金、公営住宅及び応急仮設住宅 

（3） 罹災証明書の発行 

市は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査の担当者の育成、

他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付

に必要な業務の実施体制の整備に努めるとともに、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業

務を支援するシステムの活用について検討する。 

また、市は、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局と応急危険度判定担当部局とが

非常時の情報共有体制についてあらかじめ検討し、必要に応じて、発災後に応急危険度判定の

判定実施計画や判定結果を活用した住家被害の調査・判定を早期に実施できるよう努めるとと

もに、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した住家の

写真、応急危険度判定の判定結果を活用するなど、適切な手法により実施するものとする。 

（4） 被災者台帳の整備 

市は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要す

る事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に

努める。 

市は、災害救助法に基づき県が行った被災者の救助の被災者情報の提供を県に要請する。 

（5） 被災者等の生活再建等の支援 

市は、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査など、

住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実

施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に明確に説明する。 
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４ 見舞金等の支給及び生活資金の貸付 

（1） 災害弔慰金 

市は、自然災害により死亡した者の遺族に対し、災害弔慰金を支給する。  

対象となる災害 

１ １市町村において住居が５世帯以上滅失した災害 

２ 山形県内において住居が５世帯以上滅失した市町村が３以上ある場合の

災害 

３ 山形県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の災

害 

４ 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が２以上あ

る場合の災害 

(平成１２年３月３１日厚生省告示第１９２号) 

根拠法令等 

１ 根拠法令 災害弔慰金の支給等に関する法律 

２ 実施主体 市（資料編：村山市災害弔慰金の支給等に関する条例) 

３ 経費負担 国 1/2  県 1/4  市 1/4 

受給遺族 

１ 配偶者、子、父母、孫、祖父母 

２ 死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹（死亡した者の死亡当時その者

と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。） 

支給限度額 

死亡者１人につき 

主たる生計維持者の場合   500 万円 

それ以外の場合       250 万円 

〔支給の制限〕 

１ 当該死亡者の死亡がその者の故意又は重大な過失により生じたものであ

る場合 

２ 法律施行令(昭和４８年政令策３７４号)第２条に規定する厚生労働大臣

が定める支給金が支給された場合 

３ 災害に際し、市の避難の指示に従わなかったこと等、市長が不適当と認め

た場合 

窓  口 市 

 

（2） 災害障害見舞金 

市は、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して、災害障害見舞金を

支給する。 

対象となる災害 

１ １つの市町村において５世帯以上の住家が滅失した自然災害 

２ 山形県内において５世帯以上の住家が滅失した市町村が３以上ある場

合の自然災害 

３ 山形県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の

自然災害 

４ 災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が２以上あ

る場合の自然災害  

(平成１２年３月３１日厚生省告示第１９２号) 

根拠法令等 

１ 根拠法令 災害弔慰金の支給等に関する法律 

２ 実施主体 市（資料編：村山市災害弔慰金の支給等に関する条例) 

３ 経費負担 国 1/2  県 1/4  市 1/4 

受給者 
対象となる災害により重度の障害（両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関

節以上切断等）を受けた者 

支給限度額 

障がい者１人につき 

 主たる生計維持者の場合   250 万円 

それ以外の場合       125 万円 
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支給限度額 

（つづき） 

〔支給の制限〕 

１ 当該障がい者の障がいがその者の故意又は重大な過失により生じたも

のである場合 

２ 法律施行令(昭和４８年政令策３７４号)第 2条に規定する厚生労働大臣

が定める支給金が支給された場合 

３ 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったこと等、市長が不適当と認

めた場合 

窓  口 市 

 

（3） 被災者生活再建支援金 

一定規模以上の自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって、経済的理

由等によって自立した生活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶助の観点

から拠出した基金を活用して、自立した生活の開始を支援する目的から被災者生活再建支援

金を支給する。市は、被災者生活再建支援金の支給に係る被災者からの申請を迅速かつ的確

に処理するため、申請等の確認及び県への送付に関する業務の実施体制の整備等を図る。 

対象となる 

自然災害 

１ 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発

生した市町村 

２ １０世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村 

３ １００世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県 

４ 上記１又は２の市町村を含む都道府県で、５世帯以上の住宅が全壊する

被害が発生した人口１０万人未満の市町村 

５ 上記１～３の区域に隣接し、５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し

た人口１０万人未満の市町村 

６ 上記１若しくは２の市町村を含む都道府県又は上記３の都道府県が２

以上ある場合に、５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した人口１０万

人未満の市町村及び２世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した人口５

万人未満の市町村 

根拠法令等 

１ 根拠法令 被災者生活再建支援法 

２ 実施主体 山形県（被災者生活再建支援法人に支援金支給に関する事務

を委託） 

３ 経費負担 被災者生活再建支援法人 1/2   国 1/2 

支給対象世帯 

１ 住宅が全壊した世帯 

２ 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体

した世帯 

３ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続し

ている世帯 

４ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難

である世帯（大規模半壊世帯：損害割合 40％台） 

５ 住宅が半壊し、相当規模の修復を行わなければ住宅に居住することが困

難である世帯（中規模半壊：損害割合 30％台） 

支給限度額 次ページに記載 
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支給限度額 

支給額は、基礎支援金(住宅の被害に応じて支給する支援金)と加算支援金

(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)の合計額となる。(ただし、世帯人

数が１人の場合は、各該当欄の金額の４分の３の額となる。) 

被害程度 
基礎支援金 加算支援金 

計 
(住宅の被害程度) （住宅の再建方法） 

全  壊 

100 万円 

建設・購入 200 万円 300 万円 

解  体 補  修 100 万円 200 万円 

長期避難 
賃借（公営住

宅を除く。） 
50 万円 150 万円 

大規模 

半 壊 
50 万円 

建設・購入 200 万円 250 万円 

補  修 100 万円 150 万円 

賃借（公営住

宅を除く。） 
50 万円 100 万円 

中規模 

半 壊 
― 

建設・購入 100 万円 100 万円 

補  修 50 万円 50 万円 

賃借（公営住

宅を除く。） 
25 万円 25 万円 

※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する

場合は、合計で 200(又は 100)万円となる 

窓  口 市 

 

（4） 災害援護資金の貸付 

市は、災害救助法が適用される災害により家財等に被害を受けた世帯のうち、一定の所得

要件を満たすものに対し、生活の建て直し資金として、村山市災害弔慰金の支給等に関する

条例（以下「弔慰金条例」という。）に基づき、災害援護資金を貸し付ける｡ 

貸付対象 

山形県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の災

害により家屋等に被害を受けた世帯で、市町村民税における前年の総所得金

額が次の額以内のもの 

１人     220 万円 

２人      430 万円 

３人      620 万円 

４人      730 万円 

５人以上  730 万円に世帯人員が１人増すごとに 30 万円を加算した額 

ただし、その世帯の住居が滅失した場合においては   1,270 万円 

根拠法令等 

１ 根拠法令 災害弔慰金の支給等に関する法律 

２ 実施主体 市（資料編：村山市災害弔慰金の支給等に関する条例) 

３ 経費負担  国 2/3   県 1/3 

貸付金額 

貸付区分及び貸付限度額 

１ 世帯主が負傷し、療養機関がおおむね１か月以上の負傷の場合 

 ア 住宅に損害がない場合         150 万円 

イ 家財に 1/3 以上の損害を受けた場合   250 万円 

ウ 住居の半壊の場合           270 万円（350 万円） 

エ 住居の全壊の場合            350 万円  

オ 住居全体の滅失又は流失         350 万円 

２ 世帯主の負傷がない場合 

ア 家財に 1/3 以上の損害を受けた場合   150 万円 

イ 住居の半壊の場合           170 万円（250 万円） 

ウ 住居の全壊の場合            250 万円 (350 万円) 

エ 住居全体の滅失又は流失         350 万円 
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貸付条件 

１ 据置期間  ３年(特別の事情かがある場合は５年) 

２ 償還期間  １０年（据置期間を含む） 

３ 償還方法  年賦、半年賦又は月賦による元利均等償還（繰上償還可） 

４ 貸付利率  (据置期間中は無利子) 

 ア 保証人有り：無利子 

 イ 保証人無し：年 3%以内で市長が別に定める率 

窓  口 市 

 

（5） 生活福祉資金（福祉資金福祉費）貸付 

県社会福祉協議会は、災害救助法の適用に至らない災害により家財等に被害を受けた低所

得世帯等に対し、生活の建て直し資金として、生活福祉資金(福祉資金福祉費)を貸し付ける。 

貸付対象 低所得世帯（概ね市民税非課税程度又は生活保護基準額の２倍以下） 

根拠法令等 

１ 生活福祉資金貸付制度要綱(平成２１年７月２８日厚生労働省発社援０

７２８第９号) 

２ 実施主体等 

 (1)  実施主体  県社会福祉協議会 

 (2)  窓  口  市社会福祉協議会（民生委員・児童委員） 

貸付金額 貸付限度  １世帯 150 万円 

貸付条件 

１ 据置期間  貸付の日から６月以内（災害の状況に応じ２年以内） 

２ 償還期間  据置期間経過後７年以内 

３ 貸付利率  保証人あり無利子 

保証人なし年 1.5%（据置期間経過後） 

４ 連帯保証人 原則必要 

借受人とは別世帯に属する者であって、原則として同一 

都道府県に居住し、その世帯の生活の安定に熱意を有す 

る者 

５ 償還方法  月賦（又は年賦、半年賦） 

６ 必要書類  官公署の発行する被災証明書、見積書他 

 

（6） 母子寡婦福祉資金の償還猶予 

根拠法令等 母子及び寡婦福祉法施行令第１９条及び第３８条 

特例措置の 

内   容 

災害により借主が支払期日までに償還することが困難となった場合、

償還を猶予する。 

１ 猶予期間１年以内（１年後も、さらにその事由が継続し、特に必要

と認めるときは改めて猶予できる。） 

２ 添付書類 市町村長の被災証明書 

備   考 災害救助法の適用はしない。 

 

（7） 母子寡婦福祉資金の違約金不徴収 

根拠法令等 母子及び寡婦福祉法施行令第１７条及び第３８条 

特例措置の 

内   容 

支払期日までになされなかった償還金に課せられる違約金を徴収しな

いことができる。 

添付書類  市町村長の被災証明書 

備   考 災害救助法の適用はしない。 
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（8） 母子寡婦福祉資金(事業開始資金、事業継続資金、住宅資金)の据置期間の延長 

根拠法令等 母子及び寡婦福祉法施行令第８条及び第３７条 

特例措置の 

内   容 

災害により全壊、流失、半壊、床上浸水等の被害を受けた住宅に居住

していた者に対し、災害を受けた日から１年以内に貸付けられる場合に

は、２年を超えない範囲で厚生労働大臣が定める期間の延長ができる。 

  住宅又は家財の被害額に応じて、次の期間を延長できる。 

１ 事業開始資金 

15,000円以上 30,000円未満      6か月 

30,000円以上                   1年 

２ 事業継続資金・住宅資金 

15,000円以上 30,000円未満     6か月 

30,000円以上 45,000円未満      1年 

45,000円以上                   1年 6か月 

備   考 災害救助法の適用はしない。 
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３ 住宅対策 

（1） 住宅資金の貸付 

ア 住宅金融支援機構資金（災害復興住宅資金)の貸付 

市及び県は、被災地の滅失又は損失した家屋の状況を調査し、被災者に対し当該資金の

融資が円滑に行われるよう、借入手続きの指導、被害状況踏査及び被害率の認定を早期に

実施して、災害復興往宅資金の借入の促進を図る。この場合において、市は、被災者が機

構に対して負うべき債務を保証するよう努める。 

※ 災害復興住宅融資の概要（細部は、住宅金融支援機構の資料を参照すること。） 

融資対象 

次の１～４までの全てにあてはまる者  

１ 災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から

「罹災証明書」の交付を受けた者 

 ・ 住宅が「全壊」、「大規模半壊」（※）、「半壊」（※）した旨の罹災証明

書の交付を受けた者 
※当該罹災証明書（写）に加えて被災住宅の被災状況に関する申出書が必要 

２ 自分が居住するための住宅を建設、購入(中古住宅を含む。）又は補修す

る者 

３ 年収に占めるすべての借入れの年間合計返済額の割合（総返済負担率）

が基準を満たしている者 

４ 日本国籍の者又は永住許可等を受けている外国人 

融資限度額 

 

建 設 
土地を取得する場合   3,700 万円 

土地を取得しない場合  2,700 万円 

購 入 3,700 万円 

補 修 1,200 万円 

融資条件 

１ 申込・受付期間 

罹災から２年間 

２ 融資を受けることができる住宅（築年数、構造等） 

（1） 建設又は購入（中古住宅を含む。） 

ア 築年数に関する制限なし 

イ 共同建て又は重ね建ての場合は、耐火構造又は準耐火構造（省令準

耐火構造を含む。）の住宅であること 

ウ 中古住宅購入の場合は、購入する住宅の築年数に応じ、機構の定め

る耐震性や劣化状況の基準に適合する住宅であること 

（2） 補 修 

築年数に関する制限なし 

３ 返済期間 

次のうちいずれか短い期間 

（1） 申込区分による最長返済期間 

ア 建設又は購入（中古住宅を含む。） 

３５年（最長３年の据置期間を設定した場合、据置期間分延長） 

イ 補 修 

２０年（最長１年の据置期間を設定した場合、据置期間分延長） 

（2） 「８０歳」－「申込本人又は収入合算者のいずれか年齢が高い方の申

込時の年齢 

４ 利 率（利率は、令和２年１１月１日現在） 

（1） 団体信用生命保険に加入する場合 

新機構団信        年 0.74％ 

新機構団信（デュエット） 年 0.92％ 

新３大疾病付機構団信   年 0.98％ 

（2） 健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入しない場合 

団信に加入しない場合   年 0.54％ 
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イ 生活福祉資金（福祉資金福祉費）貸付 

県社会福祉協議会は、災害により住家に被害を受けた低所得世帯、高齢者世帯及び障が

い者世帯に対し、家屋の補修等資金として、生活福祉資金(福祉資金福祉費)を貸し付ける。 

貸付対象 

１ 低所得世帯（概ね市民税非課税程度又は生活保護基準額の２倍以下） 

２ 障がい者世帯（身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者手帳の交付

を受けている者の属する世帯（所得制限あり）） 

３ 高齢者世帯（日常生活上介護を要する 65 歳以上の高齢者がいる世帯（所

得制限あり）） 

根拠令等 

１ 生活福祉資金貸付制度要綱 

(平成２１年７月２８日厚生労働省発社援０７２８第９号) 

２ 実施主体等 

 (1)  実施主体  県社会福祉協議会 

 (2)  窓  口  市社会福祉協議会（民生委員・児童委員） 

貸付金額 貸付限度  １世帯 250 万円 

貸付条件 

１ 据置期間  貸付の日から６月以内（災害の状況に応じ２年以内） 

２ 償還期間  据置期間経過後７年以内 

３ 貸付利率  保証人あり無利子 

保証人なし年 1.5%（据置期 間経過後） 

４ 連帯保証人 原則必要 

借受人とは別世帯に属する者であって、原則として同一 

都道府県に居住し、その世帯の生活の安定に熱意を有す 

る者 

５ 償還方法  月賦（又は年賦、半年賦） 

６ 必要書類  官公署の発行する被災証明書、見積書他 

 

ウ 母子寡婦福祉資金（住宅資金）貸付 

貸付対象 
１ 母子家庭の母、寡婦 

２ 被災した家屋の増築、改築、補修又は保全するために必要な資金 

根拠法令等 
１ 母子及び寡婦福祉法施行令第７条及び第３６条 

２ 法施行令通知 

貸付金額 貸付限度  １世帯 200 万円 

貸付条件 

１ 災害救助法の適用を要しない。 

２ 据置期間  ６か月 

３ 償還期間  ７年以内 

４ 貸付利率  無利子 

 

４ 税の減免、徴収猶予 

（1） 市税の減免 

被災した市民から申請があり、必要と認めるときは、村山市税条例第４１条の規定により、

減免の措置をとることができる。 

（2） 市税の徴収猶予 

被災したために、市税の申告、書類の提出及び税の納入を所定の期日までに行うことが出

来ないときは、被災者の申請により、書類の提出期限等の延長又は税の徴収を猶予すること

ができる。 

（3） 国税、県税等の減免及び徴収猶予 

国税通則法、地方税法、山形県税条例等の規定により、国税、県税についても減免、徴収

猶予の申請を行うことができる。 
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５ 介護保険料の減免及び徴収猶予 

（1） 介護保険料の減免 

被災した市民から申請があり、必要と認めるときは、村山市介護保険条例第９条の規定に

より、減免の措置をとるものである。 

（2） 介護保険料の徴収猶予 

被災したために、保険料の申告、書類の提出及び保険料の納付を所定の期日までに行うこ

とが出来ないときは、被災者の申請により、書類の提出期限等の延長又は保険料の徴収を猶

予することができる。 

 

６ 被災者への各種措置の周知 

市、県及び防災関係機関は、それぞれが行う前記の措置が効果的に実施されるよう、各種の

広報手段を活用し、被災者に対する周知を図るよう努める。 
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第３節 事業所等への融資 

 

～ 法指定による融資制度の活用で、事業者の経営安定を図る ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震により被害を受けた農林水産業者及び中小企業等の早期復旧及び事業経営の安定維持を図

るため金融支援対策を実施する。 

 

２ 融資計画 

（1） 融資制度の周知 

市は、地震災害で被災した事業所が関係機関を通じて、利活用できる融資制度について、周

知を図るものとする。 

（2） 融資の促進 

事業所が各制度を利用しようとするときは、市は被害の実情に応じて融資手続きの簡素化及

び迅速な融資の実施を関係金融機関に働きかける。 

 

３ 計画の体系 

（1） 農林漁業関係 

項      目 概      要 

１ 天災融資制度による融資 
① 天災資金の貸付（天災融資法が適用された場合） 

② 山形県農林漁業天災対策資金の貸付 

２ 日本政策金融公庫災害復旧資金の融資 

① 農業関係資金（農業基盤整備資金・農林漁業セーフテ

ィネット資金・農林漁業施設資金） 

② 林業関係資金（林業基盤整備資金・農林漁業セーフテ

ィネット資金・農林漁業施設資金） 

③ 漁業関係資金（漁業基盤整備資金・農林漁業セーフテ

ィネット資金・農林漁業施設資金） 

３ 各融資機関に対する円滑な融資の要請  

４ 既貸付金の条件緩和 
① 既貸付制度資金の条件緩和措置 

② 各金融機関に対する条件緩和措置の要請 

５ 農林漁業者への各種措置の周知  

 

（2） 中小企業関係 

項      目 概      要 

１ 被災中小企業の資金需要把握  

２ 災害対策資金の発動と既存制度の拡充等の

措置 

 

３ 災害関連融資制度による融資  

４ 各金融機関に対する円滑な融資の要請  

５ 既貸付金の条件緩和 
① 既貸付制度資金の条件緩和措置 

② 各金融機関に対する条件緩和措置の要請 

６ 中小企業者への各種措置の周知 
① 各種広報手段を活用した周知 

② 被災地への中小企業金融相談所の設置 
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４ 農林漁業関係 

（1） 天災融資制度による融資 

ア 天災資金の貸付 

県及び市は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置（以下「天

災融資法」という。) が適用された場合、農業協同組合等系統金融機関及び銀行等の融資機

関に対し利子補給及び損失補償を行うことにより、被害を受けた農林漁業者（以下「被害農

林漁業者」という。) に対し、その再生産に必要な低利の経営資金を融通するほか、農業協

同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会又は漁業協同組合であって当該天

災によりその所有し管理する施設、在庫品等に著しい被害を受けたもの (以下「被害組合」

という。) に対し、天災により被害を受けたために必要となった事業資金を融通する。 

資金の種類 経営資金 事業資金 

融 資 対 象 と 

な る 事 業 

種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具・漁具（政

令で定めるもの）等の購入費等農林漁業経

営に必要な資金 

天災により被害を受けたため必要とする

事業運営資金 

貸 付 の 

相 手 方 

被害農林漁業者であって、減収による損失

額が平年の当該収入額の１割以上である等

の要件を満たし、市長の認定を受けた者 

被害組合であって、その所有又は管理する

施設、在庫品等に著しい被害を受けたもの 

貸 付 利 率 

( 年 利 ) 

特別被害者   3.0以内 

３割被害者等  5.5%以内 

その他     6.5%以内 

6.5%以内 

償 還 期 間 
6年以内 

激甚災害の場合は７年以内 

3年以内 

償 還 期 間 

の う ち 

据 置 期 間 

― ― 

（注）１ 上記表の貸付利率については、その都度適用時の金利情勢によって決定。 

２ 特別被害者：都道府県知事が農林水産大臣の承認を得て指定する特別被害地域内の、農

業にあっては、年収の５割(開拓者は３割)以上の損失額のある者又は５割(開拓者は４割)

以上の樹体損失額のある者をいい、林業、漁業にあっては年収の５割以上の損失額のある

者又は７割以上の施設損失額のある者をいう。 

３ ３割被害者等：年収の３割以上の損失額のある被害農林漁業者(特別被害地域内の特別

被害者を除く。) 及び開拓者 (特別被害地域内の特別被害者を除く。) をいう。 

４ 天災融資法が適用された災害が、さらに激甚法の適用も受け、かつ山形県が激甚災害対

象都道府県となった場合には、償還期間及び貸付限度額等の特例を受けることができる。 

（貸付限度額）  

区分 貸付対象者 
貸付限度額（単位：万円） 

天災融資法適用 激甚災害法適用 

経営資金 

農業者 
果樹栽培者、家畜等飼業者 500(2,500) 600(2,500) 

一般農業者 200(2,000) 250(2,000) 

林業者 200(2,000) 250(2,000) 

漁業者 

漁具購入資金 5,000 5,000 

漁船建造・取得資金 500(2,500) 600(2,500) 

水産動植物養殖資金 500(2,500) 600(2,500) 

一般漁業者 200(2,000) 250(2,000) 

事業資金 被害組合 
個別組合 2,500 

連合会 5,000 

個別組合 5,000 

連合会 7,500 

（注） 経営資金の（ ）内は法人に対する貸付限度額 
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イ 山形県農林漁業天災対策資金の貸付 

県及び市は、当該天災が山形県経済に及ぼす影響が大であると認められる場合には、農業

協同組合等系統金融機関及び銀行等の融資機関に対し利子補給を行うことにより、当該災害

により被害を受けた農林漁業者(以下「被害農林漁業者」という。) に対し、低利の経営資金

を融通する。   

融 資 対 象 と 

な る 事 業 

種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具・漁具（要綱で定めるもの）等の購入費等農林漁業経営

に必要な資金 

貸 付 の 

相 手 方 

被害農林漁業者であって、減収による損失額が平年の当該収入額の１割以上である等の

要件を満たし、市長の認定を受けた者 

貸 付 利 率 

( 年 利 ) 

特別被害者   3.0以内 

３割被害者等  5.5%以内 

その他     6.5%以内 

償 還 期 間 6年以内（天災融資法が適用された場合には、同法による経営資金の貸付実行日まで） 

償 還 期 間 

の う ち 

据 置 期 間 

― 

 

（注）１ 上記表の貸付利率については、その都度適用時の金利情勢によって決定。 

２ 特別被害者：都道府県知事が指定する特別被害地域内の、農業にあっては年収の５割

(開拓者は３割)以上の損失額のある者又は５割(開拓者は４割)以上の樹体損失額のあ

る者をいい、林業、漁業にあっては年収の５割以上の損失額のある者又は７割以上の施

設損失額のある者をいう。 

３ ３割被害者等：年収の３割以上の損失額のある被害農林漁業者(特別被害地域内の特

別被害者を除く。) 及び開拓者 (特別被害地域内の特別被害者を除く。) をいう。 

 

（貸付限度額） 

区分 貸付対象者 
貸付限度額(万円) 

個人、( )内は法人 

 

経営資金 

農業者 
果樹栽培者、家畜等飼養者 500(2,500) 

一般農業者 200(2,000) 

林業者 200(2,000) 

漁業者 

漁具購入資金 5,000 

漁船建造・取得資金 500(2,500) 

水産動植物養殖資金 500(2,500) 

一般漁業者 200(2,000) 

（注） 経営資金の（ ）内は法人に対する貸付限度額 
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（2） 日本政策金融公庫災害復旧資金の融資 

日本政策金融公庫は、被害農林漁業者に対し、農林漁業用施設等が被害を受けた場合はその

復旧に要する資金を、災害のために資金を導入しなければ経営の維持が困難な場合は経営資金

等を融資する。 

区
分 

資金の種類 融資対象事業 貸付の相手方 
貸付利率 

(年利) 
償還期間 

償還期間 

のうち 

措置期間 

農 

業 

関 

係 

資 

金 

農業基盤 

整備資金 

農地又は牧野の復旧 

 

農業を営む者、農業

振興法人、土地改良

区、農協、農協連等 

0.16～0.30% 25年以内 10年以内 

農林漁業 

施設資金 

〔共同利用施設〕 

農産物の生産、流通、加工

又は販売に必要な共同利用

施設の復旧 

土地改良区、土地連、

農協、農協連、農林漁

業振興法人等 
0.16～0.30% 

20年以内 

 

3年以内 

 

〔主務大臣指定施設〕 

（1） 農業用施設等の復旧 

農業を営む者、農協、

農協連等 

 

 

0.16～0.30% 

15年以内 3年以内 

（2） 災害を受け果樹の改

植又は補植 
25年以内 10年以内 

林  

業  

関  

係  
資  

金 

林
業
基
盤
整
備
資
金 

造 

林 

復旧造林 林業を営む者、森組、

森連、農協 
0.16～0.30% 30年以内 20年以内 

樹苗養成施設の復旧 樹苗養成の事業を営

む者、森組、森連、農

協等 

0.16～0.30% 15年以内 5年以内 

林
道 

林道の復旧 林業を営む者、森組、

森連、農協等 

 

0.16～0.30% 20年以内 3年以内 

農林漁業 

施設資金 

〔共同利用施設〕 

林産物の生産、流通、加工

又は販売に必要な共同利用

施設の復旧 

農協、農協連、森組、

森連等 
0.16～0.30% 20年以内 3年以内 

〔主務大臣指定施設〕 

造林、林産物、の処理加工

等に必要な機械その他施設

の復旧 

林業を営む者 

0.16～0.30% 15年以内 3年以内 

漁
業
関
係
資
金 

漁業基盤 

整備資金 

漁業施設、漁場及び水産種

苗生産施設の復旧 

漁業を営む者、水産

漁業協同組合、水産

振興法人等 

0.16～0.30% 20年以内 3年以内 

農林漁業 

施設資金 

[共同利用施設] 

水産物の生産、流通、加工

又は販売に必要な共同利用

施設の復旧 

水産漁業協同組合、

農林漁業振興法人等 
0.16～0.30% 20年以内 3年以内 
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[主務大臣指定施設] 

 漁具、漁場改良造成施設、

内水面養殖施設、海面養殖

施設、漁船漁業用施設及び

漁業生産環境施設の復旧 

漁業を営む者、水産

漁業協同組合 

0.16～0.30% 15年以内 3年以内 

農
林
漁
業
関
係
資
金 

農林漁業 

セーフティ

ネット資金 

不慮の災害により農林漁業

経営の維持が困難になって

いる場合、経営の維持安定

に必要な長期の運転資金を

融資 

 

農林漁業者であっ

て農林漁業所得が総

所得(法人にあって

は農林漁業に係る売

上高が総売上高)の

過半を占める者又は

粗収益が 200 万円以

上(法人1,000万円以

上)である者 

認定農業者、認定新

規就農者、林業経営

改善計画の認定を受

けた者、漁業経営の

改善及び再建整備に

関する特別措置法に

定める改善計画の認

定を受けた者等 

0.16～0.25% 10年以内 3年以内 

（申込方法） 日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業協同組合又は銀行 

（貸付限度） 農業基盤整備資金：貸付を受ける者の負担する額（以下「負担額」という。）に別に定める割合を 

乗じて得た額 

農業セーフティネット資金：600万円 

農林漁業施設資金のうち共同利用施設：貸付を受ける者の負担する額の 80％に相当する額 

農林漁業施設資金のうち主務大臣指定施設分：負担額の 80％に相当する額又は１施設当たり 

300万円（特例 600万円、漁船の場合 1,000万円） 

のいずれか低い額 

 

※金利は、令和３年１０月１８日現在のものであり、変動することがある。 
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（3） 各融資機関に対する円滑な融資の要請 

市及び県は、被害の状況に応じて、農業協同組合及び銀行等の各融資機関に対し、審査手続

きの簡便化、貸出しの迅速化及び貸出条件の緩和等について便宜が図られるよう要請し、被害

を受けた農林漁業者への円滑な融資が図られるよう努める。 

（4） 既貸付金の条件緩和 

ア 既貸付制度資金の条件緩和措置 

市及び県は、被害の状況に応じて、被害を受けた農林漁業者に対する既貸付農林漁業関係

制度資金について、法令規則等の範囲内において償還猶予等の条件緩和措置を実施するよう

農業協同組合及び銀行等の融資機関に要請を行う。 

イ 各金融機関に対する条件緩和措置の要請 

市及び県は、被害の状況に応じて、農業協同組合及び銀行等の各融資機関に対し、被害を

受けた農林漁業者に対する既貸付金について、償還猶予等の条件緩和措置を要請する。 

（5） 農林漁業者への各種措置の周知 

市及び県は、農林漁業の早期復旧と経営の維持安定を図るため、農林漁業関係団体及び融資

機関と連携しながら、各種の広報手段を活用し、被害を受けた農林漁業者に対し各種災害復旧

に係る各種金融支援措置の周知を図るよう努める。 

 

４ 中小企業関係 

（1） 被災中小企業の資金需要等の把握 

県は、被害を受けた中小企業の早期復旧を図るため、関係行政機関、商工会、政府系金融機

関及び民間金融機関等と密接に連携し、中小企業の被害状況及び再建に要する資金需要等を的

確に把握するよう努める。 

（2） 災害対策資金等の発動と既存制度の拡充等の措置 

県は、中小企業者の受けた被害の状況に応じ、必要があると認めた時は、災害対策資金等を

発動する。また、既存融資制度について、特例的に拡充を図ることについても併せて検討する。 

さらに、信用力・担保力が不足した中小企業者への金融の円滑化を図るため、必要があると

認めた場合は、国に対してセーフティネット保証の要請を行うとともに、山形県信用保証協会

に対して柔軟な保証対応について要請する。 
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（3） 災害関連融資制度による融資（商工関係） 

災害復旧に関係する融資制度として、次の制度を活用することができる。 

機
関
名 

資
金
名 

融  資  条  件  等 申込窓口 

山
形
県
（
中
小
企
業
振
興
課
） 

山
形
県
商
工
業
振
興
資
金
（
災
害
対
策
資
金
） 

１ 資金使途 

 

２ 貸付対象 

 

 

 

 

３ 貸付限度 

４ 貸付利率 

５ 貸付期間 

６ 取扱期間 

物的被害の原形復旧に必要とする設備資金及び原形

復旧までの間必要とする運転資金 

県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業であ

って、県が指定する災害等により、事業所又は主要な

事業用資産について全壊、半壊その他これらに準ず

る被害を受け、経営の安定に著しい支障をきたして

いるもの 

 

 

 

 

 

取扱金融機関 

・県内に本店を有す

る各地方銀行各信

用金庫各信用組合 

・七十七銀行、北都

銀行、東邦銀行、

及び商工中金の県

内各支店 

山
形
県
商
工
業
振
興
資
金
（
経
営
安
定
資
金
第
４
号
） 

１ 資金使途 

 

２ 貸付対象 

 

 

３ 貸付限度 

４ 貸付利率 

５ 貸付期間 

６ 取扱期間 

 

物的被害の原形復旧に必要とする設備資金及び原形

復旧までの間必要とする運転資金 

県が指定する局地的な災害により事務所又は主要な

事業用資産について被害を受け、経営の安定に支障

をきたしているもの 

8,000万円以内 

年 1.6％ 

10年以内（うち据置期間２年以内） 

県がその都度指定 

 

日
本
政
策
金
融
公
庫(

国
民
生
活
事
業
） 

災 

害 

貸 

付 

１ 資金使途 

２ 貸付対象 

３ 貸付限度 

 

４ 貸付利率 

５ 貸付期間 

 

 

 

 

６ 担保 

７ 保証人 

災害復旧のための設備資金及び運転資金 

別に指定された災害により被害を受けた方 

各融資制度の融資限度額に１災害につき、 

3,000万円を加えた額 

各融資制度の利率 

【一般貸付】 

設備資金 10年以内（うち据置期間２年以内） 

運転資金 10年以内（うち据置期間２年以内） 

【特別貸付】 

各融資制度に定められた返済(据置)期間内 

必要により徴する  

必要により徴する 

日本政策金融公庫各

支店の国民生活事業

の窓口及び代理店 

※県は、中小企業者の受けた被害の状況に

応じ、必要があると認めた時は、災害対策

資金を発動し、貸付限度等の融資条件を定

める。 
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日
本
政
策
金
融
公
庫
（
中
小
企
業
事
業
） 

災
害
復
旧
貸
付 

１ 資金使途 

２ 貸付対象 

３ 貸付限度 

 

４ 貸付利率 

 

５ 貸付期間 

 

６ 担保 

７ 保証人 

災害復旧のための設備資金及び長期運転資金 

別に指定された災害により被害を被った中小企業者 

直接貸付:別枠 1億 5,000万円 

代理貸付:直接貸付の範囲内で別枠 7,500万円 

基準金利 

(閣議決定により特別利率が設定される場合があ

る。) 

設備資金 １５年以内（据置２年以内） 

運転資金 １０年以内（据置２年以内） 

必要により徴する 

必要により徴する 

日本政策金融公庫各

支店の中小企業事業

の窓口及び代理店 

商
工
組
合
中
央
金
庫 

独
自
の
災
害
復
旧
資
金 

１ 資金使途 

２ 貸付対象 

３ 貸付限度 

４ 貸付利率 

５ 貸付期間 

 

６ 担保 

７ 保証人 

災害復旧に伴い必要となる設備資金及び運転資金 

災害により被害を受けた方 

限度の定めなし 

商工組合中央金庫所定の利率 

設備資金 ２０年以内（据置３年以内） 

運転資金 １０年以内（据置３年以内） 

必要により徴する 

必要により徴する 

商工組合中央金庫各

支店及び代理店 

【指定金融機関を通じた危機対応業務】による貸付 

 国内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害等に対応するため、主務大臣（財務、農林水産、経済産業）によ

る危機認定がなされた場合に、「指定金融機関（㈱商工組合中央金庫、㈱日本政策投資銀行、指定された民間金

融機関）」が日本政策金融公庫からの信用供与を受け、必要な資金の貸付け等(危機対応業務)を行うもの。 

融資条件等は、生起した災害によってそれぞれ規定される。 

これまでに、危機認定がなされた事象 

 ・国際的な金融秩序の混乱(リーマン・ショック) 

 ・東日本大震災 

 ・平成 27年台風 18号等による大雨災害 

 ・平成 28年熊本地震 

 ・新型コロナウィルス感染症 

 

（4） 各金融機関に対する円滑な融資の要請 

市及び県は、被害の状況に応じて、政府系金融機関及び銀行等の各金融機関に対し、審査手

続きの簡便化、貸出しの迅速化及び貸出条件の緩和等について便宜が図られるよう要請し、被

害を受けた中小企業者に円滑な融資が図られるよう努める。 

（5） 既貸付金の条件緩和 

ア 既貸付制度資金の条件緩和措置 

県は、被害の状況に応じて、被害を受けた中小企業者に対する既貸付制度資金（山形県商工

業振興資金、小規模企業者等設備導入資金及び中小企業高度化資金）について、法令規則等の

範囲内において償還猶予等の条件緩和措置を講ずるよう必要な措置を行うとともに、関係金融

機関に対し指導を行う。 

イ 各金融機関に対する条件緩和措置の要請 

市及び県は、被害の状況に応じて、政府系金融機関及び県内の各金融機関に対し、被害を受

けた中小企業者に対する既貸付金について、償還猶予等の条件緩和措置を要請する。 
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（6） 中小企業者への各種措置の周知 

ア 各金融機関に対する条件緩和措置の要請 

市及び県は、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会及び各金融機関と連携し、各種の広

報手段を活用し、被害を受けた中小企業者に対し、災害復旧に係る各種金融支援措置の周知を

図るよう努める。 

イ 被災地への中小企業金融相談窓口の設置 

市及び県は、被害の状況に応じ、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、信用保証協会

及び金融機関と連携し、中小企業金融相談窓口を設置し、各種金融支援措置の周知に努めると

ともに、必要な助言、調整を行う。 

 

５ 医療機関に対する災害復旧資金の融資 

独立行政法人福祉医療機構法による貸付 
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第４節 激甚災害指定による復旧 

 

～ 激甚法の指定による国・県の支援を求める ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震による被害が甚大であるときに、激甚法による激甚災害の指定を受け、速やかな復旧事業

を実施するため必要な施策を講じる。 

 

２ 激甚災害指定の手続き 

地震による災害が発生し、激甚災害の指定を受けようとする場合の手続きは、次のとおり。 

（1） 県への報告 

市は、災害の状況及び応急対策の概要を県に報告する。 

（2） 各省庁への報告 

県は、報告を受けるときには、その旨を各省庁に報告する。 

（3） 中央防災会議の意見聴取 

内閣総理大臣は、中央防災会議の意見を聞いて、必要と認めるときは、激甚災害の指定を行

い、当該災害に対して取るべき措置を政令で定め必要な援助を講ずるものとする。 

 

３ 激甚災害指定により特別の財政援助及びその対象となる事業等 

（1） 公共土木施設の災害復旧事業 

ア 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用を受ける公共土木施設の災害復旧事業 

イ アの災害復旧事業のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため

これと合併して行う公共土木施設の新設又は改良に関する事業で、事業に係る国の負担割合

が３分の２未満のもの。 

（2） 教育施設の災害復旧事業 

ア 公立学校施設災害復旧費国庫負担法の適用を受ける公立学校の施設の災害復旧事業 

イ 子ども・子育て支援法第２７条第１項の規定により確認された私立の幼稚園の災害復旧事

業 

（3） 公営住宅の災害復旧事業 

公営住宅法第８条第３項の規定の適用を受ける公営住宅又は共同施設の建設又は補修に関す

る事業 

（4） 福祉施設等の災害復旧事業 

ア 生活保護法第４０条又は第４１条の規定により設置された保護施設の災害復旧事業 

イ 児童福祉法第３５条第２項から第４項までの規定により設置された児童福祉施設の災害復

旧事業 

ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第１２条若しく

は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正す

る法律（以下この号において「認定こども園法一部改正法」という。）附則第４条第１項の規

定により設置された幼保連携型認定こども園（国（国立大学法人法）第２条第１項に規定す

る国立大学法人を含む。）が設置したものを除く。）又は認定こども園法一部改正法附則第３

条第２項に規定するみなし幼保連携型認定こども園の災害復旧事業 

エ 老人福祉法第１５条の規定により設置された養護老人ホーム、特別養護老人ホーム 

オ 身体障害者福祉法第２８条第１項又は第２項の規定により県又は市が設置した身体障害者

社会参加支援施設の災害復旧事業 
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カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７９条第１項若しくは第

２項又は第８３条第２項若しくは第３項の規定により県又は市が設置した障害者支援施設、

地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス（同法第５条第７項に規定する生

活介護、同条第１２項に規定する自立訓練、同条第１３項に規定する就労移行支援又は同条

第１４項に規定する就労継続支援に限る。）の事業の用に供する施設の災害復旧事業 

キ 売春防止法第３６条の規定により県が設置した婦人保護施設（市又は社会福祉法人が設置

した婦人保護施設で県から収容保護の委託を受けているものを含む。）の災害復旧事業 

（5） 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第３８条に規定する感染症指定医

療機関の災害復旧事業及び激甚災害のための感染症予防事業 

（6） 農林施設の災害復旧事業 

農林水産業施設災害復旧事業国庫補助の暫定措置に関する法律の適用を受ける災害復旧事業

及び災害防止を図るための農業用施設・林道に関する事業 

（7） その他の災害復旧事業 

ア 河川、道路、公園等に堆(たい)積した多量の泥土、砂礫(れき)、樹木等の排除事業 

イ 市が指定した場所に搬入された土砂の排除事業 

ウ 湛(たん)水の排除事業 

 

４ 激甚災害指定によるその他の特別の財政援助及び助成等 

（1） 中小企業に関する特別の助成 

（2） 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

（3） 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

（4） 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

（5） 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

（6） 母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例 

（7） 水防資材費の補助 

（8） 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助 

（9） 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 

（10）雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 
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第５節 災害復興計画 

 

～ 連携し災害の復興を図る ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

大規模な地震により社会経済活動に甚大な災害が発生した場合に、住民、民間事業者及び施設

管理者と連携して災害復興対策を実施する。 

 

２ 災害復興計画フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 復興対策組織体制の整備 

被災地の復旧・復興は、県及び市が主体となって、住民の意思を尊重しつつ協同して計画的に

行う。また、災害により地域の社会経済活動が低下する状況にかんがみ、可能な限り迅速かつ円

滑な復旧・復興を図る。 

被災直後の救助と応急復旧中心の体制から復興対策の体制に円滑に移行できるよう、復興本部

等の総合的な組織体制を整備する。その際、自治体内部だけでなく外部の有識者や専門家及び住

民を含めた、復興計画策定のための検討組織を併せて設置する。 

その際、男女共同参画の観点から、復旧・復興のあらゆる場・組織に女性の参画を促進すると

ともに、障がい者や高齢者等の要配慮者の参画についても促進する。 

また、復興対策の遂行に当たり必要な場合は、国、県、他市町村及び関係機関に職員の派遣を

要請し協力を得る。 
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４ 復興の基本方針の決定 

被災の状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向、市民の意見を勘案し、迅速な原状復旧

を目指すか、又は更に災害に強い街づくりなど、中長期的課題の解決をも図る計画的な復興を目

指すかについて検討し、復旧・復興の基本方針を定める。 

 

５ 復興計画の策定 

災害の再発生防止と快適な都市環境を目指し、総合計画の上位計画や他の個別計画との調整を

図り、市民の安全と環境保全にも配慮した復興計画を策定する。 

復興計画のうち、幹線道路や公園などの都市施設や土地区画整理事業等については、事業着手

までの間、建築規制等について市民の協力を得て都市計画決定を行う。 

 

６ 復興事業の実施 

（1） 土地区画整理事業等の推進による防災まちづくり 

土地区画整理事業等の推進により、住宅地、業務地等の民有地の整備改善と道路、公園、河

川等の公共施設の整備に総合的・一体的に取り組む。また、復興のため市街地の整備改善が必

要な場合は、被災市街地復興特別措置法を活用し、被災市街地復興推進地域内の市街地におい

て、土地区画整理事業等による計画的な整備改善、市街地の復興に必要な住宅の供給について

措置を講ずる。 

なお、既存不適格建築物については、防災とアメニティの観点から、市街地再開発事業の適

切な推進により解消に努める。 

（2） 防災性向上のための公共施設の整備等 

防災性向上のため、必要に応じ次に掲げる公共施設等を整備する。その際、関係機関が連携

し、医療、福祉、行政、備蓄等の機能を有する公共・公益施設を集中的に整備し、災害時にお

ける防災の拠点となる「防災安全街区」の整備についても留意する。 

ア 緊急物資の輸送路、避難路、延焼遮断空間及び防災活動拠点の機能を持つ道路、都市公園、

河川等の骨格的な都市基盤施設の整備 

イ 電線共同溝の整備によるライフラインの耐震化 

ウ 建築物及び公共施設の耐震・不燃化 

 

７ 市民合意の形成 

復興対策を円滑に実施するためには、市民の合意形成を図ることが重要である。市民に対して

新たな街づくりの展望や計画作成までの手続き、スケジュール等の情報を提供し、その参加と協

力を得て復興施策を推進していく。 

 

 



村山市地域防災計画 
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第３編 風水害対策編 

 

第１章 災害予防計画 

 

第１節 基本方針 

 

～ 風水害、常日頃からの備えで、最小限の被害に ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

  この計画は、風水害の未然防止と被害の軽減を図り、地域住民の生命、身体及び財産を災害か

ら保護するため事前に実施すべき防災対策について定める。 

 

２ 風水害対策の具体的な方針 

（1） 「自分の身体は自分で守る」（自助）の理解と家庭、職場の防災力強化を図る。 

（2） 自主防災組織を育成し、地域の防災力（共助）の強化を図る。 

（3） 「減災」の考え方を基本に、風水害による被害を軽減するための防災対策に取り組んでいく。 

（4） 風水害発生時に、速やかに災害対策活動ができる体制づくり。 

（5） 風水害に関する知識の普及や教育の推進により防災意識の高揚を図る。 

（6） 住宅、公共施設、設備等の充実による災害対策の向上を図る。 

（7） 災害に強いライフラインの整備を図る。 

（8） 総合的かつ計画的に風水害対策を実施し、万全を期す。 

（9） 「最上川中流・上流緊急治水対策プロジェクト＊」の推進を図る。 

 

 

＊「最上川流域治水協議会（国、県、市町村等で構成され、令和２年７月豪雨や令和元年東日本台

風をはじめとした、近年の激甚な水害や気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、流域のあ

らゆる関係者の協働により流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進す

るための協議・情報共有を行うことを目的とするもの。令和２年９月１５日設立）が、令和２年

７月洪水の再度災害防止を目的として策定し、推進するプロジェクト」 
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第２節 防災知識の普及計画 

 

～ 自主防災意識の高揚を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

市や県の防災関係機関等が、災害時応急対策の主体となる職員に行う防災教育及び市民の自主

防災意識の向上を図るために行う防災知識の普及・啓発について定める。 

なお、普及・啓発に当たっては、「自らの命は自らが守る」という意識の徹底や、地域の災害リ

スクととるべき避難行動等についての住民の理解を促進するため、行政主導のソフト対策のみで

は限界があることを前提とし、住民向けの専門的・体系的な防災教育訓練の推進、学校における

防災教育等の充実を図り、県全体としての防災意識の向上を図るものとする。 

 

２ 防災機関職員に対する防災教育 

防災関係機関職員に対して、災害時の適正な判断力を養い、各機関における防災活動の円滑な

実施を期するとともに、応急対策全般への対応力を高めるために、防災教育の普及徹底を図る。 

（1） 市における防災教育 

市は、職員に対し、防災関係法令、条例、市地域防災計画及び災害時の所管防災業務におけ

る個人の具体的役割や行動について周知徹底し、行動マニュアルを作成し災害発生時に備える。 

また、国、県等が実施する研修会に防災関係職員を参加させるとともに、研修会の開催に努

める。 

（2） 防災関係機関における防災教育 

防災関係機関は、それぞれが定める防災に関する計画に基づいて防災教育を実施する。また、

県や市が実施する防災訓練や研修会に積極的に参加する。 

 

３ 一般市民に対する防災知識の普及 

市は、被害の防止、軽減の観点から、市民に対して「自らの命は自らが守る」という意識を持

ち、自らの判断で避難行動をとること及び早期避難の重要性を住民に周知し、理解と協力を得る

ものとする。 

また、大規模な災害が発生した場合には、全ての応急対策を行政が対応することは困難であり、

市民自らの自主防災意識と行動が重要であることから、気候変動の影響も踏まえつつ、防災訓練

や啓発活動を通し、一般市民に防災知識の普及を図る。 

なお、国、県及び市は、事業所等が自らの地域の水害リスクに向き合い、被害を軽減する取り

組みを行う契機となるよう、分かりやすい水害リスクに関する情報の提供に努めるとともに、防

災気象情報や避難に関する情報等の防災情報を、災害の切迫度に応じて、５段階の警戒レベルに

より提供すること等を通して、受け手側が情報の意味を直感的に理解できるような取組みを推進

する。また、市民の生活様式に合った多種多様な情報伝達手段を整備するよう努める。 

（1） 啓発内容 

気候変動の影響と考えられる異常気象に伴う災害が増加していることを踏まえ、災害に備え

た普段の心得や災害発生時の心得として、次の事項について啓発を行う。 

ア 災害への備えについて啓発事項 

（ｱ） 住宅の安全点検 

（ｲ） 非常時持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 
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（ｳ） 最低３日間、推奨１週間分の食料・飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、トイレット 

ペーパー等の備蓄（ローリングストック法*の活用） 

*ローリングストック法：普段の生活で消費する食品や生活必需品を少し多めに買ってお

き、古くなったものから順に使用し、使用した分を新たに買い足すことで常に一定量を確

保しておく備蓄方法。 

（ｴ） 自動車へのこまめな満タン給油 

（ｵ） 高齢者用、乳幼児用、食物アレルギー者用等、家族の実情に応じた食料等の備蓄 

（ｶ） 家族が服用している医薬品の情報等の把握 

（ｷ） ペットとの同行避難や避難所での飼養についての準備（しつけと健康管理、迷子になら

ないための対策、飼い主明示、避難用品や備蓄品の確保等） 

（ｸ） 水害保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

（ｹ） 本市の災害史や地域の危険情報の把握 

（ｺ） マイ・タイムライン（個人の防災行動計画）の作成（普及と促進） 

イ 災害予想区域図の周知 

市は、国及び県と連携し、想定される洪水時の被害の危険区域及び避難場所、避難経路を

示した災害予想区域図（ハザードマップ）、防災マップ、災害発生時の行動マニュアルを作成、

配布し、市民に周知する。その際、河川近傍や浸水深の大きい区域については「早期の立退

き避難が必要な区域」として明示するとともに、避難時に活用する道路において冠水が想定

されていないか住民等に確認を促すよう努める。 

また、ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスクや住宅の

条件等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努めるととも

に、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として安全な親戚・知

人宅等も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべきこと等

の避難に関する情報の意味の理解促進に努める。 

ウ 災害発生後の行動等についての啓発事項 

（ｱ） 特別警報・警報・注意報発表時、緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難の発令時にと

るべき行動 

（ｲ） 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、正常

性バイアス等を克服した、避難行動を取るべきタイミングを逸することない適切な行動 

（ｳ） 指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の風水害のおそれのない適切

な避難場所、避難経路 

（ｴ） 広域避難の実効性確保のための、通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方 

（ｵ） 応急救護の方法 

（ｶ） 通信系統の適切な利用方法（災害伝言ダイヤル、災害用伝言板等の活用） 

（ｷ） 高齢者、障がい者等の要配慮者への配慮 

（ｸ） ライフライン途絶時の対策 

（ｹ） 男女のニーズの違い等男女双方及び性的マイノリティの視点への配慮 

（ｺ） 指定避難所等において、被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならな

いよう、「暴力は許されない。」という意識 

（ｻ） 生活の再建に資する行動（家屋が被災した際に、片付けや修理の前に家屋の内外の写真

を撮影する等） 
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（2） 啓発方法 

市は、市報、パンフレット、リーフレット、ポスターの配布やホームページの活用などを推

進するとともに、防災意識の啓発活動を行う。 

併せて、地域における自主防災組織、町内会、各種団体、ボランティア等の活動並びに消防

本部で実施する応急手当講習会など様々な機会を通じて防災知識と自助を基本とした防災意識

の普及啓発を図るとともに、防災（防災・減災への取組み実施機関）と福祉（地域包括支援セ

ンター・ケアマネジャー）の連携により、高齢者に対し、適切な避難行動に関する理解の促進

を図る。 

また、適切な避難場所、避難路等について周知徹底するとともに、必要に応じて指定緊急避

難場所の開錠・開放を自主防災組織で担う等、円滑な避難のため、自主防災組織等の地域のコ

ミュニティを活かした避難活動を促進する。 

(3) 市民の責務 

市民は、地域の防災訓練など自発的な防災活動に参加するよう努める。 

 

４ 事業所等に対する防災知識の普及 

大規模な災害が発生した場合は、地域において事業所等との連携活動が重要となることから、

市及び県は、気候変動の影響も踏まえつつ、自衛防災体制の整備・強化指導を通して事業所等に

防災知識の普及を図るとともに、地域との連携・協力体制の強化を促進する。 

（1） 啓発内容 

災害に備えた普段の心得や災害発生時の心得として、次の事項について啓発を行う。 

ア 災害への備えについての啓発事項 

（ｱ） 事業所等の安全点検 

（ｲ） 非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

（ｳ） 最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、トイレットペー

パー等の備蓄（ローリングストック法*の活用） 

（ｴ） 自動車へのこまめな満タン給油 

（ｵ） 水害保険・共済等の事業所等の再建に向けた事前の備え 

（ｶ） 本市の災害史や地域の危険情報の把握 

（ｷ） 地域住民との協力体制の構築 

イ 危険区域図の周知 

市は、国及び県と連携し、想定される被害の危険区域及び避難場所、避難経路等を示した

災害予想区域図（ハザードマップ）、防災マップ、災害発生時の行動マニュアルの作成に努め、

事業所等に周知する。その際、河川近傍や浸水深の大きい区域については「早期の立退き避

難が必要な区域」として明示するとともに、避難時に活用する道路において冠水が想定され

ていないか確認を促すよう努める。 

また、ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスクや建物の

条件等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努めるととも

に、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、警戒レベル４で「危険な場所

から全員避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解促進に努める。 

ウ 災害発生後の行動等についての啓発事項 

（ｱ） 特別警報・警報・注意報発表時、緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難の発令時にと

るべき行動 
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（ｲ） 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、正常

性バイアス等を克服した、避難行動を取るべきタイミングを逸することない適切な行動 

（ｳ） 指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の風水害のおそれのない適切

な避難場所、避難経路 

（ｴ） 広域避難の実効性確保のための、通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方 

（ｵ） 応急救護の方法 

（ｶ） 通信系統の適切な利用方法（災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板等の活用） 

（ｷ） 高齢者、障がい者等の要配慮者への配慮 

（ｸ） ライフライン途絶時の対策 

（ｹ） 男女のニーズの違い等男女双方及び性的マイノリティの視点への配慮 

（ｺ） 指定避難所等において、被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならな

いよう、「暴力は許されない。」という意識 

（2） 啓発方法 

市及び県は、広報誌、パンフレット、リーフレット、ポスター等の配布や、ホームページの

活用などを推進するとともに、防災意識の啓発活動を行う。 

また、緊急時に対処できる自衛防災体制及び地域との連携強化による災害時の協力体制の整

備を指導する。また、適切な避難場所、避難路等について周知徹底するとともに、必要に応じ

て指定緊急避難場所の開錠・開放を自主防災組織と担う等、円滑な避難のため、自主防災組織

等の地域のコミュニティと連携した避難活動を促進する。 

 

５ 学校教育における防災教育 

（1） 児童・生徒等に対する防災教育 

市は、地域の防災力を高めていくため、気候変動の影響も踏まえつつ、学校における防災教

育の充実、防災に関する教材（副読本）の充実を図るものとする。また、水害・土砂災害のリ

スクがある学校においては、避難訓練と合わせた防災教育の実施に努めるものとする。 

市教育委員会は、防災教育を学校教育の中に位置付け、児童・生徒等の発達段階に応じて、

災害発生時に起きる危険や災害時の対応、本市の災害史、災害教訓・伝承等について理解させ、

安全な行動が取れるように以下の事項に留意して各学校に指導する。 

ア 児童・生徒の発達段階や学校種別、学校の立地条件等によって指導内容や指導方法を具体

的に考え実施すること。 

イ 児童・生徒の発達段階に応じて、防災教育資材、学校安全資料を活用し指導すること。 

ウ 自然体験学習、福祉体験学習、ボランティア体験学習等の機会を捉えて、児童・生徒が自

身の安全を守るための力を育成すること。 

（2） 教職員に対する防災教育 

ア 市教育委員会は、初任者研修、経験者研修等において、災害の基礎知識、児童・生徒等の

発達段階や地域の特性に応じた避難行動等に関する研修を行う。 

イ 学校長は、教職員が地震発生時に主体的に動けるよう各人の役割を明確にし、マニュアル

等を用いて定期的に校内研修を行う。 

 

６ 防災対策上特に注意を要する施設における防災教育 

（1） 監督機関の責務 

防災対策上特に注意を要する危険物等施設、病院、福祉施設並びにホテルや大規模小売店舗

等、不特定多数の者が利用する施設の監督機関は、防火管理者及び危険物保安統括管理者等、
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当該施設の管理者に対し、技能講習も含む講習会の開催、災害時における行動基準等必要事項

を盛り込んだ防災指導書やパンフレットの配布及び現地指導等により防災教育を実施し、その

資質向上を図るとともに、特に災害発生時における行動力、指導力を養う。また、緊急時に対

処できる自衛防災体制の確立及び地域との連携強化による災害時の協力体制の整備を指導する。 

（2） 危険物等施設における防災教育 

災害発生時に、周辺住民等に広く危険を及ぼす可能性のある施設（危険物、火薬類、高圧ガ

ス、その他の発火性又は引火性物品並びに毒物、劇物の危険物品の保安管理施設）の施設管理

者は、災害時の応急対策について従業員に周知徹底するとともに、施設の特性をチラシ等によ

り周辺住民に周知する。 

（3） 病院、福祉施設等における防災教育 

病院や福祉施設は、災害時に自力で避難することが困難な病人、けが人、高齢者及び障がい

者等要配慮者が多数利用しているため、施設の管理者は、平常時から通院・入院者及び入所者

の状況を把握しておくとともに、職員及び施設利用者に対し避難誘導訓練を実施するなど十分

な防災教育を行う。 

また、防災関係機関や付近住民から避難時の協力が得られるよう連携の強化に努める。 

（4） ホテル、旅館等における防災教育 

ホテルや旅館においては、宿泊客等の安全を図るため、従業員等に対し消防設備の適切な使

用、避難誘導及び救出・救護等に重点をおいた教育を実施する。また、宿泊客等に対しても避

難経路を明示するなど災害時の対応方法を周知徹底する。 

（5） 不特定多数の者が利用する施設における防災教育 

大規模小売店舗及びレクリエーション施設等不特定多数の者が利用する施設の管理者は、災

害時の情報伝達や避難誘導のほか、各施設の特徴に応じた対策を迅速かつ的確に実施できるよ

う職員に対する防災教育を行うとともに、利用者が迅速な避難行動がとれるよう避難経路等の

表示を行う。 

 

７ 洪水予報等河川に指定されていない中小河川における対策 

市長は、洪水予報又は特別警戒水位に到達した旨の周知（以下「洪水予報等」という。）を行う

河川として指定した河川（以下「洪水予報等河川」という。）に指定されていない中小河川につい

て、河川管理者から必要な情報提供、助言等を受けつつ、水位情報や浸水実績等を把握したとき

は、これを水害リスク情報として住民、滞在者その他の者へ周知する。 
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第３節 地域防災力強化計画 

 

～ 共助：自分たちのまちは、自分たちでまもる ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

災害発生時においては、公的機関による防災活動（公助）のみならず、地域住民及び企業（事

業所）等による自発的かつ組織的な防災活動（共助）が極めて重要であることから、地域、企業

（事業所）等における自主的な防災組織の育成・整備など地域防災力の強化方策について定める。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第１章 第３節「地域防災力強化計画」を準用する。 

 

 

 

第４節 災害ボランティアの受入体制整備計画 

 

～ あらゆるボランティアを円滑に受入れるために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害により大規模な災害が発生し、被災者に対する救援活動が広範囲又は長期に及ぶ場合に、

重要な役割を担うことが期待される災害ボランティアについて、市が実施する受入体制、活動環

境の整備を図る。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第１章 第４節「災害ボランティア受入体制整備計

画」を準用する。 
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第５節 防災訓練計画 

 

～ 的確な計画で、円滑な訓練をめざす ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

災害発生時の活動を的確かつ円滑に実施するために、県、市、防災関係機関、自主防災組織等

が行う防災訓練について定める。 

 

２ 総合防災訓練 

第２編 震災対策編 第１章 第５節 「２ 総合防災訓練」に同じ。 

 

３ 学校の防災訓練 

学校長は、学校安全計画及び危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）を策定し、冷静か

つ迅速な行動が取れるよう、的確な対応を確保する。 

特に、水害・土砂災害のリスクがある学校においては、毎年、梅雨や台風の時期を迎える前ま

でを目途に、防災訓練と合わせた防災教育を実施するよう努めるものとする。 

市及び関係機関は、学校における防災訓練等について、必要に応じて助言等を行う。 

なお、以下の点に留意して年１回以上防災訓練を実施する。 

（1） 授業中、昼休み等学校生活の様々な場面を想定すること。 

（2） 児童生徒の避難誘導を実施すること。 

（3） 季節を考慮した訓練を実施すること。 

（4） できる限り地域との連携に努めること。 

 

４ 防災対策上特に注意を要する施設における防災訓練 

危険物等施設及び病院・福祉施設並びにホテルや大規模小売店舗等不特定多数の者が利用する

施設等、防災対策上特に注意を要する施設の管理者等は、大地震が発生した場合の職員の対応等

について定めた防災計画に基づき、施設利用者の避難誘導や初期消火等の訓練を実施する。 

特に、病院・福祉施設には、病人、けが人、高齢者及び障がい者等の要配慮者が多数在所して

いることから、施設の管理者は、市町村及び消防等の防災関係機関との緊密な連携のもとに、情

報伝達訓練を取り入れた訓練を実施する。 

市地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、関係

機関の協力を得て、洪水及び土砂災害発生時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓

練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。 

市は、要配慮者利用施設の避難訓練の実施状況等について、定期的に確認する。また、当該施

設の所有者又は管理者に対して、必要に応じて、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な

助言等を行う。 

 

５ その他の訓練 

第２編 震災対策編 第１章 第５節 「５ その他の訓練」に同じ。 

 

６ 実践的な訓練の実施と事後評価 

第２編 震災対策編 第１章 第５節 「６ 実践的な訓練の実施と事後評価」に同じ。 
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第６節 避難体制整備計画 

 

～ 速やかな避難と避難所の充実を図る ～ 

 

１ 計画の基本的考え方 

風水害による災害は、大規模かつ広域的になるおそれがあることから、市民等を安全な場所に

計画的に避難させるために、避難体制の整備について定める。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第１章 第６節「避難体制整備計画」を準用する。 

 

 

 

第７節 医療救護体制整備計画 

 

～ 適切な医療の提供と救助体制の円滑化をめざして ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

大規模災害時に発生する多数の傷病者に対し、困難な条件の下で適切な医療を提供するため市

及び医療関係機関が実施する医療救護体制の整備を図る。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第１章 第９節「医療救護体制整備計画」を準用す

る。 
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第８節 水害予防計画 

 

～ 水害の未然防止と被害の軽減を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

水害の未然防止と被害の軽減を図るため、治山事業及び治水事業の推進について定めるととも

に、洪水ハザードマップ等を活用した水害防止を推進する。 

また、水防活動体制を十分に整備し、洪水等の災害を未然に防止するよう努める。 

 

２ 治山対策 

（1） 方 針 

治山事業及び治水事業について、その有機的な関連性を考慮して、水源地から河口までの水

系を一体としてとらえ、治水・利水の調整を図りつつ、総合的に治山事業の計画的な推進を図

る 

（2） 対 策 

河川の上流水源地帯において森林の安定を図り、土砂の流出を抑制し、下流の保全に努め、

山地治山事業、防災林・保安林の造成を図る。 

 

３ 治水対策 

（1） 方 針 

市街地の進展に伴い、雨水が流出しやすくなり、その量も増大している。 

このために、大旦川や新川に近隣する地域の宅地や農地への浸水が発生するなど、中小河川

や排水路が氾濫し、内水による被害を受ける地域が出てきている。 

これらに対処するため河川改修事業、排水施設の改良及び下水道事業等を積極的に推進する

とともに、在来の排水施設についても流水阻害物の除去を行い、その機能維持に努める。 

（2） 河 川 

ア 国、県の管理する河川（１級河川、２級河川） 

国土交通省及び県との連絡を緊密にし、これらの河川護岸工事、河道掘削等の河川改修事

業、砂防事業を促進する。 

イ 市の管理する河川（準用河川、普通河川） 

流域の実態を的確に把握し、緊急度に応じて河川改修事業を行う。 

（3） 水 路 

市街地内の堰や一般排水路については、他事業と調整を図りながら整備を推進する。 

ア 市街地においては、雨水の流出が抑制でき、なるべく地下への浸透が図られるよう努める。 

イ 整備に当たっては、雨水の流れを把握し流量計算による適した排水施設を行う。 

 

４ 情報収集、伝達体制の確立 

県は、多重無線やテレメータ雨量計、水位計などの観測機器を中心とした河川砂防情報システ

ムの整備を推進する。 

市は、現在設置してある場所以外に必要とする箇所へのテレメータ雨量計、水位計の設置を要

望し、情報収集体制を確立するとともに、市内における降雨・水量等の必要な情報を県防災危機

管理課等に連絡する。 
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５ 水害防止対策等の実施 

洪水予報河川や浸水想定区域の指定等に基づき作成した洪水ハザードマップを活用して、事前

の情報提供や災害時の情報の共有等により水害防止対策を推進する。 

（1） 浸水想定区域における避難確保のための措置 

市洪水ハザードマップで浸水想定区域、避難所等について住民に周知するとともに、洪水予

報の伝達方法、避難要領等、円滑かつ迅速な避難確保のため必要な事項を定める。 

（2） 浸水想定区域の住民及び要配慮者施設への洪水予報情報等の伝達 

山形地方気象台、国土交通省山形河川国道事務所、県土整備部河川課、大旦川排水機場操作

管理人からの水位又は流量等及び県からの避難判断水位(特別警戒水位)情報の連絡に基づき、

浸水想定区域の市民及び要配慮者が主体に利用する施設（以下「要配慮者利用施設」という。）

に対して、洪水予報情報に係る警戒情報、避難情報を伝達する。また、新しく造成された住宅

地への防災行政無線子局の整備に努める。 

（3） 要配慮者利用施設における避難確保計画の策定 

水防法第１５条の３第１項に基づく、浸水区域内の迅速な避難を確保する必要があると認め

られる以下の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、施設利用者の円滑な避難を確保するた

め、防災体制、情報収集及び伝達、避難誘導、施設の整備、防災教育及び訓練等必要な事項を

定めた避難確保計画を作成し、市に報告しなければならない。（計画修正・変更時も同様とす

る。）また、施設の管理者等は、当該避難計画に基づき、避難訓練を実施する。 

 

 名    称 住    所 電話番号 摘  要 

1 ひばり保育園 楯岡北町二丁目 5-56 55-2531 大旦川 

2 
児童発達支援事業所 
「いずみ」 

中央一丁目 6-5 
(いきいき元気館内) 

52-1501 最上川、大旦川 

3 放課後等デイサービス「おひさま」 いきいき元気館内 53-3618 最上川、大旦川 

4 デイサービス にしごう 名取 1020 52-1020 最上川 

5 デイサービスセンター菊香 中央二丁目 5-43 53-0168 最上川、大旦川 

6 西郷認定こども園 名取 333-2 55-5540 最上川 

7 
アートチャイルドケア 
村山しょうよう保育園 

楯岡五日町 15-25 22-9481 最上川、大旦川 

8 輝認定こども園 楯岡新町一丁目 17-20 55-2409 最上川、大旦川 

9 のぞみ保育園 楯岡新町一丁目 17-16 55-2409 最上川、大旦川 

10 
地域密着型特別養護老人ホーム 
「むらやま」 

中央二丁目 3-46 52-3456 最上川、大旦川 

11 グループホーム香紅の里 楯岡俵町 20-19 52-1001 最上川 

12 グループホームけやきの杜 楯岡新町三丁目 2-1 55-5671 最上川 

13 ニチイケアセンター村山 楯岡五日町 16-15 52-0234 最上川 

14 ライフサポート縁 駅西 22-1 48-8400 最上川、大旦川 

15 西郷小学校 名取 1217 55-2413 最上川 

16 楯岡中学校 楯岡新高田 11-3 55-2403 最上川、大旦川 

17 村山産業高校 楯岡北町一丁目 3-1 55-2537 大旦川 

18 楯岡特別支援学校 楯岡北町一丁目 8-1 55-2995 大旦川 
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６ 水 防 

（1） 水防管理団体の責務 

水防法により、市（以下「水防管理団体」という。）は、その区域における水防を十分に果た

す責務を有する。 

水防管理団体の長である市長（以下「水防管理者」という。）は、平時から水防組織の整備を

図る。 

（2） 水防活動の組織 

 

 

 

 

（3） 水防体制の整備 

ア 水防活動体制の整備 

（ｱ） 河川ごとに、重要水防箇所、危険箇所等について、具体的な水防工法を検討しておく。 

（ｲ） 平時及び増水(出水)期の巡視はもとより、災害時における所管施設の緊急点検や応急復

旧等を実施する体制を整備するとともに、必要な資機材の備蓄に努める。 

イ 水防団等の育成強化 

（ｱ） 水防組織の充実 

平時から水防団の研修と訓練を実施するとともに、広報活動を行い、水防組織の充実と

習得を図る。 

（ｲ） 水防訓練の実施 

自主防災組織が常に有効に機能するように、研修を定期的に開催するとともに、防災訓

練の実施に努める。 
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第９節 土砂災害予防計画 

 

～ 土砂災害の未然防止と被害の軽減を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害により発生する土石流、地すべり、がけ崩れ等に起因する土砂災害の未然防止又は被害

の軽減を図り、治山・砂防施設の維持管理を強化するとともに、これらの危険箇所の現況を把握

し、区域の指定、防止施設の整備を行い、危険区域の周知、警戒避難体制の確立等総合的な対策

について定める。 

 

２ 土砂災害警戒区域等の調査･周知 

（1） 基礎調査結果の点検 

市は、県の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（以下、「土砂

災害防止法」という。）第４条の規定に基づく基礎調査結果について、定期的に状況を点検し、

その危険度を把握する。 

特に、学校、医療機関、福祉施設など要配慮者が利用する施設や学校が含まれる土砂災害警

戒区域等については、重点的に把握に努める。 

（2） 土砂災害警戒区域等の周知 

市は、県からの土砂災害警戒区域等の資料や情報の提供を受け市の防災総点検の結果を基に、

市地域防災計画に明記し、市民に対し土砂災害警戒区域等について周知する。 

 

３ 土砂災害予防対策の推進 

（1） 法指定の促進等 

国及び県は、国土を保全し、土地利用の適正化と土砂災害対策の推進を図るため、次表によ

り危険箇所の法指定を促進する。 

また、県は、監視指導体制を強化し、法指定地等の適切な管理に努める。 

法 令 名 指 定 箇 所 名 

砂防法 砂防指定地 

地すべり等防止法 地すべり防止区域 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 急傾斜地崩壊危険区域 

森林法 保安林 

建築基準法 災害危険区域（村山市該当なし） 

宅地造成等規制法 
宅地造成工事規制区域 

造成宅地防災区域 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律 

土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域 
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（2） 災害防止対策事業の現況 

市、国及び県は、土砂災害防止法指定を受けた危険箇所について、次の災害防止対策工事を

積極的に推進する。 

ア 砂防事業 

国及び県が砂防指定地に指定し、県は優先順位の高い箇所から砂防工事を行う。 

イ 急傾斜地崩壊対策事業 

県は市と協議の上、危険地区に住民の生命及び財産を守るため、危険度の高いところから

急傾斜地崩壊危険区域に指定し、順次崩壊防止工事を行う。 

ウ 地すべり対策事業 

県は市との協議の上、危険地区に市民の生命及び財産を守るため、危険度の高いところか

ら地すべり防止区域に指定し、順次崩壊防止工事を行う。 

エ 治山事業 

県は危険度の高いところから優先的に治山事業を実施していく。 

（3） 防災工事の実施内容 

ア 砂防事業 

県は、土石流等土砂の流失を防止する砂防ダム、渓流の縦横侵食を防止する渓流保全工、

護岸等の砂防施設の整備を行う。 

市は、県に対し土石流危険渓流等土砂流出のおそれのある渓流や地区についは砂防指定地

に指定し、砂防事業を推進するよう要望する。 

イ 急傾斜地崩壊対策事業 

県は、がけ崩れ災害に対処するため、土地所有者が崩壊防止工事を行うことが困難又は不

適当とみとめられるものについて、急傾斜地の崩壊を防止する法面保護工、土留施設又は排

水施設の整備を行う。 

市は、これに該当する箇所の情報を県に提供し、急傾斜地崩壊対策事業を推進するよう要

望する。 

ウ 地すべり対策事業 

県は、治水上影響のある地すべり危険箇所について、地すべり災害を防止する地下水の排

除、地表水の誘導、杭打工等の施設の整備を行う。 

市は、これに該当する箇所の情報を県に提供し、地すべり対策事業を推進するよう要望す

る。 

エ 治山事業 

県は、山地災害危険地区において危険度を把握するために、定期的に点検・調査を実施す

る。危険度の高い地区については、保安林又は地すべり防止区域に指定し、治山施設及び地

すべり防止施設の整備を行う。 

市は、山地災害危険地区の情報を県に提供し、治山事業を推進するよう要請する。 

（4） 要配慮者利用施設対策 

ア 市は、県及び関係機関と協力して土砂災害に関する情報等を要配慮者利用施設管理者に周

知し、土砂災害に関する知識の向上と防災意識の高揚を図るとともに、警戒避難体制の確立

に努める。また、要配慮者利用施設に係わる情報を積極的に県に提供し、事業の早期実施を

要請する。 
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イ 土砂災害防止法第８条の２第１項に基づく、土砂災害警戒区域内の迅速な避難を確保する

必要があると認められる以下の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、施設利用者の円滑

な避難を確保するため、防災体制、情報収集及び伝達、避難誘導、施設の整備、防災教育及

び訓練等必要な事項を定めた避難確保計画を作成し、市に報告しなければならない。 

（計画修正・変更時も同様とする。） 

また、施設の管理者等は、当該避難計画に基づき、避難訓練を実施するとともに、その結果

を市に報告しなければならない。 

 名    称 住    所 電話番号 摘  要 

1 楯岡小学校 楯岡楯 18-1 55-2411 土砂災害(特別)警戒区域 

2 冨本小学校 湯野沢 1129 54-2102 〃 

3 養護老人ホーム村山光ホーム 
楯岡笛田二丁目 
19-40 

53-2520 〃 

4 特別養護老人ホームひがしざわ 
楯岡笛田二丁目 
19-57 

52-1151 〃 

5 小規模多機能型居宅介護事業所 笛田 
楯岡笛田四丁目 
1-55 

48-7973 〃 

6 多機能型事業所 わっしょい！ 
楯岡笛田四丁目 
5-1 

47-8694 〃 

7 たてやまキッズクラブ 楯岡楯 8-11 55-7710 〃 

（5） 砂防施設等の維持管理 

市は、砂防施設等の管理者に対し、既設構造物について常時点検を行い、施設の機能維持に

努めるとともに、老朽化等により機能低下をきたしている箇所については、補修、補強工事を

行い、地震による土砂災害の防止を図るよう要請する。 

（6） 危険箇所の周知 

市は、県から提供される土砂災害警戒区域等に関する資料を市地域防災計画に明記するとと

もに、県と協力して、危険箇所への表示板の設置や広報活動を行うなど、土砂災害警戒区域等

に居住する市民に周知し、被害の防止に努める。 

（7） 警戒避難体制の確立 

市は、次の内容について留意し、警戒避難体制の整備を推進する。 

  ア 警戒又は避難を行うべき基準の運用 

イ 避難場所、避難経路及び避難方法等を記載したハザードマップを作成し、警戒区域内の住

民へ配布し周知する。 

ウ 土砂災害に関する自主的な防災組織の育成 

エ 防災意識の普及 

（8） 情報収集、伝達体制の整備 

県は、テレメータ雨量計やワイヤセンサー等の観測機器の配置を中心とした土砂災害警戒シ

ステムの整備を推進する。 

市及び県は、市民及び自主防災組織等と連携し、土砂災害に関する異常な自然現象を察知し

た時は、その情報を相互に伝達する体制の整備に努める。 

（9） 土砂災害警戒区域等における防災対策 

市及び県並びに関係機関は、土砂災害防止法に基づき、土砂災害から生命・財産を守るため、

土砂災害のおそれのある地域について、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地

の抑制、既存住宅の移転促進等の対策を推進する。 

ここでいう土砂災害とは、急傾斜地の崩壊、土石流、地すべりを起因として起こる自然災害

をいう。
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ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定 

県は、土砂災害により被害のおそれのある地域の地形、地質、降水及び土地利用状況につ

いての基礎調査を行い、市長の意見を聞きながら、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒

区域の指定を行う。 

土砂災害警戒区域とは、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、市民の生命又は身体に危害

が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するた

めに、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域をいう。 

土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害警戒区域のうち急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、

建築物に損壊が生じ市民の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土

地の区域で、一定の開発行為の制限及び居住を有する建築物の構造を規制すべき土地の区域

をいう。 

イ 土砂災害特別警戒区域内での開発行為の制限 

土砂災害特別警戒区域内において、開発行為をする土地の区域内において建築が予定され

ている建築物の用途が制限用途である開発行為をしようとする者は、土砂災害警戒区域等に

おける土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく知事の許可を受けなければならない。 

制限用途とは、予定建築物が、住宅（自己の居住に供するものを除く。）並びに高齢者、障

がい者、乳幼児、その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校、医

療施設以外の用途でないもの。 

また、土砂災害時に著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者に対し、移転の勧告

を行う。 

ウ 警戒避難体制等 

市は、警戒区域ごとに土砂災害ハザードマップで避難所、避難経路について住民に対し周

知するとともに、土砂災害に関する情報の収集・伝達、避難及び救助、迅速な警戒避難の確

保のため必要な事項を定める。 

エ 土砂災害警戒区域の住民及び要配慮者関連施設への土砂災害警戒情報の伝達体制の整備 

県土整備部砂防・災害対策課等からの土砂災害警戒情報を活用し、土砂災害警戒区域の住

民及び要配慮者が主に利用する施設に対しての伝達体制の整備を図る。 

（10）緊急用資機材の確保 

市は、県とともに、豪雨等により発生した亀裂の拡大や雨水の浸透を防止するために必要な

資機材を確保し緊急時に備える。 

（11）砂防ボランティアの育成 

市は、県と連携し、豪雨等による土砂災害から市民の生命や財産を守るため、斜面や渓流等、

危険箇所の点検を行う防災ボランティアの育成を図り、その活動を支援する。 

 

４ 災害防止に配慮した土地利用の誘導 

（1） 危険住宅等の移転推進 

市は、県と連携し、安全対策を検討のうえ、危険区域の居住者に宅地の改良や住宅移転の必

要性を周知し、安全地域への移転を促進する。 

（2） 危険箇所の禁止制限行為に対する審査体制の整備等 

県は、災害防止に配慮した安全な土地利用を誘導するための審査指導体制を整備するととも

に、開発事業者への各種法規制の徹底及び啓発・指導を行う｡ 
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５ 被災宅地危険度判定体制の確立 

市は、県と連携し、豪雨等により住宅が大規模かつ広範囲に被災した場合に、二次災害の防止

又は軽減を図り、市民の安全を確保するため、被災宅地危険度判定士を計画的に養成・登録し、

宅地の被災状況を迅速かつ的確に把握してその危険度判定が実施できるよう、被災宅地危険度判

定体制の確立に努める。 

 

資料編：村山市がけ地近接等危険住宅移転促進事業費補助金交付規則 

村山市土砂災害警戒区域一覧 

村山市土砂災害ハザードマップ全体図 

村山市山地災害危険地区等一覧 

村山市山地災害危険地区等位置図 

 

 

  



第３編 風水害対策編 第１章 災害予防計画 

244 

第１０節 建築物災害予防計画 

 

～ 住宅・建築物耐火促進に向けて ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害による建築物災害の未然防止と被害の軽減が図られるよう、庁舎及び学校等の防災上重

要な公共施設、一般建築物等の不燃性の強化等を促進するため、災害予防対策を実施する。 

 

２ 建築物の火災耐力の向上促進 

建築物自体の耐火性・防火性は、建築基準法を中心とする各種法令により規定されており、火

災ができるだけ拡大しないような措置がとられている。 

そのため、市は、新築及び増改築等建築物について、建築基準法に基づき指導を行うとともに、

既存建築物についても、次により改善指導を推進する。 

（1） 既存建設物に対する改善指導 

市及び県は、建築基準法第１２条に基づく定期報告制度を活用し、大規模小売店舗、旅館等

不特定多数の人が集まる既存特殊建築物の安全性確保と施設の改善を指導する。 

（2） 防火対象物定期点検報告制度等の実施指導 

消防機関は、防火対象物で一定規模以上の収容人員のあるもの又は特定の防火対象物（大規

模小売店舗、旅館等の不特定多数の者が利用するもの）のうち一定の基準に適合するものには、

防火対象物定期点検報告制度（セイフティマーク）等に基づく点検報告を実施させることによ

り、利用者の安全を確保する体制を確立する。 

 

３ 建築物の災害予防対策の推進 

（1） 防災活動の拠点となる建築物の災害予防対策 

ア 防災活動の拠点として位置づけられる公共建築物 

（ｱ） 市災害対策本部が設置される施設（市役所庁舎、市農村環境改善センター、北村山視聴

覚教育センター、甑葉プラザ、楯岡地域市民センター、村山市民会館、村山市民体育館） 

（ｲ） 医療救護活動に従事する機関の施設（保健センター） 

（ｳ） 応急活動に従事する機関の施設（消防署、各地域市民センター等） 

（ｴ） 避難収容施設（小中学校、村山市民体育館、甑葉プラザ、村山市民会館、各地域市民セ

ンター、自治公民館等） 

（ｵ） 社会福祉施設等（保育園、認定こども園、幼稚園、特別養護老人ホーム、障がい福祉施

設等） 

イ 防災対策の実施 

アに掲げた建築物は、災害時の避難所や応急活動・復旧活動における拠点施設として重要

な機能を担う必要があることから、次の防災対策を推進する。 

（ｱ） 建築物の安全性の確保 

施設管理者は、各種法令により規定されている技術基準を遵守するとともに、洪水浸水

想定区域、土砂災害警戒区域、雪崩災害の危険箇所等に配慮しつつ、施設・設備の充実及

び災害に対する安全性の確保に努める。 

（ｲ） 防災設備等の整備 

施設管理者は、次に示す防災措置を実施し、防災機能の強化に努める。 

ａ 配管設備類の固定強化 
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ｂ 非常用電源の基本能力の確保 

ｃ 飲料水の基本水量の確保 

ｄ 消防防災用設備等の充実 

ｅ 情報・通信システム等の安全性能の向上 

（ｳ） 維持管理 

施設管理者は、建設当時の設計図面等を整理保管するとともに、法令点検等の台帳や防

災関係図及び維持管理の手引きを整備し、日常点検の励行に努める。 

（2） 不特定多数の者が利用する建築物の対策 

ホテル、大規模小売店舗等、不特定多数の者が利用する建築物は、災害時に一定の機能を果

たし、かつ、人命を守る基礎となることから、施設管理者は、(３)に掲げる一般建築物の災害

予防対策に努める一方、消防機関及び電気・ガス等保安団体は、次に示す防災対策等を指導す

る。 

ア 災害発生時における混乱防止のための、各種通信手段の活用等による迅速かつ正確な情報

収集伝達体制の整備 

イ 不特定多数の人を避難誘導するための体制の整備 

ウ 避難誘導に当たる施設従業員等の教育訓練及び商業ビルによる避難等の連携の徹底 

エ 災害発生時に利用者等の心理的不安を除去・軽減するための、効果的な広報の徹底 

オ 当該施設の管理実態を把握するための、防災設備等の日常点検の励行 

カ 商業ビルに対する、災害発生時の通報連絡・避難誘導体制等の一層の徹底 

 

（3） 一般建築物の災害予防対策 

市及び県は、建築物等の安全性を確保するために、次の留意事項により指導等を行う。 

ア 著しく劣化している建築物の安全性の確保 

防災パトロール等の機会を利用した防災点検の必要性の啓発 

イ 落下物等による災害の防止 

建築物から外れやすい窓・戸及び看板類等の落下物並びに断線による災害を防止するため

の安全性の確保の指導・啓発 

ウ 水害常襲地の建築物における耐水化 

床上浸水等の災害を回避するため、予想される浸水位以上の盛土・基礎高の確保、又は床

下浸水を防止する防止板等の設置の指導 

エ ブロック塀、板塀等の倒壊防止 

市は、県と連携し、災害によるブロック塀、板塀等の倒壊を防止するため、避難場所や避

難路、通学路沿いのブロック塀、板塀等の所有者を主な対象者として、安全の確保について

指導・啓発する。 
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第１１節 ライフライン施設の災害予防計画 

 

～ ライフライン施設の迅速適切な応急措置 ～ 

 

第１款 上水道施設災害予防計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

大規模な風水害が発生した場合、水道の漏水・断水等を最小限にとどめるため、市が実施する

災害予防対策について定める。 

 

２ 防災体制の整備 

（1） 応急対策マニュアルの作成 

応急復旧・応急給水マニュアルと手順書を策定し、迅速適切な応急対応が実施できるよう体

制整備を行う。 

（2） 職員に対する教育及び訓練 

ア 研修会、講習会等を計画的に開催し、災害による被害の調査能力、復旧計画の立案能力、

耐震継手を使用する管の施工等、災害現場における復旧施工等の現場技術等を向上させ、熟

練した技術者の養成・確保に努める。 

イ 緊急時に迅速かつ的確な対応をとることができるよう、総合的な防災訓練並びに情報伝達、

施設の点検訓練、応急給水訓練及び応急復旧訓練等の個別の訓練を実施する。 

（3） 管理図面及び災害予防情報の整備 

他からの応援者が迅速に応急活動を実施できるよう、基本的な水道システム図、施設図

及び管路図並びに拠点給水地、指定避難所及び想定避難住民数等の情報等を盛り込んだ応

急復旧用図面等を整備する。 

（4） 関係機関との連携及び連絡調整 

災害発生時の関係行政機関や水道事業者間の連携について体制を整備し、相互応援協定など

により、応援体制を整備する。 

また、応急対策用車両を緊急用車両として通行できるよう警察と事前調整を図る等、災害発

生時における関係機関や各水道事業者等と連携体制を整備する。 

（5） 予備資材の確保 

応急復旧時に支障が生じないよう予備資材の確保を図る。 

（6） 緊急時連絡体制の整備 

災害発生時にも使用可能な携帯電話や無線通信等による通信連絡網の整備に努めるとともに、

災害情報連絡網の整備を図り、緊急時連絡マニュアル、緊急時連絡先一覧表、応援要請連絡体

制及び応援要請様式などを作成し、緊急時の連絡体制の確保を図る。 

（7） 自家発電設備等の燃料及び水道用薬品の備蓄 

自家発電設備等の燃料の備蓄及び水道用薬品の適正な量の備蓄に努めるとともに、関係業者

と災害発生時における優先供給協定を締結するなどによりこれらの確保に努める。 

 

３ 防災広報活動の推進 

（1） 方 針 

市及び水道事業者は、災害発生時の応急復旧活動を円滑に進めるため、次により市民、自治

会などに対し、防災体制の確立及び飲料水の確保などについて広報し、防災意識の啓発に努め

る。  
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（2） 市民に対する広報・啓発活動 

市民に対し、市報を通じて防災体制の確立、飲料水の確保と衛生対策等の留意点について広

報し、防災意識の啓発に努める。 

（3） 自主防災組織への研修 

自主防災組織に対する応急給水計画を周知し、これに基づく共同訓練等を実施し、緊急時に

おける各地区の支援体制の確立に努める。 

（4） 医療施設等への周知 

被災時においても断水できない医療施設、福祉施設などの重要施設に対して、飲料水の備蓄

（受水槽での必要容量の確保）について広報、指導に努める。 

 

４ 上水道施設の災害予防措置 

市及び水道事業者は、上水道施設ごとにその重要性や老朽度を検討し、特に過去の風水害によ

り被災した経験がある場合には、次により施設の新設、改良及び修繕を計画的に推進する。 

（1） 重要施設及び基幹管路の安全性の強化 

風水害による被害を軽減するため、次により老朽化した構造物・設備の補強、更新等を実施し、

安全性の向上を図る。 

ア 軟弱地盤における地盤改良 

イ 避難所及び給水拠点を中心とした大口径配水管等の整備による貯水機能の強化 

ウ 配水池容量（１２時間貯水容量）の増加及び緊急遮断弁の設置 

エ 老朽管路の計画的な更新 

（2） 代替性の確保 

上水道施設の被災は、応急対策活動に支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたら

すことから系統多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替性の確保を進める。 

（3） バックアップシステムの構築等 

風水害による被害を最小限にするため、次によりバックアップシステムを構築するとともに、

復旧を迅速に行うため配水区域のブロック化を図る。 

ア 重要施設の複数配置による危険分散の強化 

イ 非常用電源の整備（二回線受電、自家発電設備） 

ウ 隣接水道事業体施設と相互融通可能な連絡管設置によるバックアップシステムの構築 

エ 制水弁間隔の適正化による配水地域のブロック化、配水本管のループ化による被害区域の

限定化 

オ 各施設の運転状況を常時監視できる遠隔監視システムの整備 

（4） 機械設備や薬品管理における予防対策 

ア 水質試験用薬品類容器の破損防止及び混薬を防止するための分離保管 

イ 水道用薬品の適正な量の備蓄 

（5） 二次災害の防止 

各施設の管理者は、二次災害を防止するための体制の整備に努める。 

 

５．災害対策用資機材等の整備 

（1） 応急対策給水用資機材の整備 

市及び水道事業者は、計画的に給水車（ポンプ付給水車を含む。）給水タンク、浄水装置及び

ポリタンク等の応急給水用資機材の整備を図る。 

（2） 応急復旧用資機材の整備 

市及び水道事業者は、計画的に応急復旧用資機材の整備に努めるとともに、定期的にその備

蓄状況を把握する。 

 

６ 生活用水水源の確保 

市及び水道事業者は、区域内の井戸を緊急時に生活給水拠点として使用できるよう、あらかじ

め設置状況を把握する。 

また、積雪期には給水車等の通行が困難となることが予想されるため、消雪用井戸等の代替水

源等による給水方法を事前に検討しておく。
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第２款 下水道施設災害予防計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害による下水道施設の被害を最小限にとどめ、汚水排除や浸水排除や浸水防除機能を速や

かに復旧できるようにするための災害予防対策を実施する。 

 

２ 防災対策の整備 

下水道管理者は、下水道施設が被災した場合、公共用水域の水質悪化や公衆衛生の悪化など市

民の生活に与える影響が大きいことから、次により防災体制を整備する。 

（1） 組織体制の整備 

災害発生時に下水道施設の復旧作業に直ちに着手できるように、下水道工事業者との連携を

図り、「協定」を結び体制を整備する。 

（2） 応急対策マニュアルの作成 

緊急防災体制、緊急時連絡先一覧表等を記載した「参集マニュアル」を策定し、緊急時連絡

体制を確立する。また、従事者の役割や調査方法及び応急措置等を定めた緊急時の点検・応急

マニュアルも併せて整備する。 

（3） 職員に対する教育及び訓練 

県等が主催する研修会及び講習会等に職員を積極的に参加させ、災害発生時における判断力

を養成するとともに、防災上必要な知識及び技術を向上させる等、人材の育成に努める。また、

緊急時に迅速かつ的確な対応をとることができるよう、平常時において総合訓練や各種訓練を

行う。 

（4） 設備台帳及び図面等の整備 

災害発生時の対応に万全を期すため、設備台帳及び埋設管路等の図面を整備する。 

（5） ライフライン関係機関等との連携 

下水道施設の被災状況調査及び復旧対策の実施に当たっては、他のライフライン施設に係る

これらの作業と連携して実施できるか調整を行う必要があるので、これら関係機関の被害情報

を迅速に把握できる体制について検討する。 

また、被災情報を広範囲にきめ細かく把握するうえで、水防団や地域住民等からの情報が有

効なので、これらの情報を利用する体制についても検討を行う。 

（6） 民間事業者等との連携 

下水道施設の被災状況調査及び復旧対策の実施に当たっては、業界団体を含む民間事業者へ

の委託が可能な業務については、あらかじめ協定を締結しておくなど民間事業者等の能力やノ

ウハウの活用を図る。 

（7） 災害時維持修繕協定の締結 

施設の維持修繕を的確に行う能力を有するものと災害時における維持・修繕に関する協定を

締結することで、下水道管理者以外のものでも維持又は修繕が可能となるような体制の構築を

図る。 

（8） 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用 

災害発生時に事業を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定・運用するよう努める。 

 

３ 広報活動 

下水道施設の被災箇所等を発見した場合の通報先、使用制限実施の可能性及び排水設備に関す

る事項等について、平時から市民に対して広報活動を適切に行い防災意識の啓発に努める。 
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４ 下水道施設の災害予防対策 

（1） 浸水対策 

ア 耐水性調査及び補強対策 

施設の耐水性調査を実施し、必要に応じ補強対策を講ずる。 

イ 耐水対策の計画、設計及び施工 

浸水により被害が発生した場合に、少なくとも下水道としての根幹的な機能が保持できる 

よう、処理場における流入・放流ゲートは河川水位等を十分考慮に入れた構造とする。また､

処理場及びポンプ場の機械・電気設備は、浸水に耐える構造及び配置とする。 

（2） 安全確保対策 

ア 管理図書の整備 

下水道施設の被災調査や復旧作業を円滑に進めるうえで、施設の設計図書や管理図書は重 

要な資料となるので、これらの基本的図書の整備と保管に努めるとともに、そのバックアッ

プを設けて安全性の向上を図る。 

イ 施設の点検パトロール 

日常の点検パトロールにおいて、浸水時に漏水や湧水等何らかの変状が発生する危険性が 

高い箇所を把握しておく。 

ウ 維持補修工事及び補修記録の整備 

風水害発生時の復旧作業に有効に活用できるよう、異常箇所の補修及び施設改良の記録を

整備する。 

（3） 長時間停電対策 

電力の供給が止まっている場合、被災状況及び復旧する優先順序に応じて、ポンプの作動に

必要な電力の復旧を東北電力ネットワーク株式会社に対し要請する。 

また、停電時のマンホールポンプ等の応急的な電力供給のための発電機等の設備につい て

は、応援協定を締結している村山市建設業協会及び村山市管工事業協同組合に要請し確保に努

める。 

 

５ 災害復旧用資機材等の確保 

緊急措置や応急復旧を的確かつ迅速に行うため、必要な資機材を確保しておく。 

また、独自に確保できない資機材については、応援協定を締結している村山市建設業協会及び

村山市管工事業協同組合に要請し確保に努める。 
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第３款 その他のライフライン施設災害予防計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

電力、電話、ガス供給等の施設の災害による被害を最小限にとどめ、日常生活及び産業活動を

速やかに復旧できるようにするための災害予防対策を行う。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第１章 第１９節 第３款「その他のライフライン

施設災害予防計画」を準用する。 

 

 

 

 

 

第３編 風水害対策編 第１章 災害予防計画 

 

第１２節 輸送体制整備計画 

 

～ 迅速かつ効率的な緊急輸送ネットワークの形成を目指して ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

災害発生時の応急対策活動を円滑に実施するために、市が実施する迅速かつ効率的な交通輸送

体制の整備を図る。 

 

※ 本節については、第２編震災対策編第１章第１７節「輸送体制整備計画」を準用する。 

 

 

 

第１３節 食料・飲料水及び生活必需品等の確保計画 

 

～ 早急な確保により被災者の生活を守る ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害による災害が発生した場合に必要となる食料、飲料水及び生活必需品の備蓄及び調達を

図る。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第１章 第２０節「食料・飲料水及び生活必需品等

の確保計画」を準用する。 
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第１４節 要配慮者の安全確保計画 

 

～ 要配慮者を災害から守るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

高齢者、障がい者、乳幼児、外国人など特に配慮を要する者（以下、この節において「要配慮

者」という。）及び、要配慮者のうち災害時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑か

つ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者（以下、この節において「避難行動要支援者」

という。）の安全を確保するため、市、県、防災関係機関、社会福祉施設、医療施設、地域住民等

が連携して支援する体制整備について定める。 

 

２ 要配慮者の現況 

 

資料編：村山市における要配慮者等の現状 

 

３ 在宅の要配慮者対策 

第２編 震災対策編 第１章 第２２節「３ 在宅の要配慮者対策」に同じ。 

 

４ 社会福祉施設等における要配慮者対策 

（1） 社会福祉施設等の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、次により施設における災害予防

対策を推進するとともに、介護保険法等の関係法令に基づき、自然災害からの避難を含む非常

災害に関する具体的計画を作成する。また、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の要配慮

者利用施設の避難確保計画の作成に際しては、県及び市が連携し、要配慮者利用施設の所有者

又は管理者に対して確実に計画を作成するよう指導する。県及び市は、避難確保計画等につい

て、定期的に確認するとともに、必要な支援や働きかけを行う。 

ア 防災体制の整備 

（ｱ） 自衛消防組織の設置 

社会福祉施設等の管理者は、防火管理者の下に、施設の職員により構成する自衛消防組

織を設置し、必要に応じて、情報班、消火班、救出・救護班、安全指導班及び応急物資班

等を置き、防災業務を担当させる。 

（ｲ） 職員動員体制の確立 

社会福祉施設等の管理者は、災害発生時に職員を迅速に参集させるため、職員の緊急

連絡体制及び初動態勢を整備する。また、夜間における災害の発生等も考慮し、入

（通）所者の状況及び建物の構造等を総合的に勘案して、夜間における職員の配備体制

を整備する。 

（ｳ） 情報連絡網、応援体制の確立 

施設管理者は、消防署等との非常通報装置（ホットライン）の設置に努めるほか、必

要に応じて、消防、警察、医療機関及び近隣施設等との連絡会議の設置や、災害時の施

設利用者の受入れに関する事前の取り決めなどにより、災害発生時の救助・協力体制を

整備する。なお、その内容を、県に情報提供するよう努める。 

また、地域住民、民間ボランティア団体及び近隣施設等から、災害発生時における施設

入所者の避難等について応援が得られるよう、普段から協力関係の構築に努める。 
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イ 社会福祉施設相互間の応援協力体制の確立 

近隣施設との相互応援協力体制を整え、日頃から受入れ可能な余裕スペースの確認に努め

る。 

ウ 防災教育、防災訓練の実施 

施設管理者は、職員及び入（通）所者に対し、日頃から防災意識の啓発に努めるとともに、

地域の自主防災組織、消防機関等の協力、参加を得て、自力避難困難者の避難誘導や救出・

救護訓練等を重点とした防災訓練を実施する。 

また、被災状況等により、施設に長くとどまれないなどのため、入（通）所者の避難誘導

の対応に加え、必要に応じあらかじめ保護者等との間で災害の規模や状況によって引渡しの

基準や条件を詳細に決めておく。 

エ 施設、設備等の安全性強化 

社会福祉施設等の管理者は、建築基準法による新耐震基準施行（昭和５６年）以前の施設

について耐震診断を実施し、必要に応じて計画的な改修に努める。 

オ 食料等の備蓄 

社会福祉施設等の管理者は、地震災害に備えて、最低３日間、推奨１週間分の食料・飲料

水、慢性疾患用医薬品、高齢者・障がい者用仮設トイレ、避難用テント、福祉用具及び避難

生活用具等を備蓄するとともに、必要に応じて井戸、耐震性貯水槽及び備蓄用倉庫、非常用

電源設備等の整備に努める。 

カ 要配慮者の受入体制の整備 

災害時に要配慮者を緊急に受け入れられる体制の整備に努める。 

（2） 県及び市は、次により社会福祉施設における災害予防対策を支援する。 

ア 社会福祉施設相互間の応援協力体制の確立 

災害発生時における緊急入所並びに社会福祉施設等の被災に伴う転所等に備えるため、施

設相互間のネットワークの形成に努める。 

イ 防災教育、防災訓練への支援 

社会福祉施設等の管理者が実施する防災教育、防災訓練の支援に努める。 

ウ 要配慮者の受入体制の整備 

社会福祉施設等が要配慮者を緊急に受け入れた場合に支援する体制の整備を図る。 

（3） 洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域の情報提供等 

市は、洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設であって、洪水時等に

その利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる施設について、市地域防

災計画にその名称及び所在地を定め、警戒避難体制の確立など防災体制の整備に努める。 

市は、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成について支援

し、市長は、必要な指示をすることができる。なお、正当な理由がなく、その指示に従わなか

ったときは、市長はその旨を公表することができる。 

 

５ 外国人の安全確保対策 

第２編 震災対策編 第１章 第２２節「５ 外国人の安全確保対策」に同じ。 
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第２章 災害応急計画 

 

第１節 水害対策計画 

 

～ いち早い行動、水防活動体制の整備を図る ～ 

 

第１款 水防活動計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

洪水等による風水害が発生し又は発生が予想される場合に、これを警戒・防御し、被害を軽減

するための水防活動を実施する。 

 

２ 水防情報連絡系統図 

（1） 水防に関する気象情報連絡系統図 
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（2） 最上川洪水予報（氾濫注意情報(洪水注意報)、氾濫警戒情報(洪水警報)）連絡系統図 
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（3） 最上川水防警報連絡系統図 
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３ 洪水予報等の発表基準 

（1） 洪水予報 

国土交通省山形河川国道事務所と山形地方気象台が共同して洪水予報を発表する河川のうち、

村山市の区域は下記のとおりである。 

ア 予報の河川の区域 

水 系 河 川 実施区域（右岸） 実施区域（左岸） 

最上川 
最上川 

上 流 

自 米沢市大字花沢字八木橋西上 

３６１６番地先 

 

至 村山市大字土生田字高橋 

１５１５番地２ 

自 米沢市大字中田町字堀立川向 

２１番地の乙地先 

 

至 村山市大字田沢字小野原 

９０７番６５ 

 

イ 予報基準地点となる河川の水位観測所 

河川名 水位観測所 
氾濫注意水位 

(警戒水位) 
避難判断水位 

氾濫危険水位 

（特別警戒水位） 

最上川上流 

糖野目（高畠町） 12.00m 12.90m 13.30m 

小 出（長井市） 12.00m 12.60m 12.80m 

長 崎（中山町） 13.30m 15.50m 15.80m 

下 野（河北町） 14.00m 16.20m 16.70m 

 

ウ 発表基準（主なもの） 

 

（2） 水防警報 

水防警報の発令は、国土交通大臣又は県知事が水防管理団体の水防活動に対して、待機、準

備、出動などについて警告を与えるもので、村山市に該当する区域は下記のとおりである 

ア 国土交通省の発表する水防警報の対象とする河川の区域 

関係機関 河 川 水位観測所名 区   域 

山形河川国道 

事務所長 

最上川 

上 流 

下 野 

(河北町) 

須川合流点より 

村山市大字田沢まで（左岸３１．３㎞） 

村山市大字土生田まで(右岸３４．３㎞) 

 

  

種  類 予報文の表題 該当する条件 

洪水注意報 
氾濫注意情報 

[警戒レベル２相当] 

イの表の予報基準地点の水位が、氾濫注意水位(警戒水

位)に達し、更に水位の上昇が見込まれる場合 

洪水警報 

氾濫警戒情報 

[警戒レベル３相当] 

イの表の予報基準地点の水位が、一定時間後に氾濫危

険水位に到達が見込まれる場合、あるいは避難判断水位

に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合 

氾濫危険情報 

[警戒レベル４相当] 

イの表の予報基準地点の水位が、氾濫危険水位に到達

した場合 

氾濫発生情報 

[警戒レベル５相当] 

予報区間において氾濫が発生した場合 
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イ 水防警報発表者  

発表者 
水  位 

観測所名 

水 防 団 

待機水位 

(指定水位) 

氾  濫 

注意水位 

(警戒水位)  

避  難 

判断水位 

氾濫危険水位 

(特別警戒水位) 

山形河川国道 

事務所長 

下 野 

(河北町) 
13.30ｍ 14.00m 16.20m 16.70m 

ウ 発表基準 

種 類 発 表 基 準 内    容 

待 機 
雨量、水量、流量、その他の河川状況

により必要と認めたとき。 
水防団の待機を行う。 

準 備 

水位がイの表の水防団待機水位に達

し、雨量、水量、流量、その他の河川状

況により必要と認めたとき。 

 

 

水防機材の準備点検、水門の開閉準

備、水防団幹部の出動などを行う。 

出 動 

水位の②の表の氾濫注意水位(警戒水

位)に達し、又は達するおそれがあり、

なお増水のおそれがあるとき。 

水防団員の出動を通知する。 

解 除  水防作業の必要がなくなったとき。 水防活動の終了を通知する。 

 

４ 水位到達情報【警戒レベル相当情報】の通知及び周知 

県が指定している水位周知河川のうち、本市に該当する区域は次のとおり。 

（1） 水位情報の通知及び周知を行う河川（水位周知河川）の水位観測所 

所轄課名 河川名 
水位 

観測所名 

水防団 

待機水位 

（指定水位） 

氾濫 

注意水位 

（警戒水位） 

避難判断 

水位 

氾濫 

危険水位 

北村山 

河川砂防課 

富並川 深沢 1.00ｍ 1.60ｍ 1.80ｍ 2.50ｍ 

大旦川 
林崎 0.90ｍ 1.00ｍ 1.10ｍ 1.30ｍ 

河島 （参考水位） 

 

（2） 氾濫危険水位設定河川及び水位局の受持ち区間 

河川名 
水位 

観測所名 

周知市町村及び区域 

周知市町村 区 域 距 離 

富並川 深沢 村山市 

左右岸 村山市大字山の内より 

    村山市大字富並（最上川合

流点）まで 

左岸 

右岸 
9.4km 

大旦川 林崎 村山市 

左右岸 村山市大字櫤山より 

    村山市大字河島（最上川合

流点）まで 

左岸 

右岸 
6.6km 
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５ 水防組織の配備体制 

（1） 水防団の編成 

水防活動を行うため、市に水防団をおく。 

ア 組 織 

水防団は、村山市消防団をもって組織する。 

イ 編 成 

水防団長 消防団長 

水防副団長 消防副団長 

水防団員 消防団員 

ウ 水防活動の基準 

水防管理者は、次の段階に従って水防団を出動させ、水防活動に万全を期する。 

種 別 配備基準（風水害等） 活 動 内 容 

巡視 水防管理者又は水防団長は、常時、

河川、堤防等を巡視する。 

水防上危険であると認められる箇所が

あるときは、直ちに河川、堤防等の管

理者に連絡して必要な措置を求める。 

準備態勢 気象警報等が発令され、その内容に

より、水防上事態の推移を見る必要

があると判断されるとき。 

速やかに連絡員をおき関係機関の連絡

を密にするとともに、水位、流量等の

諸情報を集めて、直ちに招集活動がで

きる体制にする。 

洪水予報が発せられた場合 連絡員は水防支部と密接な連携を保

ち、合わせて団員の居場所を把握し、

出動準備に取りかかること。 

警戒態勢 河川の増水が氾濫注意水位(警戒水

位)に達し、又は氾濫注意水位に達す

ることが明らかな場合 

水防区域の監視及び警戒を強化し、出

動を準備し団員を待機させる。 

また、団員の一部出動を行い、現在工

事中の箇所、既往災害箇所、その他特

に必要な箇所を重点的に巡視するとと

もに、異常を発見したときは直ちに水

防支部に連絡するとともに、水防活動

を開始できる体制に入る。 

非常態勢 水防警報が発令され(氾濫危険水位

(危険水位)を越え、なお増水のそれ

があるとき)、かつ出動の必要性が予

測されるとき。 

※水防警報が発令されない河川にお

いては、水防警報に準じる。 

あらかじめ定められた計画により、団

員を出動させ、水防作業を開始する。 

災害発生時はできる限り被害の拡大を

防止するように努める。また、直ちに

水防支部、警察署、その他の関係機関

に通報する。 

エ 報 告 

水防管理者は、随時水防活動に関する諸報告を行うとともに水防活動終了後、水防活動実

施報告及び災害報告等を、水防支部を経由して水防本部に提出するものとする。 
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６ 水防本部の設置 

（1） 市長は、水防体制を整えるため、必要があると認められるときは、村山市に水防本部を置く。

ただし、通常は水防に関する事務を処理するため、消防本部に事務局を置く。 

（2） 水防本部は、市地域防災計画に定める市災害対策本部が設置される以前のものとし、市災害

対策本部が設置された場合は、次節「防災体制の確立」により対応するものとする。 

（3） 水防本部の組織及び事務分掌 

ア 組織編成表 

本部長 市  長  

副本部長 
副 市 長 

消 防 長 

連 絡 班 （班長：総務課長） 

通 信 班 （班長：総務課長補佐） 

本部員 
教 育 長 

各 課 長 

記 録 班 （班長：市民環境課長） 

指 導 班 （班長：建設課長） 

事務局 
総 務 課 

消防本部 

資 材 班 （班長：消防署長） 

配 車 班 （班長：財務課長） 

 

イ 各班の事務分掌 

班 班 員 事 務 分 掌 

連 絡 班 総 務 課 

消 防 署 

建 設 課 

農 林 課 

市 民 環 境 課 

１ 気象通報及び通報受理に関すること 

２ 水害情報の通報連絡に関すること 

３ その他特命事項 

通 信 班 総 務 課 

消 防 署 

１ 水防作業状況の通信連絡に関すること 

２ 水防本部と現場本部の通信連絡に関すること 

３ その他特命事項 

記 録 班 総 務 課 

消 防 本 部 

建 設 課 

農 林 課 

市 民 環 境 課 

１ 被害の実態調査撮影に関すること 

２ 水害の状況・水防 

３ その他特命事項 

指 導 班 消 防 署 

建 設 課 

１ 水防工法の指導監督訓練に関すること 

２ その他特命事項 

資 材 班 消 防 本 部 

建 設 課 

総 務 課 

１ 備蓄資材の点検整備に関すること 

２ 水防資機材の調達輸送に関すること 

３ その他特命事項 

配 車 班 財 政 課 

消 防 署 

１ 配車、自動車運行に関すること 

２ その他特命事項 
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７ 水防作業 

（1） 要 旨 

洪水時において堤防に異常が発生する時期は、洪水継続時間にもよるが、おおむね水位が最

大のとき、又はその前後だが、法面崩れ、陥没等は通常減水時(水位が最大洪水時の 3/4位に減

水したときが最も危険)に生ずる場合が多いため、洪水が最盛期を過ぎても警戒を厳かにしな

ければならない。 

（2） 工 法 

水防工法は、堤防の組成材料、流速、法面、護岸の状態等を考慮して、最も有効でしかも使

用材料がその付近で入手しやすい工法を選定するが、当初に施工した工法で成果が認められな

いときは、これに代わるべき工法を順次実施し、被害の防止に努める。 

（3） 水防用資機材 

水防管理者は、その所有している器具、運搬具等を非常時に際して有効に活用できるよう準

備しておく。 

 

資料編：水防倉庫及び備蓄資機材 

 

８ 避難のための立退き 

（1） 退去の呼びかけ 

水防管理者は、河川が増水し危険が及ぶおそれがあると認められる場合、河川管理者及び村

山警察署等と協力して、河川にいる者に退去するよう呼びかける。 

（2） 避難のための立退きの指示 

第４節「避難計画」による。 

 

９ 水防解除 

（1） 水防管理者は、水位が氾濫注意水位(警戒水位)を下回り水防活動の必要を認めないと判断し

たときは、水防解除を命ずる。 

（2） 水防解除を命じたときは、直ちに所轄水防支部に連絡する。 

（3） 関係市民、関係団体にも、周知する。 
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第２款 応援計画 

 

１ 地元市民の応援 

水防管理者又は水防団長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の

区域に居住する者又は水防の現場にある者を水防活動に従事させることができる。 

（水防法第２４条） 

 

２ 警察官の応援 

水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、村山警察署長に対して警察官の出動を

求めることができる。（水防法第２２条） 

 

３ 自衛隊の出動要請 

自衛隊の出動を求める場合は、水防支部を経由して県の水防本部にその旨要請するものとする。 

 

４ 他の水防管理団体の応援 

水防のため緊急の必要があると認めるときは、水防管理者は他の水防管理者又は市町村長若し

くは消防機関の長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者はできるだけその求

めに応じ、応援に派遣された者は、水防について応援を求めた水防管理者の所属の下に行動する。

（水防法第２３条） 

 

５ 協 定 

水防管理団体は、前項に規定する応援が円滑・迅速に遂行できるようあらかじめ協定を締結し

ておく。 
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第２節 防災体制の確立 

 

～ いち早い行動、「市災害対策本部」の設置をめざす ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策を強力に推進

するための組織及び運営並びに防災関係の活動体制について定める。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第１節「防災体制の確立」を準用する。 

なお、起因する災害は、すべて「風水害等」によるものとみなす。 

 

 

第３節 情報収集伝達関係 

 

～ 迅速で的確な情報収集と伝達を行うために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害に関する情報について、防災関係機関と連携を図りながら、迅速かつ的確に情報収集、

伝達、広報するための計画について定める。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第２節「情報収集伝達関係」を準用する。 
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第４節 避難計画 

 

～ 確実な自主避難と避難活動のために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害による被害を軽減するためには、近年の気象・水象予報精度の高度化を踏まえ、事前に

住民の避難誘導を行うなどの種々の措置を的確に行うことが重要である。特に、避難しやすい時

間帯での「高齢者等避難」の発令による、高齢者や障がい者等、避難行動に時間を要する避難行

動要支援者の迅速な避難や、風水害による被害のおそれが高い区域の居住者等の自主的な避難を

促進するなど、市があらかじめ定めるマニュアル・計画に沿った避難支援を行うことが重要であ

ることから、市民の自主的避難行動並びに市及び防災関係機関が実施する避難活動について定め

る。 

 

２ 避難指示応急対策フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 避難指示等：高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保（以下同じ。） 
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３ 市民等の自主避難 

市民等は、「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、災害発生のおそれの高まりに応じて

自らの判断で避難行動をとることを原則とする。 

市は、住民等の主体的な避難行動を支援するため、平時から防災教育の推進及び防災知識の普

及を図るとともに、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、主体的な避難行動を促す

情報提供を行うものとする。 

（1） 「マイ・タイムライン＊」の活用 

市民等は、避難判断の支援ツールとして「マイ・タイムライン」を作成し、対応の遅れを防

止するためのチェックリストとして活用する。 

この際、洪水や土砂災害は、自然現象であり、必ずしもマイ・タイムラインで想定したとお

りに進行するとは限らないため、以下の点に留意する。 

① あくまで行動の目安として用いる。 

② 台風の進路や降雨予想、河川水位などの情報は、こまめに収集・確認する。 

③ 収集・確認した情報をもとに、マイ・タイムラインを参考にして、臨機応変に避難行動の

実行を判断する。 

 

＊ 「マイ・タイムライン」とは、台風や集中豪雨等により、これから起こるかもしれない災

害に対して災害が発生する前に得られる情報と、家族構成や住まいの環境に合わせて時系列

に沿って整理しておく自分自身(家族)の避難計画をいう。 

 

（2） 自主的避難の開始 

市民等は、危険が切迫し、又は現実に被災したことにより自主的に避難する場合は、近隣住

民にも状況を伝達するとともに、地域の代表を通じて市に避難先、避難人数等を連絡する。ま

た、危険の切迫により避難する際は、できるだけ近隣住民がまとまって行動し、高齢者等の要

配慮者の安全確保と避難の補助等を心がける。 

（3） 市の支援措置 

市は、市民等から自主的避難を開始した旨の連絡を受けた場合は、直ちに職員等を被災地あ

るいは危険が切迫している地域に派遣し、避難行動の支援及び避難所予定施設の開放等の措置

を行う。 

 

４ 行政の避難指示等に基づく避難 

（1） 危険の覚知と情報収集 

ア 情報収集 

市及び防災関係機関は、災害情報を収集するとともに、所管区域内のパトロールを強化し

て、市民等の避難が必要となる危険箇所の把握に努めることで、避難指示等を適切なタイミ

ングで発令するように留意する。 

イ 各種警戒情報システム等の活用 

避難情報発令の基準となる重要情報については、想定を超える規模の災害が発生すること

や、想定外の事象が発生することがあることから、情報を発表した気象関係機関、河川管理

者等との間で情報交換を密にする。また、河川の上流部でどのような状況になっているか、

暴風域はどのあたりまで接近しているか、近隣で災害が発生していないか等、各種情報シス

テム等を活用して広域的な状況把握に努める。 
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（2） 避難情報の発令 

ア 高齢者等避難の発令 

高齢者等避難は、災害対策基本法第５６条第２項の規定に基づき、【警戒レベル３】高齢者

等避難を発令して避難に時間を要する高齢者等の避難を促す。 

イ 避難指示の発令 

避難指示は、災害対策法第６０条第１項の規定に基づき、【警戒レベル４】避難指示を発令

し危険な場所にいる居住者等に対して立退き避難を求める。 

ウ 緊急安全確保の発令 

緊急安全確保は、災害対策法第６０条第３項の規定に基づき、【警戒レベル５】緊急安全確

保を発令し、いまだ危険な場所にいる居住者等に対して緊急安全確保を求める。 

エ 避難の目安となる５段階のレベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ⾼齢者や障がいのある人、その支援者などは危険な場所から避難する。それ以外の⼈も状況に応じて 

避難の準備を始めます。早めの避難が望ましい場合は自主的に避難を開始する。 

 

（3） 水害、土砂災害に対する避難情報の判断基準 

 

資料編：避難情報発令の手引き 
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（4） 避難場所 

土砂災害発生時における避難場所の選定に当たっては、土砂災害警戒区域外になるよう配慮

し、やむを得ず土砂災害警戒区域等の危険区域内となる場合は、土砂災害に対する安全が確保

できる複数階の建物であること。 

 

※避難所については、第１章第６節「避難体制整備計画」を準用する。（避難所記載有） 

 

（5） 市民等への伝達 

ア 高齢者等避難の内容 

（ｱ） 警戒レベル 

（ｲ） 要避難対象地域 

（ｳ） 避難理由 

（ｴ） 避難先 

（ｵ） 避難経路 

（ｶ） 避難時の注意事項等 

イ 避難指示の内容 

（ｱ） 警戒レベル 

（ｲ） 要避難対象地域 

（ｳ） 避難理由 

（ｴ） 避難先 

（ｵ） 避難経路 

（ｶ） 避難時の注意事項等 

ウ 緊急安全確保の内容 

（ｱ） 警戒レベル 

（ｲ） 災害発生区域 

（ｳ） 災害概況 

（ｴ） 命を守るための最善の行動をとること 

エ 避難の広報 

（ｱ） 防災行政無線、サイレン吹鳴装置、警鐘、標識、広報車の巡回、拡声器、口頭、テレビ、

ラジオ及び緊急速報メール等あらゆる広報手段の複合的な活用を図り、市民、要配慮者利

用施設の施設管理者等に対して迅速に避難指示等を周知・徹底する。 

なお、大雨、暴風等の特別警報の伝達を受けた場合は、これを直ちに住民に伝達する。 

（ｲ） 避難行動要支援者への避難指示等の発令に当たっては、あらかじめ指定した避難支援者、

各地域の地域専門員、地域の消防団及び自主防災組織等を通じ確実に伝達する。 

（ｳ） 市は、市民に対する避難指示等を発令するに当たり、対象地域の適切な設定に留意する

とともに避難指示等を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動をとりやすい時間

帯の発令に努める。 

（ｴ） 市は、危険の切迫性に応じ避難指示等の伝達文の内容を工夫すること、その対象者を明

確にすること、避難指示等に対応する警戒レベルを明確にして対象者ごとに警戒レベルに

対応した取るべき避難行動が行われるように伝達するなどにより、市民の積極的な避難行

動の喚起に努める。 
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（6） 避難指示等を実施した場合の報告等 

ア 知事等に対する報告 

（ｱ） 市長は、避難指示等を実施したときは、市長は直ちにその旨を知事に報告するものとす

る。 

（ｲ） 災害対策基本法第６１条の規定により、警察官が単独で避難指示等を実施したときは、

市長は直ちにその旨の通知を受け、速やかに知事に通知する。 

イ 関係機関等に対する連絡 

避難指示等は、村山警察署と綿密な連絡を取りながら行う。 

ウ 避難所等の管理者に対する連絡 

実施責任者は、避難指示等を行ったときは、直ちに避難所等として利用する施設の管理者

に通報し、当該施設に避難所等の設置を依頼するものとする。 

（7） 避難誘導 

ア 避難誘導体制 

市は、避難誘導に当たっては、避難場所及び避難路や避難先、災害危険箇所等（浸水想定

区域、土砂災害警戒区域、雪崩危険箇所等）の所在、災害の概要その他の避難に資する情報

の提供に努める。 

市、消防機関及び村山警察署による誘導に当たっては、可能な限り自治会、町内会、職場、

学校等を単位とした集団避難に努める。 

また、避難行動要支援者の避難誘導等が避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に基づき

適切に実施されるよう必要な措置を講じる。 

（ｱ） 市は、地域又は自治会単位に避難集団を形成するため、消防団員の動員及び村山警察署

の協力を得て、避難所等に誘導員を配置し、市民等を避難誘導するものとする。 

（ｲ） 消防機関は、避難の指示等が出された場合は、被害の規模、道路橋梁の状況、浸水の状

況等及び消防隊の運用を勘案し、最も安全と思われる方向を市及び村山警察署に通知する

とともに、避難が開始された場合は、消防吏員及び消防団員をもって住民等の避難誘導に

当たる。 

（ｳ） 市は、迅速かつ安全な避難を確保するため、職員を派遣し道路管理者及び警察の協力を

得て、避難道路上にある障害物を排除する。 

また、必要に応じ、県知事に対して車両及びヘリコプター等の支援の確保を要請する。 

（ｴ） 村山警察署は、避難誘導に当たっては、避難道路の要所に誘導員を配置して避難者の通

行を確保し、迅速かつ安全に避難させる。 

（ｵ） 市は必要に応じ、県に対し自衛隊の災害派遣要請を依頼し、避難への応援を依頼する。 

イ 避難の順序 

（ｱ） できるだけ各地区、自治会、職場、学校等を単位とした集団避難を行う。 

（ｲ） 避難の順位は妊産婦、傷病者、高齢者及び幼児を優先し、防災活動に従事できる者を最

後とする。 

ウ 避難の手段 

（ｱ） 避難者は個々の徒歩による避難を原則とする。ただし、避難者の自力による避難が不可

能な場合は、地域の自主防災組織が協力して避難を行うものとする。 

（ｲ） 市は、必要に応じて車両を活用し、市民を迅速かつ安全に避難させる。 
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（8） 避難指示等の解除 

災害による危険が解消されたときは、避難指示等を解除する。この場合、解除の伝達は、避

難指示等の発令と同様の方法により行うものとする。 

 

資料編：指定避難所一覧（小・中学校） 

災害時避難所一覧 

 

５ 学校、病院等における避難 

学校、幼稚園、保育施設、病院、福祉施設及び大規模事業所等の管理者は、あらかじめ定めた

避難計画に基づき、安全な方法を検討するとともに、避難対策について職員又は従業員に通知、

徹底を図るものとする。 

 

６ 警戒区域への立入制限・禁止及び区域外への退去命令 

震災対策編 第２編第２章第３節避難計画「６ 警戒区域への立ち入り制限、禁止及び区域外

への退去命令」に同じ。 

 

７ 帰宅困難者、外国人、旅行者等土地不案内者に対する避難情報等の提供 

震災対策編 第２編第２章第３節避難計画「７ 帰宅困難者、外国人、旅行者等土地不案内者

に対する避難情報等の提供」に同じ。 
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第５節 避難所運営計画 

 

～ 避難所の適正な運営のために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害による災害が発生した場合に、市が開設する避難所の的確かつ円滑な運営を図る。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第４節「避難所運営計画」を準用する。 

 

 

第６節 救助・救急計画 

 

～ 早急な救助・救急のために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害による災害のため、生命及び身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を

救出し、救急搬送するための対策について定める。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第６節「救助・救急計画」を準用する。 

 

 

第７節 医療救護計画 

 

～ 一人でも多くの人を救命するために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害によって傷病者が発生したとき、又は医療機関の混乱によりその機能が十分に発揮され

ない場合の応急医療体制の確保のための計画について定める。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第７節「医療救護計画」を準用する。 

 

 

第８節 行方不明者等の捜索及び遺体対策計画 

 

～ 正確な情報で、速やかな身元確認を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害により行方不明になっている者の捜索及び遺体の処置・収容・埋葬するたに実施する災

害応急対策について定める。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第１０節「行方不明者等の捜索及び遺体対

策」を準用する。 
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第９節 交通輸送計画 

 

～ 効率的な交流輸送を確保するために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害発生時の交通の混乱を防止するとともに、交通輸送機関等の事故を防止し、災害応急活

動に必要な人員、物資、機械等の輸送を迅速に展開するための計画について定める。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第１１節「交通輸送計画」を準用する。 

 

 

第１０節 ライフライン施設の応急対策計画 

 

～ ライフラインの応急対策と復旧対策のために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害によってライフライン施設が被災した場合の応急対策の手順について定める。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第１２節「ライフライン施設の応急対策計

画」を準用する。 

 

 

第１１節 応急給水計画 

 

～ 生活に必要な支援を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

市は、被災地域や被災住民数等を的確に把握し、被害状況に応じた給水計画を策定のうえ、速

やかに応急対策を実施する。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第１３節 第１款「応急給水計画」を準用

する。 

 

 

第１２節 食料供給計画 

 

～ 食料を確保するために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害により食料を確保することが困難となり、日常の食事に支障を生じ、又は支障するおそ

れがある場合において実施する災害応急対策について定める。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第１３節 第２款「食料供給計画」を準用

する。 
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第１３節 生活必需品等物資供給計画 

 

～ 生活必需品等物資を確保するために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害により被災した市民が生活を確保するために必要な生活必需品等の物資を 

市民に提供するための計画について定める。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第１３節 第３款「生活必需品等物資供給

計画」を準用する。 

 

 

第１４節 保健・防疫計画 

 

～ 心身の健康を保つために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害発生時には、上水道の断水、家屋倒壊、浸水等の被害により感染症等が蔓延するおそれ

があるため、これらを防止するために実施する防疫の保険衛生対策について定める。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第１３節 第４款「保健・防疫計画」を準

用する。 

 

 

第１５節 廃棄物処理計画 

 

～ 生活環境の保全を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

被災地の廃棄物等を迅速かつ適正に収集・処理し、生活環境の保全を図るために廃棄物処理対

策を実施する。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第１３節 第５款「廃棄物処理計画」を準

用する。 

 

 

第１６節 障害物の除去計画 

 

～ 速やかに障害物の除去を行うために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害によって住居又はその周辺に運び込まれた土石・竹林等で、日常生活に著しい支障を与

えている障害物を除去するため実施する災害応急対策について定める。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第１４節「障害物の除去計画」を準用する。 
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第１７節 文教対策 

 

～ 学校、文教施設、文化財の被災軽減を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害発生時における児童・生徒の安全確保及び学校教育活動の早期回復並びに学校以外の文

教施設及び文化財の被害の防止又は軽減を図るために実施する災害応急対策について定める。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第１５節「文教対策」を準用する。 
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第１８節 要配慮者の応急対策 

 

～ 要配慮者の被害軽減を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害による災害が発生したときに、要配慮者の被害軽減や生活支援を図るために、市、県及

び社会福祉施設等の管理者が、地域住民等の協力を得て実施する災害応急対策について定める。 

 

２ 要配慮者の応急対策フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 避難指示等：高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

 

３ 在宅の要配慮者対策 

避難行動要支援者名簿及び個別避難計画により、地域住民の協力を得て応急対策を行う。 

（1） 災害発生のおそれがある場合の事前周知 

災害が発生するおそれがあるときは、高齢者等避難を発表し、避難行動要支援者名簿及び個

別避難計画に基づき、避難支援者や自主防災組織等の協力を得て要配慮者に対し確実に情報を

伝達する。 
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（2） 避難誘導等 

ア 要配慮者の避難が必要となった場合、避難誘導等が避難行動要支援者名簿及び個別避難計画

に基づき適切に実施されるよう必要な措置を講じる。また、避難支援者、自治会、近隣住民、

自主防災組織等は避難行動要支援者の避難行動に協力するよう努める。 

イ 避難の誘導に当たっては、要配慮者を優先するとともに、身体等の特性に合うように適切な

誘導を行う。 

（3） 災害発生の直後の安否確認 

市は、発災時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要支援者台帳

を効果的に利用し、避難支援者、近隣住民、自主防災組織、自治会、民生委員・児童委員、介

護保険事業者、障害福祉サービス事業者等の協力を得て、避難行動要支援者については、避難

支援や迅速な安否確認等が行われるように努める。 

（4） 被災状況の把握 

避難所や要配慮対象者の自宅などに、地域包括支援センターの職員や保健師を派遣し、下記

の事項を把握する。 

ア 要配慮者の身体及びメンタルヘルスの状況 

イ 家族（介護者）の有無及びその被災状況  

ウ 介護の必要性  

エ 施設入所の必要性  

オ 日常生活用具（品）の状況  

カ 常時服用している医薬品等の状況 

キ その他避難生活環境など 

（5） 避難所における配慮 

市は、福祉施設職員等の応援体制等、要配慮者に配慮した避難所の運営、環境整備及び食料・

生活物資の供給等に努める。また、必要に応じて福祉避難所を設置し、指定避難所内の一般避

難スペースでは生活することが困難な要配慮者を避難させる。 

（6） 被災後の生活支援 

ア 社会福祉施設への緊急入所 

高齢者や障がい者のうち、緊急に施設で保護する必要がある者に対しては、一時入所等の

措置を講じる。 

また、市内の施設で対応出来ない場合、市は県に対し、社会福祉施設等への緊急入所につ

いて協力を要請する。 

イ 相談体制の整備 

被災した要配慮者の生活に必要な物資や人的な援助の要求を把握するため、相談体制を整

備する。特に、情報の伝達が困難な視聴覚障がい者や寝たきり者、車椅子使用者等について

は、手話通訳や移動介護等のボランティアの活用により、コミュニケーション手段の確保に

配慮する。 

ウ サービスの提供 

（ｱ） 市は、県の指導、助言を受けて、在宅要配慮者の被災者状況などに応じて、地域包括支

援センターの職員や保健師等の派遣、必要な日常生活用具（品）の供給の措置を講ずると

ともに、災害情報、生活情報等の継続的な提供に努める。 

（ｲ） 被災した要配慮者に対して、ボランティアの活用等により継続的な日常生活の支援に努

める。 
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４ 社会福祉施設等における要配慮者の対策 

（1） 浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の迅速な避難確保 

市は、洪水予報、土砂災害警戒情報等の防災気象情報の通知を受けたときは、速やかに該当

する区域内の要配慮者利用施設に情報を伝達する。 

（2） 事前避難 

ア 施設等の長は、市などから避難指示等があり、入(通)所者を避難させる必要があると判断

される場合は、直ちに職員を配置し、避難体制を整備する。 

また、避難の誘導に当たっては、入(通)所者に不安を抱かせないよう配慮する。 

イ 施設等の長は、災害の状況に応じて、あらかじめ検討している適切な避難場所（屋内、屋

外、避難所等）を選択し、避難誘導する。 

ウ 夜間や休日など、施設に勤務する職員が少ないとき、自主防災組織や近隣住民の協力を得

て安全誘導を図る。 

（3） 施設被災時の安全確認、救助、避難 

ア 施設が被災した場合、施設等の長は直ちに、入(通)所者の安全と施設の被災状況を把握す

るとともに、入(通)所者の不安解消に努める。 

イ 入(通)所者が被災したときは、職員、自主防災組織、近隣住民の協力のもと、応急救助を

実施するとともに、必要に応じて消防機関などへ救助を要請する。 

ウ 施設の被災により入(通)所者の避難が必要となった場合は、（2）に準じて行う。 

（4） 被害状況の報告・連絡 

ア 施設等の長は、施設の被害状況を市・県に報告し、必要な措置を要請する。 

イ 入（通）所者の保護者に入所者の被災状況を連絡し、協力を求める。 

（5） 施設の継続使用が不可能な場合 

ア 施設等の長は、施設の継続が不能となった場合、市又は県を通じて他の施設への緊急入所

要請を行うとともに、必要に応じて、保護者による引取り等の手続きを講じる。 

イ 市及び県は、被災施設の施設等の長から緊急入所の要請があったときは、他の施設との調

整に努め、入所可能な施設を斡旋する。 

 

５ 外国人の要援護対策 

（1） 外国人の救護 

市は、地域の自主防災組織やボランティアの協力を得ながら、外国人の安否確認、救助活動

や避難誘導活動に努める。 

（2） 外国人の生活支援 

市は、被災した外国人の生活に必要な物資や通訳等の必要性を把握するため、ボランティア

の協力を得ながら、相談体制を整備し情報の提供を行う。 
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第１９節 応急住宅対策 

 

～ 住宅の確保を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害により住家が減失した被災者のうち、自己の資力では住宅を確保することができない者

について、その援護を推進するために実施する災害応急対策について定める。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第１７節「応急住宅対策」を準用する。 

 

 

第２０節 技術者等動員計画 

 

～ 技術者の確保と動員を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害発生時の災害応急活動を円滑に実施するため、必要な技術者等の確保について定める。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第１８節「技術者等動員計画」を準用する。 

 

 

第２１節 災害救助法の適用 

 

～ 災害救助法に基づく対応を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

一定規模以上の災害が発生した場合の応急救助措置に適用される災害救助法に基づく災害応急

対策について定める。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第２０節「災害救助法の適用」を準用する。 

 

 

第２２節 自発的支援の受入計画 

 

～ 自発的な支援を円滑に受入れるために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

地震による災害発生時に、県内外から寄せられる善意の支援の申入れに適切に対応するため、

市及び関係機関が実施する対策について定める。 

 

※ 本節については、第２編 震災対策編 第２章 第２１節「自発的支援の受入計画」を準用

する。 
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第３章 災害復旧・復興計画 

 

～ 早期の復旧を図る ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

風水害発生後の民生の安定及び社会経済活動の早期回復等並びに被災施設等の復旧を図るため

の計画について定める。 

 

※ 本章については、第２編 震災対策編 第３章「災害復旧・復興計画」を準用する。 
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第４編 個別災害対策編 

 

第１章 雪害対策計画 

 

第１節 雪害予防計画 

 

～ 雪害、常日頃からの備えで、最小限の被害に ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

  冬期における市民生活の安定を図るため、降積雪及び融雪による被害の予防を行う。 

 

２ 雪害対策の具体的な方針 

（1） 市民センターを中心とした雪情報の交換 

（2） 自治会、自主防災組織と連携し、共助による克雪体制を整備する。 

（3） 降雪時の交通を確保する。 

（4） 雪害に対する知識の普及と防災意識の高揚を図る。 

（5） 速やかに災害応急活動及び被災者支援を実施するための体制づくりを図る 

（6） 流雪溝など、雪に強い基盤整備を行う。 

（7） 危険箇所を把握するなど、雪崩防止対策を推進する。 

（8） 総合的、計画的な雪害対策を実施する。 

 

３ 気象情報の伝達 

防災関係機関に対して降雪に関する気象情報を伝達広報し、雪害の予防を図るものとする。 

 

資料編：気象予警報の種類及び発表基準 

 

４ 雪情報の把握 

（1） 市内の降雪、積雪状況を把握するため、独自の観測点を村山市消防署及び各地域市民センタ

ー敷地内に設置し、毎日の状況を記録し、除雪など雪対策に活用する。また、市ＨＰに掲載し

市民に公表するものとする。 

（2） 市内各所の降雪、積雪状況の目安として、県で設置している３ヶ所の観測地点データを参考

にする。（楯岡、土生田、大高根） 

 

５ 雪崩防止 

（1） 雪崩危険箇所の点検 

本市における国土交通省一斉点検による人家に被害を及ぼすことが予想される本市の雪崩危

険箇所は３９箇所であり、ほとんどの場所で市道部分を含む。 

（2） 降雪時、融雪時の警戒 

ア 降雪、融雪によって災害の発生が予想される場合には、関係機関による警戒を実施し、相互

に綿密な連絡をとりながら、災害の防止に当てるものとする。 

イ 状況により、当該地域に対して消防団の警戒を強化し、関係機関に必要な警告を行い、出動

態勢を整備する。 
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資料編：村山市山地災害危険地区等一覧 

村山市山地災害危険地区等位置図 

雪崩危険箇所一覧 

雪崩危険箇所図 

 

６ 高齢者等、雪に対する要配慮者の対策 

（1） 雪全般の災害に対応するために、自主防災会が中心に、高齢者等、雪に対する要配慮者世帯

の把握に努める。 

（2） 把握に当たっては、日頃の民生委員・児童委員の活動から関係世帯の対応を、地区代表と連

携しながら、行うこととする。 

（3） 市社会福祉協議会は、いきいきネットワークを活用して、冬期を中心とした「見守り」体制

を行う。また、共同で除雪、排雪、雪下ろしなどの作業に当たる。 

 

７ 火災予防 

冬季においては、暖房器具の使用や雪の障害による電気、ガス設備などの損傷事故等による火

災の危険性があるので、消火活動の支障がないように道路や消火栓の除雪を徹底させ、火災予防

に努める。 

 

８ 住宅除雪の体制の整備 

（1） 雪下ろしと克雪住宅の普及 

ア 市は、こまめな雪下ろしの実施を呼びかけるなど、住居の管理徹底について広報活動を積

極的に行うものとする。 

イ 市は、県と連携して、屋根の雪の重量による倒壊を防止するために、克雪住宅の普及を促

進する。 

（2） 高齢者等、要配慮者世帯への助成 

 市は、屋根の雪下ろしが困難な高齢者等、要配慮者世帯に対し、危険回避と除雪費の負担軽

減のため、助成措置を講じる。 

 

９ 空き家等への対策 

市内の空き家等への対策については、所有者責任の原則に十分配慮する必要があることから、

空き家等所有者の除雪等を市が代行することによって損なわれる公益よりも、除雪等を行うこと

によって守ることができる公益の方が大きい必要があることに留意し、以下の対応をとるものと

する。 

（1） 状況の把握及び関係機関との連携 

ア 転居や転出などの事情により、空き家となった家屋については、地区代表を中心に、屋根

の雪の状況など、危険がないか、把握する。 

イ 市は、空き家からの落雪などにより、市道、通学路、隣家への危険がある場合には、所有

者、管理者へ地区代表、市民センターと連携して通知し、雪下ろしを勧奨する。 

ウ 市は、市道、通学路に危険が迫っているときは、通行人や車両に注意を呼び掛けるととも

に、学校など関係機関へ連絡する。 

エ 市は、市民センターと共同し、毎年、空き家についての状況を把握する。 
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（2） 市費で除雪等する場合 

ア 通学路等に面しており、所有者の存在しない空き家の倒壊又は同空き家からの落雪が多く

の住民に危害を及ぼすおそれがあり、公益が大きく失われると考えられるとき。 

イ 空き家の所有者が存在する場合には、所有者に対し自己責任での除雪を促す取り組みを十

分に実施するが、再三の説得にも関わらず、所有者が何ら対応せず、公益が大きく失われる

危険がある場合には、前述に照らし合わせ、市で除雪等を代行し、費用を所有者に償還請求

する。 

（3） 市費で除雪等しない場合 

ア 基本的に所有者が存在する場合。 

イ 危害を及ぼされるおそれがある空き家に、隣接する建物が一個人の所有財産であり、それ

を守ることが公益に当たるとはみなされない場合。 

ウ 空き家からの落雪などにより及ぼされるおそれのある人的危害から、逃れるための自己防

衛が可能と判断される場合 

（4） 除雪等以外の対応 

空き家からの落雪などによって危害が及ぶおそれがある当該空き家の近隣住人に対し、要望

により、危険な状態が排除されるまでの一定期間内で、公営住宅を緊急避難施設として使用さ

せることができるものとする。 
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第２節 除雪・排雪計画 

 

～ 円滑な交通の確保を図るために ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

冬季において夏期と同様に、市民が安全で、活発な経済活動と円滑な交通の確保を図るため、

道路網を中心とした除雪体制の整備を図るものとする。 

 

２ 道路の除雪 

道路の除雪は毎年定める「村山市除雪計画」に基づくほか、交通障害の未然防止のため、下記

の基準を定める。 

（1） 除雪作業 

ア 出動基準 

（ｱ） 車線除雪 

新雪深が概ね１０cm以上又はそれに達すると見込まれるとき。 

（ｲ） 歩道除雪 

新雪深が概ね１０cm以上又はそれに達すると見込まれるとき。 

イ 作業時間 

除雪作業の完了は概ね午前７時を目途に実施する。 

（2） 除雪方法 

除雪ドーザー、除雪グレーダー、除雪ロータリーによる機械除雪について業務委託して実施

する。その他、融雪施設（消雪パイプ、ロードヒーティング）、流雪施設（流雪溝、消融雪溝）

により実施する。 

（3） 雪押場 

市民の協力を得て雪押場を確保し、除雪した雪を道路外に押して排雪する。 

（4） 道路の待避所 

狭小道路における待避所の設置を計画的に進める。 

（5） 助成制度を活用した地域の除雪 

 

３ 排雪計画 

市は住宅地の除雪のために、あらかじめ指定する場所を雪捨場とし確保する。 

 

４ 除雪対策本部の設置 

毎年冬期には、除雪対策本部を設置し、除雪計画に基づいた除雪作業を計画的かつ円滑に実施

するものとする。 

 

５ 市豪雪対策本部の設置 

（1） 設置基準 

村山市消防署敷地内観測所（村山市中央）の積雪が１００cmに達したとき・楯岡の他７地区

観測所のそれぞれの積雪深を考慮し、住民生活に大きな影響を及ぼすおそれがあり、引き続き

降雪が見込まれるとき、村山市豪雪対策本部を設置し、総合的な豪雪対策を推進する。それに

伴い、応急対策に従事する職員を適宜配置する。 

（2） 本部の構成、事務分掌 

ア 本部は、本部長、副本部長、本部員をもって構成する。 

イ 本部長は、副市長、副本部長は教育長をもってあてる。 

ウ 本部長は、対策本部の事務を総括し、本部職員を指揮監督する。 

（3） 本部会議と設置の通知 

本部の設置に当たっては、本部会議を開催するとともに、県、村山警察署などへ設置を通知

する。 
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（4） 本部の解散 

本部は雪解けを待って、３月を目途に解散するものとする。融雪等の災害が懸念されるとき

は、引き続き警戒するものとする。 

（5） 市災害対策本部への昇格 

豪雪のうち特に甚大な被害をもたらしたとき、又はそのおそれがあるとき、市災害対策本部

を設置する。 
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第２章 道路災害対策計画 

 

～ 大規模な交通事故が発生した場合に ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

道路上における大規模な交通事故に伴う災害が発生した場合に、迅速に救急救助活動を行うと

ともに、二次災害の発生等、被害の拡大防止のため、道路管理者、警察、消防機関が災害応急活

動を実施する。 

 

２ 被害情報等の伝達 

（1） 関係機関への通報 

道路管理者、警察及び市消防本部のうち、通行者からの通報又は自らのパトロール等により

道路災害の発生を覚知した機関は、直ちに関係機関に通報するものとする。 

（2） 被害調査と県への報告 

市は、被害の状況を調査し県に報告する。 

 

３ 活動体制及び広域応援体制の確立 

（1） 災害対策本部の設置 

道路管理者、県、市、関係機関は、事故・災害の状況により、必要に応じ各組織内に災害対

策本部の設置等、必要な体制を確立するとともに、緊密な連携に努める。 

（2） 広域応援要請 

県及び市は、事故・災害の規模により単独では十分な災害応急対策を実施できないと認めら

れる場合には、国、他都道府県、他市町村に対して応援を要請する。 

 

４ 応急対策の実施 

（1） 被害拡大の防止措置 

道路管理者は二次災害防止のため次の措置を講ずる。 

ア 通行禁止又は制限 

道路管理者は、事故災害による道路の破損やその他の理由により通行が危険であると認め

られる場合は、区間を定めて管理する道路の通行を禁止又は制限する。 

警察官は道路における危険を防止するため、緊急の必要があると認めるときは、必要な限

度において道路交通法に基づき一般車両の通行禁止等の交通規制を行う。 

道路管理者は、道路の通行を禁止した場合、迂回路を確保するなど円滑な道路交通の確  

保に努める。 

イ 道路利用者及び一般市民等への広報 

道路管理者は、道路の通行禁止等の措置を講じた場合、直ちに警察、関係機関及び道路交

通情報センター等に連絡し、報道機関を通じて又は広報車の利用、道路情報提供システムに

より広報を行う。 

（2） 消火、救助に関する措置 

ア 市消防本部は、救助・救出活動を行うほか、火災の発生状況を把握するとともに、迅速に

消火活動を行う。 

イ 道路管理者は、市町村等の要請に基づき負傷者等の救助・救出及び消火活動の実施のため、

必要な協力を行う。 
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（3） 危険物の流出、放置に対する応急対策 

危険物の流出が認められるときは、消防、警察及び道路管理者は、流出した危険物の名称、

性状及び毒性の把握に努めるとともに、相互に連携して防除活動に当たる。 

ア 二次災害の防止 

（ｱ） 消防機関等は、流出した危険物から発生する可燃性ガス及び有毒ガスの検知を行い、火

災、健康被害及び環境汚染の未然防止に必要な措置を講ずる。 

（ｲ） 流出した危険物により飲料水汚染の可能性がある場合は、県及び河川管理者等は水道水

取水施設管理機関に直ちに連絡し、取水制限等の措置を講ずる。 

（ｳ） 有害物質が河川、公共用水域、地中及び大気中に放出された場合、河川管理者及び保健

所等は必要に応じて環境調査する。 

イ 市民の安全確保 

市及び警察等は、危険物による被害が周辺に及ぶおそれがある場合は、市民の避難誘導及

び火気の使用制限措置を講ずる。 
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第３章 列車災害対策計画 

 

～ 鉄道路における大規模な災害が発生した場合に ～ 

 

第１節 列車災害予防計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

列車の脱線・転覆等による多数の死傷者を伴う大規模な災害が発生した場合に、応急対策を円

滑に実施するための災害予防対策について定める。 

 

２ 防災体制の整備 

市は、列車災害発生時の県及び関係機関との情報連絡体制を確認し、平時から連携の強化に努

める。 

 

３ 施設面の災害予防 

（1） 道路（市道）管理者（市長）及び鉄道事業者は、踏切道改良促進法に基づき、列車運行回数

及び道路交通量の多い踏切の立体交差化、舗装の改良等の構造改良、交通規制及び統廃合等を

計画的に推進し、踏切での重大事故の発生防止に努める。 

（2） 道路（市道）管理者（市長）及び鉄道事業者は、線路に近接する施設等の落下、倒壊による

線路への被害を防止するため、関係官公庁、施設関係者に関係施設の整備等災害予防対策の推

進を要請する。 
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第２節 列車災害応急計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

市及び鉄道事業者、警察、その他行政機関は、鉄道路における大規模な交通事故に伴う災害が

発生した場合に、迅速に救急救助活動を行うとともに、二次災害の発生や被害の拡大防止のため

災害応急活動を実施する。 

 

２ 鉄道路（鉄道事業者）災害応急計画フロー 

列車事故が発生した場合、鉄道事業者は、次の系統により、迅速かつ適確に応急対策を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事故情報等の伝達及び広報 

（1） 鉄道事業者は、事故情報の伝達は、鉄道事業者により次の経路により、被害(人的、施設等)

状況、復旧見込み、代替交通手段等について、速やかに関係機関に対して通報する。 
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（2） 広 報 

鉄道事業者は、正確な情報を迅速に提供して混乱の防止を図るため、被災者の家族等並びに

旅客及び一般住民等に対して広報する。 

 

４ 応急活動体制の確立 

（1） 災害対策本部の設置 

鉄道事業者、県警察本部、消防機関、県、市町村、医療機関その他関係機関は、事故・災害

の状況により、各組織内に災害対策本部等を設置するとともに、必要に応じ、現地に関係機関

合同の応急対策の拠点を設置して連絡を密にし、情報の共有及び効率的な応急対策の推進に努 

める。 

（2） 広域応援要請 

市は、事故・災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できないと認

められる場合には、国、他都道府県及び他市町村等に対して応援を要請する。 

 

５ 乗客及び公衆等の避難誘導 

駅長等は、地震の発生に伴い、建物の倒壊、火災その他二次災害が発生するおそれがある場合

は、避難誘導体制に基づき、速やかに乗客及び公衆等を誘導案内する。 

また、市長から避難指示等があった場合、又は自駅の避難場所も危険な状態になる場合は、駅

長等は市長と協議、調整のうえ、最寄りの適切な避難場所へ乗客及び公衆等を誘導案内する。 

 

６ 消火及び救助活動 

（1） 地震その他の原因により火災が発生した場合は、通報及び避難誘導を行うとともに、延焼拡

大を防止するため消火体制を整える。 

（2） 災害等により負傷者が発生した場合は、消防機関、警察等に連絡するとともに、負傷者の救

出・救護に努める。 

（3） 大規模地震により、列車等において多数の死傷者が発生した場合、市災害対策本部は、防災

関係機関及び他の地方自治体に対し応援要請を行う。 

（4） 市消防本部は、救助・救出活動を行うほか、火災の発生状況を把握するとともに、迅速に消

火活動を行う。 

 

７ 応急復旧 

災害の復旧に当たっては、応急工事を実施して早期に運転を再開させるとともに、その終了後

速やかに復旧計画を確立し、復旧工事を推進する。 
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第４章 航空災害対策計画 

 

～ 航空機等、大規模な災害が発生した場合に ～ 

 

第１節 航空災害予防計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

航空機の墜落炎上等による多数の死傷者を伴う大規模な災害が発生した場合に、応急対策を円

滑に実施するための災害予防対策について定める。 

 

２ 防災体制の整備 

市は、県及び関係機関との連携を緊密にし、情報収集、伝達方法等の体制の整備と徹底を図る

ものとする。 

 

３ 施設の点検 

航空事業者は、災害発生時に緊急措置が円滑に実施できるよう、平時から施設の定期的な点検

を実施し、異常の早期発見とその修繕に努めるものとする。  

 

 

第２節 航空災害応急計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

航空機の墜落炎上等による多数の死傷者を伴う大規模な災害が発生した場合に、被害の拡大や

二次災害の防止を図るために実施する災害応急対策について定める。 

 

２ 事故状況の把握及び広報 

（1） 事故情報の収集、伝達 

航空機事故が発生した場合、市及び防災関係各機関は、次の伝達系統により、迅速かつ適確

に事故情報を伝達する。 
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（2） 広報活動 

ア 関係機関の連携 

広報活動を行うに当たっては、県、警察機関及び防災関係各機関との連絡、調整を密にし、

被害状況及び避難指示等の情報を適確、迅速に伝えるように努める。 

イ 周辺住民等への広報 

市及び村山警察署は、県及び警察機関との協議のうえ、防災行政無線・広報車等で、避難

指示等について広報を行う。 

 

３ 消火救難活動体制 

（1） 県及び関係団体と協議の上、第２編「震災対策編」第２章「災害応急計画」に準じて速やか

に応急体制を確立する。 

（2） 「山形空港及びその周辺において航空機事故、航空機事故に伴う災害、発生した場合の連絡、

調整に関する協定書」に基づき、県との緊密な協力のもとに一貫した消火救難活動を実施し、

航空機火災の防御に万全の体制を図る。 

（3） 二次災害としての火災対策は、別に定める「村山市消防計画」によるものとする。 

 

資料編：山形空港及びその周辺において航空機事故、航空機事故に伴う災害、発生した場合

の連絡、調整に関する協定書 
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第５章 放射線対策計画 

 

～ 放射線量の適切な確認により、市民生活を安心安全に ～ 

 

１ 計画の基本的な考え方 

山形県内に原子力発電所（以下「原発」という。）は立地していないが、平成２３年３月１１日

に発生した東日本大震災での東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故のように、隣接県に

ある原発施設が自然災害等による破壊、又は大規模な事故等の発生により施設から放出される放

射性物質及び放射線が拡散し、風に乗るなどして村山市にも到達した場合、市民に心理的動揺や

混乱が生じるとともに、放射性物質が市民の生命又は身体に影響を及ぼすおそれがある。 

そのため、市民が安心して安全な生活が送れるよう、万が一の事態に備え、放射線対策のため

の危機管理体制を構築するものである。 

 

２ 放射線対策の具体的な方針 

（1） 対策組織体制の強化（市災害対策本部内への放射線対策班の設置） 

（2） 空間放射線量の定期的な測定と市民への公表 

（3） 学校施設、保育施設等、必要に応じた放射線量測定の強化 

（4） 県やＪＡ等生産者団体と一体となった風評被害対策の実施 

 

３ 対策組織体制の強化 

市災害対策本部の中に、放射線に対する危機管理体制として「放射線対策班」を設置し、国、

県等の外部機関からの情報収集、市庁内での情報共有を図り対策を万全にしていく。 

（1） 放射線対策に関する危機管理体制 

班名 主な業務 班長 副班長 

総合調整班 
情報の収集整理、各対応班および各課等の

連絡調整、会議等の開催、広報 
総務課長 

総務課 

課長補佐 

保健対策班 
放射線の人体への影響に関する健康相談窓

口の設置 
保健課長 

保健課 

課長補佐 

水道班 
水道の安全管理、飲料水の確保、水道水の放

射性物質の検査（情報収集） 
水道課長 

水道課 

課長補佐 

福祉班 
高齢者施設、保育園・認定こども園等の健康

管理指導 
福祉課長 

福祉課 

課長補佐 

文教対策班 
児童・生徒の健康管理指導、学校の臨時休業

対策、学校施設の安全管理指導 
学校教育課長 

学校教育課 

課長補佐 

農畜産業対策班 農畜産物の安全確認、風評被害への対応 農林課長 
農林課 

課長補佐 

商工対策班 
流通の状況把握、物流の確保、企業等への情

報提供、風評被害への対応 
商工観光課長 

商工観光課 

課長補佐 

放射能観測班 
放射線量の測定、市内観測地点の情報収集、

下水汚泥中の放射性物質測定（情報収集） 
消防長 市民環境課長 

市民生活対応班 
その他、市民生活の安全、財産の被害等に関

すること 

上記以外の 

課等の長 

左記の 

課長補佐 
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（2） 放射線対策に関する危機管理体制図 
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４ 空間放射線量の定期的な測定と市民への公表 

（1） 市による空間放射線量モニタリング 

国又は県が策定する計画により市が空間放射線量測定を実施する場合は、当該計画にしたが

って測定を実施する。 

ア 測定方針 

山形県が策定する指針又は計画による。 

イ 測定箇所 

測定箇所は、平成２３年３月１１日の原発事故発生以降の測定結果（バックグラウンドデ

ータ）がある以下の４地点を設定する。また、測定地点は原則変更しないこととし、やむな

く変更する場合は、県と協議する。 

（ｱ） 市役所前広場 

（ｲ） 北山グラウンド 

（ｳ） 金谷運動広場 

（ｴ） 旧大高根中学校グラウンド 

ウ 測定方法 

測定方法は、山形県が策定する指針又は計画に基づき、測定器の時定数を１０秒にし、地

上から高さ１メートル及び高さ５０センチメートルの地点をそれぞれ３０秒ごと５回ずつ測

定し、その平均値を出す。 

（2） 国等で設置するモニタリングポストによる測定 

国の機関（原子力規制委員会原子力規制庁）では、福島第一原子力発電所の事故による影響

を隣接する県においても継続的に空間放射線量をモニタリングしていくことを目的に、山形県

内２６箇所にモニタリングポストを設置し、リアルタイムで１０分毎に原子力規制委員会原子

力規制庁のホームページで測定結果を公表している。村山市内では、県環境科学研究センター

及び消防本部敷地の南西角に設置されており、市の対策においてもそのデータを活用していく。 

 

５ 学校施設、保育施設等、必要に応じた放射線量測定の強化 

放射線の人体への影響については、幼児、子どもは、成長に伴って活発に細胞増殖が行われて

いるため、成人した大人に比べて放射線の感受性が高く影響が大きく出るおそれがある。＊ 

（＊細胞増殖が盛んな組織ほど放射線の感受性が高い傾向にある（ベルゴニー・トリボンドー

の法則）による。） 

このため、４の（1）により実施する空間放射線量の測定のほかに、小中学校及び保育施設にお

ける放射線量の調査を必要に応じ実施する。 

（1） 必要と思われる測定箇所 

ア 雨どいや側溝、花壇植栽等、国のガイドラインで周辺より放射線量が高い可能性があると

されている施設周辺の場所 

イ 通学路 

ウ プールサイド 

（2） 実施主体 

測定の実施主体は、各施設を所管する課等とするが、放射能観測班の協力を得て実施するも

のとする。 

（3） 測定方法 

測定方法は、国のガイドラインに基づき適切に実施する。 
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６ 局所的に高い線量を示すと思われる場所の調査について 

雨どいや側溝、花壇植栽など国のガイドラインで周辺より放射線量が高い可能性があると示さ

れている箇所の放射線量の測定（以下「周辺調査」という。）を必要に応じ実施する。 

（1） 周辺調査対象施設の考え方 

保育園、認定こども園、幼稚園、小中学校等の子どもが多く集まる施設や市役所や村山市民

会館、甑葉プラザ等の市有施設、及び、都市公園、児童遊園等の子どもが多く集まる施設等を

中心に調査する。 

また、地域住民のニーズを踏まえ、順次対象施設を追加する。 

（2） 測定方法 

測定方法については、国のガイドラインに基づき、以下のとおりとする。 

ア 測定器の設定は、μ㏜にする。 

イ 施設の平均的な放射線量を測定する（時定数を１０秒にし、地表１メートルの高さで３０

秒ごと５回測定し、その平均値を出す。 

ウ 次に、測定器の時定数を３秒とし、対象施設敷地中の高いと思われる箇所を、地表１メー

トルの高さでゆっくり移動しながら測定する。（１秒間に３センチメートルの速度で） 

エ ウの測定で平均値より毎時１マイクロシーベルト以上の数値を検出した場合、測定器の時

定数を１０秒にし、地表１メートルの地点と１センチメートルの地点を３０秒ごと５回ずつ

測定する。 

オ ウの測定で、イで測定した平均値の２倍の数値を示した場合、測定器の時定数を１０秒に

し、地表１メートルの地点を３０秒ごと５回測定する。 

カ エの測定で地表から１メートルの地点の測定値の平均が周辺より毎時１マイクロシーベル

ト以上高い値を示した場合、周辺をバリケード等で近寄れないようにする対策を取り、県へ

報告する。その後で、簡易な除染等の対策をとる。 

キ 簡易な除染の方法は、汚染された土等を土のう袋（耐水性）に詰め、敷地内に深さ５０セ

ンチメートルほどの穴を掘って、ブルーシート（耐水性）を敷いた上に置く。その上にブル

ーシート（耐水性）をかぶせて、その上から３０㎝ほど汚染されていない土をかぶせる。 

ク 周辺より毎時１マイクロシーベルト以上の数値が出た場合、県へ連絡するとともに、関係

課長、施設の管理者、総務課長、総務課課長補佐を通じ市長、副市長に連絡する。副市長の

指示を受け、関係者による緊急会議を設け、対応を協議する。 

（3） 調査体制（班編成） 

調査する際の班編成は以下のとおりとする。 

ア １班当たりの人数は３人とする。 

イ 班員の編成は、原則、放射能観測班から１名、施設等を所管する課等から２名とする。 

（4） 調査結果の報告 

周辺調査した結果について、放射能観測班は、定期的にその結果を取りまとめ、市ホームペ

ージ等で公表するとともに、必要に応じて県に報告するものとする。 

（5） 周辺より放射線量の高い箇所があった場合の対応 

地表から１メートルの空間放射線量率が周辺より毎時１マイクロシーベルト以上の高い数値

が測定された場合には、放射能観測班は速やかに県に報告し、県は国に報告するものとする。 

また、市において民間団体が公表した測定結果で、前述同様の情報を入手した場合にも県に

報告するものとし、県は国に報告するものとする。 
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（6） （5）に対する「簡易な除染」の実施 

「福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への文部科学省の対応について

（平成２３年１０月２１日、文部科学省発出）」、「当面の福島県以外の地域における周辺より放

射線量の高い箇所への対応方針」（平成２３年１０月２１日、内閣府、文部科学省、環境省発

出）」、「放射線測定に関するガイドライン（平成２３年１０月２１日、文部科学省、日本原子力

研究開発機構発出）」（以下、「国ガイドライン」という）に基づき、施設等を所管する課等にお

いて実施するものとする。なお、放射能観測班は、簡易な除染後の放射線量の再測定を行い、

その結果を除染状況とあわせて県に報告するものとする。 

（7） 「簡易な除染」実施後も毎時１マイクロシーベルト以上測定される場合、市において除染対

策が困難な場合については、国ガイドラインに基づき、個別に市、県及び国等の関係機関が連

携を図りながら対応するものとする。 

 

７ その他の調査 

前述した測定及び調査のほか、以下について国、県と一体となった測定及び調査を、情勢によ

り必要に応じ実施する。 

（1） 水道水の放射性物質検査 

（2） 災害廃棄物搬入施設周辺の空間放射線量の測定 

（3） その他、情勢により必要に応じ実施する。 

 

８ 風評被害対策の実施 

市は、市の特産である農畜産物や工業製品、また、観光業等に対する風評被害に対し、国、県

及びＪＡ等の生産者団体や、旅館、ホテル等の観光業者等と連携し適切に対処し、被害防止に努

めるものとする。 
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